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包括外部監査の概要 

 

 監査の種類 
 地方自治法第 252 条の 37 第 1 項に基づく包括外部監査 

   

 監査のテーマ 
 生活保護事務について 

  

 監査対象期間 
 平成 28 年度（自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日） 
 ただし，必要に応じて過年度及び平成 29 年度の一部についても。 

   

 監査体制 
 包括外部監査人  岩﨑淳司（弁護士） 
 外部監査人補助者 松本信乃（弁護士） 
 外部監査人補助者 澤田宗佑（弁護士） 

   
 利害関係 
 外部監査人及びその補助者において，監査対象との間で利害関係は

ありません。 

   
 包括外部監査の実施期間 
 自平成 29 年 7 月 5 日至平成 30 年 3 月 28 日 
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第１ はじめに 

 

１ どうしてこのテーマを選んだのか  

 

（１）人権保障の観点から 

生活保護とは，「日本国憲法第 25 条の理念に基づき，国が生活に困窮す

るすべての国民に対し，その困窮の程度に応じ，必要な保護を行い，その

最低限度の生活を保障するとともに，その自立を助長することを目的とす

る」制度です（生活保護法（以下，条文を引用する際は，「法」と表記しま

す。）第１条）。そしてこの制度は，「すべて国民は，生活保護法の定める要

件を満たす限り，生活保護法による保護を無差別平等に受けることができ

る」（法第２条），としてあらゆる国民に無差別平等に適用されるとともに，

「この法律により保障される最低限度の生活は，健康で文化的な生活水準

を維持できるものでなければならない」とされています（法第３条）。 

これはまさに憲法第 25 条が基本的人権として保障する「健康で文化的

な最低限度の生活」，つまり「生存権」を制度として法律で具体化したもの

です。 

そうすると，生活保護制度が適切に運用されているかどうかは，生存権

という基本的人権が現実に保障されているかどうか，ということとイコー

ルの関係に立つといえます。 

監査人は弁護士として日々，基本的人権と関わりを持つ業務に取り組ん

でいることから，生活保護制度に基本的人権の観点から切り込んでみたい，

そのような考えからこのことを今年度の監査のテーマに選びました。 

以上はいささか理念的な理由ですが，実際的，現実的な理由もあります。 

監査人が以前担当した国選弁護事件の中に，生活保護を巡るトラブルの

ケースがありました。生活保護の申請に訪れた市役所の窓口でケースワー

カー（社会福祉法第 15 条第１項第２号に規定する「現業を行う所員」を

指します。）の方との意思疎通がうまくいかず，ついイライラして怒りを

爆発させた，というケースです。ご本人は逮捕，勾留され裁判を受けまし

た。監査人は，国選弁護人としてご本人の立ち直りをどのようにお手伝い

しようかとあれこれ情報収集などしていく中で，たまたま生活困窮者を支

援している NPO と出会い，この NPO の力を借りることとしました。NPO の

代表者が勾留中のご本人と面会し，裁判にも出てきてもらい，ご本人を支

援することを証言してくれました。そのようなことも実ってご本人は無事

執行猶予の付いた判決を受け，釈放されました。その後，この NPO の支援

により，ご本人は無事生活保護を受けることができ，監査人の事務所にあ
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いさつに来られ，保護開始決定をうれしそうに報告してくれました。天涯

孤独で自己肯定感に乏しい方でした。「やっと人として認められた。」，こ

のような感慨がみなぎっていました。 

さて，この事件でご本人とケースワーカーの方との意思疎通がうまくで

きなかった原因としては，ご本人に軽度の知的障害が見られたことが考え

られ，担当されたケースワーカーの方の対応に特段問題があったとは思え

ませんでした。それでもトラブルの矢面に立たされるケースワーカーの方

の日々の業務はどんなものだろう，とこのとき大きな関心を持ちました。

ちなみに当のケースワーカーの方はこの裁判を傍聴されていました。自ら

が担当したケースがこれからどうなっていくかを見守る姿が印象的でし

た。 

この事件の弁護を通して垣間見たケースワーカーの日常業務にもっと

密着してみたい，この関心が生活保護を今回の監査のテーマに選んだ実際

的，現実的な理由です。もっと言えば，この事件は氷山の一角にすぎず，

ケースワーカーの方々は日々大変困難な場面にさらされているのではな

いか，そのことが彼ら，彼女らを疲弊させ，結果的に日常業務が停滞し，

保護されるべき人が適切に保護を受けられない，という事態が発生してい

ないか，このことに迫ってみたい，このように考えました。いわば「ケー

スワーカーの人権」，という問題意識です。 

  

（２）納税者の観点から 

さて，このように「健康で文化的な最低限度の生活を営む」という基本

的人権，すなわち生存権を保障する生活保護制度は，本来国がその担い手

でありますが，国はその具体的運用を都道府県・市・福祉事務所を管理す

る町村，において実施することとしています。このことから生活保護行政

は「法定受託事務」とされます（「法定受託事務」の詳しい説明は割愛しま

すので，興味のある方はインターネットなどで検索してみてください。）。 

今回高知「市」の包括外部監査のテーマとして生活保護を選んだのは，

このように生活保護行政が法定受託事務として市の事務に属するからで

す。 

それでは財源はどうなっているのでしょうか。生活保護というと，わか

りやすく言えば，「保護費」という金銭を支給することがその主な内容で

すので，当然財源が必要となります。これはその４分の３を国が，残りの

４分の１を都道府県，市町村が負担することとされています。もちろんそ

の原資は言うまでもなく，我々国民，市民が納めている税金です。 

そうすると，我々が納めている税金が有効，適切に使われているかどう
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か，保護されるべき方が保護されず，保護されるべきでない方が保護され

ている，このような逆転現象が生じていないか，このことは納税者の観点

から大きな関心事です。 

このように，生活保護は，「税金の使われ方」をチェックする，という納

税者の観点からも，監査のテーマにふさわしい，このように考えました。

特に高知市は全国的に見ても生活保護受給世帯比率が高いとされている

ことからしても（のちに引用する資料では中核市の中で上位６番目とされ

ています。），高知市民が負担する税金の使い道をチェックすることは有意

義です。 

以上が今回の監査のテーマとして「生活保護」を選んだ理由です。 

 

２ どのような視点から監査をしたか 

 

（１）合規性（適法性） 

「監査」とは，簡単に言えば人の活動がルール通りに行われているかど

うかのチェックです。ルールとは難しく言えば「規範」です。もっと具体

的に，そして端的に言えば「法律」です。したがって人の活動がルール通

りに行われているかどうかということを言い換えるならば，「合規性」，「適

法性」が備わっているか，ということになります。 

このことを今回の監査に即して言うと，「人の活動」は「生活保護行政」，

「生活保護業務」，ということになります。「ルール」に当たる規範，法律

は「生活保護法」，ということになります。 

少し難しい話をすると，「すべての行政活動は法律の定めに従わなけれ

ばならない」という原則があります。これを「法律による行政の原理」と

いいます。行政活動を法律で縛ることによって，これを民主的にコントロ

ールし，市民，国民の権利・利益を護ろう，という考え方です。生活保護

行政を監査するということは，生活保護行政の分野においてこの「法律に

よる行政の原理」が実現されているかどうかをチェックする，ということ

にほかなりません。 

ただし，一口に「生活保護行政」，「生活保護業務」といってもその種類，

内容は膨大であり，すべてを網羅することは到底無理です。そこで，この

監査ではのちに説明するように，ケースワーカーの日常業務の，それも主

なものに絞って，これを見ていくことにしました。このことは前にお話し

した，この監査がケースワーカーの日常業務に対する関心に端を発してい

ることとも符合します。併せて，このケースワーカーの日常業務を支える

組織的な取組についても見ていくことにしました。 
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ところで，「生活保護法」がここでいう「ルール」に当たるとしても，生

活保護法自体は全 86 条からなるコンパクトな法律で，その条文の言葉も

様々なケースに柔軟に対応できるよう，かなり抽象的になっています。 

全 86 条の法律がコンパクトであることは，国の基本的なあり方を定め

た日本国憲法でさえ全 103 条，犯罪と刑罰とについて定めた刑法が全 264

条，我々の日常生活の法律関係を定めた民法に至っては全 1044 条，とい

うことを踏まえればご理解いただけると思います。 

このように法律自体がコンパクトであることから，条文の言葉も勢い抽

象的にならざるを得ません。例えば，冒頭に引用した法第１条に書かれて

ある，「生活に困窮」という言葉一つをとっても，何をもって「生活に困窮」

していると判断されるのか，このことはこの法律自体には具体的に示され

ていません。同じように，「必要な保護」とは何か，「最低限度の生活」と

は何か，ということについても言えます。もっともこれは法律自体がコン

パクトであるということだけに原因があるのではなく，「最低限度の生活」

といったものが，その時々の社会情勢などを的確に捉えて判断すべき事柄

であり，あらかじめ法律の中で固定的，具体的に定めることになじまない，

という事柄の本質にも原因があるといえます。 

いずれにせよ，このように生活保護法の条文の言葉がかなり抽象的であ

るため，これを現場で実際に運用するケースワーカーがその言葉の意味を

個々人で解釈しなければならないとすると，それ自体が大変な負担です。

また，個々人によって条文の言葉の意味についての解釈が異なると，同じ

ような状況にありながら，ある人は保護が受けられある人は保護が受けら

れない，という不均衡が生じます。これは冒頭にお話しした「無差別平等」

（法第２条）の建前と違ってきます。 

そこでそのような事態に陥らないよう，抽象的な生活保護法の条文の言

葉を具体化するための手立てが必要となってきます。このようなことから

生活保護法自体，すでにその第８条において，「保護は，厚生労働大臣の定

める基準により測定した要保護者の需要を基準とし，そのうち，その者の

金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うも

のとする」，として，具体的な基準の定めを厚生労働大臣に委ねています。

これを受けて「生活保護法による保護の基準」が昭和 38 年４月１日厚生

省告示第 158 号として定められ，238 回の改正を経て，現在は平成 28 年３

月 31 日厚生労働省告示第 176 号として存在しています。 

これは保護の基準についてのものですが，この他にも生活保護法の抽象

的な条文の定めを具体化するために，「生活保護法施行令」，「生活保護法

施行規則」，「生活保護法別表第１に規定する厚生労働省令で定める情報を
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定める省令」，といった政令，省令が制定されています。各地方公共団体が

制定する条例にもそのような定めがあります。 

しかしこれら政令，省令，条例も生活保護法同様，想定される様々な事

態を網羅することは出来ません（以下，生活保護法とこれに関連する政令，

省令，条例等を併せて「生活保護法令」といいます。）。 

そこで，生活保護法令の抽象的な言葉を，日々刻々変動していく社会情

勢を的確にとらえながら，適宜具体化していくルール，規範として，「通

達」というものが存在します。「通達」とは，法律の解釈について行政組織

の上位者が示す指針です。それ自体は解釈の指針であって法律でも政令，

規則，条例でもありませんが，行政の現場ではこの解釈の指針に沿った法

律の運用がなされていますので，実際には法律と同様の重みがあります。 

このことを揶揄して，「法律による行政ならぬ通達による行政」と言わ

れることもあります。そのことの当否は措くとして，行政の現場で通達が

法律と同様の重みをもっていること，それは生活保護行政においても同様

であること，このことは「事実」として承認しなければなりません。 

そこで，この監査においても生活保護行政における重要なルール，規範

として「通達」を取り上げ，生活保護行政，生活保護業務がこれに従って

いるかどうかをチェックすることとしました。 

なお，「通達」も広い概念であり，その形式，形態も様々です。 

本監査報告書では，「生活保護通知集」，「生活保護手帳」，「生活保護問答

集」，等に示された厚生労働省等の見解をひとくくりに「通達」と呼ぶこと

にしています。具体的には，「厚生労働省告示」（以下「告」と表記します。），

「厚生労働省事務次官通知」（以下「次」と表記します。），「厚生労働省社

会・援護局長通知」（以下「局」と表記します。），「厚生労働省社会・援護

局保護課長通知」（以下「課」と表記します。），また，のちに紹介する「高

知市生活保護事務の手引き」に示された福祉管理課の見解もケースワーカ

ー等，実務に従事される方への指針という意味では「通達」の性格を持ち

ますので，本監査ではこれも「通達」の一つに位置付けています。 

 

（２）経済性，効率性，有効性（３Ｅ） 

もとより人権保障の観点からすれば，まずは生活保護行政が合規性，適

法性を備えているかどうかが問われなければなりませんが，他方，納税者

の観点からすれば，それだけではなく，それが経済性，効率性，有効性を

備えているかどうかも問われなければなりません。 

経済性は「Ｅconomy」，効率性は「Ｅfficiency」，有効性は「Ｅffecti

veness」と英訳されますので，この３つの頭文字をとって「３Ｅ」と呼ば
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れたりします。 

経済性，効率性，有効性の３つの視点は言葉だけからするとそれぞれ別

個独立のようにも思えますが，非効率なものは不経済であり，有効性も認

められない，というようにそれぞれが密接に関わりますので，あえて３つ

に分けず，場面によってはこれらを併せて「経済性」と言ったり，「効率

性」と言ったり，「有効性」と言ったりします。 

 

３ 何を監査したか（監査の対象） 

前にお話ししたように，今回「生活保護行政」を監査のテーマに選んだ理

由が，ケースワーカーの日常業務に対する関心にあることから，監査の対象

は主としてケースワーカーの業務とし，さらにはこれを支える職員，外部の

委託業者の諸業務，としました。 

また，具体的なことは後程「高知市における生活保護行政の仕組み」のと

ころでお話ししますが，生活保護行政の最前線に立ち，その中心的役割を果

たすのがケースワーカーですので，生活保護行政を監査のテーマに選ぶ以上，

必然的にケースワーカーの業務が監査の対象の主たる部分を占めることに

なります。 

 

４ どのように監査したか（監査の方法） 

ケースワーカーの業務を監査の主たる対象とする以上，ケースワーカーの

方々から日常業務の様子について直接お話を伺うこと，その業務の場に同席

すること，そして，後程お話しする，ケースワーカーの業務が克明に書き留

められたケースファイルという記録，これを閲覧，分析すること，これらが

中心となりました。 

そのほか，ケースワーカーの日常業務を支える職員や外部の委託業者につ

いても同じように直接お話を伺ったり，その業務の場に同席したり，関係資

料を閲覧，分析するなどしました。 
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第２ 生活保護制度のあらまし 

 

１ 保護の基本原理 

生活保護制度が「日本国憲法第 25 条の理念に基づ」くこと（法第１条），

すべての国民が，生活保護法による保護を「無差別平等」に受けること（法

第２条），「健康で文化的な生活水準」が保護の水準であること（法第３条），

これらについては冒頭で説明しましたので，ここでは繰り返しません。 

さて，保護の基本原理の中で重要なものは，「補足性の原理」であるとさ

れます。すなわち，法第４条は，「保護は，生活に困窮する者が，その利用し

得る資産，能力，その他あらゆるものを，その最低限度の生活の維持のため

に活用することを要件として行われ」，また，「民法に定める扶養義務者の扶

養及び他の法律に定める扶助は，すべて法律による保護に優先して行われる」

と定めています。 

ここから導かれるのは，①資産，能力の活用，②扶養義務者の扶養優先，

③他の法律による扶助優先，の三原則です。 

すなわち，①保護を受けるためには，土地や家屋などの資産を最低生活維

持のために活用しなければならないほか，働く能力がある人は，就労するこ

とが要件となります。のちに，ケースワーカー業務の中で資産認定，就労に

よる収入認定などについて触れるのはこのことと関わってくるからです。 

また，②民法上の扶養義務者の扶養が保護に優先します。のちに，ケース

ワーカー業務の中で扶養調査について触れるのは，このことと関わってくる

からです。 

さらに，③他の法律で定められた給付が受けられる場合，例えば児童手当

法による児童手当や老人福祉法等による措置又は給付などを受けられる場

合は，まずこれらの給付等を受けることとされています。このことを「他法

優先の原理」といいます。のちに，ケースワーカー業務の中で他法収入の調

査について触れるのは，このことと関わってくるからです。 

 

２ 保護の実施上の原則 

 

（１）申請保護の原則 

保護は，以下の者の申請に基づき開始するものとされています（法第７

条）。 

① 保護を必要とする状態にある者（要保護者） 

② 要保護者の扶養義務者 

③ その他の要保護者の同居の親族 
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ただし，意識不明により要保護者の生存が危ぶまれるなど窮迫した状

況にあるときは，福祉事務所の判断により職権で保護ができます。 

このように，保護の開始が原則として申請に基づくものであるため，福

祉事務所の窓口に相談に来られた方の相談の趣旨が，単なる困りごと相

談であるのか，生活保護の申請なのか，この点を正確に見極めることが必

要となります。 

そうして，相談の趣旨が実際には生活保護の申請であるにもかかわら

ず，これを困りごと相談などとして扱い，保護の開始に向けた手続をとら

ないようなことがあれば，それは「申請権の侵害」ということになります。 

のちほど，相談受付に関する部分でこのことに触れます。 

  

（２）基準及び程度の原則（法第８条） 

前に，「合規性（適法性）」の箇所で引用した通り，法第８条は，「保護

は，厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基準と

し，そのうち，その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を

補う程度において行うものとする」，と定めています。 

ここでいう「基準」が「最低生活費」と言われるものであり，「その者

の金銭又は物品」が「収入」と言われるものです。 

簡単に言えば，「最低生活費＞収入」となる場合に，その差額，不足額

が保護費として支給され，逆の場合は保護申請が却下されることになり

ます。 

その保護費は後程説明するように，８種類の「扶助」に区分けされま

す。 

「最低生活費」を算定するための保護の基準は，具体的にこの８種類

の扶助別にその金額が定められており，また，生活水準の違いから居住

地域別に定められています。高知市は「２級地の１」と定められていま

す。 

次頁にその基準を掲載します。 

「収入」の認定は，「月額」によることとされており，就労に伴う収入

（勤労収入，農業収入，農業以外の事業収入）をはじめ，年金，手当等

の公的給付，仕送り収入などの金銭，また，農業による野菜などのうち

自家で消費しているものなど，現物によるものも金銭に換算し，収入と

して計算します。なお，実際の収入認定に当たっては，社会保険料・所

得税・通勤費等の実費控除，収入額に応じた基礎控除などを収入から差

し引いて計算をします。また，例外的に収入認定から除外されるものも

あります。 



9 
 

 

 

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～ ～

※
　

収
入

金
額

が
2
3
1
,0

0
0
円

以
上

の
場

合
は

，
収

入
額

が
4
,0

0
0
円

増
加

す
る

ご
と

に
表

記
の

控
除

額
を

加
算

す
る

。

小 中

※
単

身
世

帯
に

の
み

適
用

介
護

施
設

入
所

者

基
本

生
活

費
9,

69
0

内
冬

季
加

算
98

0
14

,5
90

2-
(3

)

2-
(4

)

2-
(5

)
70

,0
80

内

14
,6

00

介
護

保
険

料
加

算
実

　
費

入
学

準
備

金

40
,6

00

災
害

時
の

再
支

給

介
護

施
設

入
所

者
加

算
9,

69
0

内

学
習

支
援

費

2,
21

0 
+ 

67
0 

＝
2,

88
0

2,
63

0

2
6
,0

0
0

内

2
2
,0

0
0

内

金
額

限 度 額

1
1
㎡

～
1
5
㎡

7
㎡

～
1
0
㎡

6
㎡

以
下

床
面

積

2
9
,0

0
0

内

3
2
,0

0
0

内

3
8
,0

0
0

内

4
2
,0

0
0

内

1
人

2
人

3
人

～
5
人

6
人

7
人

以
上

基
準

額

4
5
,0

0
0

内

5
0
,0

0
0

内

75
0

3人
目

以
降

1人
に

つ
き

加
算

す
る

額

11
,4

00
内

そ
の

他
の

控
除

産
婦

児 　 童 　 養 　 育

3
歳

以
上

小
学

生
以

下
の

第
3
子

以
降

15
,0

00

1,
24

0

85
0

1,
53

0

1,
69

0

基
　

準
　

額

未
成

年
11

,4
00

6ヶ
月

以
上

: 
13

,5
30

社
保

料
、

組
合

費
、

託
児

費
、

公
租

公
課

等
実

　
費

期
末

一
時

扶
助

障
害

者
施

設
入

所
者

の
基

準
生

活
費

13
,0

20

就
学

援
助

費
（
準

困
）

児
童

福
祉

法
第

4
2
条

第
2
号

に
規

定
す

る
医

療
型

障

害
児

入
所

施
設

児
童

福
祉

法
第

6
条

の
2
第

3
項

に
規

定
す

る
指

定
医

療
機

関

２
人

～

24
,4

70
5,

15
0

児
童

2人
の

場
合

に
加

え
る

額

29
7,

00
0

21
,2

00

3
歳

未
満

3
歳

以
上

小
学

生
以

下
の

第
1
･2

子

18
,9

90

在
宅

21
,8

90

放
射

線
障

害

入
院

入
所

8,
32

0

6ヶ
月

未
満

: 
8,

96
0

10
,0

00

90
,0

00
葬 祭

控 　 除

合
　

　
計

47
,4

00

葬
儀

店
火

葬
料

雑
　

　
費

4,
29

0 
+ 

75
0 

＝
5,

04
0

住 宅 扶 助 ※
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
は

別
枠

に
て

2
0
㎏

、
9
,2

5
0
以

内
（
昨

年
度

ま
で

の
実

績
の

概
算

参
考

値
）

20
6,

00
0

以
内

 

小
人

83
,0

00
8,

00
0

73
,8

00
16

4,
80

0
以

内
 

10
2,

00
0

大
人

14
,0

00

教 育 扶 助
22

,3
00

内
児

童
１

人

母 　 子
入

院

加 　 　 　 　 算

9
人

2-
(2

)-
ア

28
,3

10

入
院

患
者

日
用

品
費

59
,3

70
4,

62
0

第 　 二 　 類

2
人

7
人

4
人

逓 　 減 　 率

51
,6

60

52
,4

80

16
,3

10
12

,2
30

62
,7

00

0.
90

22
,6

80
内

4,
91

0

45
,0

10
45

,3
60

65
,2

80
52

,8
90

52
,0

70

55
,6

90
4,

49
0

24
,8

90

23
,8

80

3,
66

0

冬
　

季
期

　
末

9
人

8
人

49
,9

00

36
,8

80
2,

58
0

0.
66

45

0.
90

1
人7

人

6
人

1.
00

0.
70

１
0

0.
71

40
0.

76
75

0.
83

50
0.

88
50

3
人

逓
減

率
①

5
人

4
人

2
人

3
人

0.
90

40
,6

70

0.
90

居 宅
年

　
　

齢
基

準
額

①

0
-
2

第 　 一 　 類

19
,5

70

7
0
以

上

6
0
-
6
9

4
1
-
5
9

2
0
-
4
0

39
,4

00
37

,7
10

34
,7

40

0.
95

1.
00

1.
00

00
1.

00

6
人

5
人

31
,0

90

35
,4

10

53
,4

80
4,

16
0

21
,2

30

30
,5

80

35
,2

30
33

,8
00

基
準

額
②

24
,1

00

6
-
1
1

3
-
5

27
,0

90
24

,6
80

31
,9

00

1
2
-
1
9

1
人

妊
婦

30
,2

80

逓
減

率
②

35
,5

70
35

,7
50

0.
68

65

0.
67

45
0.

90

20
,6

00

基
準

額
①

基
準

額
②

1,
51

0

特
別

支
援

教
育

就
学

奨
励

費

在
宅

患
者

98
0

冬
季

加
算

4,
45

0

12
,6

40

災
害

時
の

再
支

給
27

,2
50

内

障   害

24
,0

00

通
学

費

入
学

準
備

金

授
業

料
、

入
学

料

及
び

入
学

考
査

料

35
,2

00
特

別
基

準

公
立

高
等

学
校

に
係

る
授

業
料

の
不

徴
収

及
び

高
等

学
校

等
就

学
支

援
金

の
支

給
に

関
す

る
法

律
第

６
条

の
規

定
に

よ
る

学
校

等
就

学
支

援
金

の

支
給

限
度

額
に

相
当

す
る

額
以

内
の

額
。

30
,6

00

30
,2

60

36
,4

00

63
,2

00
内

通
学

に
必

要
な

最
小

限
度

の
額

11
,2

00

21
8,

99
9

23
0,

99
9

22
2,

99
9

22
6,

99
9

35
,6

00

36
,0

00

30
,0

80
31

,8
50

33
,3

60
5,

45
0

5,
12

0

31
,0

00
内

就
職

支
度

費

1
4
,5

8
0
(※

H
2
9
.7

.1
～

)
2-

(2
)-

イ

学
習

支
援

費

1
人

増

53
,3

00
5,

28
0

41
0

2,
58

0
17

0

8
人

67
,8

50

53
,7

10
70

,4
40

入
学

準
備

金
基

　
準

　
額

小
20

,4
70

中
学

生
中

10
,0

00
23

,5
50

中

施
　

　
設

冬
季

加
算

95
1

2,
22

0

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

(平
成

1
7
年

法
律

第
1
2
3
号

)第
5
条

第
1
2
項

に
規

定

す
る

障
害

者
支

援
施

設

児
童

福
祉

法
(昭

和
2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

)第
4
2
条

第
1
号

に
規

定
す

る
福

祉
型

障
害

児
入

所
施

設

1,
86

0
1年

　
～

　
3年

1年
　

～
　

6年

20
,7

40
11

0,
99

9
21

9,
00

0

11
4,

99
9

入
院

患
者

日
用

品
費

の
額

小
15

,0
00

30
,9

40
22

7,
00

0

※
34

0

19
,3

80

29
,9

20

99
,0

00
10

2,
99

9
23

,6
00

20
,4

00

34
,0

00

21
5,

00
0

10
6,

99
9

10
3,

00
0

正
規

の
授

業
で

使
用

す
る

教
科

書
な

ど
の

購
入

に
必

要
な

額

1,
67

0
内

34
,4

00

28
,9

00

34
,8

00
学

級
費

29
,2

40
29

,5
80

生 　 　 業 　 　 費

※
40

0

特
別

基
準

38
0,

00
0以

内

5,
45

0
基

本
額

（
月

額
）

教
材

代

78
,0

00
内

77
,0

00
内

5,
70

0
内

46
,0

00
内

20
9,

00
0

内

出 産 費

19
8,

99
9

13
1,

00
0

内
技

能
修

得
費

生
業

費

施
設

分
娩

18
,7

00
19

5,
00

0
27

,8
80

19
4,

99
9

19
1,

00
0

28
,2

20
32

,8
00

20
6,

99
9

21
4,

99
9

20
3,

00
0

21
0,

99
9

19
,0

40

19
,7

20
20

7,
00

0

19
0,

99
9

28
,5

60

　
双

生
児

26
2,

00
0内

急
30

8,
00

0
　

2倍
以

内

33
,6

00

29
3,

00
0内

32
,4

00

26
,8

60

86
,9

99
33

,2
00

22
,4

00

20
,8

00
17

,6
80

22
,0

00

18
7,

00
0

18
,3

60

32
,0

00

67
,0

00
70

,9
99

71
,0

00

20
,4

00

21
,6

00

18
,0

20

31
,6

00

21
,2

00

79
,0

00
82

,9
99

75
,0

00
78

,9
99

74
,9

99

30
,8

00

6人
45

,0
00

内

17
8,

99
9

18
0,

00
0

内
網

戸
含

む

25
,5

00

26
,5

20

衛
生

材
料

（
加

算
）

18
2,

99
9

17
1,

00
0

18
6,

99
9

18
3,

00
0

17
9,

00
0

居
宅

分
娩

27
,5

40
27

,2
00

31
,2

00

7人
以

上
50

,0
00

内
13

,0
00

内
16

7,
00

0
17

0,
99

9
30

,4
00

32
,0

00
内

住 宅 費

45
,8

00
内

17
,3

40

3ヶ
月

以
内

敷
金

・
仲

介
料

26
,1

80

17
5,

00
0

28
,7

00
内

17
4,

99
9

25
,8

40
59

,0
00

住
宅

維
持

費
12

0,
00

0
内

家
賃

・
間

代
等

42
,0

00
内

63
,0

00
66

,9
99

20
,0

00
17

,0
00

30
,0

00

紙
お

む
つ

62
,9

99
19

,6
00

16
,6

60

15
9,

00
0

16
2,

99
9

29
,6

00
家

具
什

器
費

28
,4

00
19

,9
00

内

15
,6

40

15
,3

00
15

5,
00

0
15

8,
99

9

25
,1

60

24
,8

20
家 具

55
,0

00
58

,9
99

19
,2

00
16

,3
20

2
人

3
8
,0

0
0
内

16
3,

00
0

16
6,

99
9

24
,1

40

24
,4

80
19

,9
00

内

貸
お

む
つ

等
14

7,
00

0
15

0,
99

9

15
1,

00
0

15
4,

99
9

29
,2

00

入
院

時
寝

巻
（
年

）

28
,8

00

28
,0

00
4,

30
0

内

51
,0

00
54

,9
99

18
,8

00
15

,9
80

47
,0

00
50

,9
99

18
,4

00

職
　

権
　

支
　

給
50

,9
00

内
職

　
権

　
支

　
給

15
,0

00
14

3,
00

0

43
,0

00
46

,9
99

18
,0

00
39

,0
00

42
,9

99
17

,6
00

15
,0

00

15
,0

00

23
,4

60

新
　

規

35
,0

00
38

,9
99

17
,2

00
14

6,
99

9
34

,9
99

16
,8

00

22
,4

40

※
国

基
準

平
常

着
開

始
時

・長
入

退
院

9,
12

6
内

(H
29

年
度

単
価

契
約

額
)

※
国

基
準

（1
9,

10
0内

）
26

,8
00

学
童

服
（

小
４

）

一
般

基
準

26
,4

00

12
6,

99
9

26
,0

00

13
0,

99
9

21
,7

60
22

,1
00

23
,1

20
13

,8
00

内
15

,0
00

13
9,

00
0

14
2,

99
9

27
,6

00
27

,0
00

30
,9

99
16

,4
00

31
,0

00

13
8,

99
9

所
長

権
限

15
,0

00
13

5,
00

0

13
,1

00
内

15
,2

00
18

,9
99

15
,6

00
12

7,
00

0

出
産

準
備

被
服

等

27
,2

00

22
,7

80
13

1,
00

0
13

4,
99

9

被 服 費

15
,0

01
15

,1
99

同
額

15
,0

00
12

3,
00

0

23
,0

00
26

,9
99

16
,0

00

15
,0

00
22

,9
99

19
,0

00
15

,0
00

15
,2

00

25
,6

00
0

15
,0

00
同

額
同

額
11

9,
00

0
12

2,
99

9
収

入
金

額
別

区
分

1
人

目

一
時

扶
助

　
住

宅
扶

助
　

出
産

扶
助

　
生

業
扶

助
　

そ
の

他
の

勤
労

控
除

特
別

承
認

摘
　

　
　

要

布
　

団
再

　
生

23
,8

00

13
,8

00
内

20
2,

99
9

食
費

及
び

居
住

費
と

入

院
患

者
日

用
品

費
の

額
の

合
計

額

あ
り

基
　

　
準

　
　

月
　

　
額

な
し

5-
(1

) 
 4

2,
96

0
5-

(2
) 

 2
1,

48
0

11
5,

00
0

11
8,

99
9

25
,2

00
21

,4
20

居
　

宅

23
1,

00
0

24
,8

00
21

,0
80

95
,0

00
98

,9
99

23
,2

00

10
7,

00
0

22
3,

00
0

11
1,

00
0

24
,4

00

90
,9

99
91

,0
00

94
,9

99
22

,8
00

保
護

開
始

時
・長

期

入
院

の
退

院
時

新
規

就
労

高
等

学
校

等

就
学

費

高
専

４
，

５
年

生

特
別

基
準

平
　

成
　

2
9
　

年
　

度
　

　
生

　
活

　
保

　
護

　
基

　
準

　
表

 

83
,0

00

21
1,

00
0

20
,0

60

19
9,

00
0

基
　

　
　

　
礎

　
　

　
　

控
　

　
　

　
除

　
　

　
　

額
　

　
　

　
表

２
人

～
収

入
金

額
別

区
分

1
人

目

87
,0

00

※
高
知
市
福
祉
事
務
所
の
提
供
に
か
か
る
資
料
を
引
用

 



10 
 

（３）必要即応の原則（法第９条） 

「保護は，要保護者の年齢別，性別，健康状態等その個人又は世帯の実

際の必要の相違を考慮して，有効かつ適切に行うもの」とされており，要

保護者それぞれの年齢や病状など，その世帯の実情に応じて有効・適切に

行うことが求められています。 

「世帯の実情」に応じて保護を有効・適切に行うためには，「世帯の実

情」を的確に把握していなければなりません。この，「世帯の実情」を的確

に把握するための業務として重要なものがのちに触れる「家庭訪問」です。 

 

（４）世帯単位の原則（法第 10 条） 

「保護は，世帯を単位としてその要否及び程度を定めるもの」とされて

います。つまり，保護が必要かどうか，また，どの程度の保護が必要かの

判断は，その世帯に属する者全員を対象として行います。 

なお，同一世帯と認定される場合でも，働く能力があるにもかかわらず，

働こうとしない者など世帯の中に保護の要件を欠く者がいる場合は，例外

的にその者を「世帯分離」し，他の者について保護を行うといった対応が

とられます。 

このように，生活保護が世帯単位で実施されることから，世帯の認定が

重要となってきます。「世帯」の認定は法律論ではなく，事実の認定です。

したがって，法律上の親族かどうかではなく，生活を共にしているかどう

かという実態に照らして判断されます。「生活を共にしているかどうかと

いう実態」を見極めるためには，その生活の場に足を運ばなければなりま

せん。ここでも，のちに触れる「家庭訪問」が重要な業務として位置づけ

られます。 

なお，この世帯単位の原則についての理解が不十分なことが原因となっ

て，相談窓口でトラブルが生じることがあります。このことについてもの

ちに触れます。 

 

３ 保護の種類と範囲 

保護の種類は次頁に掲げる通り，８つの扶助に分類されています。 

この８種類の扶助は，要保護者に対しすべて支給されるわけではありませ

ん。前に説明したように，最低生活費の基準は８つの扶助について個別に定

められていて，これをその世帯の収入に当てはめて各扶助の適用の有無，額

を決めます。 

したがって，ある者に対しては生活扶助，教育扶助，住宅扶助，医療扶助

など複数の扶助費が支給される場合もあり（併給），また，医療費のみ支給
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される場合もあります（単給）。のちに触れますが，葬祭費のみの支給を申

請する，というケースもあります。 

 

生活扶助 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 

教育扶助 義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品など 

住宅扶助 住居（家賃・地代）及び補修その他住宅の維持のために必要

なもの 

医療扶助 診察，薬剤又は治療材料，医学的処置，手術など 

介護扶助 要介護者に対する居宅介護，福祉用具の購入，住宅改修など

出産扶助 分べんの介助，分べん前及び分べん後の処置など 

生業扶助 生業に必要な資金，技能の習得など 

葬祭扶助 検案，死体の運搬，火葬又は埋葬など 

 

これらの扶助は必ずしも金銭で支給されるわけではなく，生活扶助におけ

る布団類の支給，医療扶助（医療機関における診察，手術等），介護扶助（在

宅時の介護ヘルパーによる家事支援等）など現物で支給されるものがありま

す。 

のちに触れる「レセプト点検業務」は，「医療の現物支給」に関するチェ

ック業務です。すなわち，医療扶助は，要保護者が医療機関で診察，手術等

を費用負担なしで受け，その診療報酬請求が医療機関より福祉事務所になさ

れ，これに応じて福祉事務所が医療機関に診療報酬を支払う，という方法で

行われます。これが「医療の現物支給」の中身です。「レセプト点検業務」

は，この現物支給が不必要，過剰になされていないかどうかをチェックする

業務です。 

 

４ 被保護者の権利及び義務（法第 56 条～第 62 条） 

生活保護法では，被保護者の権利と義務が定められており，保護申請時や

被保護者への助言・指導の際には，これらの権利義務について説明する必要

があります。 

 

（１）被保護者の権利 

   

① 不利益変更の禁止 

「被保護者は正当な理由がなければ，既に決定された保護を，不利益

に変更されることがない」とされています（法第 56 条）。 

逆に言えば，「正当な理由」があれば，「既に決定された保護を，不利
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益に変更される」ことがあるということになります。これがのちに触れ

る「指導又は指示に従わなかった場合の保護の変更，停止，廃止」です。 

  

② 公課禁止 

「被保護者は，保護金品を基準として租税その他の公課を課せられ

ることがない」とされています（法第 57 条）。 

税金を原資として保護のために支給した金品が課税対象となるとい

うことは矛盾ですので，これは当然といえば当然のことですが，被保護

者は生活困窮者ですので，現実問題として，誤って課税されるというこ

とも考えにくく，その意味ではこの規定が実際に適用されることはほ

とんどないのではないでしょうか。 

 

  ③ 差押禁止 

「被保護者は，既に給付を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差

し押さえられることがない」とされています（法第 58 条）。 

しかし実際には被保護者のうちかなりの方々が多重債務に陥ってお

り，差押の不安にさいなまれています。のちに触れるように，生活保護

相談員やケースワーカーがこのような被保護者の不安をくみ取って，法

律専門家につなぐ取組が求められます。 

 

（２）被保護者の義務 

 

① 譲渡禁止 

「保護又は自立給付金の支給を受ける権利は，譲り渡すことができな

い」とされています（法第 59 条）。 

被保護者の生活の扶助のための権利ですので，これを他人に譲り渡す

ことができないのは当然のことです。 

ただし，このような権利を他人に譲り渡すためには，この権利に対応

する義務を負っている者に譲り渡すことを知らせなければなりません。

これが民法の原則です（民法 467 条以下）。 

生活保護の支給を受ける権利を持っている被保護者が，その支給の義

務を負っている福祉事務所に対し，この権利を他人に譲り渡すことを知

らせるということは，自分はもはやその権利を必要としないことを表明

するに等しいといえますから，そのようなことをすれば保護は廃止にな

るはずです。 

被保護者があえてそのような自分に不利なことをすることは考えに
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くいといえますので，その意味ではこの規定も実際上はほとんど適用の

余地はないといえるかもしれません。 

  

② 生活上の義務 

「被保護者は，常に，能力に応じて勤労に励み，自ら，健康の保持及

び増進に努め，収入，支出その他の生計の状況を適切に把握するととも

に支出の節約を図り，その他生活の維持及び向上に努めなければならな

い」とされています（法第 60 条）。 

被保護者がこの義務を果たしているかどうかを確認するためにもた

びたび登場する「家庭訪問」が重要な意味を持ちます。 

また，被保護者の自助努力だけで「支出の節約を図り，その他生活の

維持及び向上に努め」ることが困難な場合は，これを支援することも必

要となってきます。のちに触れるNPO法人への「金銭管理支援業務委託」

はこの支援のためのシステムとして導入されたものです。 

 

③ 届出の義務 

「被保護者は，収入，支出その他生計の状況について変動があったと

き，又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは，すみやかに，

保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない」

とされています（法第 61 条）。 

前に「必要即応の原則」のところで説明したように，「保護は，要保護

者の年齢別，性別，健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を

考慮して，有効かつ適切に行うもの」とされていますので，生計の状況

に変動があれば保護の在り方も変わってきます。 

また，これも前に「世帯単位の原則」のところで説明したように，「保

護は，世帯を単位としてその要否及び程度を定めるもの」とされていま

すので，世帯の構成に異動があれば保護の在り方も変わってきます。 

したがってこれらのことに変動，異動があった場合に被保護者がその

ことを保護の実施機関などに届け出ることを義務付けられるのは当然

と言えます。 

また，保護の実施機関がどこになるかは，のちに触れるように被保護

者の居住地によって決まりますので（実施責任），居住地に異動があれば

保護の実施機関が変わります。したがって，居住地の異動を保護の実施

機関に速やかに届けなければならないのも当然のことです。のちに触れ

ますが，居住地の異動を保護の実施機関に届けず，居住地を転々としな

がら，行く先々で二重三重に生活保護申請をするという悪質な事例もあ
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りますので，この届出義務をいかに守ってもらうか，ということがとて

も重要です。 

 

④ 指示等に従う義務 

保護の実施機関は，被保護者に対して，生活の維持，向上その他保護

の目的達成に必要な指導又は指示をすることができます（法第 27 条）。

そして，「被保護者は，保護の実施機関からこれらの指導又は指示を受け

たときは，これに従わなければならない」とされています（法第 62 条第

１項）。 

なお，これらの指導又は指示に従わなかった場合，保護の実施機関は

弁明の機会を与えたうえで保護の変更，停止又は廃止の処分ができます。

これが先に触れた「不利益変更の禁止」に対する例外です（法第 62 条第

３項）。 

このような指導，指示権限と，その権限の裏付けとなる「不利益変更

処分」によって，先に触れた被保護者の「生活上の義務」が果たされる

よう制度が設計されています。 

のちに，このような制度が具体的に発動されているケースについても

見てみます。 

 

５ 保護の費用の返還と徴収 

被保護者に対し保護費を過剰に支給していることが分かった場合，返還，

徴収を求める必要があります。 

  この返還，徴収は次の４つに分類できます。 

戻      入

        

保護の停止，廃止，変更などに伴い保護費が過剰に支給さ

れたことになった場合に返還させるものです。 

法第 63 条返還金 被保護者が，資力がありながら，急迫の場合等を理由に保

護を受けたときは，速やかにその受けた保護金品の範囲

内で，保護の実施機関の定める額を返還しなければなり

ません。 

法第 77 条徴収金 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行し

なければならない者があるときは，その義務の範囲内に

おいて，保護費を支給した市長などは，その費用の全部又

は一部をその者から徴収することができます。前に触れ

た，「扶養義務者の扶養優先」の原則が適用される場面で

す。 

法第 78 条徴収金 不実の申請その他不正な手段により保護を受け，又は他
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人をして受けさせた者があるときは，保護費を支給した

市長などは，その費用の額の全部又は一部のほか，これに

対して４割を付加した金額を徴収することができます。

 

保護費の過大な支給はいわば税金の浪費ですから，これを返還させ，徴

収することは当然です。この返還徴収が適切になされているかどうかは納

税者の視点からはとても大切です。 

中でも，法第 78 条徴収金は「詐欺罪」（刑法第 246 条）にも当たるケー

スですので，厳正な対処が求められます。 

したがって，今回の監査に当たっても返還，徴収は大きな関心対象です。 

後程このことについてじっくり触れます。 

 

６ 不服申立て・行政事件訴訟 

 

（１）不服申立て 

保護の決定に不服がある場合や保護が正当な理由もなく行われなか

ったなどの場合は，不服申立てを行うことができます。 

 

① 審査請求（行政不服審査法第４条，地方自治法第 255 条の２第２号，

法第 19 条第４項，法第 55 条の４第２項，法第 64 条） 

保護開始申請却下，保護の停止又は廃止などの処分に不服がある者

は，審査庁に対して審査請求を行うことができます。審査庁は，処分

庁の処分が違法又は不当でないかを審査したうえで裁決します。 

市の福祉事務所が生活保護の実施機関である場合は市が処分庁，県

が審査庁となります。 

申請却下などの不利益な処分を受けた者が適切に審査請求を行うこ

とができるようにするためには，その不利益処分の理由が具体的にわ

かりやすく示されていることが必要です。のちに，申請却下処分にお

ける不利益処分の理由記載の在り方について，具体例を挙げながら説

明します。 

  

② 再審査請求（行政不服審査法第８条，法第 66 条） 

審査庁の裁決に不服のある者は，再審査請求を行うことができます。 

審査庁が県である場合，再審査庁は厚生労働省となります。 

高知市の生活保護に関する処分についての再審査の例はないようで

す。 
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（２）行政事件訴訟（行政事件訴訟法第８条，法第 69 条） 

行政庁の処分，審査請求に対する行政庁の裁決に不服がある者は， 

行政事件訴訟法に基づき訴えを提起することができます。 

市が生活保護の実施機関である場合は市が処分をした行政庁に当た 

り，県が審査請求に対する裁決をした行政庁に当たります。 

高知市の生活保護に関する処分，裁決についての行政事件訴訟の例 

はないようです。 
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第３ 高知市における生活保護実務の概要 

 

１ 管内における保護の実施状況と動向（全国との比較含む） 

  高知市福祉事務所から提供を受けた資料を以下に引用します。 

  冒頭に述べた通り，高知市の保護率は全国の中核市の中で上位６番目に 

あります（21 頁参照）。 

  保護費総額は横ばい，保護開始件数は減少傾向にあります。 

  保護費総額に占める医療扶助費の割合が５割強であることから，医療扶 

助費の適切な支出が課題となります。のちに触れます。 

（１）生活保護費（各年度決算） 

 

 

  

（単位:千円)

※国庫負担金　7.5/10

2,947,483

110,745

6,168,437

24

6,917,035

扶助費等 25 26 27

6,355,896

28

2,947,852

103,436

住宅 2,986,155 3,000,961

生活 6,730,576 6,691,017

10,964,297

54,315

教育 108,983 108,782 106,176

339,238介護 339,057 323,229

医療 10,711,669 10,712,770 11,203,272

施設事務費 60,539 67,651 69,490

1,106

2,904,023

生業 58,526 57,136 55,212

2,426 3,582

35

343,089

 合　 　 計 21,038,715 21,005,638 21,125,199 20,659,495

就労自立給付金
（平成26年度新規）

81,937

出産 1,445 256

41,765 41,410 39,524葬祭

331,899

10,628,518

282

60,959

41,07142,000

62,073

2,706

21,100,994
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（２）予算規模 

 
 

 

（３）生活保護相談及び受理状況 

リーマンショック後は，相談件数・受理件数ともに増加傾向にあったが,

近年は減少傾向となっている。 

また，高齢者世帯からの相談及び受理件数が約半数を占めている。 

生活保護相談・受理状況 うち高齢者世帯 

年 度 
相 談 

件 数 

受 理 

件 数 
受理率 

相 談 

件 数 

受 理 

件 数 
受理率 

全受理世帯

に対する高

齢者世帯の

割合 

26 2,244 1,101 49.1% 850 410 48.2% 37.2%

27 2,035 1,030 50.6% 782 392 50.1% 38.1%

28 1,903 929 48.8% 702 334 47.6% 36.0%

 

  

（単位:千円)

3,103,000

25扶助費等 26 28 29年度予算

生活 6,984,000 6,725,000 6,366,000 6,251,0007,215,000

2724

住宅 3,036,000 3,054,000 2,959,000 2,932,000

教育 113,000 115,000 105,000 107,000

介護 348,000 333,000 340,000 372,000

医療 10,943,000 11,105,000 11,155,000 11,251,000

出産 2,000 2,000 2,000 2,000

生業 62,000 54,000 54,000 56,000

葬祭 44,000 45,000 45,000 38,000

施設事務費 68,000 62,000 69,000 86,000

就労自立給付金
（平成26年度新規） 5,000 5,000 5,000

合　　計 21,600,000 21,500,000 21,100,000 21,100,00021,800,000

45,000

63,000

61,000

※国庫負担金　7.5/10

2,000

110,000

350,000

10,851,000

2,000

70,000

38,000

55,000

21,500,000

6,987,000

3,005,000

111,000

362,000

10,870,000
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（４）生活保護開始及び廃止状況 

   開始件数は，平成 22 年度以降は減少傾向となっている。 

年度 開始世帯 廃止世帯 世帯数増減 

26 911 969 △ 58

27 889 941 △ 52

28 772 908 △ 136

 

（５）保護開始理由 

「稼働収入減｣を理由とするものが増加し続けていたが，平成 23 年度以

 降は減少傾向である。 

一方，「その他」が過半数を占める割合となっている。 

年度 傷病 
稼働者 

死亡・離別

稼働 

収入減 

非稼働 

収入減 
その他 転入 合 計 

26 
153 15 114 31 545 53 911

(16.8) (1.6) (12.5) (3.4) (59.9) (5.8) (100.0)

27 
183 14 108 45 489 50 889

(20.6) (1.6) (12.1) (5.1) (55.0) (5.6) (100.0)

28 
133 14 85 35 459 46 772

(17.2) (1.8) (11.0) (4.5) (59.5) (6.0) (100.0)

※ 非稼働収入とは「傷病手当，児童扶養手当，年金等の他法関係」等  

※ その他とは「手持ち金の減少，預金の減少，年金担保」等 

 

（６）保護廃止理由 

「その他」を理由とする廃止は，施設入所，年金担保明け,逮捕勾留,扶

養義務者引取り等である。 

高齢者世帯が多いためか「死亡･失踪」の割合が多い。 

年度 傷病治癒 死亡・失踪 稼動 稼動外 その他 転 出 合 計 

26 
0 320 149 39 406 55 969

(0.0) (33.0) (15.4) (4.0) (41.9) (5.7) (100.0)

27 
2 306 160 19 407 47 941

(0.2) (32.5) (17.0) (2.0) (43.3) (5.0) (100.0)

28 
0 363 110 39 345 51 908

(0.0) (40.0) (12.1) (4.3) (38.0) (5.6) (100.0)

※ 稼働外とは「年金・手当等，補償金，資産活用」等 
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（７）生活保護率及び世帯別類型 

性別・年齢構成別推移                （各年度 7 月末現在） 

区分 
26 27 28 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

0～5 歳 231 215 446 200 224 424 169 189 358

6～14 歳 455 437 892 443 429 872 431 419 850

15～64 歳 2,959 3,161 6,120 2,772 3,021 5,793 2,635 2,883 5,518

65 歳以上 2,125 3,319 5,444 2,243 3,364 5,607 2,310 3,411 5,721

計 5,770 7,132 12,902 5,658 7,038 12,696 5,545 6,902 12,447

※単位：人 

   四国 4 県庁所在市等比較                (各年度末現在) 

年度 

保 護 

世 帯 

保 護 

人 員 

保護率

‰ 
他市等の保護率 ‰ 

高知市 松山市 徳島市 高松市 高知県 国 

26 9,480 12,889 38.0 25.0 23.2 15.7 28.2 17.1 

27 9,427 12,673 37.5 24.7 23.2 15.1 27.9 17.1 

28 9,291 12,284 36.6 24.1 23.6 14.9 27.5 16.9 

※停止世帯を除く ※平成 28 年度は平成 29 年２月の数値（暫定） 

 本市の世帯別類型                      （各年度末現在） 

年度 

高 齢 者 うち 

単身

世帯 

母 子 傷 病 障 害 その他 

世帯   ％ 世帯 ％ 世帯 ％ 世帯 ％ 世帯 ％ 

26 4,643 (49.0) 4,288 685 (7.3) 1,305 (13.7) 1,214 (12.8) 1,633 (17.2)

27 4,804 (51.0) 4,444 642 (6.8) 1,183 (12.5) 1,274 (13.5) 1,524 (16.2)

28 4,827 (52.0) 4,471 585 (6.3) 1,085 (11.7) 1,296 (13.9) 1,498 (16.1)

高齢者世帯とその他世帯（傷病もない稼働年齢層の失業等の層）の比

率が増加傾向であったが平成 25 年度からその他世帯の割合は減少，高

齢者世帯は平成 27 年度に 50 パーセントを超える割合となった。 

 

  

（注） 
国，松山市，徳
島市，高松市の
保護率は平成 29
年 2 月の数値 
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＜政令指定都市及び中核市の保護率＞ 

平成 29 年２月（厚生労働省）（単位  ‰） 

政令指定都市 中  核  市 

 札幌市 37.8 旭川市 38.9 岐阜市 16.2 高知市 36.6 

 仙台市 16.5 函館市 46.0 豊橋市 6.0 久留米市 22.2 

 さいたま市 16.1 青森市 30.1 豊田市 5.8 長崎市 30.6 

 千葉市 21.3 八戸市 19.9 岡崎市 5.3 佐世保市 21.8 

 横浜市 19.0 盛岡市 16.1 大津市 12.3 大分市 18.3 

 川崎市 21.6 秋田市 17.1 高槻市 17.5 宮崎市 22.1 

相模原市 19.5 郡山市 9.8 東大阪市 39.5 鹿児島市 25.8 

新潟市 14.7 いわき市 12.1 豊中市 26.3 那覇市 39.1 

静岡市 12.9 宇都宮市 16.8 枚方市 19.8 

浜松市 9.3 前橋市 11.8 姫路市 16.6    

名古屋市 21.4 高崎市 9.3 西宮市 16.8    

京都市 30.7 川越市 12.8 尼崎市 40.4    

大阪市 53.4 越谷市 12.1 奈良市 21.4    

堺市 30.8 船橋市 14.4 和歌山市 25.6    

神戸市 30.9 柏 市 11.0 倉敷市 15.3    

岡山市 18.9 八王子市 17.5 福山市 14.1    

広島市 21.9 横須賀市 13.0 呉市 16.9    

北九州市 24.7 富山市 4.3 下関市 16.6    

福岡市 28.6 金沢市 9.5 高松市 14.9    

熊本市 21.9 長野市 8.5 松山市 24.1    

 

＜高知県速報＞平成 29 年３月現在 

県福祉保健所 保護率 
市部 

福祉事務所 
保護率 

  高 知 市 36.4 

安   芸 27.4 室 戸 市 57.6 

中 央 東 17.1 安 芸 市 19.5 

中 央 西 15.8 南 国 市 21.1 

須  崎 12.8 土 佐 市 16.1 

幡   多 17.7 須 崎 市 31.9 

郡部合計 16.9 宿 毛 市 16.2 

県下  27.5  ‰ 土佐清水市 15.2 
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四万十市 21.2 

香南市 13.1 

香美市 13.7 

市部合計 29.9 

※保護率は停止世帯を含んでいる。 

＜全国の動向＞ 
 平成 28 年３月末現在 平成 29 年２月末現在 

被保護人員 2,164,154 人  (前年比 99.5%) 2,141,881 人  (前年比 99.1%) 

被保護世帯 1,635,393 世帯 (前年比 100.8%) 1,638,944 世帯 (前年比 100.4%) 

保護率 17.1 ‰ 16.9 ‰ 

保護開始世帯数 20,429 世帯 (前年比 98.5%) 16,943 世帯 (前年比 97.0%) 

保護廃止世帯数 21,228 世帯 (前年比 102.2%) 17,168 世帯 (前年比 95.8%) 

申請件数 22,486 件  (前年比 97.6%) 18,009 件  (前年比 96.6%) 

※被保護世帯・人員ともにほぼ横ばい傾向である。 

 

（８）高知市の生活保護の動向 

① 高齢化の進行 

     本市では高齢化の進行等により，「老齢基礎年金のみでは生活ができ

ない。」ことを理由に生活保護の申請をする高齢者が増加している。 

 

{本市における高齢者の状況} （各年度の 4月 1日現在,生保高齢者は各年度末現在） 

年 度 人口 
65 歳以上

人口 

高齢化率

（％） 

生保高齢者世帯 うち生保単身高齢

(生保世帯比率) （生保世帯比率） 

26 337,115 87,847 26.1
4,643 4,288

(49.0) (45.2)

27 335,991 90,626 27.0
4,804 4,444

(51.0) (47.1)

28 332,059 94,032 28.3
4,827 4,471

(52.0) (48.1)
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＜国・高知県の高齢者の状況＞ （各年１月１日現在） 

年 （国）人口 
（国）65 歳

以上人口 

（国） 

高齢化率

（％） 

（県）

人口 

（県）65

歳以上人口 

（県） 

高齢化率

（％） 

26 126,434,634 31,582,416 25.0 750,927 230,811 30.7

27 126,163,576 32,680,764 25.9 743,616 236,293 31.8

28 125,891,742 33,471,594 26.6 736,391 240,164 32.6

 

＜70 歳以上単身高齢者の 1か月分生活保護費と国民年金との比較＞ （平成 29 年 4 月 1日基準） 

・ 生活保護費 生活費 67,460 円＋住宅費 32,000 円 ＝  99,460 円 

・ 国民年金（老齢）40年満額 780,100 円×1/12  ＝ 65,008 円   差額 34,452 円 

 

② 地方の厳しい雇用情勢 

都市部においては景気が回復しているが，全国と比較すると本市にお

ける雇用は依然として厳しい状況にある。（平成 29 年４月現在 全国平

均有効求人倍率 1.34 倍） 

平成 25 年度から高知労働局との一体的実施事業による福祉事務所常

設窓口を開設し就労支援の強化を図っている。 
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労働力別世帯 

年 度 合計 
世帯主が働く世帯 世帯員 

稼働 
非稼働 

常用 日雇 内職 その他 計 

平成 26 年度 9,480 938 121 17 116 1,192 280 8,008

平成 27 年度 9,427 939 129 23 132 1,223 256 7,948

平成 28 年度 9,291 953 113 22 138 1,226 235 7,830

 

③ 医療機関の集中 

県内に占める高知市保健所管内の医療機関の割合は，平成 28 年３月

末現在，50.3％と半数に達している。 

このため，高齢者や重篤患者が周辺地域から転入し，保護申請に至る

ケースが増えている。  

 平成 29 年４月末現在の県内医療機関数                        

保健所名 病  院 診療所 歯科診療所 合計（割合％） 

安芸福祉 7 39 23 69 (6.5) 

中 央 東 18 85 48 151 (14.2) 

高 知 市 64 269 201 534 (50.3) 

中 央 西 15 59 28 102 (9.6) 

須  崎 8 45 24 77 (7.2) 

幡  多 18 68 48 134 (12.6) 

合  計 130 565 372 1,067 (100.0) 

 

２ 実施体制 

高知市の生活保護行政は，福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課，の三課

体制となっています（以下三課を総称する場合は「福祉課」と表記します。）。 

従前は生活福祉課だけだったものが，平成 23 年度から福祉管理課，第一

福祉課，第二福祉課が設置されています。 

高知市事務分掌規則によると，各課の所掌事務，簡単に言うと担当する業

務，は次の通りとなります。 

なお，ケースワーカーが配置されているのは第一福祉課，第二福祉課で，

福祉管理課にはケースワーカーは配置されていません。 
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福祉管理課

  

① 保護費の支給，医療券等の発行その他生活保護法による

保護に関すること。 

② 生活保護法に基づく医療機関等の指定及び指導等に関す

ること。 

③ 保護施設の設置認可等に関すること。 

④ 生活保護つなぎ資金の交付及び償還その他生活保護つな

ぎ資金の貸付けに関すること。 

⑤ 中国残留邦人等に対する支援給付等に関すること。 

⑥ 生活困窮者等に対する支援等に関すること。 

⑦ 第一福祉課及び第二福祉課の庶務に関すること。 

⑧ 第一福祉課及び第二福祉課との調整並びに生活保護につ

いて他課の所管に属さない事項に関すること。 

第一福祉課 

第二福祉課 

① 生活保護法による保護に関すること（福祉管理課の所管に属

するものを除く）。 

② 生活保護つなぎ資金の貸付けに関すること（福祉管理課の

所管に属するものを除く）。 

③ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 

④ 災害救助その他救済に関すること。 

 

以上は所掌事務つまり担当業務の側から組織を横断的に見た説明です。 

今度はこの組織に所属する職員の職制，つまりポストの側から組織を見て

みます。次に記載した通りです。 

 

常勤（正規）職員 課長３人 

課長補佐５人（第一福祉課・第二福祉課各２人，福祉

管理課１人） 

管理主幹（生活困窮者支援・相談担当係長事務取扱）

１人 

主幹・係長 16 人（査察指導員 13 人，管理担当１人，

医療担当１人，福祉企画担当１人） 

ケースワーカー84 人 

福祉管理課員 13 人 

臨 時 職 員  事務補助員 14 人 

非 常 勤 職 員 生活保護事務支援員 13 人 

就学促進員３人 

就労促進員 10 人 
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生活保護医療相談員１人 

生活保護医療等適正化推進員５人 

生活保護収納管理員１人 

生活保護相談員４人 

暴力行為等対策員１人 

生活保護調査員２人 

中国残留邦人等生活支援相談員２人 

 

生活保護行政の中核を担うのは言うまでもなくケースワーカーです。 

高知市の生活保護行政を担う福祉三課の業務体制は，ケースワーカーによ

る被保護者等に対する支援を中心に展開しており，係長である査察指導員及

び管理職による進捗管理や意思決定はもちろん，のちに触れる，福祉管理課

による生活保護システムの運用，債権管理等も，さらには就労支援関係や医

療扶助適正化関係等の各種支援事業も，すべてケースワークの円滑な実施に

向けられたものです。 

 

３ 高知市の生活保護行政のあらまし 

ここでは，ケースワーカーの日常業務の基本的な流れに沿って高知市の生

活保護行政のあらましを説明します。そしてここで説明するケースワーカー

の日常業務そしてこれを支援する他の職員による各種業務，これらがまさに

今回の監査の対象となるのです。 

ここからの説明は，監査人が福祉管理課に対するヒアリングの際，同課よ

り提供を受けた，「ケースワーカーの基本的な日常業務等について」という

タイトルのレジュメ，及び福祉管理課からの口頭での説明，これらを監査人

なりに理解したところをまとめたものです。 

  

（１）相談受付から保護開始決定まで 

 

① 相談受付（福祉管理課） 

福祉管理課の相談窓口に，生活に困窮した方が相談に来所（とりあえ

ずこの時点では「相談者」と呼ぶことにします）。面接相談の申込用紙

である相談受付票に必要事項を記載します。記載後，生活保護システム

で相談受付処理を行います。 

 

② 面接・要否判定（生活保護相談員） 

     面接相談員が，相談者と面接。現在の生活状況や困窮の原因・経過を
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聴取します。資産・収入の状況，扶養義務者の状況，他法・他施策の活

用状況や活用の余地を確認し，要否の判定をします。 

     なお，相談者の相談の趣旨が生活保護の申請ではなく，多重債務の相

談やその他親族との人間関係といった人生相談である場合も相当数あ

ります。その場合は，適切な相談場所を紹介するなどして終了します。 

     相談者の相談の趣旨が生活保護の申請であったとしても，直ちに申

請するのではなく，情報提供を受けたうえで家族ともよく相談して出

直す，という場合もよくあり，そのような場合は後日重ねて相談に来所

することとなります。 

     相談を経て，相談者の生活保護申請の意思が確認されれば，ケースワ

ーカーにつなぎます。ここから先は「相談者」を「申請者」と呼ぶこと

にします。 

 

③ 初回面接・初回訪問（ケースワーカー） 

①，②で作成された相談受付票及びこれに添付された要否判定調書

などの資料を基に，ケースワーカーが福祉事務所等にて申請者と初回

面接を行います。 

この初回面接では，ケースワーカーが改めて自ら申請者の生活歴や

困窮に至った経緯を聴取し，その後の援助の参考にします。 

また，初回面接後，申請者の居宅を訪問し居住実態の確認も行いま

す。 

この居宅訪問は，申請受理の日から１週間以内に行うものとされて

います。 

 

④ 各種調査（ケースワーカー） 

以上の①～③までの過程の中で得られた情報を基に，申請者につい

て次の資産等の状況について，関係機関に問い合わせるなどして，調査

をします。 

これは後に述べる収入認定等の生活保護の決定のための作業です。 

 

ア 扶養義務者の照会―戸籍等を取り寄せ，民法上の扶養義務者が判

明した場合は，該当者の資力に応じ，扶養の可否について照会・交渉

を行います。前に述べた「扶養義務者の扶養優先」原則に基づくもの

です。 

 

イ 預貯金―金融機関に対し一括照会をかけ，有無と有の場合の残額
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を調査します。前に述べた「資産（能力）の活用」の原則に基づくも

のです。 

 

ウ 生命保険等―保険会社に対し一括照会をかけ，有無と有の場合の

解約返戻金等を調査します。前に述べた「資産（能力）の活用」の原

則に基づくものです。 

 

エ 収入調査―本人の自主申告による他，市民税課に照会するなどし

て就労の有無を確認し，有の場合は本人に給与明細等の提出を求め

ます。就労先の協力を求めることもあります。前に述べた「（資産）

能力の活用」の原則に基づくものです。後に出てくる収入認定の柱と

なります。 

 

オ 年金・児童手当等の他法収入―年金事務所などに照会します。前に

述べた，「他の法律による扶助優先」の原則に基づくものです。 

 

カ 土地・建物―資産税課や法務局に照会します。前に述べた「資産（能

力）の活用」の原則に基づくものです。 

 

キ 病状調査―申請者の稼働能力（就労の可否及び程度）を医師に判定

してもらいます。就労可能であれば，その後就労指導を行い，自立に

つなげていきます。前に述べた「（資産）能力の活用」の原則に基づ

くものです。 

     

ク 自動車―陸運局などに照会します。前に述べた「資産（能力）の活

用」の原則に基づくものです。 

 

⑤ 最低生活費の認定（ケースワーカー） 

前に説明した「生活保護基準」に従い，申請者個人の状況（年齢，居

宅又は入院，障害の有無等），世帯の構成（単身又は複数世帯，ひとり

親世帯等）等に応じて，申請者の世帯の最低生活費を積み上げ，認定し

ます。 

これは，実際にその世帯で何にどのくらいの生活費がかかっている

か，という現実の出費とは違います。理論的なモデルに従っていわば自

動的にはじき出されるものです。 

この最低生活費は，世帯員ごとの生活扶助（Ⅰ類），世帯全体での生
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活扶助（Ⅱ類），各種加算，住宅費，教育扶助費，等の合計額で構成さ

れます。 

医療扶助，介護扶助は実費，すなわち前にお話しした現物支給という

形をとります。 

 

⑥ 収入の認定（ケースワーカー） 

④の各種調査で明らかになった世帯全体の収入を積み上げ，その金

額を認定します。この金額は最低生活費とは異なり，当然のことなが

らその世帯全体の現実の収入です。 

扶養義務者からの仕送り等が得られる場合はこれも収入に計上しま

す。 

他方，土地・建物，有価証券，自動車等の「資産」については収入

認定せず，当該世帯の自立促進のために必要と認められる場合を除き，

主として売却・解約等の処分を指導し，処分によって得られた金額は，

後日，資力の発生日に遡及して，法第 63 条返還金として，それまでに

支弁した扶助費の返還を求めることになります。のちに，具体例を紹

介します。 

 

⑦ 要否判定（ケースワーカー） 

以上の認定の結果，最低生活費（⑤）＞収入（⑥）となる場合には

「保護要」として生活保護開始に向けた手続を続けます。 

他方，最低生活費（⑤）＜収入（⑥）となる場合には，「保護否」と

して申請の却下となります。のちに却下の具体例を紹介します。 

 

⑧ 世帯類型・ケース格付の決定（ケースワーカー） 

⑦でみた要否判定の結果「保護要」とされた申請者については，そ

の世帯の類型（高齢者，障害，傷病，母子，その他の５類型）及びケ

ース格付（支援の必要な程度に応じてＡからＥまでの５段階）を決定

します。 

世帯類型については国が示す定義に従いますが，ケース格付の決定

は，後でお話しする，高知市独自の基準に基づきなされます。この格

付は，その世帯についての今後の援助の方針と密接に関連するので，

次に述べる援助方針の策定と並行して行われます。 

ケース格付は前にお話しした家庭訪問の頻度の目安となります。 

 

⑨ 援助方針の策定（ケースワーカー） 
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⑧と併せて，その世帯の自立に向けた支援の方針を決定します。 

例えば，就労可能な者がいる場合は早期就労に向けた指導を，傷病

のある者については定期的通院や服薬管理等の療養指導を盛り込むほ

か，今後利用可能となる他法他施策（年金，障害者手帳等）がある場

合はこれらを明示し，当該施策の利用開始に向けて支援を行うことな

どを決定します。 

 

⑩ ケースファイルの作成（ケースワーカー） 

以上の①から⑨までの各種業務の過程で作成された資料，記録とい

ういわば「成果物」が，「ケースファイル」という要保護世帯ごとの記

録につづられます。 

そして生活保護が開始されたのち，定期的に行われる収入認定や家

庭訪問などの記録が随時これにつづられて行き，このファイルはどん

どん膨らんでいきます。 

 

⑪ 開始決定（福祉事務所長） 

⑩のケースファイル作成ののち，これが福祉事務所内で順次決裁を

受け，最終的には申請者に対し保護開始決定通知書が交付されます。 

こうして生活保護が開始されます。 

    

（２）保護開始決定から停止・廃止まで 

  

① 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

 保護世帯の家庭，施設，入院先等を訪問し，生活実態の確認や直近

の生活状況の聴取を実施し，当該世帯の援助方針に即して必要な助言

や指導を行います。 

 訪問の頻度は前にお話しした通り，ケース格付に応じて目安が決ま

っています。のちに表で示します。 

 訪問記録は，ケースファイルにつづられます。 

 

② 定期的収入認定（ケースワーカー） 

生活保護費の支給は月単位でなされるため，ケースワーカーは翌月

に支給される保護費を当月中に決定しなければなりません。 

そのためには，月によって増減もある各世帯の収入，そして，世帯

状況の変化に応じて変わることのある最低生活費，これらを正確に認

定したうえで，後者と前者との差額である扶助費を決定していきます。 
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これらの認定に当たっては，被保護者から提出される収入申告書と，

その裏付けとなる給与明細，年金通知書等を精査します。 

 

③ 医療扶助（ケースワーカー） 

 医療扶助が「現物支給」であることは前に述べたとおりです。 

 その「現物支給」の流れについての説明は省略しますが，ここで大

事なことは前にお話しした，不必要，過剰な現物支給をどのようにチ

ェック，是正するか，ということです。 

 この観点から，重複受診（同じ傷病で複数の医療機関を受診するこ

と）や，頻回受診（必要以上に頻繁に受診すること）をチェックし，

これが見つかったときには必要な指導を行います。このことは後で詳

しく触れます。 

 同様の観点から，医療機関の主治医に対し，定期的に被保護者の医

療の要否について意見を求めています。 

    

④ 返還金・徴収金処理（ケースワーカー） 

 被保護者に自動車等の資産の売却代金や各種保険の解約返戻金な

どの収入が発生したり，未申告の給与収入があったりした場合，それ

らの収入を認定せずになされた扶助費の支給は，不必要な支給であっ

た，ということになります。 

 したがって，不必要な支給に相当する部分は被保護者から戻しても

らう必要があります。 

 生活保護法では，そのような不必要な支給が生じた原因についての

被保護者の悪質性の有無等により，法第 63 条に基づく返還金と法第 7

8 条に基づく徴収金とに分けて返還，徴収の方法を定めています。 

 このことは前に表で示した通りです。 

 ケースワーカーがこのような収入，したがって不必要な支給を発見

した場合には，管理職も含めたケース診断会議を開き，その取扱いを

決定します。ケース診断会議の記録はケースファイルにつづられます。

後程その具体例に触れます。 

 このような収入，したがって不必要な支給を発見するためにも定期

的な収入申告や家庭訪問が有用であることは言うまでもありません。 

 ケース診断会議を経て返還，徴収が決定された事案については，ケ

ースワーカーが当該被保護世帯に対して返還決定通知書又は徴収決

定命令書を作成し，管理職の決裁を経て債権管理部門に引き継がれま

す。 
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 なお，収入の額が大きい場合には，要否判定の上，併せて保護の停

止や廃止を行う場合もあります。後程具体例に触れます。 

 

⑤ 保護の停止・廃止（ケースワーカー） 

未就労の被保護者が就労により安定的，継続的に十分な収入が得ら

れるようになった場合や，稼働中の保護者の就労収入が安定的，継続

的に増加した場合のほか④で述べたように，未申告の収入などが大き

い場合に保護の停止や廃止が行われます。 

 このほか，被保護者が指示，指導に従わない場合などには弁明の機 

会を与えたうえで保護の停止，廃止が行われます。 

 保護の停止，廃止に当たってはケース診断会議が開かれます。 

 後程具体例を見ます。 

 

（３）ケースワーカー業務の支援体制 

 福祉三課では，（１）と（２）とで紹介したケースワーカーの業務を側

面から支援するための仕組みを次の①～⑨のとおり設けています。 

 このうち②～⑨は前に組織表の形で名称だけ紹介しています。また，②

については相談受付後の面接・要否判定の箇所で具体的な業務の内容に

触れています。 

 

① 生活保護システム関係（福祉企画担当） 

福祉管理課において業者と業務委託契約を締結の上，「生活保護シス

テム」を運用しています。 

ケースワーカーは各自に配布されたパソコン上でこのシステムにロ

グインし，世帯の状況の変更，収入認定額の変更，保護決定調書の打

ち出し等，日々の業務の処理に活用しています。 

 

② 面接相談員（生活保護相談員） 

生活保護の相談や新規申請の窓口として，相談や申請に訪れた方の

生活歴や資力を聴き取り，要否判定の上，ケースワーカーにつないで

います。 

 

③ 生活保護事務支援員 

主に高齢世帯についてケースワーカーの業務をバックアップし，そ

の負担軽減を図っています。 
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④ 暴力行為等対策員 

警察 OB を窓口でのトラブルや暴力行為等が生じた場合に備え，配置

しています。具体的な活動については後程触れます。 

  

⑤ 就労促進員 

稼働能力のある被保護者のうち，特に重点的な就労支援が必要な者

について，ケースワーカーからの依頼を受けて，専門的見地からの就

労支援を行っています。 

さらに，高知労働局と協定を締結し，これらの就労支援対象者のう

ち，特に就労自立の見込みのある者を対象に，生活保護受給者就労自

立支援促進事業を実施しており，ハローワークのナビゲーターと連携

して支援を行い，早期就労につなげています。 

法第１条が謳う，「その自立を助長することを目的とする」ための取

組です。 

 

⑥ 就学促進員 

生活保護受給世帯の子どもの学習を支援し，もって「貧困の連鎖」

を断ち切るため，教員免許取得者等を就学促進員として配置し，ケー

スワーカーや教育関係機関と連携して世帯全体の支援に当たっていま

す。 

これも⑤同様，法第１条が謳う，「その自立を助長することを目的と

する」ための取組です。 

 

⑦ 生活保護調査員 

他法・他施策による収入のうちでも，年金等受給権の有無の確認や，

受給に至るまでの手続などについて，専門的知見からケースワーカー

をバックアップするために配置されています。被保護者から委任状を

得て年金裁定請求手続の代行を行うこともあります。のちに具体例を

紹介します。 

 

⑧ 生活保護医療等適正化推進員 

レセプト点検等を実施し，医療扶助の適正化の場面でケースワーカ

ーをバックアップしています。のちにその業務実態について詳しく触

れます。 

 

⑨ 生活保護医療相談員 



34 
 

被保護者の入院や退院に際して，扶養家族との連絡や，医療機関と

の連絡調整，被保護者当人の病状調査の実施等の業務を行っています。 

医療機関から得られた情報はケースワーカーに還元し，ケースワー

カーによる世帯の状況把握の一助に活用させるほか，緊急に入院を要

する被保護者の受け入れ先となる医療機関の確保が困難な場合，ケー

スワーカーの相談に応じて，医療機関との調整窓口となるなどしてい

ます。のちにその業務実態について相談員からのヒアリング結果をご

紹介します。 

 

⑩ 生活保護収納管理員 

被保護者に対する返還金督促業務を補助します。このほか，被保護

者の金銭管理支援業務をコーディネートするなどしています。この金

銭管理支援業務を担っているのが次に⑪で紹介するワーカーズコープ

です。 

生活保護収納管理員についてもその業務実態についてヒアリングを

いたしましたので後に詳しく触れます。 

 

⑪ 高知市金銭管理支援業務受託者（ワーカーズコープ） 

高知市では，生活費を自力で管理することが困難な被保護者につい

て，生活費の分割交付や，公共料金等の支払代行等を行う，金銭管理

支援業務を NPO 法人に委託しています。 

現在高知市がこの金銭管理支援業務を委託している NPO 法人は「ワ

ーカーズコープ」という団体です。 

このワーカーズコープによる金銭管理支援業務自体，とてもユニー

クな取組ですので，のちに詳しく触れます。 
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第４ 監査 

ここまではいわば総論です。ここからが各論です。 

今回の監査は，第１に示したような問題意識に基づき，第２に示した生活

保護制度のあらましに沿って展開されているところの，第３に示した高知市

における生活保護行政，これについてケースワーカーの日常業務及びこれを

支える各種支援業務が適法かどうか（合規性），効率性，経済性，有効性を

備えているかどうか（３Ｅ），の観点から調査，分析していきました。 

ここからは，各種業務ごとに，「調査・分析の方法」→「適用される規範」

→「事例・事実」とこれに対する「合規性・３Ｅ判断」，概ねこの枠組み，順

番で説明していきます。 

 

 １ 相談受付から保護開始決定まで 

 

（１）相談受付（福祉管理課） 

 

① 調査・分析の方法 

平成 28 年度分の相談受付票全件を閲覧しました。件数は 1,903 件で

した。 

  

② 適用される規範 

次第９ 

 生活保護は申請に基づき開始することを原則としており，保護の相談

に当たっては，相談者の申請権を侵害しないことはもとより，申請権を

侵害していると疑われるような行為も厳に慎むこと。 

 

③ 事例・事実 

まず，相談受付票それ自体を次頁に紹介します。 

この相談受付票は，相談のあった全件について保管されています。す

なわち，申請に至らなかったものも，申請に至ったのちに保護が開始さ

れたものも，申請が却下されたものの，申請が取り下げになったものも，

すべてが保管されています。後日の再相談の際に以前の相談の際の状況

を参照するためとのことです。相談票末尾の「相談理由」と「不受理理

由」の欄には，次々頁に掲載した一覧表の該当番号が記載される仕組み

になっています。 

これらは，相談の日ごとに取りまとめ，これを小さな輪ゴムでくくり，

さらに１か月分を大きな輪ゴムでくくり，これらを段ボール箱で保管し
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ています。段ボール箱にはいつの分が収められているかがマジックで記

載されています。１日の相談件数が少ない場合，これを小さな輪ゴムで

つづると相談受付票の束が反り返ってしまいます。 

相談受付票はこの１枚もののみが保管されている場合もあれば，相談

時のメモや相談者から出された資料，最低生活費と収入とを試算した要

否判定書などがホッチキスで留められて一緒につづられている場合も

あります。 

ただし，相談受付票上部右側にホッチキスでこれら資料などが留めら

れながら，資料の内部では上部左側がホッチキスで留められているケー

スがありました。 

 

相談受付票 

 

※ 相談受付票については，高知市福祉事務所の提供にかかる資料を引用 
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一覧表 

 
※高知市福祉事務所の提供にかかる資料を引用 
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④ 合規性判断 

相談受付票に設けられた「不受理」の欄は，「申請を受理しない」とい

う方法により申請そのものを封じる，いわゆる「水際作戦」を連想させ

ます。そのような「不受理」は生活保護法及び関連法規，通達等で認め

られているものではなく，実際に行われていれば申請権の侵害として

「違法」となります。 

この点，福祉管理課のヒアリングでは，「不受理と書いていますが，実

際には『受理に至らなかった』という意味です」との説明がありました。

確かに，前頁に紹介した「受理に至らなかった理由」を見れば，ここで

いう「不受理」が「受理未了」，「未受理」であることは容易に理解でき

ます。 

しかしそうであれば相談受付票の該当欄には端的に「受理未了」，「未

受理」の表題をつければ済む話です。これを「不受理」として表記する

と，実際には「不受理」の運用がなされているのではないか，として「保

護の申請権を侵害していると疑われ」る懸念があります。 

また，相談の現場でも相談受付票に「不受理」の欄があると，「不受理」

の運用に心が傾きかねないのではないか，と懸念します。 

このことは，次頁に紹介する，「高知市生活保護事務の手引き」（以下

「市手引き」と略称します。）の抜粋と併せて考えると，是正されるべき

です（合規性の観点からする指摘）。 

すなわち，次頁の抜粋によれば，「生活保護申請に対する開始事務の流

れ」において，明確に「申請の受理・不受理の決定をする必要がありま

す」，「申請者（世帯）の受理・不受理を決定するため」，と書かれていま

す（抜粋資料中の太字下線は監査人）。 

この手引きはケースワーカーや面接相談員のマニュアルです。マニュ

アルにも明確に「申請不受理」の記載があり，相談受付票にも「不受理」

の欄が設けられていると，面接相談員の心理に「不受理」運用がよぎら

ないとも限りません。 

この手引きの記載自体も是正されるべきです（合規性の観点からする

指摘）。 
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生活保護新規申請に対する開始事務の流れ 
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※ 高知市福祉事務所の提供にかかる資料を引用 
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⑤ ３Ｅ判断 

ここで，相談受付票の管理保管方法について，３Ｅの観点から意見を

述べます。 

すなわち，前に述べた通り，相談受付票は，相談の日ごとに取りまと

め，これを小さな輪ゴムでくくられているため，１日の相談件数が少な

い場合，相談受付票の束が反り返ってしまいます。その中の一部を抜き

出そうとすると若干手間がかかります。 

また，相談受付票に資料がホッチキスで留められている場合，ホッチ

キスの留め方が不統一であるため，ホッチキスをいったん外さないと相

談受付票と資料を閲覧できない，というケースがありました。 

相談受付票を資料とともに保管する意味は，前にお話しした通り，後

日同一相談者が再相談に来られた際に，以前の相談の状況を参照するこ

とにある，とされています。 

そうすると，再相談の際に以前の相談受付票，資料が速やかに参照で

きないと非効率です。 

また，段ボールに収納して保管する方法は取り出す手間がかかります。 

そのような観点からすると，望ましい保管方法は，相談受付票と資料

とにパンチで穴をあけ，これをファイリングし，年月日ごとにインデッ

クスをつける，ホッチキスを使用する場合は留め方を統一する，という

ことになると思います（３Ｅの観点からする意見）。 

相談受付の段階でのこのような作業は，多忙な中さらに時間をとられ

ることになりますが，最初にこのように整理しておくと，後日の参照の

際に時間が短縮できて効率が良いと思います。 

 

（２）面接・要否判定（生活保護相談員） 

 

① 調査・分析の方法 

ア相談状況の傍聴，イ平成 28 年度分の相談受付票とこれに添付され

た資料の全件（1,903 件）閲覧，ウ平成 28 年度分の取下げ記録全件（63

件）閲覧，エ継続中ケースのファイル閲覧。 

以下，事例・事実を紹介する際には，それぞれが以上のどの方法によ

る調査・分析の過程で拾い上げられたものであるかが分かるよう，ア～

エの分類に沿って整理し，かつそこに含まれる論点を事例・事実の冒頭

に括弧書きの形で見出しをつけています。 

 

② 適用される規範 
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局第９ 

 １．保護の相談における開始申請の取扱い 

生活保護の相談があった場合には，相談者の状況を把握したうえ

で，他法他施策の活用等についての助言を適切に行うとともに生活保

護制度の仕組みについて十分な説明を行い，保護申請の意思を確認す

ること。 

 また，保護申請の意思が確認された者に対しては，速やかに保護申

請書を交付し，申請手続きについての助言を行うとともに，保護の要

否判定に必要となる資料は，極力速やかに提出するよう求めること。 

   なお，申請者が申請書及び同意書の書面での提出が困難である場合

には，申請者の口頭によって必要事項に関する陳述を聴取し，書面に

記載したうえで，その内容を本人に説明し署名捺印を求めるなど申請

があったことを明らかにするための対応を行うこと。 

  

「生活保護行政を適正に運営するための手引について」（平成 18 年３月 3

0 日社援保発第 0330001 号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知 平成

28 年３月 31 日社援保発 0331 第２号による改正まで―以下「国手引」と略

称） 

Ⅰ 申請相談から保護の決定に至るまでの対応 

  略 

 １ 申請相談から保護の決定までの対応の概略 

（１）保護の相談の段階から「保護のしおり」等を用いて制度の仕組みを

十分に説明するとともに，他法他施策や地域の社会資源の活用等につ

いての助言を適切に実施することが必要である。要保護者に対しては

きめ細かな面接相談，申請の意思のある方への申請手続への援助指導

を行うことともに，法律上認められた保護の申請権を侵害しないこと

は言うまでもなく，侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎

むべきものであることに留意する。㊟ 

㊟これは申請前の相談段階についての規範ですが，いったん生活保護が申請され

たのち，保護否といった却下相当の理由もないまま「取下げ」が強要されるよう

なことがあれば，結局のところ申請権の侵害を行ったと同じ状況になるため，こ

の規範の趣旨は申請後の取下げにも妥当すると考えます。これを取下げ段階に置

き換えると，「取下げの強要等，受給権を侵害していると疑われるような行為も

厳に慎むこと」ということになるかと思います。 

   

  次第９ 
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   生活保護は申請に基づき開始することを原則としており，保護の相

談に当たっては，相談者の申請権を侵害しないことはもとより，申請

権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むこと。 

保護の相談においては，個人情報に立ち入ったことを聴取する必要

があることから，個々のプライバシーに配慮したきめ細やかな対応が

必要であるが，生活保護が必要な者に確実に保護が実施されるために

は，相談を通じて真に窮迫した状況（生存が危うい場合その他社会通

念上放置し難いと認められる程度に状況が切迫している場合をいう。

以下「急迫状況」という。）を的確に把握することも重要である。 

このためには，手持ち金及び預貯金の保有状況，家賃，負債，水道・

電気等のライフラインに係る滞納状況等，急迫状況をはじめとする生

活状況を的確に把握することが必要であ（る）。 

―以下略― 

（２）保護の開始申請は，申請の意思表示がされたことやその意思が示さ

れた時期等を明確にすることが必要であることから，原則として申請

書の提出を求めることが必要である。ただし，申請書の提出が困難で

ある場合は，この限りではなく，要保護者の申請の意思確認について

必要な援助を行うよう配慮する。 

また，保護の要否判定に必要となる書類（同意書等）が揃わない場

合であっても申請書は受理し，保護開始決定までの間のすみやかな提

出を求める。それが困難な場合は要保護者の同意を得て実施機関が関

係先から資料入手。保護の判定に必要となる書類（同意書等）が揃わ

ない場合であっても申請書は受理し，申請から保護の決定を行うまで

の間に，極力速やかに提出するよう求める。ただし，当該書類を提出

することが困難である場合は，この限りではない。この場合において，

保護の実施機関が収入状況に関し関係先に資料の提出を求めること

等に同意する旨を記し署名捺印した書面（以下「同意書」という。）に

ついては，申請者の口頭によって必要事項に関する陳述を聴取し，書

面に記載した上でその内容を本人に説明し署名捺印を求めるなどの

援助を行い，その他の書類については，要保護者の可能な範囲で提出

を求めることに留意する。 
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③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

 

ア 相談状況の傍聴 

 

（ア）事例・事実㋐（世帯単位） 

相談員の自己紹介を済ませた後，世帯人数を確認し，生活保護の

申込みのための相談を開始することの確認がなされました。 

そのうえで，相談者の資産確認のため通帳の提示が必要であるこ

と，住民票の記載にかかわらず現在一緒に生活している者とで世帯

を構成すること，各個人ではなく世帯として生活保護を受給するこ

とになること，等々を丁寧に説明していました。 

その過程で，相談者に同居者が存在することが確認できたことか

ら，同居者の資産についても確認しなければならないことを説明し，

今度は，その方と一緒に相談に来るよう相談員から相談者にアドバ

イスがありました。 

相談者は，通帳の提示が今後必要になるという話を聞き，また，

同居者の資産も明らかにしなければならないという話を聞いて，「通

帳まで見せないかんのやったら要らん」と言い，相談は終了しまし

た。 

最後に，相談員は，生活保護のパンフレットを手渡していました。

時間にして 10 分強でした。 

合規性・３Ｅ判断 

相談者世帯の人数の確認，世帯単位の原則の説明，が丁寧に行われ

たことにより，同居者の存在が判明し，相談者はもちろん，同居者

の通帳等資産を明らかにしなければならないことについても十分に

説明がなされていました。保護のしおりも示されていて，国手引Ⅰ

－１－（１）に即した適切な対応と思います。 

  

（イ）事例・事実㋑（実施責任） 

以前，都市部で生活保護を受けており，高知に帰郷したという相

談者が来訪。 

本人の希望としては，高知市で生活保護を受給したいということ

でした。相談者の住民票は高知市内にある一方，聞き取りの結果，

１週間前からＡ市の実家で生活している実態が判明しました。 

そのため，相談担当者から，Ａ市に実施責任があり，高知市での

申請は受け付けられないことを説明すると，相談者は大変興奮し，
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声を荒げて相談担当者を非難し始めました。その後，相談担当者が

「大きな声を出さないでください」と冷静に諭したところ，様子は

おとなしくなったものの，高知市での申請が受け付けられないこと

に大変不満を抱いていました。 

Ａ市の実家で暮らしが精神的にきついようでした。 

相談担当者が相談者に断って離席し，課長等とも相談した結果，

調査期間が終了するまでの約３週間，再び，高知市の家で生活を続

けてくれるのであれば，高知市において生活保護の申請をしてもか

まわないという回答をし，相談者は，納得して相談は終了となりま

した。 

時間にして約 30 分でした。 

 合規性・３Ｅ判断 

相談者の生活状況を詳細に尋ねた結果，現在の居住地が高知市で 

はなくＡ市の実家にあることを丁寧に認定しており，国手引Ⅰ－１

－（１）に即した適切な対応と思います。 

 

（ウ）事例・事実㋒（安全配慮） 

上記イの相談担当者に相談業務の実情を伺いました。 

相談スペースは狭く，相談者との距離も近い上に，防犯ブザー等

もなかったことから，監査人において，不安を感じることがないか，

併せて，相談者が声を荒げたときの対応が実に冷静であったため，

「マニュアルに従った対処ですか」との質問もしました。 

後者の，相談者が興奮した際の対応について，マニュアルもなく，

日によっては，ＳＶ（係長である査察指導員）や課長が出払ってい

るときもあるため，その際には，自分ひとりでの対応となることか

ら不安を感じることが多いとのことでした。 

また，ＳＶや課長がいないときには，自分ひとりで，相談者への

対応を決断しなければならなくなることから，心理的負担も大きい

とのことでした。 

合規性・３Ｅ判断 

相談スペースが狭く，相談者との距離も近い上に，防犯ブザー等

もないこと，トラブル対応マニュアルもないこと，これらは生活保

護法及び関連法規，通達等に直接抵触するものではありませんが，

相談担当者の生命，身体が害されたとき，実施機関としては安全配

慮義務という法律上の責任を問われることになります。このような

コンプライアンス（法令順守）㊟の観点から，相談者の安全確保の
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ためのハード，ソフトの整備がなされるべきです（合規性の観点か

らする指摘）。 

㊟使用者は，労働契約の付随義務として，「労働者が労務提供のため設置す

る場所，設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提

供する過程において，労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配

慮すべき義務」があるとされ，使用者がこの義務の履行を怠ったことによ

り労働者がその生命，身体を害したときは，労働者に対しその損害を賠償

する責めを負うとされています（最高裁判所昭和 59 年 4 月 10 日）。 

このような使用者の労働契約上の付随義務を「安全配慮義務」といいま

す。つまり，使用者には法令上，労働者が労務を提供する過程においてそ

の生命及び身体等を危険から保護する義務があるのです。使用者がこのよ

うな法令上の義務を順守することがすなわちコンプライアンスの要請です。 

 

イ 相談受付票・添付資料閲覧 

 

（ア）事例・事実㋐（扶養説明） 

保護制度について説明する中で扶養照会について話が及ぶと「別

れた子どもに連絡がいくのか？」との質問。親・兄弟・成人した子

には扶養照会が行われることを説明すると，「子どもには迷惑をかけ

たくない」との弁。扶養照会は扶養を強制するものではないことを

説明するも，「迷惑をかけたくない」と保護申請に消極的な姿勢に。

貸付金などの制度がないか聞かれたので社協を案内。併せて，生活

支援相談センターのパンフレットを渡す。保護のしおりも渡そうと

したが「いらない」として面接終了。 

 合規性・３Ｅ判断 

扶養照会は義務付けられているので，せざるを得ませんが，この

ことが保護申請の足かせにならないよう，「迷惑をかけたくない」と

いう相談者に対し，「扶養照会は扶養を強制するものではない」旨を

説明しており，申請権の侵害と言われないよう留意されています。

次第９に即しており適切。制度の説明としても十分であり，局第９

－１に照らしても適切。 

 

（イ）事例・事実㋑（実施責任―現在地保護） 

県外で母と２人暮らしをしていたが，諸々の事情によりそこに住

めなくなり，母を置いて２年半前に出奔。各地を転々とし，最終的

に高知市にたどり着いた。その後県内Ａ市の医療機関に入院。Ａ市



47 
 

が入院時に保護を開始し，退院時に保護廃止。そこから高知市福祉

事務所に来所。 

相談担当者は課長とも相談の上，相談者の居住先は母宅にあると

の判断。母宅に帰られてそこの福祉事務所に相談をするように伝え

る。母宅までの旅費に関してはＡ市福祉事務所から出してもらえる

ことは確認済み。しかし相談者は，母宅に帰ることを拒否。相談担

当者は，係長とも相談の上，相談者の今後の生活をして行く事を考

え，母宅に帰ることを１時間半かけて諭すも相談者は，拒否し自分

の生き方をしたいとのことで相談にならず，結局平行線のまま面接

終了。 

同日 17 時過ぎ，相談者から連絡。母宅に帰るように決意し，旅費

を生活支援相談センター（Ａ市より支給）に受け取りに行った。 

知人が中間のＢ市まで迎えに来てくれることになり，バスに乗っ

たとのこと。 

 合規性・３Ｅ判断 

結果はこれでよかったのかもしれませんが，相談者の居住先の認

定過程がこれで十分と言えるか，「説得」の経過が適切であったかど

うか，若干疑問が残ります。２年半前に出奔した母宅を居住先と認

定してそこに帰るよう指導するのは少し酷な気がします。現在地保

護を適用する余地はなかったのでしょうか。 

この点，実施責任については次のような厚生労働事務次官通知が

あります。 

次第２ 

 保護の実施責任は，要保護者の居住地又は現在地により定めら

れるが，この場合，居住地とは，要保護者の居住事実がある場所を

いうものであること。 

 なお，現にその場所に居住していなくても，他の場所に居住し

ていることが一時的な便宜のためであって，一定期限の到来とと

もにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場

合等には，世帯の認定をも勘案のうえ，その場所を居住地として

認定すること。 

さらに，この点に関連して，次のような平成 21 年３月 18 日付厚

生労働省社会・援護局保護課長通知があります。 

〇職や住まいを失った方々への支援の徹底について 

１ 今後の生活困窮者の増加に対応するために実施すべき事項 

（１）～（３）略 
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（４）現在地保護の徹底 

―前略― 

このため，「住まい」のない者については，その現在地

を所管する保護の実施機関が生活保護の申請を受け付け

ることとなる。なお，申請の後，保護を決定するに当たっ

ては，法第 30 条において「生活扶助は，被保護者の居宅

において行うものとする。ただし，これによることが適当

でないとき，（中略）被保護者を救護施設，更生施設若し

くはその他の適当な施設に入所（後略）」とされているこ

とから，アパートや施設などに入居していただくことに

なる。 

また，保護の実施機関においては，相談者の意に反して

他の自治体への移動を勧める行為は認められないもので

あり，相談を受けた現在地の実施機関が必要な支援を行

われたい。 

   

本事例は，２年半前に飛び出したきり戻っていない母宅が，「一定

期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが

期待される場合」（次第２）に該当するかどうか，微妙です。 

「相談者の今後の生活をして行く事を考え，母宅に帰ることを１

時間半かけて諭すも相談者は，拒否し自分の生き方をしたいとのこ

とで相談にならず，結局平行線のまま面接は終了」という経過は，

課長通知がいうところの，「相談者の意に反して他の自治体への移動

を勧める行為」に該当するのではないでしょうか。 

今後同種事案に対応する場合には，「相談者の意に反して他の自治

体への移動を勧め」たとの評価を受けないよう留意されることを望

みます（合規性の観点からする意見）。 

 

（ウ）事例・事実㋒（法律問題） 

大家より「売却したいので，年内に出て行って欲しい。」と言われ

たが，引っ越し費用が工面できない為，相談に来所。要否判定をす

ると保護否となる。収入が多い為，保護にはならないことを説明し

納得してもらい，県営住宅に応募しつつ，不動産屋で条件を伝え，

家を探すよう助言し面接終了。 

 合規性・３Ｅ判断 

生活保護相談というより，「生活相談」の例ですので，規範への
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あてはめは必要ないでしょう。 

とはいえ，単純な「生活相談」ではなく，法律問題が含まれてい

ます。大家が売却するからといって，賃料不払いもないのに直ちに

立退きに応じなければならない法的根拠はありません。弁護士相

談につなげてもらえれば相談者にとってベストな解決方法にたど

り着いたと思われます。 

本件のように多少なりとも法律問題が絡むときは法テラス㊟な

どの法律機関につなぐことが望まれます。弁護士と相談担当者，ケ

ースワーカーとの協議会，勉強会なども３Ｅの観点からは有用と

思います（３Ｅの観点からする意見）。 

 

㊟「日本司法支援センター」の略称。日本司法支援センターは法務省所管の

独立行政法人であり，法律問題などを抱えた一般市民からの問い合わせ，

相談を受け，その問題の解決に適した機関などを紹介するほか，同センタ

ーと契約している弁護士による無料の法律相談や，弁護士費用の援助など

を行っています。 

 

（エ）事例・事実㋓（重複申請） 

相談者の話などから重複申請が疑われたため，可能性のある甲県

Ａ市福祉事務所に確認したところ乙県に転出するとして廃止処理を

行ったとのこと。相談者に「乙県で保護申請していないか？」と問

うも「していない」の一点張り。乙県Ｂ福祉事務所に問合せをした

ところ，保護申請が判明。相談者へ「保護は重複で申請は出来ない。

申請をした乙県へ帰るように」と諭すが聞く耳なし。係長に同席し

てもらい，安定した住居に腰を据えて生活すること，乙県Ｂ福祉事

務所はあなたへ保護適用すべく処理をしているのだから勝手な行動

は慎むこと，今後の身の振り方を十分に考えることを告げたが「も

ういい」と退出された。ちなみに，丙県福祉事務所の面接担当者か

らも，「あちこちの福祉事務所に出没して重複受給。本年１月 16 日

に丁県Ｃ市で１月分の扶助費を受け取っている」との情報あり。 

なお，重複受給の事実までは確認できず。 

 合規性・３Ｅ判断 

粘り強く重複申請を調査している点は，国手引Ⅰ－１－（１）の

「生活状況を的確に把握」に沿っており，適切と思います。ただ，

「法定受託事務」なのですから，全国オンラインで一括照会できる

ようなシステムを作ることは出来ないのでしょうか。この点，福祉
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管理課の説明によると，「現在，マイナンバー制度に基づく『情報提

供ネットワークシステム』が運用中。保護の受給状況も確認可能」

とのことですが，個人情報を入力すれば自動的に全国一括照会でき

るというものではなく，一つ一つの福祉事務所に個別照会をかけな

ければならないということですので，一歩前進ではありますが，さ

らに一括照会可能なシステムの構築が国に求められます。 

 

（オ）事例・事実㋔（実施責任―機関協議） 

相談者はＡ市で妻と生活していたところ，○○を患い，Ａ市内の

病院に入院。その後高知市内の某病院に転院となったもの。現在の

ところ退院のめどはたっておらず，今後は施設入所を検討中。妻と

の関係は微妙。相談者の医療費の支払だけでもなんとかならないか

とＡ市福祉保健局に相談に行ったところ「高知市内に入院している

なら高知市福祉事務所に相談に行くように」と言われたとして相談

に至ったもの。 

福祉管理課長とも協議の上，現時点での実施責任はＡ市であると

判断（上記住所から入院となっていること・婚姻関係が継続してい

ること・相談者の荷物は上記住所にあること・帰来先が消滅してい

ないことから判断）。Ａ市福祉保健局が当所へ相談に行くように案内

したことに疑問が残るため，当所へと案内された経緯について問う

と，「あちらの福祉課はじっくりと話を聞いて貰えるような雰囲気で

はなかった・・・。立ち話の延長線のようなやり取りしかしてもら

えなかった。」との弁。現状はＡ市に実施責任があることは明らかで

あるので，早急に相談に行くよう助言し面接を終えた。 

 合規性・３Ｅ判断 

実施責任についての判断は適切かと思われますが，Ａ市に相談に

行くとまた高知市へと言われ，たらいまわしになる恐れがあります。 

このような場合相談を受けた実施機関との実施責任のある実施機

関との間で協議を持つなどしないと，意図しない申請権侵害となり

かねないのではと考えます（次第９）。問答集では次のような規範が

提示されています。 

 

問２－44 実施責任をめぐる見解の対立 

（問）実施責任について実施機関の間に見解の対立がある場合の

取扱いはどうしたらよいか。 

（答）実施機関の所在について，実施機関の間で見解の相違が生
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じた場合は，保護の実施に空白を生じせしめないよう，双方

の実施機関が協議し適切な保護の実施を行うことが必要で

ある。協議の結果，解決が得られなかった場合は，詳細を都

道府県（指定都市）本庁に報告し協議することが必要であり，

それでもなお解決が得られなかった場合は，厚生労働省本省

に判定を求めることが適当である。 

なお，都道府県（指定都市）本庁は，実施責任の所在につ

いて協議があった場合はすみやかに判定することが必要で

あるが，一方のみの見解に基づき態度を決定すると事実把握

が不完全となり，かえって事態が混乱する恐れもあるので，

関係するすべての実施機関報告及び見解を徴した上で判定

することが望ましい。 

今後同種事案に対応する際には，この問答に沿った，実施機関相互

の協議が望まれます（合規性の観点からする意見）。 

       

（カ）事例・事実㋕（制度説明） 

高知市出身の相談者は甲県Ａ市の現場での作業員として稼働して

おり，寮生活中であるところ，一時的に仕事がなくなったことから

高知に帰省。高知市内にある親戚名義の家で寝泊まりしている。手

持ちが少なく「生活にゆとりが欲しいから」と主張しお金を貸して

ほしいとの相談。 

保護制度は最低限度の生活を守るためのものであり当所はお金を

貸すところではないと説明。併せて，実施責任についても触れ，保

護の相談先は居住地であるＡ市になると案内。仕事の継続について

確認すると，「新しい仕事が入ったら戻る。」とのこと。   

仕事も辞めていないし，仕事を続けていく意思もあり，寮に戻る

との発言もあるためやはり実施責任はＡ市であると判断。 

 合規性・３Ｅ判断 

保護制度の趣旨と実施責任とについて毅然と説明されています。 

国手引Ｉ－１－（１）の「制度の仕組みを十分に説明」に沿ったも

のであり適切です。 

実施責任の判断も合理的と思います。 

 

（キ）事例・事実㋖（使途不明金） 

収入が国民年金のみの相談者。持参した通帳（記録にコピー添付）

を見ると，多額の現金が一度に引き出されている。使い道を聞くが，
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借金に返済したとか，知人に貸したとかの申出ではっきり言わない。

本日現在の現預金が 1 か月分の最低生活費を上回るため，本日申請

にはならないことを説明し了承を得る。 

次回来所時は，通帳から引き出されたお金の使い道をはっきりし，

領収書・借用書等を持ってくるように指示する。 

 合規性・３Ｅ判断 

持参した通帳を確認したうえで出金使途について必要な追求がな

されています。相談日現在の現預金も確認されています。 

国手引Ⅰ－１－（１）「手持ち金及び預貯金の保有状況・・・をは

じめとする生活状況を的確に把握」することに努められており，適

切です。 

 

（ク）事例・事実㋗（世帯単位，扶養優先） 

医療費が高額であるとして，相談に来所。同居の両親から生活費

等をもらっている。生活保護法では，世帯で要否判定をすることを

説明。結果，保護否となることを伝えると，「別世帯になればいいの

か？」との質問。単身になれば違ってくるが，現状のように両親が

生活費を援助してくれるのであれば医療費負担有りでの保護要か若

しくは，保護否となることを説明していると，大声で喚きだし，「来

ても意味がなかった！！」と吐き捨て，引き止めても聞かず福祉課

を辞去。その後別の部署で，市役所に対するこれまでのうっ憤等々

を訴え，30 分ほどで落ち着く。最後は「大声を出して申し訳なかっ

た」と謝罪して役所を出る。 

 合規性・３Ｅ判断 

世帯で要否判定をするという原則を適切に説明。局第９－１の「生

活保護制度の仕組みについて十分な説明を行い」に沿った適切な対

応と思います。ただし，単身になった後のことについては，扶養義

務者の扶養優先という説明をした方が同じく局第９－１の「他法他

施策の活用等についての助言」の趣旨に添い，より適切だったので

はないかと思います。いずれにせよ，大声で喚きだした相談者に対

して冷静に対処されており適切と考えます。 

 

（ケ）事例・事実㋘（虐待対応案件） 

相談者は，別世帯の娘に金銭管理をされており，年金額も把握で

きず，困窮しているとして単身相談に来所。通帳を返してくれるよ

う娘に頼んでも出してくれないとのこと。 
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他方，後日に娘からは正確な年金額を相談者に教えないように，

福祉事務所に連絡が入っていた。 

その後，相談者が来所した際に，相談者に対して正確な年金額を

伝え，それが最低生活費を超えていることを説明して面接終了。そ

の後，相談担当者が居住する地区を担当する地域包括支援センター

に連絡した。 

 合規性・３Ｅ判断 

相談者に対して，正確な年金額を伝え，最低生活費を超えている

ことから，生活保護を受給できないと回答していることは，局９－

１に即した適切な対応であったと思います。 

また，本件は，家族による金銭搾取による虐待が疑われるケース

であったことから，地域包括支援センターにつないだことは，相談

者の生活状況を改善するための素晴らしい対応であったと考えます。 

このように，生活保護の申請の相談者は，困りごとを抱えている

からこそ，相談に訪れます。生活保護の相談窓口から，抱えている

困りごとを解決するための適切な窓口へと，相談者を導くことが出

来たなら，それは，質の高い行政サービスを実現していると評価で

きます。 

 

ウ 取下記録閲覧 

 

（ア）事例・事実㋐（解約返戻金判明） 

生活保護申請の４日後，申請者より，「加入している保険の解約返

戻金が○万円支払われることが分かり，当面の間生活ができるので」，

との理由で取下げ申請。返戻金のコピーが記録に添付されています。 

 合規性・３Ｅ判断 

取下げ理由が申請者側の調査結果にあり，その資料も添付されて

いることから，取下げの意思決定に相談担当者が全く関与していな

いことが明らかであり，「取下げ」の強要すなわち「申請権の侵害を

疑われ（次第９）」る余地はありません。 

  

（イ）事例・事実㋑（親族照会） 

収入が最低生活費を下回り要保護であることが判明している事例。 

申請日翌日，申請者に連絡を取ったところ，「生活保護の申請意思

はないので取り消します。」との申し出があった。理由を聞くも，「生

活保護を受けたくないので」等言い，生活保護の申請の意思がない
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様子であった。 

申請者に申請の意思が無かったため，申請時に同行していた親族

に連絡を取り，申請を申請者が取下げたいと申し出があったことを

伝えると，「本人も申請に消極的であったので，本人が取下げるので

あれば，仕方ありません。もう少しこちらも支援が出来ないか検討

します。」と申請者が生活保護を受けるつもりが無いことを承知して

いた。 

よって，申請者に生活保護の申請の意思が無いことから取下げ書

の提出があったため，申請の取下げを行う。 

 合規性・３Ｅ判断 

本人からの申請意思無しの申し出に対しその理由を問いただし， 

さらには，申請に同行していた親族に本人の意思を確認するなど，

取下げが真意かどうかを慎重に判断しており，「取下げの強要」すな

わち申請権侵害（次第９）を疑う余地はありません。 

取下げ意思が申請意思の裏返しであることからすると，取下げ意

思を慎重に確認することは，申請意思の確認を求める局第９－１の

趣旨にも沿うと思います。 

 

（ウ）事例・事実㋒（ローン付き住宅） 

体調不良で退職し，年金・稼働収入もなく今後の生活に困窮し，

申請に至ったケース。 

申請者は，ローン付きの住宅を有していたが，この住宅は，滞納

状態にあり，今後支払いが一度でも滞った場合は，抵当権を実行さ

れることとなっていた。保護が開始となれば，借金返済が禁じられ

ることから，保護開始と同時にローン支払い停止，よって抵当権が

実行されることが見込まれた。 

申請者に対して，ケースワーカーが上述の説明をしたところ，住

宅を手放すことは考えられず，可能なかぎりローンも支払っていき

たいため，保護申請を取り下げたいとの申出があった。 

 合規性・３Ｅ判断 

取下げ自体に何ら問題はないものと考えます。 

しかしながら，相談時に，生活保護相談員から，生活保護を受給

することとなれば，住宅を保有し続けることは困難である旨の説明

がなされていればなお良かったと思います。 

相談時に説明をしていれば，そもそも，申請者は申請に至らなか

った可能性が高かったと考えられます。ですので，今後は，生活保
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護を申請するか否かを判断するための重要な情報は，出来る限り相

談時に提供することが望ましいでしょう（３Ｅの観点からする意見）。 

 

エ ケースファイル閲覧 

 

（ア）事例・事実㋐（出張面接） 

本人が高齢のため，保護申請に来所することができず，施設を通

じて保護申請の意思表示。扶養義務者である子は遠方の他県に在住

しているため保護申請の手続代行不可。担当が出張面接し，申請の

意思表示がなされた時点での困窮が確認できたため，その時点に遡

及して保護を適用。 

 合規性・３Ｅ判断 

来所不可，親族による手続代行も不可の事案につき出張面接をし

ている点，局第９－１の「申請手続きの助言」の趣旨に合致し，適

切と思います。 

 

（イ）事例・事実㋑（実態聴き取り票） 

ケースファイルに「実態聴き取り票」が挟まれていました。 

「以前生活保護を受けていたが，生活保護を辞退してホームレス

に。体調不良で歩くこともできなかったため，救急車を呼んで，Ａ

病院を受診。できれば親族には今の状況を伝えてほしくない（扶養

照会等，してほしくない）」。申請日に遡及して保護開始。 

 合規性・３Ｅ判断 

局第９－１の「口頭によって必要事項に関する陳述を聴取し，書

面に記載」が実践されている適切な事例。 

 

（３）初回面接・初回訪問（ケースワーカー） 

ここでは特に初回訪問に絞ってみてみます。 

保護開始後の定期的家庭訪問についてはのちに詳しく触れます。 

 

① 調査・分析の方法 

継続中の案件全 9,291 件から，監査人が開始年度，世帯類型，格付な

どのバランスをとりながら抽出した 97 件のケースファイルを閲覧しま

した。 

 

② 適用される規範 
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局第 12 

 1 訪問調査 

   要保護者の生活状況等を把握し，援助方針に反映させること

や，これに基づく自立を助長するための指導を行うことを目的と

して，世帯の状況に応じ，訪問を行うこと。―後略― 

 （1）申請時等の訪問 

    保護の開始又は変更の申請等のあった場合は，申請書等を受

理した日から１週間以内に訪問し，実地に調査すること。 

 

高知市生活保護事務の手引き（以下「市手引き」と略称） 

家賃証明書の間取りとの異同や，家財の状況をチェック。生活用

品も高価なものがないか確認してきてください（局長通知第３－

４）。 

 

③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

 

ア 事例・事実㋐（家財道具確認） 

平成 29 年９月８日申請，同月 13 日初回訪問。訪問記録によると，

「（申請者）宅に，冷蔵庫，炊飯器，IH コンロ，寝具等はあるが，洗濯

機，カーテンがないことを家庭訪問時に確認」とのこと。 

合規性・３Ｅ判断 

期間内訪問ができており，局第 12－１－（１）に適合。 

家財道具のチェックもできており，市手引きにも適合。 

    

イ 事例・事実㋑（生活状況確認） 

平成 29 年８月 31 日申請，同年９月７日初回訪問。 

保護台帳に「困窮の原因と現在の生活状況」がつづられており，そ

こには，「（申請者）宅は荷物が散乱しており，整理整頓が十分にでき

ておらず，ごみの散乱は見られなかったものの，掃除は行き届いてい

ないようであった。○症でＡ病院へ定期通院しており，△障害者保健

福祉手帳×級を取得している。申請者は保護申請時に準備を依頼して

いた書類にいくつも不備があり，用意されていないものもあった。 

また，面談中もこちらからの質問に数秒間置いてから反応する場面

が見られた。しかしながら申請者には早期就労の意思もあり，先日１

件面接に行っており，結果待ちの状態である。また，前就労先での未

払い給与について，労働基準監督署に書類は送っているが，相手方が



57 
 

まともに取り合わない可能性もあり，受給の可否はまだわからないと

のこと。金銭受領の際の取り扱いについては説明済み」，と記載。 

合規性・３Ｅ判断 

１週間を１日過ぎていますが，このくらいであれば期間内訪問と言

っていいのではないでしょうか。局第 12－１－（１）には適合すると

考えます。 

居宅の状況はもちろん，本人の心身の状況やこれを踏まえての就労

見込みなどにも踏み込んでおり，「要保護者の生活状況等を把握し，援

助方針に反映させることや，これに基づく自立を助長するための指導

を行うことを目的と」する訪問調査の趣旨（局第 12－１－（１））に沿

った模範的な訪問例と考えます。 

 

ウ 事例・事実㋒（間取り確認） 

平成 29 年９月 14 日申請，同月 21 日初回訪問。訪問記録には，「『家

賃証明書』により，申請者宅家賃 20,000 円，間取りは７畳×１部屋で

あり，家庭訪問により，７畳とは別に台所，浴室及びトイレがあるこ

とを確認し，申請者宅床面積は 15 ㎡以上である。」と記載。 

合規性・３Ｅ判断 

期間内訪問ができており局第 12－１－（１）に適合。 

家賃証明書との間取りの異同をチェックしており，市手引きにも適

合。 

 

④ その他 

そのほかの案件においては原則申請から１週間以内の初回家庭訪問

がなされていました。 

ごくまれに期間を過ぎた案件もありましたが，そのような案件でも２

週間以内には初回訪問がなされていました。 

なお，この後に説明する，定期的家庭訪問については詳細な訪問記録

が，訪問の都度作成されていましたが，初回訪問については訪問記録が

見当たらず，事例・事実㋑で見たように，「困窮の原因と現在の生活状況」

という記録に，初回訪問時の視察状況と思われる事柄が記載されていま

した。ただ，「困窮の原因と現在の生活状況」にはケースワーカーが申請

者との初回面接で聞き取ったことなども含まれているようであり，そこ

に記載されている事柄のうち，どの部分が初回訪問時の視察状況である

のか，判然としません。初回訪問が適切になされているかどうかの検証

のためにも，初回訪問について独自の記録を作成することが望まれます
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（合規性の観点からする意見）。 

 

（４）各種調査（ケースワーカー） 

ここでは就労収入や資産のほか，扶養義務者についての調査に着目して

います。 

 

① 調査・分析の方法 

保護開始決定がなされた継続案件中，無作為抽出した 97 件のケース

ファイルを閲覧しました。 

 

② 適用される規範 

次第８ 

   収入の認定は次により行うこと。  

１ 収入に関する申告及び調査 

（１）要保護者が保護の開始・・・の申請をしたとき・・・に，当

該被保護者の収入に関し申告を行わせること。 

（２） 略 

（３）収入に関する申告は，収入を得る関係先，収入の有無，程度

内訳等について行わせるものとし，保護の目的達成に必要な

場合においては，上記の申告を書面で行わせること。なお，そ

の際これらの事項を証明すべき資料があれば，必ずこれを提

出させること。 

（４）収入の認定に当たっては，（１）から（３）までによるほか，

当該世帯の預金，現金，動産，不動産等の資産の状況，世帯員

の生活歴，技能，稼働能力等の状況，社会保険その他社会保障

的施策による受給資格の有無，扶養義務者又は縁故者等から

の援助及びその世帯における金銭収入等のすべてについて綿

密な調査を行い，必要に応じて関係先につき調査を行う等収

入源について直截に把握すること。 

 

「生活保護行政を適正に運営するための手引について」（平成 18 年

３月 30 日社援保発第 0330001 号 厚生労働省社会・援護局保護課長

通知 平成 28 年３月 31 日社援保発 0331 第２号による改正まで） 

Ⅰ 申請相談から保護の決定に至るまでの対応 

 １～３略 

 ４ 関係先調査の実施 
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（１）略 

（２）関係先調査と個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法と

の関係について 

①～③略 

④ まとめ 

  以上を整理すれば 

ア 略 

イ 資産や収入の状況等（例：預貯金，生命保険，年金，労

災保険等）については，法第 29 条に基づく関係先調査を

行い，これを根拠として回答（個人情報の提供）を得るこ

とが可能である。 

―後略― 

 （３）略 

（４）都市銀行，地方銀行，信託銀行，第二地方銀行協会加盟銀行，

信用組合及び信用金庫等に対する法第 29 条第 1 項の規定に

基づく調査については，「金融機関本店等に対する一括照会

の実施について」（平成 24 年９月 14 日社援保発 0914 第１号

厚生労働省社会・援護局保護課長通知）により適切に行うよ

うに留意する。 

（５）課税調査 

課税調査については，・・・これを契機として不正受給と

疑われるケースを発見する場合があり，保護の適正実施に

おいて重要な調査となっている。保護の実施機関において

は，法第 29 条に基づく調査として，地方税等の課税状況等

の調査を税務担当官署の協力を得て実施することが必要で

ある。 

－後略― 

 

局第５ 

 １ 扶養義務者の存否の確認について 

（１）保護の申請があったときは，要保護者の扶養義務者のうち次

に掲げるものの存否をすみやかに確認すること。この場合に

は，要保護者よりの申告によるものとし，さらに必要があると

きは，戸籍謄本等により確認すること。 

   ア 絶対的扶養義務者 

イ 相対的扶養義務者のうち次に掲げるもの 
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（ア）現に当該要保護者又はその世帯に属する者を扶養して

いる者 

（イ）過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養

を受ける等特別の事情があり，かつ，扶養能力があると

推測される者 

（２） 略 

（３） 略 

２ 扶養能力の調査について 

（１）１により把握された扶養義務者について，その職業，収入等

につき要保護者その他により聴取する等の方法により，扶養

の可能性を聴取すること。なお，調査に当たっては，金銭的

な扶養の可能性のほか，被保護者に対する定期的な訪問・架

電，書簡のやり取り，一時的な子どもの預かり等（以下「精

神的な支援」という。）の可能性についても確認するものと

する。 

（２）次に掲げる者（以下「重点的扶養能力調査対象者」という。）

については，更にアからエにより扶養能力を調査すること。

① 生活保持義務関係にある者 

② ①以外の親子関係にある者のうち扶養の可能性が期待

される者 

③ ①，②以外の，過去に当該要保護者又はその世帯に属す

る者から扶養を受ける等特別の事情があり，かつ扶養能力

があると推測される者 

ア 重点的扶養能力調査対象者が保護の実施機関の管内

に居住する場合には，実地につき調査すること。 

   重点的扶養能力調査対象者が保護の実施機関の管外

に居住する場合には，まずその者に書面により回答期

限を付して照会することとし，なお回答がないときは，

その者の居住地を所管する保護の実施機関に書面をも

って調査依頼を行うか，又はその居住地の市町村長に

照会すること。ただし，重点的扶養能力調査対象者に対

して直接照会することが真に適当でないと認められる

場合には，まず関係機関等に対して照会を行い，なお扶

養能力が明らかにならないときは，その者の居住地を

所管する保護の実施機関に書面をもって調査依頼を行

うか，又はその居住地の市町村長に照会すること。 



61 
 

   なお，相当の扶養能力があると認められる場合には，

管外であっても，できれば実地につき調査すること。 

 イ 調査は，重点的扶養能力調査対象者の世帯構成，職業，

収入，課税所得及び社会保険の加入状況，要保護者につ

いての税法上の扶養控除及び家族手当の受給並びに他

の扶養履行の状況等について行うこと。 

 ウ アの調査依頼を受けた保護の実施機関は，原則として

３週間以内に調査の上回答すること。 

 エ 調査に際しては，重点的扶養能力調査対象者に要保護

者の生活困窮の実情をよく伝え，形式的にわたらない

ように留意すること。 

（３）重点的扶養能力調査対象者以外の扶養義務者のうち扶養

の可能性が期待される者については，次により扶養能力を

調査すること。なお，実施機関の判断により，重点的扶養

能力調査対象者に対する調査方法を援用しても差し支えな

い。 

ア 重点的扶養能力調査対象者以外の扶養義務者のうち扶

養の可能性が期待される者への照会は，原則として書面に

より回答期限を付して行うこと。なお，実施機関の判断に

より電話連絡により行うこととしても差し支えないが，不

在等により連絡が取れない場合については，再度の照会又

は書面による照会を行うこと。また，電話連絡により照会

した場合については，その結果及び聴取した内容をケース

記録に記載するとともに，金銭的な援助が得られる場合に

ついては，その援助の内容について書面での提出を求める

こと。 

イ 実施機関において重点的扶養能力調査対象者以外の扶

養義務者のうち扶養の可能性が期待される者に対し直接

照会することが真に適当でないと認められる場合には，扶

養の可能性が期待できないものとして取り扱うこと。 

ウ 照会の際には要保護者の生活困窮の実情をよく伝える

とともに，重点的扶養能力調査対象者以外の扶養義務者の

うち扶養の可能性が期待される者の世帯構成，職業，収入，

課税所得及び社会保険の加入状況，要保護者についての税

法上の扶養控除及び家族手当の受給並びに他の扶養履行

の状況等の把握に努めること。 
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さらに，このような「通達」を受け，高知市においては「生活保護事

務の手引き」において次のように調査項目ごとに照会・調査先と確認

事項・留意点・申請方法とを一覧表にまとめたマニュアルを作成して

います。以下に掲載します。 

併せて，各種調査の中でも重要な扶養調査について高知市福祉事務

所が扶養義務者に送付している扶養届ひな形も掲載します。 

 

高知市生活保護事務の手引き 

 
※高知市福祉事務所の提供にかかる資料を引用 
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※高知市福祉事務所の提供にかかる資料を引用 
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扶養届ひな形 

 

 
※高知市福祉事務所の提供にかかる資料を引用 
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③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

97 件のケースにおいて，いずれも市手引きに沿った調査の結果が資料

とともにファイルにつづられていました。具体的には，住民票，戸籍に

始まり，本人からの資産申告書を受け，預貯金・生命保険については，

申請者本人から提出された通帳，保険証のコピーや，調査についての申

請者本人からの同意書とともに法第 29 条一括照会（㊟）の結果が，車両

については,自動車所有・借用状況申告書，車検証写しが，不動産につい

ては，資産税課からの「固定資産の調査結果回答書」，「無資産証明書」，

不動産全部事項証明書などが，所得については，源泉徴収票や課税証明

書が，年金については，年金証書コピーのほか「年金加入状況確認調書」，

「公的年金受給者名簿」，身体障害者手帳写しなどが，つづられていまし

た。 

これらの資産，年金等の調査結果のうち，特に目に留まったものを事

例・事実として取り上げ，合規性・３Ｅ判断を示します。なお，97 件の

ケースとは別に，却下記録に含まれている案件中，法第 29 条一括照会が

功を奏した案件についても参考までに紹介し，その案件の処理について

若干の問題点を指摘します（ソ 事例・事実㋞）。 

扶養調査については，申請者から提出された生活保護申請書の記載や

上記住民票，戸籍などの資料から判明した扶養義務者に対して送付され

た，前頁掲載の扶養照会書に対する回答書がケースファイルにつづられ

ていましたが，必ずしも判明しているすべての扶養義務者に対して扶養

照会書が送付されているわけではありませんでした。扶養調査のうち，

特に目に留まったものについても事例・事実として取り上げ，合規性・

３Ｅ判断を示します。 

ちなみに，「扶養可」との回答は一つもなく，回答あるものはほぼ「自

分の生活で精いっぱいのため援助できない」と，判で押したような手書

きの回答でした。 

 

㊟（資料の提供等） 

第 29 条 保護の実施機関及び福祉事務所長は，保護の決定若しくは実施又は第 77 条 

若しくは第 78 条の規定の施行のために必要があると認めるときは，次の各号 

に掲げる者の当該各号に定める事項につき，官公署，日本年金機構若しくは国 

民年金法（昭和 34 年法律第 141 号）第３条第２項に規定する共済組合等（次 

項において「共済組合等」という。）に対し，必要な書類の閲覧若しくは資料 

の提供を求め，又は銀行，信託会社，次に掲げる者の雇主その他の関係人に， 

報告を求めることができる。 
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一  要保護者又は被保護者であった者 氏名及び住所又は居所，資産及び収入

の状況，健康状態，他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況そ

の他政令で定める事項（被保護者であった者にあっては，氏名及び住所又は居

所，健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を

除き，保護を受けていた期間における事項に限る。） 

二  前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所，資産及び収入の状

況その他政令で定める事項（被保護者であった者の扶養義務者にあっては，氏

名及び住所又は居所を除き，当該被保護者であった者が保護を受けていた期間

における事項に限る。） 

２ 別表第 1 の上覧に掲げる官公署の長，日本年金機構又は共済組合等は，それ

ぞれ同表の下欄に掲げる情報につき，保護の実施機関又は福祉事務所長からの

前項の規定による求めがあったときは，速やかに，当該情報を記載し，若しく

は記録した書類を閲覧させ，又は資料の提供を行うものとする。 

 

ア 事例・事実㋐（所有不動産） 

「不動産管理台帳」に，申請者名義に係るＡ郡Ｂ町所在の家屋が記

載されている。開始決定に先立つケース診断会議（㊟）においてこの

資産の扱いについて協議。 

ケース診断会議録によると，「この家屋は亡両親が生前暮らしていた

住居であり，母の死後，未登記であったものを，申請者名義に登記を

行ったもので，現在は空き家であり誰も居住していない。当該不動産

については遊休資産であり，保有容認の要件に該当しないものである

ため，売却処分等手続を行い資産活用に努めるよう，また，売却等に

より得られた金銭は返還対象となるため，法第 63 条に基づく通知を行

う」とのこと。 

合規性・３Ｅ判断 

次第８－１－（４）及び市手引きに従ってご本人名義の不動産を確

認しており適切な調査がなされています。 

さらに，当該不動産の実態に着目の上，これを遊休資産と認定し，

売却処分指導することをケース診断会議㊟で決定しており，保護開始

後の資産の扱いについても適切な方針が策定されています。 

 

㊟本書 31 頁参照 

 

イ 事例・事実㋑（遺産分割未了不動産） 
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被保護者から提出された資産申告書に基づき不動産全部事項証明書

を取得したところ，遺産分割未了の相続財産である不動産が判明。 

保護開始後，福祉事務所より被保護者に対し「生活保護法第 63 条に

よる費用返還の義務について（通知）」と題する書面が配達証明付きで

送られている。内容は，「○○さんは，亡夫△△さん名義の家屋の所有

権持分を有しています。この不動産については，自身の所有権持分を

放棄することなく，権利変動・売却等その状態に変化のあった場合に

は速やかに当福祉事務所に届出を行い，その指導，指示に従ってくだ

さい。なお，売却等により金銭を受領したときは，生活保護法第 63 条

の規定に基づき費用返還義務が生じるため，速やかに当福祉事務所に

申告し，指示に従ってください。」，というもの。 

合規性・３Ｅ判断 

事例・事実㋐と同じく，次第８－１－（４）及び市手引きに従ってご

本人名義の不動産を確認しており適切な調査がなされています。 

そのうえで，売却処分による現金受領時の費用償還について指導す

るのみならず，本来民法上自由であるところの持分放棄についてもこ

れを禁止指導するなど，本人の資産活用に十分留意されています。 

  

ウ 事例・事実㋒（冠婚葬祭互助会） 

法第 29 条保険一括照会の結果，申請者がＡ葬儀社の「冠婚葬祭互助

会」に入会し，積立金を支払っていることが判明。 

保有を認められないものであるため，保護開始直後，法第 27 条に基

づく口頭指導（㊟）として，期限を指定の上解約するよう要請。併せ

て，解約返戻金については法第 63 条に基づく通知文書を発行すること

とした。 

 

㊟（指導及び指示） 

   第 27 条 保護の実施機関は，被保護者に対して，生活の維持，向上その他保護の

目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 

      ２ 前項の指導又は指示は，被保護者の自由を尊重し，必要の最小限度に止

めなければならない。 

      ３ 第１項の規定は，被保護者の意に反して，指導又は指示を強制し得るも

のと解釈してはならない。 

 

合規性・３Ｅ判断 

法第 29 条一括照会が功を奏しています。国手引Ⅰ－４－（２）－
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④－イ及び市手引きに沿った適切な調査がなされています。 

そのうえで保有を否認し，解約指導並びに解約に伴う出資金受領時

の費用償還も指導するなど，きめ細かい指導がなされています。 

 

エ 事例・事実㋓（学資保険） 

「生命保険台帳」並びに法第 29 条調査回答により，申請者がＡ生命

に１件の学資保険に加入していることが判明。解約返戻金は△円と，

50 万円以下であるが，満期の時期が長男 22 歳時であるため，別冊問

答集（問３－30（原文ママ）正しくは，問３－19）答（㊟）のとおり，

当該学資保険の保有は認められないと判断。〇月×日を期限として，

満期の時期を 18 歳までとするか，解約するよう法第 27 条に基づく口

頭指導を行い，解約返戻金を受領した場合の返還義務について法第 63

条に基づく通知を発行することとした（本件では指定された期限まで

に要保護者が学資保険を解約し，解約返戻金△円を受領したとして保

険金等振込通知書等の提出があった。）。 

速やかに解約指導に応じ，必要書類の提出を行っており，不正受給

の意思はないものと判断され，法第 63 条に基づく処理がなされた。 

 

㊟〔保護申請時における学資保険の取扱い〕 

  問（第３の 19）保護申請時において学資保険に加入している場合においても，本

通知第３の問 11 と同様の条件を満たす場合については，解約させないで保護

を適用してよいか。 

  答 当該学資保険が，次の条件を満たす場合には，保護適用後，満期保険金（一

時金等を含む）又は解約返戻金を受領した時点で，開始時の解約返戻金相当額

について法第 63 条を適用することを前提として，解約させないで保護を適用

して差し支えない。 

１ 同一世帯の構成員である子が 18 歳以下である時に，同一世帯員が満期保

険金（一時金等を含む）を受け取るものであること。 

２ 満期保険金（一時金等を含む）又は満期時に解約した場合の返戻金の使途

が世帯内の子の就学に要する費用に充てることを目的としたものであること。 

３ 開始時点の１世帯当たりの解約返戻金の額が 50 万円以下であること。 

 

合規性・３Ｅ判断 

法第 29 条一括照会が功を奏しています。国手引Ⅰ－４－（２）－ 

④－イ及び市手引きに沿った適切な調査がなされています。 

そのうえで，見込まれる解約返戻金と満期とを問答集に当てはめ 
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て保有を否認し，解約及び解約返戻金についての費用償還を指導する

など，きめ細かな対応ができています。 

さらに，後日実際にご本人が解約返戻金を受領した段階で不正受給

の意思はないものと事実認定し，本件の費用償還について法第 78 条で

はなく法第 63 条を適用するなど，事実認定，法令の適用についても的

確な対応がなされています。 

 

オ 事例・事実㋔（自動車） 

申請者から資産申告書とともに車検証の提出有り。その扱いについ

て保護開始決定に先立ちケース診断会議を開き協議。 

ケース診断会議録によると，「申請者所有の自動車は低年式の軽自動

車で，６か月をめどに就労先を決定し，自立したいとの申し出ととも

に自立計画書の提出があり，同世帯は概ね６か月以内に就労により保

護から脱却することが確実に見込まれることから，『次官通知第３の２

－問答集９－２答』を適用し，次官通知第３の２『現在活用されてい

ないが，近い将来において活用されることがほぼ確実であってかつ，

処分するよりも保有している方が生活維持に実効が上がると認められ

るもの』に該当するものとして，処分指導は行わず，平成○年△月×

日まで処分保留とし，お知らせ文書を送付する。なお，開始と同時に

使用禁止の法第 27 条口頭指導を行う。保護開始後の自動車維持費は保

護費のやりくりによってねん出するとのこと。」とのこと。 

合規性・３Ｅ判断 

次第８－１－（４）及び市手引きに従ってご本人名義の自動車を確

認しており適切な調査がなされています。 

そのうえで，当該自動車の年式や種類，ご本人の「自立計画書」など

を次官通知に当てはめ，処分留保との判断をされたことは適切と考え

ます。 

さらに，保護受給期間中の自動車使用禁止指導を行うという点も適

切と考えます。 

 

カ 事例・事実㋕（養育費振込例） 

申請者から提出された通帳コピーに毎月同一人物から 20,000 円の

振込がある。申請者に聞いたところ，離婚した前夫からの養育費振込

であることが判明。      

合規性・３Ｅ判断 

通帳記載から養育費の振込を把握している点，局第８－１－（４）
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及び市手引きに従った適切な調査です。 

      

キ 事例・事実㋖（老齢基礎年金） 

申請者のもとに送られてきていた年金に関するはがきから，本人が

65 歳に達した時点で老齢基礎年金の受給権が発生していることが判

明。 

申請者本人が統合失調症によりＡ病院に長期入院中であるため，裁

定請求手続を行う能力が認められない。そこで，保護開始後に裁定請

求手続を生活保護調査員に依頼することを援助方針に特記。 

合規性・３Ｅ判断 

局第８－１－（４）及び市手引きに従った調査の結果，本人の受給

権が判明しており，適切と考えます。 

そのうえで本人の判断能力の不足を補うために生活保護調査員へ裁

定請求を依頼することを保護開始に当たっての援助方針に明記してお

り，手厚い対応と言えます。 

 

ク 事例・事実㋗（児童扶養手当及び重点的扶養義務者照会） 

申請者より，児童扶養手当を受給していないことを聴取したため子

育て給付課で申請手続きを行うよう助言していたが，同課に支給要件

を満たさないと言われたとのこと。同課に確認したところ，前夫が前

住居であるＡ町宅に宿泊した経緯があること，現在も前夫が頻繁に子

どもと面会していることを理由に現状では支給要件を満たさないとの

ことが確認される。 

前夫からの養育費については，申請者からの一方的な理由で離婚し

ているため，申請者から前夫に対し養育費の支払いを求めない旨の誓

約書を交わしているとのこと。 

前夫に対しては「扶養照会中」とされている。 

合規性・３Ｅ判断 

児童扶養手当受給権を他の部署に照会し，不支給の理由まで確認し

ている点，局第８－１－（４）及び市手引きに従った適切な調査がな

されています。 

なお，申請者は離婚の経緯から，前夫に対して養育費を請求しない

旨の誓約書を入れているとのことですが，養育費請求権は子の親に対

する請求権であって，これを子の両親の間で任意に放棄，処分するこ

とは民法上認められません。また，本件では前夫が頻繁に子との間で

面会交流を持っているということから，前夫の扶養可能性，扶養意思
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については相当程度の期待が持てます。前夫に対し扶養照会をかけて

いることは，前夫が「重点的扶養義務者」であることからしても極め

て適切と考えます。 

 

ケ 事例・事実㋘（妻の姉・兄弟に対する扶養照会） 

高齢で年金収入にて生活しているとのことであり扶養照会は行わな

いとされた。 

合規性・３Ｅ判断 

重点的扶養義務者以外の扶養義務者については，局第５－２－（３）

が「扶養の可能性が期待される者については，次により扶養能力を調

査する」としていることから，扶養の可能性が期待できないものにつ

いては扶養照会を省略してもかまわないということになります。 

高齢の年金生活者というように，むしろその方自身が要保護である

可能性が高い扶養義務者については扶養照会しないことも許容される

と思います。 

なお，効率性（３Ｅ）の観点からは，担当のケースワーカーが判断

に迷わなくてよいよう，「扶養の可能性が期待できない」として扶養照

会を省略することが許される類型を福祉課内で協議，決定しておくこ

とが望まれます（３Ｅの観点からする意見）。 

もちろん，これはあくまで省略することが「許される」類型ですの

で，そのように決められた類型に当たる場合でも個々のケースワーカ

ーが気になる扶養義務者についてはそのケースワーカーの判断であえ

て扶養照会をかけることに何の問題もありません。福祉課内で類型化

を協議，決定する場合はこの点も明確にされておいたほうが良いと思

います。 

 

コ 事例・事実㋙（申請者の高齢の兄弟に対する扶養照会） 

存命であっても（93 歳，91 歳，87 歳，76 歳，75 歳，73 歳）と高齢

であり，扶養照会は行わない（別冊問答集問５－１㊟）。 

 

    ㊟（問）課第５の２にある「実施機関がこれらと同様と認める者」及び「要保護

者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない者」というのは，

具体的にどのような者を指すのか。 

      （答）前者については，例えば長期入院患者，主たる生計維持者ではない非稼

働者，未成年，概ね 70 歳以上の高齢者などが想定される。後者については，

例えば 20 年間音信不通である等が想定される。 



72 
 

 

合規性・３Ｅ判断 

年齢だけを判断要素として扶養照会を省略していますが，問５－１

に照らし，問題はないと思います。 

 

サ 事例・事実㋚（ホームレス申請者の姉に対する照会） 

姉からの「扶養届書」には，「ここずっと体調も崩しがちで，面倒を

見ることなど無理。これ以上，主人に迷惑をかけるわけにはいかない。

もう今後このような通知の送付はしないでください。」と。 

申請者本人も申請時の聞き取りの際，「できれば兄（原文ママ）には

今の状況を伝えてほしくない（扶養照会等をしてほしくない）」と。 

合規性・３Ｅ判断 

申請者本人の「できれば兄には今の状況を伝えてほしくない」とい

う申請時の聞き取りの際の言葉は，兄弟に自分のみじめな姿を知らせ

たくない，という自然な感情と思います。それでもあえて扶養義務者

に扶養照会を行えば，照会先からは本件のように「もう今後このよう

な通知の送付はしないでください。」という反発が返ってくることは容

易に想定されます。 

しかし，当該扶養義務者に扶養可能性，扶養意思がないことが一見

明白，という場合でもない限り，局第５－２－（３）からすれば扶養

調査を省略することは困難です。 

軋轢が予想される中あえて扶養照会を行った本件の対応は法令に忠

実といえますが，照会を行ったケースワーカーも，照会先も後味の悪

い思いをされたと思います。「補足性の原理―扶養義務者の扶養優先」

からすればやむを得ないというしかないのでしょうか。扶養照会とい

う仕組みそのものが孕む制度設計上の問題として，厚生労働省におけ

る，改善に向けての検討が望まれます。 

 

シ 事例・事実㋛（重点的扶養義務者に対する照会） 

長女の実父である前々夫については，「離婚後没交流となっており，

関係悪化の恐れがあるため申請者からは扶養照会を行わないでほしい」

旨，次女の実父である前夫については，「離婚後は養育費支払いもなく，

没交流となっており，申請者からは扶養照会を行わないでほしい」旨，

各申し出があったため，申請者の前々夫及び前夫に対しては扶養照会

を行わないとされた。 

なお，「援助方針」においては，「今後，前々夫，前夫の本世帯に対
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する扶養の可能性を調査，検討していく必要がある」旨記されている

が，具体的な調査，検討状況はケースファイルから明らかではない。 

合規性・３Ｅ判断 

「離婚後没交流」，「関係悪化の恐れ」「離婚後は養育費支払いもなく」，

という申請者の言葉だけで，「重点的扶養義務者」に対する扶養照会を

省略するという判断は，局第５－２－（２）に照らすと不適切です。 

「援助方針」において，「今後，前々夫，前夫の本世帯に対する扶養

の可能性を調査，検討していく必要がある」旨記されているのはこの

規範からすれば当然といえますが，この援助方針が扶養照会をしない

という当初の判断とどのような関係にあるのか，ケースファイルから

は明らかでありません。ケースファイルの内部でこのような重要な事

柄について不整合をきたしている点は改善が求められます。 

この点について，福祉管理課からの説明によると，「扶養照会により

申請世帯に対する悪影響が生じることを懸念して，『申請当初の』扶養

照会を保留する一方で，保護開始後の生活状況等を注視しながら，照

会可能と判断された場合に，扶養照会を行う予定である旨が，明確に

表現できていなかったものと思われる。」，とのことでした。そうであ

れば，「開始決定段階においては扶養照会を保留するが，開始決定後，

適切な時期に扶養照会を行う」旨が明記されることが望まれます（合

規性の観点からする意見）。 

いずれにせよ，本件ではその後の具体的な調査，検討状況がケース

ファイルから明らかではないことが気にかかります。福祉管理課の説

明にあるような，「照会可能」との判断にいまだ至っていないのであれ

ば，定期的にその検討，判断結果をケースファイルに書きとどめてお

くことが望まれます（合規性の観点からする意見）。 

 

ス 事例・事実㋜（交流状況のみ調査） 

申請者の母について，申請者本人からの聞き取りにより，「訪問等に

より日常的な交流あり」としながら，「（母自身）生活保護受給中のた

め扶養照会は行わない」とされた。 

合規性・３Ｅ判断 

扶養義務者自身が保護受給者であるため扶養照会は省略しています。

そのうえで交流状況のみ申請者から聞き取っています。この点は局第

－２－（１）が，「なお，調査に当たっては，金銭的な扶養の可能性の

ほか，被保護者に対する定期的な訪問・架電，書簡のやり取り，一時

的な子どもの預かり等（以下「精神的な支援」という。）の可能性につ
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いても確認するものとする。」と定めていることを踏まえた適切な対応

と考えます。 

 

セ 事例・事実㋝（高齢の母からの扶養届） 

申請者の母に対する扶養照会に対し，母から，「私も年を明けると 8

3 歳になります。月何日も病院へ行ってます。私も遠からず介護が必

要になると思っています」として扶養不可の扶養届。 

合規性・３Ｅ判断 

事例・事実㋘で指摘したことを当てはめれば，本件は扶養照会を省

略してもよいケースだったのではないかと思います。 

 

ソ 事例・事実㋞（法第 29 条一括照会の結果多額の預金判明） 

法第 29 条一括照会調査により，申請時にＡ金融機関に申請者名義の

定期預金約 200 万円の保有が判明。これは申請者世帯の最低生活費（約

30 万円）の概ね３か月程度を大幅に上回っており，６か月以上の生計

維持が見込めることから，定期預金を活用することが妥当であると判

断。よって，本申請を却下。 

合規性・３Ｅ判断 

国手引Ⅰ－４－（２）－④－イ及び市手引きに沿った適切な調査が

なされています。ただし，これだけ多額の預金を名義人本人が知らな

かったとは考え難いところです。不正受給未遂の疑いが払しょくでき

ません。そのような疑いが持たれる事案においては，不正受給意思に

ついて申請者本人から詳しく事情を聴取し，その結果いかんによって

は，将来同種行為が繰り返された場合，刑事告訴等もありうる旨を教

示するなど，再発防止ための毅然たる姿勢を示すことが望まれます（合

規性の観点からする意見）。 

 

（５）最低生活費の認定（ケースワーカー） 

最低生活費の認定は，前に説明したように，「生活保護基準」に従い，申

請者個人の状況（年齢，居宅又は入院，障害の有無等），世帯の構成（単身

又は複数世帯，ひとり親世帯等）等の世帯類型に応じて，申請者の世帯の

最低生活費を積み上げていく作業です。したがってこの場合の「適用され

る規範」は「生活保護の基準」そのものです（９頁参照）。 

そうして，最低生活費の認定は，国が定める「生活保護の基準」にその

世帯の類型を当てはめていく，という性格から，理論的にはケースワーカ

ーの主観的判断が入る余地はないはずです。すなわち，ある世帯と別の世
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帯とが，全く違う生活をしていても，世帯構成等が同一の類型に該当すれ

ば最低生活費は同額になるはずです。 

その意味では「判断の適法性」という観点からする監査の意義は乏しい

と思います。 

そこで，本監査においては，継続中のケースファイル 97 件を閲覧する

に際し，最低生活費の認定部分はさほど注力していません。 

そのうえで目に留まったケースを１つ紹介します。 

 

〈事例〉 

申請者は祖母，叔母名義の土地に建つ未登記家屋に居住。固定資産帳

で家屋の名義は申請者となっており，地代の請求も現状はないため，住

宅費の計上は行わない，とされた。 

 

まえに，最低生活費は「実際にその世帯で何にどのくらいの生活費がか

かっているか，という現実の出費とは違います。理論的なモデルに従って

いわば自動的にはじき出されるものです。」とお話ししましたが，住居費

については若干扱いが異なります。 

すなわち，住宅費については生活保護基準において，借間・アパート等

の家賃に上限（住宅扶助基準）が定められています。高知市の場合，単身

世帯は 32,000 円以内，６人までの複数世帯は 42,000 円以内，７人以上は

70,000 円，と定められています。 

申請時において，要保護者の家賃を家賃証明書で確認し，上記基準額内

であればその額を，基準額以上であれば基準額を最低生活費に計上します。 

簡単に言えば，住宅費については基準額の範囲内の実額が計上されるこ

とになりますから，「現実の出費」が住宅扶助費に反映されるというわけ

です。 

このように，「現実の出費」が住宅扶助費に反映されるとすると，住宅費

について「現実の出費がない」場合は，住宅費は計上されないということ

になるはずです。 

このことは，「局第４－７住宅費」において，「（１）家賃，間代，地代等」

の「ア」，として次のように記載されています。すなわち，「保護の基準別

表第３の１の家賃，間代，地代等は，居住する住居が借家若しくは借間で

あって家賃，間代等を必要とする場合，又は居住する住居が自己の所有に

属し，かつ住居の所在する土地に地代等を要する場合に認定すること」。

これは逆に言えば，住居の所在する土地に地代等を要しない場合は住宅費

は計上されないということです。 
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上記事例は「局第４－７住宅費」，「（１）家賃，間代，地代等」の「ア」

という規範に沿って処理した適切な対応と言えます。 

当然といえば当然であり，最低生活費認定との関係ではわざわざこのよ

うな事例を紹介する意義は乏しいかもしれませんが，当然のことが当然に

行われていることが「合規」たるゆえんですから，念のため紹介しました。 

 

（６）収入認定（ケースワーカー） 

収入認定は（４）の各種調査で判明した収入，手持ち金などを積算する

作業ですので，（４）の各種調査に遺漏がなく，その結果の積算作業にミス

がなければ正しい認定がなされていることになります。 

実際に監査人が閲覧した継続中の 97 件のケースファイルにおいても各

種調査に基づく積算作業が適切になされていました。 

そのことを前提に，目に留まった若干例を紹介し，合規性判断を示しま

す。 

 

① 調査・分析の方法 

保護開始決定がなされた継続案件中，無作為抽出した 97 件のケース

ファイルを閲覧しました。 

 

② 適用される規範 

次第８－２ 収入額の認定 

  収入の認定は，月額によることとし，この場合において，収入が

ほぼ確実に推定できるときはその額により，そうでないときは前

３箇月間程度における収入額を標準として定めた額により，数箇

月若しくはそれ以上の長期間にわたって収入の実情につき観察す

ることを適当とするときは長期間の観察の結果により，それぞれ

適正に認定すること。 

 

次第８－３－（２）  

  ウ 財産収入 

  （ア）田畑，家屋，機械器具等を他に利用させて得られる地代，

小作料，家賃，間代，使用料等の収入については，その実

際の収入額を認定すること。 

（イ）家屋の補修費，地代，機械器具等の修理費，その他（ア）

の収入を上げるために必要とする経費については，最小限

の額を認定すること。 
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次第８―３ 収入として認定しないものの取扱い 

 （３）次に掲げるものは，収入として認定しないこと。 

   エ 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護

世帯の自立更生のために当てられる額。 

 

  問８－46 扶養義務者からの恵与金 

  （問）扶養義務者からの援助金は，その援助が当該扶養義務者に

ついて期待すべき扶養の程度を超えて行われる場合には，

恵与される金銭として，取り扱ってよいとされているが，

この場合，恵与される金銭に該当するものは次のいずれで

あるか。 

     毎月２万円の仕送りをしている扶養義務者に相当の臨時

収入があり，被保護世帯の子どもの修学旅行に充てる費用

を含めて５万円の仕送りをした場合。 

（１）毎月の仕送り２万円分は収入として認定し，３万円につ

いては期待すべき扶養の程度を超えたものとして修学旅行

に要する費用としての自立計画を立てさせる。 

（２）扶養義務者に臨時収入があったのであるから期待すべき

扶養の程度を超えているとは認められず，その援助金のす

べてを収入として認定する。 

  （答）（１）により取り扱って差し支えない。なお，祝金につい

てもこれと同様に考えられる。 

 

 保護開始時の手持金の認定 

 問（第 10 の 10－２）保護開始時に保有する手持金はすべて収入認

定しなければならないか。 

 答 一般世帯はもちろん被保護世帯においても繰越金を保有して

いるという実態及び生活費は日々均等に消費されるものではな

いということ等から，保護開始時に保有する金銭のうちいわゆ

る家計上の繰越金程度のものについては，程度の決定に当たり

配慮する面がある。 

 したがって，健全な家計運営ひいては自立助長を考慮し，保

護の程度の決定に当たり認定すべき手持金は次によることとさ

れたい。 
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   なお，この取扱いは要否判定の結果保護要とされた世帯につ

いての開始月における程度の決定上の配慮であり，要否判定，

資産・収入の調査についての取扱いを変える趣旨のものではな

い。 

  １ 手持金の認定 

    保護開始時の程度の決定に当たって認定すべき手持金は，

当該世帯の最低生活費（医療扶助及び介護扶助を除く）の５割

を超える額とする。 

  ２ 略 

 

③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

 

ア 事例・事実㋐（手持ち金） 

申請時に保有していた手持ち金 9,699 円について，最低生活費の２

分の１（46,225 円）に満たないとの理由で保有が容認されている。 

合規性・３Ｅ判断 

まず，資産調査の段階で手持金を端数まで確認している点，調査と

して適切です。 

その上で，当該世帯の最低生活費の５割に満たないとの判断をして

保有を容認した，つまり収入認定をしなかった点は，問（第 10 の 10

－２）に照らして適切です。 

手持金の収入認定は厳密には保護の要否決定段階におけるそれでは

なく，保護の程度決定段階におけるそれですが，便宜上ここで取り上

げました。 

 

イ 事例・事実㋑（養育費） 

申請者の前夫が就労中。養育費２万円を手渡しで毎月〇日に手渡し

で受け取ることで話が付いている。保護開始時＝保護申請時の受領分

についてはその時点の手持ち金に含まれていると判断し，翌月より収

入認定された。 

この家庭の最低生活費は 249,850 円と認定されている。 

合規性・３Ｅ判断 

月額の養育費については，どこまでを収入認定すべきか，通知集，

手引き，問答集などを見ても明確な記載にはたどり着きませんでした。 

しかし，問８－46 を参照すれば，概ね月額２万円までは通常期待さ

れる扶養の程度と考え，これを収入認定することは生活保護行政実務
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上差し支えないと言えそうです。 

そうすると，養育費月額２万円を収入認定したことは適切と言えま

す。 

 

ウ 事例・事実㋒（売電料） 

申請者は自宅屋根にソーラーパネルを設置しており，毎月余剰電気

を電力会社に売却していることが，申請者名義のＡ銀行入出金明細か

ら判明。〇月△日に 6,528 円の入金あり。よって，同日付での不就労

認定がなされる。 

あわせて，申請者より毎月入金ある旨の申告がなされたため，翌月

以降も推計で認定を行うこととされた。 

合規性・３Ｅ判断 

申請者名義の銀行入出金明細から売電収入を把握した調査は精緻で，

適切と言えます。その上で，申請者の自己申告により翌月以降の額を

推計したことも次第８－２に照らし適切と言えます。 

ただし，売電の前提として申請者は自宅屋根にソーラーパネルを設

置しているのですから，その設置にかかる費用は売電収入を得るため

の経費と言えます。これがローンで支払われている場合は毎月の売電

収入から月額ローンを引いたものが毎月の収入として認定されるべき

であり，そうすることが次第８－３－（２）の（イ）に沿った適切な

収入認定であると考えます。 

そうすると，収入認定に当たって経費控除の形跡が認められない点

で，本件の収入認定にはその適法性について疑問が残ります。 

この点については福祉管理課より，「ローンは借入金であり，その返

済額は控除対象とならない。」との指摘を受けました。しかし，手帳で

は，〔就労に必要な自転車等の購入費〕という表題のもと，次のような

問答が示されています。 

問（第８の 23）被保護者が就労に必要な自転車又は原動機付自転車

を購入する場合，その購入額を月割にして，その収入から必要費

として控除して差しつかえないか。 

答 当該職業に必要不可欠な場合であって，社会通念上ふさわしい

程度の購入費であり，かつ，その購入によって収入が増加すると

認められるときは，通常，交通費，運搬費等として計上されるべ

き額の範囲内で必要経費として認定して差しつかえない。また，

通勤用に使用する場合においても，通常，交通費等として計上さ

れる程度の額の範囲内で認定して差しつかえない。 
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これは保護開始決定後の月賦購入を想定した問答ですが，収入を

得るための手段としての必要性という観点からすれば，保護開始決

定前の月賦購入の場合も変わらないと思われます。 

そうすると，この問答の趣旨を本件に当てはめれば，ソーラーパ

ネル購入に係る月額ローンがある場合には，売電収入からこれを控

除すべきということになるのではないでしょうか。 

今後は，「保護開始決定前の物品月賦購入とこれを活用して得られ

た定期的収入認定との関係」について，福祉事務所と厚生労働省と

の間で協議した上で，同種事案への対応をすることを望みます（合

規性の観点からする意見）。 

      

（７）要否判定（ケースワーカー） 

 

① 調査・分析の方法 

保護開始決定がなされた継続案件中，無作為抽出した 97 件のケース

ファイルのほか，平成 28 年度分の却下記録 94 件全件を閲覧しました。 

以下では却下記録の中から目に留まったものを紹介します。 

 

② 適用される規範 

次第 10 

保護の要否及び程度は，原則として，当該世帯につき認定した最

低生活費と第８によって認定した収入（以下「収入充当額」という。）

との対比によって決定すること。また，保護の種類は，その収入充

当額を，原則として，第１に衣食等の生活費に，第２に住宅費に，

第３に教育費及び高等学校等への就学に必要な経費に，以下介護，

医療，出産，生業（高等学校等への就学に必要な経費を除く。），葬

祭に必要な経費の順に充当させ，その不足する費用に対応してこれ

を定めること。 

 

局第 11－（２） 

  要保護者が，自らの資産能力その他扶養，他法等利用しうる資源

の活用を怠り又は忌避していると認められる場合は，適切な助言指

導を行うものとし，要保護者がこれに従わないときは，保護の要件

を欠くものとして申請を却下すること。なお，要保護者が自らの資

産，能力等の活用により最低生活の需要を満たすことができると認

められる場合には，保護を要しないものとして申請を却下すること
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問 10－14 

決定通知書の決定理由 

 （問）決定通知書の決定理由はどう記載されるべきか。 

 （答）本法において，決定通知書に決定理由を付記しなければなら

ないこととされている（法第 24 条第４項，第 25 条第２項及び

第 26 条）ことは，本法の目的が国民の最低限度の生活の保障に

あるところから，保護の決定が，どのような理由によって行わ

れたものであるかを，申請者等に十分周知させることが望まし

いとの趣旨によるものである。したがって，決定通知書に付記

すべき理由は，そのような趣旨を満足させるものでなければな

らない。これを保護の決定のそれぞれについて具体的に示すこ

とは，困難であるが，個別のケースに応じて，決定の理由を周

知させるに必要かつ十分な内容であり，申請者等が容易に理解

できるような表現を用いることが望ましい 

 

（申請による保護の開始及び変更） 

 法第 24 条 

  第３項「保護の実施機関は，保護の開始の申請があったときは，

保護の要否，種類，程度及び方法を決定し，申請者に対して書面を

もって，これを通知しなければならない。」 

  第５項「第３項の通知は，申請のあった日から 14 日以内にしな

ければならない。ただし，扶養義務者の資産及び収入の状況の調査

に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には，これを 30

日まで延ばすことができる。」 

 

（報告，調査及び検診） 

法第 28 条 

第１項「保護の実施機関は，保護の決定若しくは実施又は第 77 条

若しくは第 78 条（中略）の規定の施行のため必要があると認める

ときは，要保護者の資産及び収入の状況，健康状態その他の事項を

調査するために，厚生労働省令で定めるところにより，当該要保護

者に対して，報告を求め，若しくは当該職員に，当該要保護者の居

住に立ち入り，これらの事項を調査させ，又は当該要保護者に対し

て，保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医の検診を受ける

べき旨を命ずることができる。 

第５項「保護の実施機関は，要保護者が第１項の規定による報告
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をせず，若しくは虚偽の報告をし，若しくは立ち入り調査を拒み，

妨げ，若しくは忌避し，又は医師若しくは歯科医の検診を受けるべ

き旨の命令に従わないときは，保護の開始若しくは変更の申請を却

下し，又は保護の変更，停止若しくは廃止をすることができる。 

 

③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

 

ア 事例・事実㋐（葬祭扶助申請却下） 

葬祭費用合計額 310,058 円が基準額 309,410 円を超えているため葬

祭扶助申請が却下となったもの。 

合規性・３Ｅ判断 

次第 10 に見るとおり，葬祭費用も他の扶助と同様，最低生活費と収

入との対比により保護の要否，程度を決めることとされており，また

支給額については告別表第８に基準額の定めがありますが（具体的内

容は省略），これを超えた場合には一切扶助費が支給されないという法

令，通達は見当りません。確かに市手引き中，「葬祭扶助」についての

マニュアルには，「注意事項」として，「葬儀店からの葬祭費用が上記

基準額を超える場合は，原則支給できません（葬祭扶助は葬儀の一部

を援助する制度ではないからです）」と記載されていますが，このよう

な解釈の根拠となる法令，通達は監査人が捜したところ見当たりませ

んでした。 

本件は，実際の葬祭費用合計額 310,058 円が基準額 309,410 円を超

えているため葬祭扶助申請が却下となったものです。超過額はわずか

648 円です。わずか 648 円が超過したため，基準額 309,410 円全額不

支給というのは，実際の葬儀費用が 309,410 円であった場合に 309,41

0 円全額が支給されることとの間に明らかかつ著しい不均衡が生じま

す。 

そしてこの明らかかつ著しい不均衡を正当化する根拠は不明です。 

このことは，例えば住居費の基準額が 32,000 円であるところ，実際

の家賃が 40,000 円であるというような事案において，基準額の 32,00

0 円を最低生活費として計上していることとの間で整合性を欠くと思

われます。 

ちなみに，市生手引き中，「生活保護新規申請に対する開始事務の流

れ」についてのマニュアルでは，「住宅費」の項目において，「生活保

護基準においては，借間・アパート等の家賃にも上限額（住宅扶助基

準）が定められています。高知市の場合，単身世帯は 32,000 円以内，
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６人までの複数世帯は 42,000 円以内，７人以上は 50,000 円以内と定

めています」との記述の後に，「開始時において，要保護者の家賃を家

賃証明書で確認し，上記の基準額内であればその額を，基準額以上で

あれば基準額を最低生活費に計上します。」との記載がなされています。 

本件で葬祭費全額不支給とした本件の判断は法令の解釈を誤った違

法の疑いがあります。 

基準額上限である 309,410 円が支給されるべきではなかったのか，

葬祭費についての市手引き上記記載も修正されるべきではないか，疑

問が残ります。 

この点について福祉管理課からは，「葬祭扶助の支給に関しては，従

前から基準額を超える葬儀を行うことを認めていない。葬儀を行う費

用がないからこそ申請に訪れるのであって，扶助額の範囲内での葬儀

とすることが当然であるとの理由で，こうした運用としてきた経緯あ

り。一方で，家賃については，保護申請時に既に当該住居に居住して

いる状況からスタートするため，転居指導と併せてやむなく支給する

形となっているもので，一時的な支払いに係る葬祭扶助と同じ考え方

はできない。違法であると断定する場合は，国の考え方も参考にした

い。」，という指摘がありました。 

本監査報告書においてこの点を直ちに違法と断定するものではあり

ませんが，「基準額を超えた葬祭費扶助の可否」については厚生労働省

の見解を仰ぎ，今後同種事案へ対応されることを望みます（合規性の

観点からする意見）。 

 

イ 事例・事実㋑（知人への貸金） 

申請者が生活に困窮している原因の１つとして，平成 27 年 12 月 28

日にＡさんから援助を受けた 1,000,000 円のうち 450,000 円をＢさん

に貸しており，未だに返済されていないことが挙げられているところ，

借用書等の挙証資料がなく，お金を貸していると判断できない状況だ

ったため，至急挙証資料を作成し，提出するよう求めたが，提出がな

かったため，法第 28 条第５項の規定に基づき，申請を却下。 

Ａさんからの 1,000,000 円の援助は，本人持参のゆうちょ通帳で判

明。 

合規性・３Ｅ判断 

貸金は資産に該当するとの解釈の元，借用書等の提出を求めたので

しょうか。生活保護手帳を見てもそのような解釈指針は示されていま

せんでした。 
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端的に収入が最低生活費を下回っているかの要否判定を行い（次第

10），必要であれば開始決定を出し，その際に，「知人への貸金が返済

されたときは収入申告し，法第 63 条に基づく返還に応じるよう」指示

すればよかった事案ではないでしょうか。 

貸金についての挙証資料不提出を理由に法第 28 条第５項に基づく

却下とした判断には疑問があります。 

本監査報告書においてこの点を直ちに違法と断定するものではあり

ませんが，「開始決定段階における貸金の扱い」については厚生労働省

の見解を仰ぎ，今後同種事案へ対応されることを望みます（合規性の

観点からする意見）。 

 

ウ 事例・事実㋒（世帯申告過怠） 

申請者は１人世帯として本申請行為を行った。申請時に提出のあっ

た「生活状況申告書」には，扶養義務者として子に係る記載はなかっ

た。 

しかしながら，申請者より聴取した生活歴においては，前夫との間

に二児をもうけ養育した旨の説明があった。以上のことから，当該申

告書に２人の子について追記するよう求めたところ，現在長男と同居

していることが判明した。 

申請者に状況を聴取すると，長男は県外にて生活していたが，離婚

及び失職により居所を失い，本年○月△日に申請者宅へ転入（別添住

民基本台帳にて確認済み）したとのこと。現在は年内の就労を目処と

して求職中であり，就労先が見つかり次第速やかに転出する予定。な

お，長男には生活保護申請の意思はない。 

申請者からは，金銭管理は別個であり，住民登録上も別世帯になっ

ているとの申し出がある。しかしながら，申請者と長男とは同一の住

居に居住しており，また，生計を一にしていないと認められる根拠は

何ら存しないところである。したがって，世帯単位の原則を定めた法

第 10 条の趣旨を鑑みても，申請者と長男とは同一世帯として認定せざ

るを得ない。 

以上のことから，申請者は保護の申請時において，住居を同一とす

る世帯員が存在する旨の報告を怠ったと判断し，法第 28 条第５項の規

定に基づき，申請を却下。 

なお，今後，長男も申請の意思を有するに至った場合，あるいは長

男の転出後に主が困窮していた場合には，再度申請可能である旨案内

している。 
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合規性・３Ｅ判断 

却下理由が法律の適用条文とこれに当てはめる前提事実とに基づき

具体的に記載されており，問 10－14 に照らして適切と思います。 

本件は，生活状況申告書に記載のなかった同居世帯員を，申請者か

らの聞き取りなどにより突き止め，その生活実態を正確に把握したう

えで，丁寧に世帯認定をしており，調査の模範例といえます。 

さらに，報告義務違反を理由に申請を却下するに当たり，法第 10 条

の趣旨を引用するなど，「法律による行政の原理」に忠実な，模範的な

判断といえます。 

ちなみに，却下に際し今後の状況変化に応じた再申請の道を案内す

るなど，アフターケアにも余念がなく，この点でも評価できます。 

 

エ 事例・事実㋓（多額の預貯金） 

預貯金調査の結果，合計 3,067,288 円の預貯金が判明。要否判定の

結果，６か月以上保護を要しない状態であることが認められるため，

法第 24 条に基づき生活保護の申請を却下。 

合規性・３Ｅ判断 

要否判断の説明は端的でよいと思いますが，却下理由として法第 24

条を挙げていることは問題と思われます。 

すなわち，法第 24 条，具体的にはその第３項は，「保護の実施機関

は，保護の開始の申請があったときは，保護の要否，種類，程度及び

方法を決定し，申請者に対して書面をもって，これを通知しなければな

らない」として，保護開始又は却下の通知をしなければならないことを

義務付けた規定であり，これ自体に，要否の判断基準が示されている

わけではないからです。 

したがって，「生活保護法第 24 条第３項に基づき通知します」とい

う記載であればともかく，「法第 24 条第３項に基づき却下する」との

記載は法律の条文の引用の仕方として不適切と考えます。 

ほかにも同様のケースが散見されました。今後は，条文の引用の仕

方を改めるべきです（合規性の観点からする指摘）。 

 

オ 事例・事実㋔（境界層該当者） 

申請者より生活保護申請と併せて，介護保険について境界層該当証

明に係る申請がなされた事案。 

本世帯の要否判定を行ったところ，介護保険について境界層該当に

よる減額措置適用前（介護扶助３割負担）であれば最低生活費が収入
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を 39,765 円上回要保護。さらに，介護保険について境界層該当による

減額措置適用後（介護扶助１割負担）であっても最低生活費が収入を 29,

041 円上回り要保護。 

しかしながら，介護保険について境界層該当による減額措置を講ず

れば今後の生活が維持できると，申請者より申立書の提出があったた

め，境界層該当証明を行い，申請を却下（なお，同措置により，高額

介護サービス費の給付も受けられるようになることを介護保険課にて

確認済み。今後について，状況が変わり，生活に困窮すれば，生活保

護の相談に来るよう助言済み。）。 

合規性・３Ｅ判断 

介護保険について境界層該当による減額措置㊟を講ずれば今後の生

活が維持できると，申請者より申立書の提出があったからといって，

減額措置を講じてもなお要保護状態であれば，「法律による行政の原理」

からすると，判断としては開始決定するしかないのではないでしょう

か。つまり，却下決定は「不適法」と言わざるを得ないのではないで

しょうか。 

他方，却下により境界層該当証明が得られれば生活保護に頼らずと

も今後の生活が維持できるということであれば，本人の自立支援とい

う生活保護法の原理にはかなうし，生活保護原資の節約にもつながる

といえます。 

そもそも「法律による行政の原理」は，行政活動の法的コントロー

ルを通じた国民の権利擁護ということに趣旨があるとされていますの

で，却下のうえ境界層該当証明を発行することが本人の権利擁護にか

なうのであれば，変則的ではあるがこのような「便法」も許容される

というべきなのでしょうか。 

いずれにしても，今後は，このような分かりにくい却下理由の「書 

き方」は問 10－14 に照らして見直されるべきです（合規性の観点から

する指摘）。 

㊟「境界層該当による減額措置」―医療費や介護保険における自己負担額や保

険料，障害者総合支援自己負担額などを支払うことによって，生活保護が必要

となる世帯（境界層）が生活保護（セーフティネット）に転落しないようにす

るための措置として「境界層該当措置」があります。つまり，困窮世帯からの

生活保護申請を受け，「この負担額さえ引き下げれば生活保護は不要ですよ」

という内容の証明（境界層該当証明）を出すことにより，困窮世帯の負担額を

軽減するという仕組みです。（以上，「高知市生活保護事務の手引き」中，「15

境界層マニュアル」より） 
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ちなみに，平成 17 年９月 21 日付厚生労働省社会・援護保護課長通

知では「境界層該当者の取扱いについて」次のとおり示されています。 

１ 基本的な取り扱い 

（１）境界層該当者と境界層該当措置について 

 以下の各号に掲げる者については，保険者により，次表

で定める区分に応じた境界措置がなされることとされて

いるため，保護を要しないこと。 

―以下略― 

２ 境界層該当者に対する証明書等の交付 略 

３ 証明書等の記載 

（１）境界層該当証明書 

   境界層該当証明書には以下の事項を記載すること。 

  ア 却下に係る申請日又は保護廃止日 

 当該者に係る処分が却下の場合には，却下に係る申請日

を，保護廃止の場合は，保護廃止日を記載すること。 

  イ 保護を要しない理由 

    境界層該当措置により何円以上の減額なされれば，保護

   を要さないかを記載すること。 

     

監査人もこの通知に示された考え方に従った却下理由の記載が適

法であると考えます。 

つまり，理屈をどうつけようと，「要保護」であれば「開始決定」

するしかないはずなのです。最終的に，境界層該当措置を講ずれば

要保護状態から脱却するというのであれば，そのことを理由に「要

保護でないから申請却下」と明確に記載されるべきと考えます。 

ただし，その場合でも上記通知が境界層該当証明書に記載すべき

事項として指定している，「保護を要しない理由」の具体的内容，つ

まり，「境界層該当措置により何円以上の減額がなされれば，保護を

要さないか」，を保護申請却下通知書にも記載しておくべきと考えま

す。 

仮に，保護申請却下時点の見込みと相違して，後日境界層該当措

置が講じられなかった場合，保護の再申請がなされることが考えら

れます。 

その場合，前回の却下判断の理由が金額を特定した形で境界層該

当措置とリンクさせられて記載されていれば，再申請における「争
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点」が絞られ，判断が迅速かつ容易になるからです。 

 

カ 事例・事実㋕（境界層該当者） 

申請者より生活保護申請と併せて健康保険特例高額療養費及び標準

負担額認定の境界層申請があったため，提出された平成 29 年１月分給

与明細に基づき，下記のとおり世帯の要否判定を行った。 

当該世帯については境界層該当措置を講ずる前の要否判定において

最低生活費が収入を 27,974 円上回るため，保護要。さらに，健康保険

特例高額療養費及び標準負担額減額認定該当措置を講じて所得区分を

「区分オ」とした場合，医療費は 35,400 円となるところ，それでも最

低生活費が収入を 15,014 円上回り依然として保護要。 

しかしながら，当該世帯は保護申請の意思もないことから，健康保険特

例高額療養費及び標準負担額減額認定該当措置の証明を行い，申請を

却下。 

ちなみに，境界層証明書には，「上記の者及びその世帯員は，世帯の

収入が最低生活費を上回るため，生活保護が〔却下〕となりましたが，却

下に係る申請日及び保護を要しない理由は，下記のとおりであること

を証明します。」，として，「２．保護を要しない理由 健康保険特例高

額療養費及び標準負担額減額認定該当措置を講じることにより保護を

要しないため」が付記されています。 

合規性・３Ｅ判断 

事例・事実㋔と同様の問題点があると思います。 

さらに本件では「保護申請の意思がない」という事実認定がなされ

ていますが，保護申請の意思がないのであれば法律的には申請がなさ

れていないことになるはずですので，却下の判断もできないことにな

るはずです。逆に言えば，却下の判断が下されたということは，その

判断の対象となる「保護申請があった」ということです。「保護申請が

あった」ということは「保護申請の意思があった」ということです。 

却下の判断と「保護申請の意思がない」という事実認定とが整合性

を欠きます。 

また，要否判定では健康保険特例高額療養費及び標準負担額減額認

定該当措置を講じて所得区分を「区分オ」とした場合，医療費 35,400

円となるところ，それでも最低生活費が収入を 15,014 円上回り依然

として要保護，とされています。 

それにもかかわらず，境界層証明書には，「世帯の収入が最低生活費

を上回るため」と記載されています。これは明らかに事実と相違する
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のではないでしょうか。 

申請者本人の申請の趣旨が実は，生活保護費受給ではなく，高額療

養費及び標準負担額認定の境界層証明書取得あることからすれば，結

論には何ら問題がありません。しかし，「法律による行政の原理」から

すると，このような不整合な「書き方」は，問 10－14 に照らし改善さ

れるべきです（合規性の観点からする指摘）。 

 

キ 事例・事実㋖（境界層該当者） 

申請者からは医療費の区分をⅡからⅠに下げることで，生活できると

の申し出があり，医療境界層の境界層該当証明に係る申請があった。 

そこで当該世帯の要否判定を行った。その結果，国保特例高額療養費・

標準負担額減額認定該当措置を講じることにより，医療費を減額すれば保

護否となるので，境界層該当証明を行い，申請を却下。 

合規性・３Ｅ判断 

「国保特例高額療養費・標準負担額減額認定該当措置を講じること

により，医療費を減額すれば保護否となるので，境界層該当証明を行

い，申請を却下」とのこと。このような記載であれば，理解できます。 

問 10－14 に照らし適切と考えます。 

事例・事実㋔，㋕についてもこのような「書き方」ができなかった

のか，検討が望まれます。 

ただし，事例・事実㋔についての適法性判断の際に指摘させていた

だいたように，「医療費を減額すれば保護否」と記載するだけでなく，

「医療費を〇〇円以上減額すれば」，と具体的に金額を特定して記載さ

れればより適切であったと思います。今後，事例・事実㋔，㋕と同種

の事案においては，前記の記載方法に改められるべきです（合規性の

観点からする指摘）。 

 

ク 事例・事実㋗（法定期限徒過） 

平成 28 年 11 月 22 日申請，平成 29 年２月 10 日申請却下通知。 

遅延理由は「預貯金調査に日時を要したため」とされているところ，

夫Ａに関する法第 29 条調査結果の一番遅いものが平成 29 年１月 12

日回答（該当なし），妻Ｂに関するそれが平成 29 年１月 12 日回答（該

当なし）。 

合規性・３Ｅ判断 

預貯金調査結果の「該当なし」回答が届いてから１か月後の却下決

定が，「預貯金調査に日時を要したため」という理由でその遅延を相当
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化できるのか疑問です。 

法第 24 条第５項に照らし不適切と考えます。 

もちろん，開始決定の場合も法定期間が順守されるべきことは当然

ですが，開始決定の場合は，法定期間を徒過して決定が出されたとし

ても，扶助費の支給は「申請日以降，要保護状態であったと判断され

た日」に遡りますので（局第 10），事後的ではあっても決定の遅延が経

済的にはカバーされます。 

これに対し却下決定が法定期間を徒過する場合は，先が見通せない

不安定な状況が長期間継続した挙句の不支給決定ですので，申請者に

与えた遅延の不利益はなんらカバーされません。 

この点が留意されるべきと考えます。本件のような法定期間徒過を

招かないよう，保護申請の日とこれを起点とした開始決定判断の進捗

状況とを福祉課が常に管理把握し，担当ケースワーカーに注意喚起す

るよう組織的な取組がなされるべきです（合規性の観点からする指摘）。 

 

（８）世帯類型・ケース格付の決定（ケースワーカー） 

 

① 調査・分析の方法 

 継続中の 97 件のケースファイルを閲覧しました。 

 

② 適用される規範 

世帯類型・ケース格付は，この後の援助方針策定の前提となり，かつ

定期的家庭訪問の頻度の目安となります。 

世帯類型は「障害」，「高齢」，「母子」といったその世帯を分類する客

観的，外形的な標識であり，次に示す国の基準に沿って類型化がなされ

ます。 

 

分   類

     

    分類基準 

高齢者世帯 男女とも 65 歳以上の者のみで構成されている世帯か，

これらに18歳に達する日以降の最初の３月31日までの

間にある者が加わった世帯。 

母子世帯 死別，離別，生死不明及び未婚等により，現に配偶者が

いない 65 歳未満の女子と，18 歳に達する日以降の最初

の３月 31 日までの間にあるその子（養子を含む）のみ

で構成されている世帯 
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障害者世帯 世帯主が障害者加算を受けているか，障害・知的障害等

の心身上の障害のため働けない者である世帯 

 ・身体障害者手帳１，２，３級 

 ・療育手帳Ａ１，Ａ２，Ｂ１，Ｂ２ 

 ・精神障害者保健福祉手帳１，２，３級 

 ・障害年金１，２，３級受給の者 

傷病者世帯 世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む）している

か，在宅患者加算を受けている世帯，もしくは傷病のた

め働くことのできない者である世帯 

その他世帯 世帯主が働くことができる世帯及び上記以外の世帯 

※なお，19 歳以上の子どもと母親の世帯は母子世帯ではなくなるため，子ど

もが 19 歳に達する年度の４月から世帯類型の変更を行う。 

 

他方，ケース格付は，その世帯固有の事情及びその事情に基づく指導

の程度等についてＡからＥまで５段階にランク付けしたもので，高知市

独自のランク付けです。 

このランク付けが家庭訪問の頻度の目安とリンクします。「高知市生

活保護事務の手引き」に掲載されているものを次に示します。 

 

ケース格付 ケース格付定義 訪問頻度（年間） 

 Ａ 強い指導を要する世帯，常時特

別の配慮を要する世帯 

１か月毎 

（年間 12 回） 

 Ｂ 資産・他法他施策の活用につい

て指導を要する世帯，療養態度

に指導を要する世帯 

２か月毎 

（年間６回） 

 Ｃ 特に問題ないが，定期的に生活

実態把握を要する世帯，稼働能

力を十分に活用しており，安定

した収入がある世帯 

４か月毎 

（年間３回） 

 Ｄ 世帯状況が安定しており特に変

動なく，他方他施策の活用が図

られている世帯 

６か月毎 

（年間２回） 

 Ｅ １年以上の入院，入所者のみの

世帯※救護施設含む㊟ 

12 か月毎 

（年間１回） 

 

   ㊟高知市では救護施設として「誠和園（市営）」と「浦戸園（民営）」の２か所がありま 
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す。監査人が閲覧した継続中の 97 件のケースファイルの中に１件誠和園入所のケース 

がありました。 

 

なお，家庭訪問の基準については，平成 27 年３月 31 日付で厚生労働

省社会・援護局保護課長通知が出されています。参考までに該当部分を

引用します。 

ところで，上記高知市のケース格付基準は高知市福祉課に所属するケ

ースワーカーにとって家庭訪問が適切になされているかを判断する際

の規範になりますが，さらに下記国の通知にかかる基準は，高知市のケ

ース格付基準が適切かどうかを判断する際の規範ということになりま

す。 

監査人において両者を比較したところ，高知市のケース格付基準は国

の通知にかかる基準の趣旨を踏まえたものであり，適切と判断できまし

た。 

〇保護の実施機関における訪問基準の作成について 

 ―前略―今般，総務省の「生活保護に関する実態調査結果に基づく

勧告」（平成 26 年８月）において，実施機関ごとの訪問計画水準に

相違がみられ―中略―そのため，今般，全国に同一水準の訪問が策

定されるよう，訪問基準の作成の考え方をすでに各実施機関が独自

に定めている訪問基準を参考に，下記のとおりとりまとめたので，

適正な計画の策定が行われるよう管内実施機関に対して周知方お願

いする。 

なお，訪問基準の作成の考え方はあくまで目安として示すもので

あり，実際に訪問基準を作成する場合には，これを一律機械的に当

てはめる必要はないが，地域の実情を踏まえつつ，必要十分な訪問

調査が実施されるものとなるよう留意されたい。 

           記 

1 訪問基準の作成 

実施機関において訪問基準を作成する場合には，生活保護受給

世帯の生活状況や助言指導の必要性，援助方針等を考慮し，以下の

考え方を踏まえて作成すること。 

（１） 次のいずれかに該当する生活保護受給世帯は，１箇月又は

２箇月に１回以上を目安として訪問調査を行う必要がある。

ア 就労阻害要因がないにもかかわらず，稼働能力の活用が不

十分であるなど，積極的な助言指導を要する世帯 

イ 生活状況や療養態度に課題があり，かつ民生委員・児童委
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員や保健所，児童相談所，地域包括支援センター等の関係機関

（以下「民生委員等の関係機関」という。）との関わりや扶養

義務者，近隣住民等との交流がないなど，生活状況や健康状態

の把握を要する世帯 

ウ 資産や他法他施策の活用を怠っており助言指導を要する世

帯 

エ その他継続的な助言指導を要する世帯 

（２） 次のいずれかに該当する生活保護受給世帯は，３箇月又は

   ４箇月に１回以上を目安として訪問調査を行う必要がある。

ア 稼働能力の活用が不十分であったり，又は就労状況や就労

 収入が安定していないなど，定期的に助言指導を要する世帯

（（１）アに該当する場合を除く。） 

イ 民生委員等の関係機関との関わりや扶養義務者，近隣住民

等との交流がほとんどなく，生活状況や健康状態等の把握を

要する世帯 

 ウ その他定期的な助言指導を要する世帯 

 （３） （１）及び（２）以外の生活保護受給世帯は，６箇月に１

回以上の訪問調査を行う必要がある。 

 ただし，「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和

38 年４月１日付社発第 246 号厚生省社会局通知。以下「局長

通知」という。）第 12 の１の（２）において，１年に１回以上

の訪問とされている生活保護受給世帯についてはこの限りで

ない。 

―後略― 

 

③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

 さて，上記世帯類型分類及びケース格付基準を参照しつつ継続中の 9

7 件のケースファイルを閲覧した限りでは，世帯類型の整理もケースの

格付も適切になされているように思いました。ケース格付についていう

と，家庭訪問の頻度を下げて負担を軽減するために意図的に低いランク

をつけているようなケースは見当たらなかったということです。 

 ちなみに，この後述べるケースワーカーとの面談の際に伺ったお話で

は，ケース格付は担当ケースワーカーが上司に相談してその判断を仰ぎ

ながら決定しているということでした。 

 なお，一度決めたケース格付も世帯の実情の変更に伴って適宜変更さ

れていくことは当然ですが，この格付変更については若干疑義を持った
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ケースもあります。この点は後程触れます。 

 

（９）援助方針の策定（ケースワーカー） 

 

① 調査・分析の方法 

保護開始決定がなされた継続案件中，無作為抽出した 97 件のケース

ファイルを閲覧しました。 

 

② 適用される規範 

問 12－１ 

  援助方針策定上の留意点 

（問）援助方針を策定するに当たってどのような点に留意したらよい

か。 

（答）次の点について留意されたい。 

（１）方針の策定に当たっては要保護者の生活実態の把握と個々の要

保護者の自立に向けての課題分析が必要であること。「生活実態

の把握」や「病状調査」は方針決定の前段の作業であって，方針

ではないので注意が必要。 

（２）方針はできるだけ具体的に記載すること。いわゆる４文字熟語

で終わるような方針は極力避ける必要がある。「療養専念」は実施

機関としての方針にすらなっていないし，「就労指導」とする場合

も，具体的な指導援助の方針を記載する必要がある。 

（３）短期的な視点だけでなく，長期的な視点に立った方針も検討す

ること。短期的な視点とは，その世帯にとって解決しなくてはな

らない保護実施上の課題と，その課題の解決に向けてのアプロー

チの方法である。また，中長期的な視点とは，将来に向けての世

帯の自立（経済的自立，社会的自立，日常生活自立）の目標と，

その目標を達成するためのプロセスである。これらの両方の視点

について十分，意識的に書き分けるなどの方法により明記するこ

とが望ましい。 

（４）世帯全体の方針に加え，個々の世帯員にも着目した方針を策定

すること。特に，世帯内の子どもについて留意する必要がある。

（５）多様な問題を抱えた世帯については，ケース診断会議等を活用

して組織的な検討を行ったうえで方針を策定すること。 

   援助方針は組織としての方針であり，現業員がひとりで抱え込

まないよう留意する必要がある。 
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   ③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

「援助方針」は，ケースファイルの中の「保護台帳」等に差し込まれ

た黄色のＡ４用紙１枚に記録されています。 

 それらの中には，「定期訪問を行い，生活状況を把握し，適宜必要な

助言・指導を行う」，「扶養義務者との交流状況を把握し，適宜扶養義務

履行要請を検討する」，「病状悪化しないよう定期通院を指導する」等，

「４文字熟語」の連結のような定型文が多々見受けられました。 

しかし，同じ用紙の「援助方針」の記載に先立つ「その他参考となる

事項」の項目には当該世帯の状況が，病状や稼働能力，収入状況，扶養

義務者の状況等々にわたって詳細に記載されており，これと併せて読め

ば「全体として」援助方針の記載は具体的であり，上記規範に沿うもの

と考えられました。 

以下，その具体例を紹介します。いずれも申請者の健康状態や年齢を

細かく把握したうえで，就労指導について「する」，「しない」を，「する」

場合には「強力」に指導する等々を明記していること，健康状態に応じ

て通院指導にも言及されていることから，適法と考えます。したがって

個別の判断は省略します。 

なお，前科を有する被保護者については「反社会的行為の禁止」が「そ

の他参考となる事項」に記載されていました。 

 

ア 事例・事実㋐（増収指導せず） 

稼働能力について，「就労中。月額○万円程度の収入。抗がん剤治療

中であることから，申請者の病状や年齢を考慮すると稼働能力は活用

できていると判断し，増収指導は行わず就労継続を指導する」とされ

た事例。 

併せて，被保護者の借金について，「申請者は平成７年ころから生活

費のためＡ金融機関から借金をし，さらに，借金返済に追われたこと

から平成 27 年にＢ消費者金融からの借り入れを行い，残債務△万円あ

り。よって開始時に保護受給中の借金の禁止と借金返済の禁止につい

て法第 27 条に基づく口頭指導を行う。また，上記の件について今後法

テラスへ相談する意向のため動向留意する」，とされた。 

 

イ 事例・事実㋑（就労指導せず・病状安定指導） 

就労指導について，「申請者は稼働年齢層であるが，精神障害者保健

福祉手帳２級を所持しており，○○障害，△△のため，週１回Ａ病院

に通院し，服薬管理のため週１回同病院の訪問看護を受け，自立訓練
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施設Ｂで週４日××のプログラムに参加している。以上の状態から，

申請者に対し就労指導は行わず，定期通院や訪問看護の利用により病

状安定に努めるよう指導する」とされた事例。 

 

ウ 事例・事実㋒（強力な就労指導） 

「申請者は定期通院を要する疾病等もなし。よって十分な稼働能力

を有していると思われる」，として「申請者に対し強力な就労指導を行

う」とされた事例。 

 

エ 事例・事実㋓（就労指導・断酒指導） 

申請者は急性○〇のためＡ病院へ定期通院中。病状調査の結果，Ａ

病院主治医所見によると普通労働可。申請者に対して，通院先である

Ａ病院へ今後も通院継続するよう指導を行い，同時に就労支援プログ

ラムへ参加を促し，就労指導を行う。また，申請者は過度なアルコー

ル摂取により急性○〇を発症したため，断酒指導を行う，とされた事

例。 

 

（10）ケースファイルの作成（ケースワーカー） 

ここまでの流れ，すなわち福祉管理課での相談受付から生活保護相談員

による面接，ケースワーカーによる家庭訪問，各種調査を経た要否決定と

援助方針作成，これら各種業務の集大成としてケースファイルが作成され

ます。 

このケースファイルは，黒色のハードカバーのファイルで，表表紙（お

もてびょうし）の裏と裏表紙（うらびょうし）の表とがそれぞれバインダ

ーとなっており，その間の２葉（表裏４頁）にそれぞれ厚手のビニールポ

ケットが付いています。 

表表紙の裏には保護申請時の調査結果，これに基づく要否判定，援助方

針，開始後の家庭訪問の記録等々，ケースワーカーの作成文書がバインダ

ーに挟まれています。 

ビニールポケットには，これら「保護台帳」や「ケース記録」に記載さ

れた事項の裏付けとなる各種資料が差し込まれています。その各種資料と

は，申請者本人が記載した「保護申請書」，「収入申告書」，「法第 29 条一括

照会回答書」，「扶養届」，「戸籍謄本」，「住民票」，「車検証」，「不動産全部

事項証明書」，「課税証明書」等々です。 

裏表紙の表には，「保護変更申請書」やかつていったん廃止された保護

記録などがバインダーに挟まれています。「保護変更申請書」とは，例えば
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通常の生活保護を受けている世帯が急病で診察や入院を必要とする事態

になって，医療扶助を受けなければならないときに，医療扶助の限度で新

たな生活保護を元の生活保護の変更という形で申請する場合の書類です。 

いったん廃止された保護記録とは，過去に保護を受けていた世帯が，い

ったん就労等により自立でき，保護が廃止されたのち，新たに保護開始と

なった場合の，過去に保護を受けていた当時の家庭訪問等の記録です。 

さて，前にもお話ししましたが，ケースファイルは保護開始後も定期的

な家庭訪問や収入認定，収入認定に伴う法第 63 条返還，法第 78 条徴収

等々，世帯の支援，指導の過程で取得，作成された資料，記録がどんどん

追加されていきますので，日時が経つにつれ膨らんでいきます。その厚さ

は７，８センチに達するものもざらです。さらには，１件につきそのよう

なファイルが２冊，というケースもあります。 

監査人がこのケースファイルを 97 件閲覧していく中で気づいたことを

３Ｅの観点から一つ述べさせていただきますと，それは記録の整理状況が

必ずしも良好ではない，ということです。 

例えば，表表紙裏のバインダーに挟まっている保護台帳やケース記録は，

１枚１枚が綴じられることなく，そのままの状態で挟まっています。裏表

紙表に挟まっている資料，記録は，右綴じバインダーに挟まれているとこ

ろ，その記録の一部に，左綴じの記録が挟まっている，ポケットの中の各

種資料，記録は綴じられることなくばらばらの状態で差し込まれている，

という状況です。 

したがって，保護台帳やケース記録についていえば，これをバインダー

から外すと直ちにバラバラになってしまいます。一枚一枚閲覧していく中

で，前の用紙を再度めくったりしているうちに順序が入れ替わりはしない

か心配でした。もちろん，一部が紛失してしまう恐れもあります。 

このことはポケットに差し込まれている資料，記録についてはさらに顕

著です。そもそもポケットに差し込まれている資料，記録についてはファ

イルによってどのような資料，どのような記録がどのような順番で並べら

れているのか，そのルールがなく，極めて不統一です。また，「別紙」との

記載がありながら，その「別紙」が本体の文書に綴られておらず，「別紙」

がどこにあるのか，ファイル内を捜さないといけない，という状況も散見

されます。法文書として「別紙」は本体と一体をなすものなので，常に一

緒に綴られているべきです。 

右綴じバインダーに挟まっている記録，資料の中に一部左綴じ記録が挟

まっていると，その部分を取り出すのにも作業が必要です。 

担当のケースワーカー自身も，後日これを引き継いだケースワーカーも，
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決裁点検する上司も，このようなファイルの管理状況ですと閲覧に余計な

作業が必要になり，それだけ余分な労働時間が発生します。 

その改善方法について一言。 

公的な監査報告書において特定の企業の固有名詞を記載することは必

ずしも好ましくないかもしれませんが，広く一般のオフィスで使用されて

いるのであえて例示すると，「KOKUYO」の「TUBE FILE〈ECO TWIN－R〉」な

どを収納ファイルとして使い，各記録，資料の左余白に２か所パンチで穴

をあけ，左綴じにする，記録，資料の種類ごと，用紙右側にインデックス

をつける，どうしても穴をあけることがはばかられる重要な原本について

は，別途ポケット形状のビニールのＡ４サイズシートを同様に左綴じにし

てそのポケットに収納する，このような工夫が望まれます。 

監査人としては，以上のような措置を講ずることが最善であると考えま

すが，少なくとも，記録，資料等が散逸しないような方法を，福祉課にお

いて，検討するよう求めます（３Ｅの観点からする意見）。 

 

（11）開始決定（福祉事務所長） 

（10）のケースファイル作成ののち，これが福祉事務所内で順次決裁を

受け，最終的には申請者に対し保護開始決定通知書が交付されます。 

さて，この保護開始決定通知については，１つ問題点があります。 

それは，いつその決定がなされたか，がケースファイル上明らかでないと

いうことです。 

この点，福祉管理課の説明によると，「生活保護の開始決定の効力は生

活保護申請の日に遡るので，申請の日イコール保護の適用日とはなります

が，決裁日（開始決定の日）は記録上残らない形になっています」，という

ことでした。なので，ケースファイル上は生活保護申請の日しか確認でき

ない，ということになります。 

しかし，局第 10 によると次のとおりです。 

 

３ 保護の開始時期 

  保護の開始時期は，急迫保護の場合を除き，原則として，申請の

あった日以降において要保護状態にあると判定された日とするこ

と。なお，町村長経由の申請の場合には，町村長が申請書を受領し

た日，また管轄違いの申請があった場合には，最初の保護の実施機

関が申請を受理した日を，それぞれ申請のあった日として取り扱う

こと。 

 



99 
 

ここでは，「保護の開始時期＝申請日」とはされていません。「保護の開

始時期＝申請のあった日以降において要保護状態にあると判定された日」

とされています。「申請のあった日以降」ですから，申請のあった日である

場合もあればそれより後の日である場合もあるわけです。つまり，保護の

開始時期と申請日とは必然的に一致するものではないことが前提になって

いるのです。 

これまで説明したように，要否判定に至るまでには，保護の申請が受け

付けられた日から１週間以内のケースワーカーによる初回家庭訪問，その

前後になされた各種調査，これら業務の積み重ねが予定されているわけで

すから，「申請のあった日その日」に要保護状態であるとの判定にまで至

ることは時間的に困難を伴うはずです。そうすると，そもそも「生活保護

の開始決定の効力は生活保護申請の日に遡る」という説明は不正確ではな

いのか，との疑問が生じます。 

例えば平成 29 年２月１日が保護申請の日，その「申請のあった日以降

である」同月 14 日が要保護状態にあると判定された日，同月 28 日が保護

開始決定がなされた日，という事例を想定すると，局第 10 を適用すれば

保護費が支給されるのは平成 29 年２月 14 日分以降となるところ，高知市

福祉事務所の扱いによれば同月１日以降，というように２週間のずれが生

じます。当然金額も保護費月額の半額相当分の相違が生じます。当該世帯

の保護費月額が例えば 10 万円と決定されたとすると，局第 10 を適用した

場合に遡って支給される２月分の扶助費は５万円，これに対し高知市福祉

事務所の扱いによれば 10 万円，という相違が生じるのです。 

この点仮に，速やかな事務処理の結果，高知市福祉事務所においては例

外なく申請の日に要保護状態を判定しているという実態があったとして

も，つまり上記設例において，平成 29 年２月１日に保護申請があり同日

要保護判定がなされていたとしても，その場合，申請の日とイコールの関

係に立つのは，「開始決定の効力発生の日」であって，「開始決定の日」で

はないはすです。すなわち，生活保護の開始決定の効力がいつ発生するか，

という問題と，その開始決定自体がいつなされたか，ということとは理論

的に別の問題だからです。 

この点，生活保護の開始決定はいわゆる行政処分（行政行為）であると

ころ，行政処分（行政行為）が成立するためには，行政庁（行政機関）の

意思決定が相手方に通知されることが必要とされますので（藤田宙靖著

「行政法総論Ⅰ180 頁」），開始決定がなされた日とは，その決定が相手に

通知された日，難しい説明は省略しますが，決定の通知が相手に届いた日，

ということになります。 
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これは，法定期間順守との関係で重要な意味を持ちます。 

すなわち，例えば上記設例の場合，申請から開始決定まで 59 日間経過

していますので，保護申請があった場合の開始決定の最長法定期間である

30 日を超えています（法第 24 条第 5項）。ところが，申請の日イコール開

始決定の日という考え方を取ると，何ら法定期間超過はないということに

なります。このように，「開始決定の日」についての理解，扱い次第で法定

期間超過についての理解，扱いが変わってくる可能性があります。 

法律上，開始決定の日はあくまで開始決定通知が申請者に届いた日であ

るべきですから，上記設例の場合は法定期間超過です。 

このように，事務処理期間の管理の観点からも，開始決定通知が申請者

に届いた日を記録上明らかにしておく必要があります。そのためには，決

定通知書を申請者に郵送する場合には配達証明付きとする，窓口で手渡し

にする場合には，申請者に受領の日を記入してもらい，併せて署名捺印を

もらう，という方法によるべきです（合規性の観点からする指摘）。 

現に法第63条返還決定通知書や法第78条徴収決定通知書についてはい

ずれも申請者宛に発送された書類の控えとともに配達証明がケースファ

イルに「挟まれて」いました。 

これに対し，開始決定通知書については配達証明や申請者の受領印はも

ちろん，通知書の写しそれ自体もケースファイル上には存在しませんでし

た。仮に開始決定通知書を全件について配達証明や受領印付きで申請者に

郵送若しくは手渡しすることに，費用その他の点で実務上難点があるとい

う事情があったとしても，決定通知書の写しがケースファイルに収納され

ていれば，その通知書写しには決定の日が記載されているはずですから，

市内の郵便事情などを考えればそこに記載された決定の日の概ね翌日に

は申請者に届いた，という認定が可能であり，これにより法定期間の管理

も可能になると思います。 

 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

 

（１）定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

  

① 調査・分析の方法 

  保護開始決定がなされた継続案件中，無作為抽出した 97 件のケース

ファイルを閲覧しました。 
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② 適用される規範 

局第 12 

1 訪問調査 

（1）略 

（2）訪問計画に基づく訪問 

   訪問計画は，次に掲げる頻度に留意し策定すること。 

  ア 家庭訪問  

世帯の状況に応じて必要な回数を訪問することとし，少な

くとも１年に２回以上訪問すること。 

―以下略― 

 

   〔訪問調査における訪問基準の作成について〕 

問（第 12 の１）実施機関において，被保護世帯の世帯類型や助言

指導の必要性等に応じた統一的な訪問基準を作成し，それに基

づいて訪問計画を策定することとして差し支えないか。 

答 法も調査においては，①生活状況の把握，②保護の要否及び程

度の確認，③自立助長のための助言指導などを目的として実施

することが考えられるところであるが，これらの訪問目的を達

成するために考慮された訪問基準であれば，お見込みのとおり

取り扱って差し支えない。なお，上記の訪問基準の設定を行った

場合であっても，被保護者の個々の状況に応じて，適宜，必要な

訪問調査の実施に留意されたい。 

福祉課においては，上記国の指針を踏まえ，これをさらに具体化すべ

く，各被保護世帯についてケース格付を行い，格付ごとに家庭訪問頻度

の目安を定めていることは前にお話しした通りです。 

さらに，福祉課では世帯類型ごとに家庭訪問時の聴取内容例を定め，

家庭訪問の指針としています。 

高知市生活保護事務の手引きに記載されているものを次に示します。 

なお，（１）～，①～の数字は手引きには記載がなく，監査人がのちの

引用の便宜のために付したものです。 

 

＜世帯類型訪問時聴取内容例＞ 

（１）全世帯共通 ①通院状況（重複受診・治療内容等） 

②生活状況の把握 

③扶養義務者との交流状況 

④資産の保有状況（生命保険・自動車等） 
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（２）高齢世帯 ①通院状況（身体状況による介護サービスの利

用申請） 

②年金手続き・年金額の変更 

③介護サービスの利用状況 

（３）母子世帯 ①子どもの就学状況（進学時は進学先を確認。）

②前夫との交流（養育費の可能性を探るため） 

③子どもの養育状況 

（４）障害者世帯 ①手帳の状況 

②身体障害者サービス利用 

③身体状況による介護サービスの利用（H501 申

請等） 

（５）傷病者世帯 通院状況（病状に留意） 

（６）その他世帯 ①就労状況（稼働能力を活用できているか） 

②求職状況（就労支援プログラム参加などを探 

る） 

③通院状況（病状調査の必要性を判断する） 

    

③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

いずれのケースにおいても，前にお示ししたケース格付にしたがった

定期訪問が概ね実施され，家庭訪問での聴取内容も，上記，福祉課策定

の＜世帯類型訪問時聴取内容例＞という指針に沿った内容となってい

ました。 

以下では，その中でも特徴的なケースを，家庭訪問記録からいくつか

抜粋しました。固有名詞の削除はもちろん，日付なども個人情報保護の

観点から，「某日」としたり，実際のものに若干の修正を施したりしてい

る場合があります。 

ただし，修正した日付相互間の間隔は家庭訪問頻度が順守されている

かどうかの検証のため，実際の間隔と合わせています。 

また，抜粋した家庭訪問記録中，「―中略―」とあるのは，その間に，

訪問頻度に沿った多数回の家庭訪問記録が介在していることを示すた

めの注意書きです。 

 

ア 事例・事実㋐（世帯類型その他，ケース格付Ａ，未就労） 

平成 27 年 11 月 30 日から平成 29 年８月 31 日まで 16 回の家庭訪問

がなされているケース。平成 29 年８月 31 日時点でなお未就労。 

ⅰ）平成 28 年１月 10 日の家庭訪問 
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Ａ就労促進員からの報告をもとに，被保護者の就労，求職活動へ

の理解を確認するも，文句が多く納得のいかない様子。生活保護が

支給されているからこそ，給与額や職種についてじっくり考えな

がら求職活動ができるが，生活保護を受けていないと仮定した場

合，何が何でも働かなければ生きていけないと考えることが当然

であるため，もっと積極的に面接を受けるなど，就労促進員のアド

バイスを行動につなげるよう指導したが，返事はそっけなく腑に

落ちない様子であった。 

ⅱ）平成 28 年２月８日の家庭訪問 

Ａ就労促進員からこれ以上就労支援できないと判断された場合，

当所としてはやむを得ず，稼働能力不活用として文書指示等を行

っていくなど厳しい対応をしなければいけなくなる可能性もある

ため，Ａ就労促進員の支援を甘く受け止めず，覚悟をもって求職活

動に取り組むよう指導し，被保護者の理解を得た。 

合規性・３Ｅ判断 

ケース格付にしたがった頻度の訪問が概ね実現できている点，局第

12－１－（２）－アに沿っており，稼働能力活用活用について重ねて

指導している点，＜世帯類型訪問時聴取内容例＞の（６）①に沿って

います。 

ただし，「Ａ就労促進員からこれ以上就労支援できないと判断された

場合，当所としてはやむを得ず，稼働能力不活用として文書指示等を

行っていく」旨を申し渡してから１年以上経過してもなお未就労とい

うことに照らせば，速やかに法第 27 条に基づき期限を区切った就労指

導文書を出し，期限経過後も未就労であれば法第 26 条に基づき保護の

停廃止の措置を検討するべきではないかと思われます。むしろ１年間

どうしてそのような措置をとっていないのか疑問が残ります。 

本事例に係るケースファイルには，「就労支援プログラム進行管理台

帳」が収納されており，その中にある「就労支援上記録表」には，被

保護者に対する電話や面談での就労支援状況が克明に記載されており，

担当就労促進員の，「選り好み，言い訳を繰り返し，真剣に求職活動を

していない」とのコメントや，「健康状態問題なし」とのコメントも記

載されています。 

それにもかかわらず１年にわたり廃止はもちろん，廃止を前提とし

た文書による就労指導がなされていないことには「甘い対応」との指

摘がなされても致し方ないのではないかと思います。  

この点，問答集には次のような問答があります。 
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問 11－３ 職業選択の自由 

（問）稼働能力のある者に職業を紹介した場合に，その職業を好ま

ないとの理由で就労稼働しない場合，申請の却下又は停廃止の理由

となるか。憲法が保障する職業選択の自由との関係についてはどう

か。 

（答）稼働能力があり，その機会があるにもかかわらず，就労稼働し

ない場合は，一般的には法第４条第１項に規定する保護の要件として

の能力の活用を欠くものであると解されるから，そのような者からの

保護開始申請は却下することになり，また，その者が被保護者である

場合は，実施機関はすみやかに法第 27 条の規定による指導指示を文

書で行い，これに従わないとき（なお，法の観点からみて紹介に係る

職業と同等に評価される他の職業に就くことは差し支えない。）は，保

護の停廃止の処分を行うことになる。ただし，その者の身体的能力等

により社会通念上客観的にその職業に就くことを期待できないよう

な場合には，そのような職業に就くような指導指示を行うべきでない

ことは当然である。 

 なお，国民は，憲法第 27 条第１項により勤労義務を負っており，憲

法第 25 条はこれを前提として国民の生存権を保障したものであるか

ら，稼働の能力があり，その機会があるにもかかわらず，その者の能

力の範囲内で紹介された職業に就くことをあえて忌避する者につい

ては，生活保護法による最低生活の保障が及ばないとしても憲法上問

題はないのである。 

この問答は職業紹介を前提としていますが，「稼働能力があり，その

機会があるにもかかわらず，就労稼働しない場合は，一般的には法第

４条第１項に規定する保護の要件としての能力の活用を欠くものであ

ると解されるから，そのような者からの保護開始申請は却下すること

になり」との見解は，職業紹介がなされているかどうかにかかわらず

妥当するはずです。 

職業紹介の部分は主として，特定の職業の紹介を容れない要保護者

に対し保護申請の却下，保護の停廃止の措置を取ることが憲法上問題

ないかどうか，という論点との関係で意味を持つものであると考えま

す。 

そうすると，本事例でも職業紹介がなされてはいないものの，文書

による就労指導を経たうえでの保護停廃止は違法ではなくむしろそう

すべきであると考えます。 
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また，仮に上記問答が特定の職業紹介を前提として初めて保護の停

廃止を許容する趣旨であったとした場合，そのような解釈の当否は措

くとして，本事例でも速やかにしかるべき職業を紹介し，それにもか

かわらず就労に至らない事実を確認したうえで保護の停廃止が検討さ

れてしかるべきと思います。 

少なくとも，健康状態に問題がないにもかかわらず保護開始から１

年間，真剣な求職活動がうかがわれないようなケースは，合理的な理

由のない限り，法第 27 条に基づく口頭指導のうえ，なお改善が認めら

れない場合は同条に基づく文書指導を行うものとし，前記指導を行わ

なかった場合には，これを行わなかったことについての合理的な理由

を，年に一度の援助方針見直しの際に明記すべきです（合規性の観点

からする指摘）。 

 

イ 事例・事実㋑（世帯類型母生，ケース格付Ａ→Ｂ，子の生育状況） 

平成 16 年に一度廃止となり，平成 20 年に再度保護開始となった案

件。開始時点のケース格付はＡ。格付に従った頻度の訪問がなされて

います。 

・ 某日の家庭訪問 

長男に歯の状態を見せてと伝えると少しは見せてくれたが奥歯の方

は見せる様子なく部屋に入っていった。 

合規性・３Ｅ判断 

歯は衛生状態，栄養状態を反映しますので子の歯の状況を目視して

いる点は，＜世帯類型訪問時聴取内容例＞（３）③に沿っており，適

切と考えます。奥歯の方も確認できればより適切でした。 

 

ウ 事例・事実㋒（世帯類型高齢，ケース格付Ｅ，ホーム訪問） 

被保護者は以前夫とともにＡ町で保護を受給していたところ，夫が

入院。被保護者は単身の在宅生活が困難となり，有料老人ホームに入

所。その後夫が死去。 

・ 某日のホーム訪問 

体調を尋ねると，視線が上下に揺れてふらふらする。気持ち悪いか

ら食事もあまりとれていないとのこと。 

また，他の利用者に泥棒扱いされることに気が落ち込むらしく，涙

声ながらに訴える。家族の交流については，先日，亡夫の納骨があっ

たので長女が訪ねてくれたと嬉しそうに語る。 

合規性・３Ｅ判断 
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長女の訪問状況を確認している点は＜世帯類型訪問時聴取内容例＞ 

（１）③に沿っており適切です。 

ただ，被保護者が施設での生活で，他の入所者に泥棒扱いされるこ

とに気が落ち込むとこぼしている点については，施設側にそのような

いわゆるいじめの有無を確認し，その事実が確認されれば施設側に善

処を求め，そのような事実が確認されなければ被保護者の妄想に基づ

くものとして，本人の精神疾患を疑う端緒とすることができたかもし

れません。今後同様の事例が生じた場合は，施設側への聞き取りを行

う等，被保護者の心身の状況の把握に努めることが望まれます（「有効

性」（３Ｅ）の観点からする意見）。 

 

エ 事例・事実㋓（世帯類型傷病，ケース格付Ｂ，自傷行為） 

重篤な怪我の治療中。精神的にもつらい思いをされている被保護者。

格付に従った定期訪問とその際の通院状況確認あり。 

ⅰ）某日の訪問 

自宅を辞去後，一階玄関にある本人郵便受けを見たところ，差し

入れ口付近まで郵便物が溜まっていた。 

 ―中略― 

ⅱ）ⅰから約１年後の訪問 

治療がうまくいかないことなどから自暴自棄に陥り，自殺をほ

のめかしながら奥の部屋へ。これを追ったところ，刃物を持ち出し

「出ていけ」と繰り返しながらケースワーカーに接近。 

ケースワーカーが「刃物を捨てないと出ていかない」と返すと，

本人は冷静になり刃物をしまう。 

―中略― 

ⅲ）ⅱから約１年後の訪問 

被保護者より薬を大量に摂取し，危険な状態になってしまった

が，まともに歩くこともできず病院にも行けないと，ろれつの回ら

ない口調で電話があった。本人の生活状況を確認する目的もあり

家庭訪問。 

合規性・３Ｅ判断 

郵便受けの状況を確認している点は，本人が外出しているか，家に

閉じこもっているか，という生活状況の確認につながることから＜世

帯類型訪問時聴取内容例＞（１）②に沿っており適切です。 

ところで，本事例では被保護者がケースワーカーの面前で自傷行為

に出る，という事件がありました。担当ケースワーカーは勇敢かつ冷
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静にこれを制止し事なきを得ました。見事というほかありません。た

だ，一歩間違えればケースワーカー自身が身体，生命を害された恐れ

があります。この点，同じ公務員でも警察官であれば，「個人の生命，

身体・・・の保護・・・に当たることをもってその責務とする」とさ

れ（警察法第２条第１項），その責務を果たすために「小型武器を所持

することができる」とされていますので（同法第 67 条），実力を行使

してでもこのような自傷行為は阻止しなければなりませんし，それを

全うするための自衛手段も与えられています。しかし，ケースワーカ

ーにはそのような責務も，これを全うするための自衛手段もありませ

ん。 

果たしてケースワーカーにここまでのことをさせてよいのでしょう

か。一担当者の熱意，勇気に委ねてよいのでしょうか。ケースワーカ

ーに万一のことがあれば使用者である市は安全配慮義務を問われます。

もとよりそのような法律論以前に，このように誠実なケースワーカー

が職務上の事故に遭うなどということは耐えがたいことです。本監査

報告書冒頭の「どうしてこのテーマを選んだか」，の部分で触れさせて

いただいた，「ケースワーカーの人権」の問題です。 

本報告書では要点の記載にとどめていますが，この出来事はケース

ファイルに家庭訪問記録として詳細に記載されています。したがって

上司も当然事件を把握していると思われます。しかし，この事件を受

けて，このような場合にどう対処すべきかを課内で協議した形跡は見

受けられません。 

監査人としては，このような場合は危険に近づかず，携帯電話で応

援を頼む，あるいは端的に 110 番通報すべきと考えます。そうしてこ

のことを福祉課内で方針として周知徹底させるべきと考えます（合規

性の観点からする指摘）。 

さらに本事例ではその後も，大量服薬による体調急変の連絡を受け

て担当ケースワーカーが自宅に急行していますが，自傷未遂前例があ

るのに，どうも単独で訪問しているようです。 

結果的にこのときは自傷行為はなかったものの，体調急変の連絡を

受けて自宅に急行したところ，刃物を持ち出される，という場面も想

定できたはずです。 

このように，危険が予知される場合はケースワーカーが単独で訪問

するのではなく，上司や同僚が同行すべきです。今後は，ケースワー

カーが危険と判断した場合においては，単独で家庭訪問を行わないよ

う福祉課内で方針として周知徹底させるべきと考えます（合規性の観
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点からする指摘）。 

もっとも，大量服薬による体調急変の電話連絡を受けるということ

は，このケースワーカーが被保護者から厚い信頼を寄せられているこ

とを物語っています。「指導指示する者とされる者」ではなく，「人と

人」の関係を構築しようとケースワーカーが努力された結果と思いま

す。 

 

オ 事例・事実㋔（世帯類型障害，ケース格付Ａ→Ｃ，依存症） 

被保護者が，アルコール含む依存症の治療を受けている事例。 

後日施設入所に伴いケース格付変更。 

・ 某日の家庭訪問 

酒を飲んでいたのかと問うと，これは水であると苦笑しながら回答。

ケースワーカーがグラスと，棚の上にあった日本酒の１リットル紙パ

ックを取り上げ，水ならば捨ててよいかと被保護者に問い，了解を得

たうえで台所に流した。紙パックの中は 100 ミリリットルも残ってい

なかった。 

合規性・３Ｅ判断 

飲酒状況を，日本酒入り紙パックを手に取るなどして確認している

点は，＜世帯類型訪問時聴取内容例＞（１）②に沿ったものであり適

切です。 

ただし，日本酒入り紙パック内の残存アルコールを本人の了承を得

てその面前で捨てるという行為は，禁酒指導として徹底したものであ

り，勇気ある態度と言えますが，被保護者の依存症と現実の飲酒など

にかんがみると，トラブルに発展する危険性も懸念されます。 

事例・事実㋔について指摘したように，ここまで自ら危険に近づく

ことは好ましくないと思います。 

禁酒指導に当たっては，飲酒を確認したうえでの法第 27 条に基づく

口頭指導，これに従わなければ文書指導，それでも従わなければ廃止，

という手順を踏んだ指導にとどめるのが望ましいと思います（３Ｅの

観点からする意見）。 

 

カ 事例・事実㋕（世帯類型その他，ケース格付Ａ,心療内科通院） 

保護開始からケース格付に沿った家庭訪問が実施されているが，こ

の間の病状調査において既往の精神疾患により今後も通院加療を要す

る状態で，就労否との医師所見がある中，本世帯の類型，格付が「傷

病Ｃ」に変更された。さらに，その後の出産により「母生Ｃ」へ。家
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庭訪問において妊娠判明時，父親について尋ねたが，名前も連絡先も

不明とのこと。 

合規性・３Ｅ判断 

生まれてきた子どもの父親について尋ねることは＜世帯類型訪問時

聴取内容例＞（１）②に沿った当然かつ適切な対応であり，「前夫との

交流」に準ずる事項とも言えますので，同（３）②の点からも適切と

言えます。 

ただし，このケースに限らず，他にも，家庭訪問の際に被保護者の

妊娠が判明するも，父親の氏名はもちろん，住所その他連絡先不明，

というケースが複数見受けられました。もとより本人が父親不詳とい

う以上，被保護者に対して子の父親がどこの誰であるかを重ねて尋ね

ても返ってくる答えは変わらないはずであり，それにもかかわらず同

じ質問を繰り返すことはケースワーカーと被保護者との信頼関係に水

を差しますので，そのような重ねての質問は控えることが賢明と思い

ます。 

しかし，本人が出産を希望し，現に出産に至っているというケース

の中には，その背景に本人と子の父親との間に一定の継続的関係があ

る場合も含まれているのではないかと推察されます。 

そのような場合には，子の父親からの扶養や場合によっては同居と

いう事態も想定されるところです。 

このような想定の元，被保護者の妊娠，出産が判明した事例では，

子の父親からの扶養や，同居，といった観点から被保護者の生活状況

を家庭訪問で注意深く確認することが望まれます（３Ｅの観点からす

る意見）。 

本事例含め，単身若しくは母子世帯における被保護者の妊娠，出産

のケースについて，援助方針の変更含め，家庭訪問においてこの点が

十分にケアされていないように思いました。 

なお，本事例が精神疾患寛解せず就労否の状態で被保護者が妊娠か

つ父親不詳，という状況のもと，ケース格付をＡからＣに下げられた

ことには疑問が残ります。ケース記録からはこの「降格」理由が明確

にはうかがわれませんでした。今後は，少なくとも２段階以上「降格」

させるような場合はその理由が具体的にケース記録に明記されるきで

す（合規性の観点からする指摘）。 

 

（２）定期的収入認定（ケースワーカー） 
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① 調査・分析の方法 

保護開始決定がなされた継続案件中，無作為抽出した 97 件のケース

ファイルを閲覧しました。 

 

② 適用される規範 

次第８ 

  収入の認定は次により行うこと。 

１ 収入に関する申告及び調査 

（１）要保護者が保護の開始又は変更の申請をしたときの外，次の

ような場合に，当該被保護者の収入に関し，申告を行わせるこ

と。 

ア 実施機関において収入に関する定期又は随時の認定を行お

うとするとき。 

  イ 当該世帯の収入に変動のあったことが推定され又は変動の

あることが予想されるとき。 

（２）収入に変動がある時の申告については，あらかじめ被保護者

に申告の要領，手続等を十分理解させ，つとめて自主的な申告

を励行させること。 

（３）収入に関する申告は，収入を得る関係先，収入の有無，程度，

内訳等について行わせるものとし，保護の目的達成に必要な場

合においては，上記の申告を書面で行わせること。なお，その際

これらの事項を証明すべき資料があれば，必ずこれを提出させ

ること 

（４）収入の認定にあたっては，（１）から（３）までによるほか，

当該世帯の預金，現金，動産，不動産等の資産の状況，世帯員の

生活歴，技能，稼働能力等の状況，社会保険その他社会保障的施

策による受給資格の有無，扶養義務者又は縁故者等からの援助

及びその世帯における金銭収入等のすべてについて綿密な調査

を行い，必要に応じて関係先につき調査を行う等収入源につい

て直接に把握すること。 

 

局第８ 収入認定の取扱い 

  １ 定期収入の取扱い 

  （１）勤労（被用）収入 

    ア 常用収入 

    （ア）・・・常用で勤務している者の収入については，本人
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から申告させるほか，前３か月分及び当月分の見込み

の基本給，勤務地手当，家族手当，超過勤務手当，各種

源泉控除等の内訳を明記した給与証明を徴すること。

ただし，給与証明を徴することを適当としない場合に

は，給与明細等をもってこれに代えても差し支えない

こと。 

    （イ）給与証明書の内容に不審のある場合又は証明額が同

種の被用者の通常の収入額と考えられる額より相当程

度低いと判断される場合には，直接事業主について具

体的内容を調査確認すること。 

    （ウ）～（エ）略 

    イ 日雇収入 略 

    ウ 臨時又は不特定就労収入 

    （ア）臨時又は不特定な就労による収入については，その地

域における同様の就労状況にある者の収入の状況，そ

の世帯の日常生活の状況等を調査したうえ，収入総額

を認定すること。 

    （イ）申告された就労日数又は賃金に不審のある場合は，雇

主の全部又は一部について具体的内容を聞取調査し，

確認すること。 

    ―後略― 

 

〔収入申告の時期等〕 

問（第８の 55）収入認定の取扱いに当たっては，次官通知第８の１

において，要保護者に申告を行わせることとなっているが，申告

の時期等について具体的に示されたい。 

答 収入に関する申告は，法第 61 条により被保護者の届出義務とさ

れていることから，次官通知第８の１の（２）により，努めて自主

的な申告を励行させる必要がある。 

また，収入に関する申告の時期及び回数については，実施機関に

おいて就労可能と判断される者には，就労に伴う収入の有無にか

かわらず原則として毎月，実施機関において就労困難と判断され

る者には，少なくとも 12 箇月ごとに行わせること。 

なお，被保護者が常用雇用されている等各月毎の収入の増減が

少ない場合の収入申告書の提出は，３箇月ごとで差し支えないこ

と。 
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さらに，上記のほか，保護の決定実施に必要がある場合は，そ

の都度申告を行わせること。 

 

〔収入申告に不審がある場合の取扱い〕 

問（第８の 25）被保護者から申告のあった収入額に不審がある場合

の取扱いをどうするか。  

答 申告のあった収入が，被保護者の稼働能力，就労状況，当該地域

の同種の業務についての賃金水準等の客観的事実に照らし不審が

あり，当該申告による収入額を基礎として認定を行うことは適当

でないと判断される場合であって，当該被保護者及び関係先につ

いてさらに調査を行った結果，なお，不審を解くに足る正当な理

由及び立証に欠けると認められるときは，当該地域の同種の業務

及び技能に対して支払われている賃金その他について綿密な調査

を行い，これを基礎に推定した収入額をもって認定して差しつか

えない。 

 

③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

事例・事実は上記ケースファイルからの抜粋。日付などは個人情報保

護の観点から，実際のものに修正を施している場合があります。 

ほとんどのケースについて，上記規範に沿って，稼働中の被保護者に

ついては毎月収入申告書が，給与明細と併せて提出されるとともに，毎

年 1回源泉徴収票が提出されていました。給与明細や源泉徴収票の提出

のないケースについては，被保護者の同意を得たうえでケースワーカー

が勤務先に法第 29 条に基づく照会をかけ，その回答として給与明細や

賃金台帳を入手している例もありました。また，中には，収入申告書提

出の際に，「収入申告書が無くなったのでください」と律儀に添え書きし

ている方もいました。他方，数か月遅れでまとめて数か月分を提出して

きている方もありました。 

就労可の無職被保護者については，ほぼ毎月求職活動状況届出書が出

されていましたが，中には「求人情報誌を読む」とだけ書かれたおざな

りな届出書も見受けられました。 

このほか年金生活者である被保護者については毎年の年金通知書の

写しが提出されていました。 

以上に加え，通帳コピーなども稼働中，無職，年金生活，の如何にか

かわらず適宜提出されていました。 

目に留まったケースをいくつか紹介し，合規性・３Ｅ判断を示します。 
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ア 事例・事実㋐（第三者からの送金事例） 

母他Ｃの世帯。高知市から 30 キロ以上離れたＡ市に父居住。父から

は，「子どものことまで見ることわ（原文ママ）できない 自分のこと

でせいいぱい（原文ママ）です」との扶養届が提出されている事例。

被保護者が就労支援面接を突然キャンセルしたり，連絡の取れなくな

ることがあるため，保護費は銀行送金から窓口手渡しに変更してある。 

・ 某日の家庭訪問 

Ａ市に行って父と会ってきたとのこと。父は，体調不良のため，来

所することが難しいとのこと。本人口座に被保護者の父を含め，複数

の人間から送金がある。被保護者は，当該通帳を取り扱っていないた

め，送金内容については相変わらず不明との申し出。 

父から，通帳の中身について聴取し，詳細について当福祉事務所と

して，把握する必要があることを説明。 

※この家庭訪問の日から 1 年半経過するも，家庭訪問記録含む本件ケースフ

ァイルにはこの送金について調査した形跡が認められない（監査人注記）。 

 合規性・３Ｅ判断 

被保護者「本人が通帳を取り扱っていない」の意味がよくわかりま

せんが，いずれにせよ本人の通帳に父親含む複数人からの送金履歴が

あるのであれば，速やかにその出どころと資金内容とを関係者に当た

るなどして調査し，必要に応じて収入認定すべきです。 

送金履歴を認めながら 1 年以上関係先調査の形跡が認められないこ

とは次第８－１－（４）が順守されておらず，不適切と考えます。 

今後は，本人名義の口座への出入金の履歴につき，収入認定の可否

について疑わしい事情が発覚した場合には，詳細に調査されるべきで

す（合規性の観点からする指摘）。 

なお，保護費の窓口手渡し支給は，家庭訪問時に不在がち，指導事

項不遵守，連絡困難，といった問題ある世帯との接触を確保するため

にとられる措置であり，法令，通達に直接の根拠は見当たりませんが，

そもそも保護費を銀行振り込みにしなければならないという法令，通

達上の根拠も見当たりませんので，このような方法も法的に問題はな

いと考えます。 

むしろ，問題ある世帯の指導監督に，一定程度有効と思います。 

 

イ 事例・事実㋑（給与明細と課税調査齟齬事例） 

他Ｃ世帯。毎月給与明細とともに収入申告書が提出されている事例。 
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年１回の課税調査の結果，被保護者から提出された給与明細の年間

合計額が勤務先の年間支給額に満たなかった。保護開始時，他の案件

同様各種調査についての同意書徴求済み。 

ⅰ）平成 26 年９月 30 日ケース診断会議録 

平成 26 年度課税調査において，被保護者の就労収入に未申告分

（「○○手当」）があることが判明。被保護者からは，「これまで○

○手当がなんなのかをよくわからず受け取っており，申告すべき

収入と思わなかった」との弁であるが，当所は開始時に主に対し収

入申告義務について説明している（平成 26.10.30 記録）。被保護

者に対し，挙証資料の提出を求めていたところ，勤務先から発行し

てもらったと，当該資料の提出があった。これにより被保護者が当

所に申告せず，「○○手当」を合計Ｘ円受領していることが判明し

た。 

ⅱ）平成 28 年 11 月 30 日家庭訪問記録 

平成 28 年度課税調査により，不一致が見つかり，これが○○手

当の申告漏れである可能性が高いことが判明している。被保護者

に対し，今後は受領次第，必ず申告するよう指導した。―中略―手

当が増えると，漏れがあった場合に返還しなければならないお金

も増えるため，一層申告に注意するよう指導した。 

被保護者に対し，挙証資料の提出を求めていたところ，勤務先―

中略―から発行された。 

ⅲ）平成 28 年 12 月 20 日開催ケース診断会議録 

年末調整通知書とは別に，○○手当を平成 27.６月にＹ円，平成

27.12 月にＺ円受領したとして，被保護者から収入申告書と受取に

利用した封筒が遅れて提出された。被保護者曰く，申告が必要とは

理解していたが，封筒を書類の山に埋もれてしまい，申告を忘れて

いたとのこと。反省しているとの弁であった。 

なお，○○手当は給与と別に現金手渡しで支給され，明細書等の

書類はもらえないとの申し出。 

 合規性・３Ｅ判断 

定期的な課税調査が功を奏し，適切な収入認定がなされています。

ただし，平成 26 年の未申告収入発覚時には勤務先から挙証資料の発行

を受けこれを福祉事務所に提出しているのですから，平成 28 年の発覚

時に「手当は給与と別に現金手渡しで支給され，明細書等の書類はも

らえない」との申し出がなされたときに，以前は発行されたというこ

とを指摘して挙証資料の提出を強く促すなどの対応があっても良かっ
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たかと思います。 

 

ウ 事例・事実㋒（給与明細と課税調査齟齬事例） 

母生Ｂ世帯。本件も事例・事実㋑同様，毎月給与明細とともに収入

申告書が提出されている事例。事例・事実㋑同様，年１回の課税調査

の結果，被保護者から提出された給与明細の年間合計額が勤務先の年

間支給額に満たなかった。 

・ 某日開催ケース診断会議録 

課税調査の結果，被保護者に就労収入Ｘ円の未申告があることが判

明。本人に聴取したところ，全く身に覚えがないとのこと。毎月提出

している明細書の金額以上に金銭を受領したことはないとの申し出で

あった。就労先へ内容を照会し明らかにしたい旨説明すると，就労先

へ保護受給中であることを伝えておらず，また照会をきっかけに保護

受給中であることが就労先に分かると，今後の就労に影響が出てくる

ため照会についてはしないでほしいとの申し出があった。また自分が

認め解決するようであれば，納得はいかないが，認めるとのことであ

った。 

 合規性・３Ｅ判断 

毎月収入申告書と明細書とを福祉事務所に提出している被保護者が

「全く身に覚えがない」と断言し，「自分が認め解決するようであれば，

納得はいかないが，認める」とまで言い切る以上，未申告とされたＸ

円の就労収入が本当に支給されていなかった可能性は高いのではない

でしょうか。勤務先の経理上のミス，場合によっては所得隠し，とい

うことも考えられなくはありません。 

このような場合，局第８－（１）－ア－（イ）に従えば，直接勤務

先に確認調査すべき，ということになります。被保護者が実際に得て

いない収入を収入認定するということは収入の過大計上ということに

なりますので，最低生活費がほぼ常に一定額であるとすると，結果的

には「最低生活費－収入」であるところの保護費が違法に減額される

ことになります。また，権限外の領域とはいえ，公の機関である福祉

事務所が結果的には勤務先の脱税を黙認する，ということにもなりか

ねません。何よりも，被保護者が不必要な所得税，住民税を支払うこ

とになれば，本人を違法に困窮させることになります。 

そうすると，やはり勤務先に対して直接調査確認するのが筋，とい

うことになります。他方，勤務先に対する福祉事務所の調査確認が入

ることで被保護者が内緒にしてきた生活保護受給の事実が勤務先に知
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られて今後の就労に悪影響を及ぼすとなると，被保護者の自立を阻害

することになり，被保護者の「最低限度の生活を保障するとともに，

その自立を助長することを目的とする」（法第１条）法の理念と矛盾す

ることになります。 

問８－25 にあるように，被保護者の収入申告に不審がある場合，「同

種の業務及び技能に対して支払われている賃金その他について綿密な

調査を行い，これを基礎に推定した収入額をもって認定」する，つま

り推計が求められ，かつ許されているのですから，「同種の業務」では

なく，「当該勤務先そのもの」が申告している支払額を被保護者の収入

として認定することは，本事例のような場合やむを得ず許される，こ

のように考えたいと思います。 

 

エ 事例・事実㋓（未申告就労事例） 

母他Ｃ世帯。無収入と言いながら２か所でアルバイトをしていた事

例。保護開始時に他の案件同様，収入等調査についての同意書徴求済

み。 

・ 某日開催ケース診断会議録 

被保護者が夜の店等で就労しているとの情報提供があったため，同

人に対して就労の事実について何度か確認することで，被保護者より

平成〇年△月から×月までＡ店とＢ店とで就労していたと申告有。被

保護者より，法第 61 条届出書の提出あり。同人に対しては，夜の店等

で就労収入を得ていると情報提供があったことを説明する。 

なお，本来であれば以前働いていた就労先に対して，法第 29 条調査

を行い，被保護者の就労収入額について調査を行う必要性があるも，

被保護者は両就労先の関係者とは折り合いが悪く，連絡を取らないで

欲しいと申し出あり。よって，関係先に当該調査を行わず，被保護者

より提出のあった収入申告書をもとに，法第 78 条を適用することとす

る。 

合規性・３Ｅ判断 

本来であれば法第 29 条調査を行い，被保護者の就労収入額について

調査を行う必要性があるにもかかわらず，両就労先の関係者とは折り

合いが悪く，連絡を取らないで欲しい」との申し出を受け，関係先へ

の当該調査を行わず，被保護者より提出のあった収入申告書のみをも

とに収入認定しています。 

二点問題があります。 

１点目は，局第８－１－（１）－ウ－（イ）が求めている雇主への
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聞取り確認を行っていない点。 

２点目は，問第８－25 に示された同種業務からの推計すら行ってい

ない点です。 

これらの調査を省略することに事例・事実㋑の場合のようなやむを

得ない事情は見当たりません。被保護者からの，「就労先の関係者とは

折り合いが悪い」との申し出のみを理由にこれら調査を省略すること

は正当化困難と思います。 

そもそも「折り合いが悪い」のであれば法第 29 条調査による関係悪

化をそれほど気にする必要もないといえます。このような場合に被保

護者の申告のみで収入認定することは，まじめに収入申告している他

の被保護者との間で不平等を生じ，生活保護制度の理念である「無差

別平等」の原則（法第２条）とも矛盾することになり，不適切である

と考えます。 

収入等各種調査についての「同意書」も徴求済みですので，２か所

の就労先に対し聞き取り等の調査をすべきでした。今後は，法第 29 条

に基づく調査の可否を検討した上で，就労先に対し，遺漏なく同調査

が行われるべきです（合規性の観点からする指摘）。 

ところで，この事例では事例㋑，㋒と異なり「課税調査」の結果が

上がってきていません。福祉管理課の一般論としての説明によると，

スナック等の飲食業の場合は所得の申告が必ずしも適正になされない

ため，課税調査で被保護者の就労収入が捕捉できない，ということで

した。本事例にもそういう事情がありそうです。 

さて，この事例で未申告収入が発覚するきっかけとなったのは「情

報提供」とのことです。今回の監査の１つとして高知市福祉課に所属

するケースワーカー80 人に対する面談調査を行った際，この，「情報

提供」がしばしば話題になりました。匿名の電話が福祉課にかかって

きて，「どこの誰さんがどこそこで働いている」，「車に乗っている」，

「パチンコしている」，「きちんと調査，指導せよ」等々の情報・意見

が寄せられることがよくある，とのことでした。そうして，たいてい

の場合匿名の電話の主は，自身も生活保護受給者であり，他の受給者

の生活状況に対して不審，不快の念を抱いてこのような密告をしてく

るのかもしれません，とのことでした。多くの場合は情報の内容に具

体性がなく，調査のしようもない，こちらから突っ込んで詳細を聞く

と，情報収集に前のめりになっているようで，そのことはとりもなお

さず情報の対象者が生活保護受給者であることを電話口でケースワー

カーが認めるに等しい，したがってそれもできないというのが実情と
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されました。 

本事例はたまたま提供された情報の内容が具体的であったため，対

象者本人にこれを突き付けて追及することができたようです。 

 

（３）医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推進員，生活保護医療相談員） 

 

 ① 医療費請求が適正に行われているかを確認するためのレセプト点検 

 

ア 調査・分析の方法 

レセプト点検業務を視察するとともに生活保護医療等適正化推進員

からヒアリングを行いました。 

    

イ 適用される規範 

平成 12 年 12 月 14 日社援保発第 72 号 

厚生省社会・援護局保護課長通知 

「生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書の点検について」 

別紙 

 「診療報酬明細書等の点検事務要領」 

第１ 目的 

  診療報酬明細書，調剤報酬明細書（以下「レセプト」という。）

の点検を行うことにより，生活保護法（以下「法」という。）によ

る医療扶助費の適正な支出を図るとともに，被保護患者の適切な

処遇の確保を図ることを目的とするものである。 

第２ レセプトの点検 

  次に定めるところを標準としてレセプトを点検すること。 

 １ 資格審査 

   略 

 ２ 内容点検 

 （１）単月点検 

   ① 趣旨目的 

     すべてのレセプトについて，その内容の点検を行うこ

と。 

 本庁は，診療報酬の決定権者としての立場から，また，

福祉事務所は，診療報酬を負担することとなるため，いわ

ば保険者としての立場から積極的に点検を行う必要があ

る。よって，本庁と福祉事務所は相互に連携を図り，それ
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ぞれの立場を十分踏まえるとともに，徒に本庁と福祉事務

所で重複した点検事務を行うことなく効率的かつ効果的に

点検が行えるような態勢を整えること。 

   ② 実施方法 

    ア～ウ 略 

    エ 診療報酬明細書と調剤報酬明細書の突合 

  同一人について，同一月に診療報酬の請求と調剤報酬

の請求があるもので，調剤報酬の請求に見合う診療報酬

（処方せん料）が算定されていないもの，診療月と調剤

月との間に時期的な隔たりがあるもの等相互の関係に

おいて誤り又は疑義があるもの。 

   

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

 

（ア）事例・事実㋐（検査体制及び実施方法について） 

毎月２万件のレセプトを５人体制で検査しています。ほぼ毎日朝

から夕方までかかりっきりとのことです。 

基本の検査の方法は，コンピューターのシステム画面を２分割し，

医療機関のレセプトと調剤薬局のレセプトを突合し（以下，「レセプ

トの突合」と呼ぶ。），処方された薬が病名と一致しているか，当該

病名から処方できない薬を出していないか，またその薬の量は適正

かなどを確認していました。 

この際，生活保護医療等適正化推進員は，「薬効・薬価リスト」等

の専門書と照らし合わせながら，検査を行っていました。「薬効・薬

価リスト」等の専門書には，病名とその病名から処方可能な薬及び

その分量等が記載されており，その部分を参照するとのことでした。

しかしながら，専門書には処方ができないと記載されている薬であ

っても，他方で，レセプトの審査会において医師の裁量判断として

処方可と判断された事例の蓄積も存在するため，専門書と審査会の

判断例とを組み合わせながら，検査を行っているとのことでした。 

原則，レセプトについては，全件検査となっているが，歯科につ

いては，そもそも処方される薬が痛み止め等しかないため，レセプ

トの突合を行っていない。また，診療報酬額も多額ではなく，歯科

に関する専門知識も少ないことから，レセプトの点検を全件行えて

いないというのが現状とのことでした。 

 合規性・３Ｅ判断 
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医療機関レセプトと調剤薬局のレセプトとの全件突合ができてい

る点，社援保発第 72 号第２－２－（１）－①，②，に沿った適切な

対応と言えます。 

歯科レセプトについて全件突合ができていない点は，歯科の特殊

性や金額の点などからやむを得ないと考えます。 

 

（イ）事例・事実㋑（システムについて） 

現在，高知市では，平成 23 年に厚生労働省が全国に配布したシス

テムを使用しており，レセプトは全て電子化されています。 

このシステム導入前は，全て，紙媒体での作業であったことを考

えると，現在は，レセプト点検の効率は格段に上がったとのことで

した。 

しかしながら，レセプト点検時に同時に「薬効・薬価リスト」等の

専門書データを画面上で閲覧できると，更に作業の効率が上がると

いった意見や，病状と処方された薬の不一致のみをシステム上では

じき出し問題のありそうな事例のみ検査するということができれば

なお効率が良いといった意見が現場の生活保護医療等適正化推進員

からは挙げられました。 

ただし，医師がレセプトに記入したコメントや，蓄積された審査

会例等を参照しなければ，レセプト検査を正確に行うことができな

いという性質上，レセプト検査を完全に自動化することはできない

とのことでした。 

 合規性・３Ｅ判断 

朝から夕方まで机上で，レセプトを２分割したコンピューターの

画面と，専門書との間を往復する，という労働環境はやや過重では

ないかとの感があります。 

完全自動化は無理としても，生活保護医療等適正化推進員の声に

上がったコンピューターシステムのバージョンアップや，生活保護

医療等適正化推進員の増員を図り，その負担を軽減することが望ま

れます。このことが，結果的には過剰な医療扶助の見落としを防止

し，医療扶助費の適切な支出につながると思います（３Ｅの観点か

らする意見）。 

 

② 重複受診 

 

ア 調査・分析の方法 
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レセプト縦覧点検状況を記載した，平成 28 年度分の「向精神薬の重

複処方の改善状況【個別表】」を閲覧しました。 

 

イ 適用される規範 

社援保第 72 号 課 

「生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書の点検について」―

別紙―「診療報酬明細書等の点検事務処理要領」 

第１ 略 

第２ レセプトの点検 

 １ 略 

 ２ 内容点検 

 （１）単月点検 

   ① 略 

   ② 実施方法 

    ア，イ 略 

    ウ 重複受診の点検 

同一人について，２以上の指定医療機関からの同一又

は類似の疾病による同月分のレセプトがあるもの，同一人

について多数の指定医療機関から同月分のレセプトがあ

るもの等療養上の指導が必要であると考えられるもの。 

エ 略 

（２）縦覧点検等 

  ① 略 

  ② 実施方法 

福祉事務所において，単月点検により特異な診療傾向が認

められる指定医療機関，連続月あるいは一定期間内に重複算

定できない診療内容，単月ではその適否が判断できない診療

内容等に係るレセプトについて，受給者別に，概ね３か月以上

の必要な期間にわたってレセプトを縦覧し，点検すること。な

お，点検に当たっては，法による医療の給付であることから，

診療内容が過剰でないか，漫然と長期にわたる診療がなされ

ていないか等についても点検すること。 

（３）略 

 ３ 医療扶助受給者の病状把握と指導援助への活用 

 （１）略 

 （２）―前略―その結果，医療扶助の実施につき疑義があるものに
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ついては，受給者に対する訪問面接や主治医からの意見聴取

等を行なった上，適切な処遇方針の設定を行い，就労又は療養

の助言指導を行うこと。―後略― 

 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

事例・事実（向精神薬の重複処方の改善状況【個別表】」） 

これはレセプト突合の結果，重複処方が疑われる被保護者について，

「受診医療機関」の名前，「処方されている向精神薬」の「医薬品名」，

「使用量」，「点数」，「回数」，「使用量×回数」，「点数×回数」を記載

してゆき，最後に「是正改善措置状況」を「具体的な内容」をもって

記載する，という構成の台帳です。 

平成 28 年度分は，重複処方が疑われる被保護者を 59 人抽出し，嘱

託医協議で重複処方に当たるかどうかを判定しています。その結果，

19 人については重複処方に当たらないとされています。残りの 40 人

のうち，７人については「指導を行い，すでに改善した」とされ，28

人については「指導中」，５人については「保護廃止等により指導する

に至らなかった」，とされています。 

重複診療と判定されたケースの中から特徴的なものを挙げます。 

例えば，被保護者Ａさんについては，Ｘ病院とＹ心臓・消化器内科

とから「マイスリー錠 10 ㎎」を処方されていることが記載されていま

す。是正改善措置状況の具体的な内容としては，嘱託医協議を経て重

複処方と判定したうえで，このことを福祉事務所からＡさんに伝え，

Ａさんからは福祉事務所に対し，今後Ｙ心臓・消化器内科には行かな

い旨の意向が示されました。これを受けて福祉事務所からＹ心臓・消

化器内科に対し，今後Ａさんについてはこの薬を処方しないよう依頼

し，同心臓・消化器内科から了承を得た，とのことが記載されていま

す。 

重複処方に当たるとされた被保護者Ｂさんのケースは，薬の名前が

違うことから（重複処方に当たると）認識していなかった，というも

のであり，これについては，福祉課から医療機関の一本化を指導して

Ｂさんの了承を得た，とされています。 

また，被保護者Ｃさんについては，４か所の重複受診が見られたた

め，受診先を丙診療所へ一本化するようＣさんを指導したが，改善が

見られなかったため，丙診療所以外の３つの医療機関に対し，Ｃさん

については今後医療費を福祉課が支払うことはできないと連絡してい

ます。 
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中には，重複処方と判定されながら，医療機関がそのことを承知の

上で，他の医療機関では眠剤として処方されている向精神薬を，この

医療機関ではうつ状態改善のため処方している，と判断したうえで，

被保護者の病状からはやむを得ない状況がうかがわれることなどから

「指導の必要はない」と記載されたケースもありました。 

指導がなされたケースでは，概ねどのケースでも，あとからの検証

が可能なレベルまで具体的な指導内容が記載されていましたが，中に

は，「何度電話しても電源を切っているのか通じず，娘の電話にかけて

も同様。家庭訪問も何回か行っているがその都度不在。連絡をするよ

うメモを置いているが連絡がない」，「担当ＣＷ（ケースワーカー）の

病気退職に伴い，具体的な指導ができていない状態。今後後任が決ま

り次第，指導を行う予定」，というように被保護者との接触ができてい

ないケースもありました。 

 合規性・３Ｅ判断 

是正改善措置状況の記載は，具体的な医療機関の固有名詞を挙げつ

つ，その医療機関に対してどのような連絡，指導，要請を行ったか，

が詳しく書かれていますので，本当にそのような連絡，指導，要請を

行ったかどうかは，その医療機関に問い合わせればすぐに裏付けが取

れます。前の部分で「あとからの検証が可能なレベル」と記載したの

はこの意味です。 

したがって是正改善措置状況もこれについての記載も適切です。 

ただし，被保護者との接触ができていないケースについては，その

後どのように対応されたかについてその都度追加の記載がなされるこ

とが望まれます（３Ｅの観点からする意見）。 

 

③ 頻回受診 

   

ア 調査・分析の方法 

医療担当職員からのヒアリング，継続中の 97 件のケースファイル閲

覧，台帳等の閲覧，を実施しました。 

   

イ 適用される規範 

社援保発第 0322001 号 

「別紙―頻回受診者に対する適正受診指導要綱（抄）」 

１ 対象者 

 医療扶助による外来患者（歯科を除く。）であって，同一傷病に
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ついて，同一月内に同一診療科目を 15 日以上受診している月が

３か月以上続いている者（以下「受診状況把握対象者という。）。

２ 頻回受診者の把握方法 

福祉事務所においては毎月レセプトの診療実日数が 15 日以上

の者については，・・・通院台帳を作成し，必要事項（氏名，医療

機関名，通院回数等）を記載すること。 

受診状況把握対象者について，・・・頻回受診者指導台帳を作成

し，必要事項を記載すること。 

３ 主治医訪問及び嘱託医協議 

  事前嘱託医協議において主治医訪問の必要性があると判断さ

れた者については，速やかに主治医訪問を行い，適正受診日数等

を聴取すること。また，聴取した内容は指導台帳に記載すること。

  主治医から聴取した意見等をもとに，頻回受診と認められるか

否かを嘱託医と協議すること。 

頻回受診者と判断された者について，指導台帳を決裁に付すと

ともに，処遇方針の見直し（「適正受診指導」等）を行うこと。 

４ 頻回受診者に対する指導 

  指導台帳の決裁終了後，速やかに次の区分に応じて訪問指導を

行うこと。 

ア 受診回数の見直し等について指導する必要がある者 

（ア）慰安目的で受診していると認められる者 

（イ）一般課へ受診している者のうち精神的要因による頻回が考

えられる者 

（ウ）その他の者 

イ 入院治療が適当である者 

５ 改善状況の確認 

  指導を行った月の翌月に医療機関へ前月の受診状況を電話等

により確認し，聴取した通院日数は通院台帳に記載すること。 

 －中略― 

  改善されていない者とは，適正受診月が３か月以上続いていな

い者であり，この場合，必要に応じ，法第 28 条の規定に基づく検

診命令等を行った上，法第 27 条第１項の規定に基づく指導若し

くは指示を行うこと。 

なお，これに従わない場合には，福祉事務所は所定の手続きを

経た上で，法第 62 条第４項に基づき保護の変更，停止，又は廃止

を検討すること。 
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６ 頻回受診適正化計画の策定 

  略 

７ 報告 

（１）本庁への情報提供 

   福祉事務所長は，指導台帳に登載されている者のうち，前年

度（毎年４月診療分から翌年３月診療分まで）において頻回受

診が改善された者（指導台帳で削除された者）の状況を毎年７

月 15 日までに別紙３により本庁あて情報提供すること。 

（２）以下略 

 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

 

（ア）事例・事実㋐（通院台帳） 

医療担当職員からのヒアリングでは次のとおりでした。 

「通院台帳は『頻回受診指導対象者名簿』という名前で年度ごと

に作成，管理しています。同一傷病について，同一月内に同一医診

療科目を 15 日以上受診をしている月が３か月以上続いている被保

護者をリストアップしています。年度ごとの作成，管理なので，翌

年度に同一傷病について，同一月内に同一診療科目を 15 日以上受診

している月が３か月以上なければ，その被保護者は翌年度の『頻回

受診指導対象者名簿』には載りません。」。 

このヒアリングを踏まえて平成 28 年度分の「頻回受信者指導対象

者名簿」を閲覧しました。社援保発第 0322001 号に従った形式，要

領で 69 人が名簿に記載されていました。 

たとえばＡさんは２月，３月，４月については甲整形外科への通

院がいずれも零回なのに，５月は 22 回，６月は 23 回，７月は 22 回，

と「同一月内に同一診療科目を 15 日以上受診している月が３か月以

上続いて」いました。その後８月以降翌年３月までの間は「同一月

内に同一診療科目を 15 日以上受診している月」は見当たりませんで

したが，一度この状態が３か月続いたため，平成 28 年度の頻回受診

指導対象者名簿には記載されているということです。 

Ａさんは８月以降翌年３月までは頻回受診の状況を脱しています

が，その原因がどういうものであるか，指導，指示の結果の改善な

のか，この台帳それ自体からはわかりませんでした。 

このことは他の 68 人についても同じでした。 
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 合規性・３Ｅ判断 

「頻回受診指導対象者名簿」は，形式，要領の点で社援保発第 03

22001 号が求める「通院台帳」と言え，適切と言えます。もっとも，

社援保発第 0322001 号２において求められていることではないもの

の，頻回受診状況が改善されたと評価できるようなケースについて，

それが指導，指示によるものなのかどうか，このことを付記すれば

指導・指示の実効性が検証でき，より有効と思います（３Ｅの観点

からする意見）。 

 

（イ）事例・事実㋑（頻回受診者指導台帳） 

医療担当職員からのヒアリングによると，次のとおりでした。 

「頻回受診者指導台帳は，担当ケースワーカーによって作成され

ている場合と作成されていない場合とがあります。受診回数の見直

し等について指導する必要がある者として社援保発第 0322001 号に

掲げられているタイプのうち，『慰安目的で受診していると認められ

る者』は多くありません。社援保発第 0322001 号に掲げられたその

他のタイプ，つまり『一般課へ受診している者のうち精神的要因に

よる頻回が考えられる者』，『入院治療が適当である者』が，『指導若

しくは指示に従わない場合には，保護の変更，停止，廃止を検討す

る』とされていますが，少なくとも過去５年についていえば，その

ような処分に至ったケースはありません。 

なぜかというと，そのようなタイプの被保護者は通常高齢であり，

認知機能が衰えているため，指導，指示の意味がなかなか理解でき

ず，また，仮に処分をしたとしてもその意味を理解できず，自分で

不利益処分に対する申し開きが困難だからです。 

また，医療機関も診療に応じる義務があるため，このような高齢

で認知機能が衰えている被保護者の受診を拒みづらく，結果的に医

療機関に対する指導，指示ということもなかなか効果が上がりませ

ん。」。 

 合規性・３Ｅ判断 

頻回受診者指導台帳の作成がケースワーカーによってなされてい

る場合となされていない場合とがあるという状況は社援保発第 032

2001 号２に即したものとはいえず，適切ではない思います。頻回受

診者指導台帳は医療扶助費支出の適正化を図るための有効な手段で

すので，全ての対象者について作成されるよう福祉課内で周知徹底

されるべきです（合規性及び３Ｅの観点からする指摘）。 
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（ウ）事例・事実㋒（適正受診指導等） 

適正受診指導の例として，継続中ケースファイルに収められてい

た票を紹介します。  

平成 19 年 12 月 17 日 Ｘの病状調査について 

             Ａクリニック（甲ドクター） 

 Ｘは頻回受診傾向があったため，病状調査を行った。詳細は下

記のとおりである。 

           記 

 ・病  名 ○○症，△△症 

 ・就  労 就労可 

 ・通院状況 適正日数は週２回の通院。１週間に６回通院中。頻

回である。 

 ・指  導 慢性の痛みに対して物理療法を中心に，痛 

       み緩和治療を施行中。少しずつ加療回数を 

減らしていくことが可能と考えられる。 

  上記病状調査の結果，Ｘは頻回受診と認められた。よってＸ

に対し今後は病状に応じた通院をするよう指導を行う。ただし，

12 月 14 日××周囲腫瘍を認め，この病状治療中のため，今後し

ばらくは多数回の処置，通院が必要であるとのことである。 

 合規性・３Ｅ判断 

これは，主治医から適正受診日数等を聴取したうえで，頻回受診

と判断し，適正受診指導についての具体的な方針を記載しており，

社援保発第 0322001 号３に沿った対応がなされている好例です。 

 

（エ）事例・事実㋓（情報提供） 

 「平成 28 年度頻回受診者に対する適正受診指導結果について」と

いう名前の一覧表を閲覧しました。 

 次頁に掲げる通りです。 
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 合規性・３Ｅ判断 

社援保発第 0322001 号５が求める形式，要領に従った記載がなさ

れています。 

ただし，この一覧表に記載されたデータがどこから来たものか，

「頻回受診指導対象者名簿」（＝通院台帳）とのつながりが読み取れ

ません。 

そもそも，ケースワーカーによって頻回受診者指導台帳の作成状

況が分かれるということであれば，「頻回受診者に対する適正受診指

導結果について」に記載された「指導実施者数」と「うち改善され

た者」とについての数字の正確性は保証されているかどうか疑問が

あります。 

この点はすべてのケースワーカーが頻回受診者指導台帳を作成す

るように扱いを統一し(前頁指摘)，その指導台帳に基づいて頻回受

診者指導対象者名簿（＝通院台帳）の個別ケース末尾に指導，指示

状況と状況改善とのつながりが分かるような記載を入れるなどの工

夫をされれば，「頻回受診者に対する適正受診指導結果について」に

記載された「指導実施者数」と「うち改善された者」とについての

数字の正確性が容易に検証でき，その信頼性が増すと思います（３

Ｅ「有効性」の観点からする意見）。 
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④ 長期入院 

ア 調査・分析の方法 

医療担当職員からのヒアリング，平成 28 年度分「実態把握対象者名

簿」252 件，「長期入院アクセス」という高知市独自のシステム，の各

閲覧を実施しました。 

 

イ 適用される規範 

平成 14 年３月 27 日社援発第 0327028 号 

改正平成 27 年４月 14 日社援発 0414 第 10 号 

「180 日を超えて入院している患者の取り扱いについて」 

（別紙） 

 対象病棟に 180 日を超えて入院している患者に対する医療扶助の

取り扱い 

１ 受け入れ先の確保に係る事務手続 

（1）退院後の受け入れ先の確認・把握 

   略 

（2）退院後の受け入れ先の確保 

   対象病棟の被保護入院患者について，入院期間が 180 日を超

えた時点において厚生労働大臣が定める状態等にある者に該当

しない，又は該当する見込みがなことを医療機関から確認した場

合には，速やかに，別紙 1の台帳を整備した上，次の①から④ま

でにより受け入れ先を確保するよう被保護入院患者に指導し，必

要な援助を行うこと。 

―以下略― 

２ 医療扶助の例外的給付の手続 

  上記１の（２）の①から④までのすべてを行っても，なお退院後

の受け入れ先が確保できない場合については，次に定める方法によ

り，当該被保護入院患者に係る入院基本料等相当額を医療扶助によ

り支給して差し支えないこと。 

  ただし，本取り扱いは，真にやむを得ない者に対し例外的に給付

するものであることから，以下の取り扱いを厳正に行う必要がある

こと。 

（１）台帳の整備 

   別紙２を参考にして対象者全員について給付管理台帳を整備

し，決裁に付すこと。―以下略― 
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ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

 

（ア）事例・事実㋐（実態把握対象者名簿） 

対象者の氏名，通院先，主治医の意見，嘱託医の意見，扶養義務者

調査，等の欄が設けられていました。252 件のうち，69 件について

は扶養義務者調査についての記載が全くないもの，家族の状況につ

いての記載はありながら，「家族の意見」や「扶養不可理由」につい

ての記載がないものが見受けられました。 

また，主治医の意見と嘱託医の意見とが異なるケースも見受けら

れました。福祉管理課の説明によると，両者の意見が異なる場合は

原則として主治医の意見を優先するとのことでしたが，必ずしもそ

うなっていないケースもありました。 

 合規性・３Ｅ判断 

実態把握対象者名簿はその形式，記載内容の点において社援発第

0327028 号・第 0414 第 10 号が作成を求めている「別紙１」（省略）

の基準を満たすもので，適切と考えます。 

ただし，実態把握対象者名簿の記載からは，長期入院患者の受け

入れ先としての扶養義務者調査が十分になされていないように思わ

れます。この点は必ずしも適切とは言えず，改善されるべきです(合

規性の観点からする指摘)。           

また，主治医と嘱託医とで意見が分かれた場合の実施機関の判断

のあり方についてルールを設けることが望まれます（３Ｅの観点か

らする意見）。 

 

（イ）事例・事実㋑（長期入院アクセス） 

これは平成 24 年に導入した「長期入院アクセス」というコンピュ

ーターシステム上で管理しているもので，高知市独自のシステムで

す。 

平成 28 年度の例外的給付該当者は３人でした。 

社援発第 0327028 号，社援発 0414 第 10 号にある，「真にやむを得

ない者」という部分については，例えば３人のうちのＡさんについ

ては，「現在は内服とリハビリが中心となっており，病状も落ち着い

ている。ただ，高齢で在宅は困難と思われる。退院後の入所先が決

定するまでは例外的給付やむなし。」と記載されていました。 

 合規性・３Ｅ判断 

長期入院アクセスは，その形式，記載内容の点で社援発第 032702



132 
 

8 号，社援発 0414 第 10 号が作成を求めている「別紙２」（省略）の

基準を満たすものであり，適切と考えます。 

長期入院アクセスの記載については，例外的給付対象者として取

り扱われるための要件である，「真にやむを得ないと判断される者」

かどうかの点が，具体的に書かれており適切であると思います。 

 

（４）返還金・徴収金処理（ケースワーカー） 

   

① 法第 63 条返還金と法第 78 条徴収金との振り分け 

   

   ア 調査・分析の方法 

 保護開始決定がなされた継続案件中，無作為抽出した 97 件のケー

スファイルを閲覧する中で，返還金・徴収金が発生したケースに関

するケース診断会議録がファイルに収録されているものについて，

これを精査しました。 

 

イ 適用される規範 

問 13－１ 不当受給に係る保護費の法第 63 条による返還又は法

第 78 条による徴収の適用 

（問）収入申告が過少であったりあるいは申告を怠ったため扶助

費の不当な支給が行われた場合については，法第 63 条による

費用の返還として取り扱う場合と法第 78 条による徴収とし

て取り扱う場合の二通りが考えられるが，どういう場合に法

第 63 条又は法第 78 条を適用すべきか，判断の標準を示され

たい。 

（答）本来，法第 63 条は，受給者の作為又は不作為により実施機

関が錯誤に陥ったため扶助費の不当な支給が行われた場合に

適用される条項ではなく，実施機関が，受給者に資力がある

ことを認識しながら扶助費を支給した場合の事後調整につい

ての規定と解すべきものである。しかしながら，受給者に不

正受給の意図があったことの立証が困難な場合等については

返還額についての裁量が可能であることもあって法第 63 条

が適用されているわけである。広義の不当受給について，法

第 63 条により処理するか，法第 78 条により処理するかの区

分はおおむね次のような標準で考えるべきであろう。 

① 法第 63 条によることが妥当な場合 
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   ⒜ 受給者に不当に受給しようとする意思がなかったこと

が立証される場合で届出又は申告を速やかに行わなかっ

たことについてやむを得ない理由が認められるとき。 

   ⒝ 実施機関及び受給者が予想しなかったような収入があ

ったことが事後になって判明したとき（判明したときに

申告していればこれは，むしろ不当受給と解すべきでは

ない）。 

② 法第 78 条によることが妥当な場合 

   ⒜ 届出又は申告について口頭又は文書による指示をした

にもかかわらずそれに応じなかったとき。 

   ⒝ 届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき。 

⒞ 届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合で

も，実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不

審について説明を求めたにもかかわらずこれに応じず，

又は虚偽の説明を行ったようなとき。 

   ⒟ 課税調査等により，当該被保護者が提出した収入申告

書又は資産申告書が虚偽であることが判明したとき。 

 

「生活保護行政を適正に運営するための手引について」（平成 18

年３月 30 日社援保発第 0330001 号 厚生労働省社会・援護局保

護課長通知 改正平成 28 年３月 31 日社援保発 0331 第２号によ

る改正まで） 

 Ⅰ，Ⅱ 略 

 Ⅲ 保護受給中に収入未申告等があった場合の対応 

  １，２ 略 

  ３ ケース診断会議等の開催 

  客観的資料の収集や本人に対する事実確認を経て，収入未申

告等による不正受給の事実が確認できた時点で，所長等幹部職

員を交えたケース診断会議等を開催し，不正受給であることの

判断やその後の処分等について，組織として，十分に協議検討

して，決定する。この際には，不正受給の内容が明らかとなる

ケース検討票を作成するとともに，参考資料（例：届出義務に

ついての説明を受け理解した旨を記載した書面，不正事実の発

見に至るまでの経過記録，関係先調査結果の概要，不正受給額

（費用徴収すべき金額）積算書等）を整理し，会議での協議検

討・決定が円滑に行われるよう工夫する。なお，不正事実の認
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定に先立ち，保護の実施機関側に瑕疵等（例：届出の義務等の

指導は日ごろから行っているか，収入申告書等は定期的に徴取

しているか等）がないかを点検し，処分内容の検討に当たって

参考とするとともに，以降の事務執行に当たり是正すべき事項

は是正する。 

 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

精査したケース診断会議録中，上記規範及び効率性（３Ｅ）の観点

から特に目に留まったものをいくつか紹介します。個人情報保護の観

点から固有名詞の省略はもちろん，事案の特定につながる可能性のあ

る事象には修正を加えています。 

 

（ア）事例・事実㋐（保険等解約） 

     ⅰ）平成 27 年５月 10 日開催ケース診断会議録 

学資保険を解約し，４月 20 日に解約返戻金 183,440 円を受領し

たとして保険金等振込済み通知書の提出があった。被保護者は速

やかに解約指導に応じ，必要書類の提出を行っており，不正受給の

意思はないものと判断する。よって法第 63 条を適用してその全額

の返還を求める。 

     ⅱ）平成 27 年 11 月 30 日開催ケース診断会議録 

平成 27 年 10 月 15 日にすべての医療保険契約を解約し，同月 1

8 日に当該保険の解約返戻金 870 円を受領したとの報告があった。 

この解約返戻金額のうち，開始時の解約返戻金相当額730円は，

生活保護開始時における被保護者世帯の資力と判断されるもので

あるため，法第 63 条を適用してその全額の返還を求める。 

 合規性・３Ｅ判断 

学資保険については，被保護者が速やかに解約指導に応じ，必要

書類の提出を行っていることをもって，不正受給の意思はないもの

と判断しています。 

問答①⒜において，不正受給意思を判断する要素として「届出又

は申告を速やかに行わなかったことに正当な理由がない」ことを挙

げていることから，逆に届出又は申告が速やかに行われているとい

う事情は不正受給意思が否定される方向に働くものと思われます。 

その意味で本事例について不正受給意思なしと認定したことは適

切と思われます。 

また，本件の保険解約がそもそも担当ケースワーカーの指導に基
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づくものである以上，解約返戻金受領はケースワーカーが想定して

おり，そのことは当然被保護者も認識しているはずですから，被保

護者がケースワーカーを欺こうという意思を持つ可能性は低く，そ

の点からも不正受給意思なしの認定は適切と思われます。 

この点，上記問答の①に⒞として，「当該収入の発生が実施機関及

び受給者に予測され，この点が双方に共通の認識となっていた場合」，

を追加しても良いかと思います。もとよりこの提案は厚生労働省に

対してのものであり，本監査の枠を超えるものです。医療保険の解

約返戻金受領について不正受給意思を認定せず，これを法第 63 条返

還金として処理したことは適切ですが，わずか 870 円，730 円のた

めにケース診断会議を開催することは効率性（３Ｅ）の観点からし

ていかがなものでしょうか。 

のちに「ケースワーカーの業務改善と労務改善」の箇所で触れま

すが，高知市福祉課は圧倒的な人手不足とのことです。家庭訪問の

箇所でも触れたように，困難案件は複数訪問も望まれることです。

わずかな金額の処理のためにその都度福祉課の有為な人材を結集さ

せるのは極めて非効率です。 

生活保護関係法令はもちろん，通達等においても法第 63 条返還金，

法第 78 条徴収金の振り分けが必要となるすべてのケースについて

一律にケース診断会議の開催が義務付けられているわけではありま

せん。この点については厚生労働省にも相談しながら，例えば「○

○円未満のものについては特段の事情のない限りケース診断会議を

省略可」，といった基準を設けることが望まれます(３Ｅの観点から

する意見)。 

 

（イ）事例・事実㋑（損害賠償金受領） 

某日開催ケース診断会議録 

被保護者に対し，交通事故による損害賠償金を受領した際には報

告を行うよう指導していたところ，同人から速やかな損害賠償金受

領（8,400 円）の報告があった。よって，当該損害賠償金について法

第 63 条を適用し，返還を求めることとする。 

 合規性・３Ｅ判断 

これも事前の指導と速やかな報告とを踏まえて不正受給意思を認

定せず，法第 63 条処理としている点，事例・事実㋐同様適切と思い

ます。 

 



136 
 

（ウ）事例・事実㋒（年金遡及受領，担当者違算） 

      ⅰ）平成 27 年５月 21 日開催ケース診断会議録 

平成 26年２月 20日の被保護者 65歳到達時に受給権が発生し

ていた老齢基礎年金について，生活保護調査員が裁定請求を行

っていたところ，平成 26 年３月分より受給を開始し，遡及分 

198,000 円を平成 27 年５月に受領したと，収入申告書及び年金

支払通知書の写しの提出があった。年金受領後，被保護者からは

遅滞なく申告があり，不正申告の意思はない。また，当該遡及年

金は過去５年以内の年金であるため，法第 63 条を適用し返還を

求める。 

      ⅱ）平成 28 年１月 27 日開催ケース診断会議録 

老齢基礎年金月額が実際は 16,658 円であるのに，担当ケース

ワーカーが収入認定の際誤ってこれを 16,583 円と 75 円少なく

計算し，扶助費を過支給していたことになる。このため，当該過

支給となった扶助費の取り扱いについて協議した。今回の過支

給が生じた原因は，担当が資料にある年額を見間違えたことで

認定額を誤ったことにあり，被保護者に過失は全くないもので

あるため，過支給となった扶助費 450 円については，法第 63 条

を適用し，返還を求めることとする。 

 合規性・３Ｅ判断 

年金の遡及受領が生活保護調査員の裁定請求に基づくものである

こと，被保護者から年金受領後遅滞なく申告があったこと，からす

れば不正受給意思を認定せず法第 63 条処理としたことは当然と思

われます。 

なお，老齢基礎年金月額を 75 円少なく計算したために発生した過

支給扶助費 450 円の扱いについて，ケース診断会議を開催している

点は，870 円，730 円の扱いについてケース診断会議を開催すること

の非効率を指摘した事例㋐と同様の問題がありますが，本件は担当

ケースワーカーの違算が扶助費過支給の原因となっている点，前記

「２ 不当受給対処方針の決定（手帳「生活保護行政を適正に運営

するための手引について」，「３ ケース診断会議等の開催」）として

引用した，「２ 不正事実の認定に先立ち，保護の実施機関側に瑕疵

等（例：届出の義務等の指導は日ごろから行っているか，収入申告

書等は定期的に徴取しているか等）がないかを点検し，処分内容の

検討に当たって参考とするとともに，以降の事務執行に当たり是正

すべき事項は是正する。」という指針が当てはまるケースですので，
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以降の事務執行に当たり是正すべき事項として，あえてケース診断

会議を開催する意味は十分あるといえます。その意味では，先ほど

提案した，「○○円未満のものについては特段の事情のない限りケー

ス診断会議を開催せず，担当ケースワーカーの個別処理に委ねる」，

という基準の中の「特段の事情」ある場合に当たるものです。 

 

（エ）事例・事実㋓（申告遅滞累積） 

      ⅰ）平成 23 年 11 月１日開催ケース診断会議録 

        最後の給与を得てから1か月余りで報告がなされたことから，

軽微な報告遅れと判断し，法第 63 条を適用する。 

      ⅱ）平成 28 年３月 27 日開催ケース診断会議録 

        今般の被保護者の就労収入の申告遅滞は，被保護者の「提出済

みである」との勘違いにより発生したものであり，遅滞したもの

の申告がなされていることから，不正受給意思はなかったもの

と判断し，法第 63 条を適用する。 

      ⅲ）平成 29 年３月７日開催ケース診断会議録 

        今回速やかな申告は行われなかった。被保護者は収入申告の

重要性は十分理解していたと判断する。従って，被保護者は申告

義務を怠ったものであり，不正受給と判断せざるを得ず，当該就

労収入申告遅延については法第 78 条を適用する。 

 合規性・３Ｅ判断 

本件は，時期が離れているとはいえ，過去に２度も報告遅滞を理

由に法第 63 条適用を受けている，という前歴からして３度目の報

告遅滞を不正受給の意思ありと認定したものであり，同一人の同

種行為の反復から主観面を認定するといういわば，人間の経験則

に従った適切な認定がなされていると考えます。 

この点についても上記問答２②に⒠として，「過去に同種の申告

を指摘されて法第 63 条適用を受けたことが複数回ある場合」，を

追加しても良いかと思います。もとよりこの提案も厚生労働省に

対してのものであり，本監査の枠を超えるものではあります。 

 

（オ）事例・事実㋔（年金額変更無申告） 

被保護者は障害基礎年金を受給中。平成 23 年度年金額の改定が行

われ，年金額の調査を行ったところ，同人は平成 19 年７月に障害年

金の等級変更があり，２級から１級に変更となっていることが判明

した。この取り扱いについて協議。 
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平成 19 年７月から平成 23 年５月までの間に受け取った年金額は

3,877,876 円その間収入認定している年金額は 3,102,376 円であり，

収入認定未済額が 775,500 円発生する（平成 23 年６月より認定額変

更済み）。 

被保護者に確認を行うと，同人は平成 19 年６月に近隣トラブルを

警察に相談した際，たまたま警察の方に，病状が重いから年金等級

の再申請を勧められて手続きを行ったら等級が上がった。診断書等

は市役所に提出しているので，福祉課への通知も出来ているものと

思っていたとの弁。障害年金等級変更に至る経過についての話は信

用できるものではなく，障害年金定改定時の障害状況確認のため現

況届の診断書で改定されたと思われる。被保護者は年金関係の書類

の持参には速やかに応じているが，過去の収入申告書の確認を行う

と，平成 19 年 11 月８日提出時にはすでに１級を受給中であるが，

障害年金２級受給と記載し届けている。また平成 20 年６月 19 日提

出された収入申告書にも２級の年金額が記入されている。 

以上の状況から被保護者には不当に受給しようとする意思があっ

たと判断する。 

よって法第 78 条を適用し，当福祉事務所が支弁した金額のうち，

不正に受給した金額の返還を求める。 

 合規性・３Ｅ判断 

「近隣トラブルを警察に相談しに行ったところ，病状が重いので

再申請を勧められた」，という説明は不自然であり，「障害年金等級

変更に至る経過についての話は信用できるものではな」い，として

不正受給意思を認定した判断は，これも経験則に従った適切なもの

と考えます。 

 

（カ）事例・事実㋕（未申告就労収入：前出 115 頁事例・事実㋒） 

・ 某日開催ケース診断会議録 

平成 25 年度課税調査の結果，被保護者に就労収入Ｘ円の未申告 

があることが判明。被保護者に聴取したところ，全く身に覚えがな 

いとのこと。毎月提出している明細書の金額以上に金銭を受領した 

ことはないとの申し出であった。就労先へ内容を照会し明らかにし 

たい旨説明すると，就労先へ保護受給中であることを伝えておらず， 

また照会をきっかけに保護受給中であることが就労先に分かると， 

今後の就労に影響が出てくるため照会についてはしないでほしい 

との申し出があった。また自分が認め解決するようであれば，納得 
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はいかないが，認めるとのことであった。この課税調査で判明した 

差額の取り扱いについて協議を行った。 

協議の結果，判明した差額については，被保護者は毎月適宜収入 

申告については報告しており，被保護者に積極的な不正の意思があ 

ったとは判断できないが，このことは法第４条に定める保護の補足 

性，法第８条に定める基準及び程度の原則から鑑みても不適切と判 

断。被保護者の未申告就労収入については法第 78 条を適用し，全 

額を徴収する。※本ケースの被保護者は度 「々収入申告書がなくな 

りましたのでください」と申し出ている人（監査人付記）。 

  合規性・３Ｅ判断 

本事例は監査人が事例紹介の際に付記した通り，度 「々収入申告 

書がなくなりましたのでください」と申し出ている人であること， 

「全く身に覚えがない」と断言していること，「自分が認め解決す 

るようであれば，納得はいかないが，認める」と言い切っているこ 

と，等々に照らすと，不正受給意思を認定することには大変躊躇を 

覚えます。 

ケース診断会議でも「被保護者に積極的な不正の意思があったと 

は判断できない」とされています。にもかかわらず会議では，「こ 

のことは法第４条に定める保護の補足性，法第８条に定める基準及 

び程度の原則から鑑みても不適切と判断。被保護者の未申告就労収

入については法第 78 条を適用し，全額を徴収する。」，とされまし

た。 

この判断には大いに疑問があります。不正意思があったかどうか 

の認定は人の内心に関する事実の問題であり，補足性，基準及び程 

度の原則といった国の政策によって左右される事柄ではないはず 

です。 

わかりやすく言えば，凶悪犯罪が発生した場合に，犯人が処罰さ 

れなければならないという必罰の要請と，犯人として逮捕された人 

が本当に罪を犯したのかどうかという事実認定とは別問題のこと 

です。 

必罰の要請が冤罪を正当化するものではないことと同じように， 

補足性，基準及び程度の原則が不正受給意思の擬制（あるなしにか 

かわらずあるものとみなすこと）を正当化するものでないことはい 

うまでもありません。 

「不当支給」と認定された案件が法第 63 条の返還対象となるか， 

法第 78 条の徴収対象となるかによって，次のような差が生じます。 
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「生活保護行政を適正に運営するための手引について」 

（平成 18 年３月 30 日厚生労働省社会・援護局保護課長通知） 

Ⅳ 費用返還（徴収）及び告訴等の対応 

 １～３省略 

 ４ 費用徴収方法 

 （１）不正受給額の確定 

    ―前略―法第 78 条による徴収額は，不正受給額の全額又

は徴収する額にその 100 分の 40 を乗じて得た額を加算した

額の範囲内で決定するものであって，法第 63 条のような保

護の実施機関が徴収額から自立更生のために充てられる費

用を控除する余地はない。 

 （２）以下略 

つまり，法第 63 条ではなく法第 78 条が適用されると，不当支給額

に対する４割加算があるほか，費用控除も認められないということで

すので，どちらが適用されるかによって被保護者の負担は大きく変わ

ってくるのです。さらにいえば，法第 78 条が適用されるということ

は，「不正受給意思あり」という「レッテル」を貼られることにほかな

りません。そもそも「不正受給意思あり」ということは，「詐欺罪」

（刑法第 246 条）に該当するはずですから，真実そのような不正受給

意思を抱いていなかった人にとっては冤罪にほかならず，耐えがたい

苦痛であり，人権侵害に当たると思われます。 

この点，上記「手引について」の引用部分で省略した「３」には次

のような記載があります。 

３ 法第 78 条の適用の判断 

（1）法第 78 条の趣旨 

  ―本文略― 

  注）「不実の申請その他不正な手段」とは，積極的に虚偽の事実

を申し立てることはもちろん，消極的に事実を故意に隠ぺい

することも含まれる。刑法第 246 条にいう詐欺罪の構成要件

である人を欺罔することよりも意味が広い。  

この記載が，「消極的に事実を故意に隠ぺいすることは詐欺罪の構

成要件である人を欺罔することには含まれない」，という趣旨であれ

ばそれは刑法の解釈として不正確です。 

すなわち，真実を告知すべき義務のある者がそれを告知せずに何ら

かの財産的給付を受けた場合は詐欺罪が成立する，とするのが判例で

す（大審院大正３年５月 16 日，大審院昭和４年３月７日ほか）。「消
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極的に事実を故意に隠ぺいする」とは，「真実を告知しない」と同義

ですので，その者が真実を告知すべき義務を負っているのであれば，

それも詐欺罪の構成要件である人を欺罔することに当たります。 

この点，被保護者は収入等に変動が生じた場合，それを保護の実施

機関に申請する義務を負っていますから（法第 61 条），真実を告知す

べき者と言えます。 

そうすると，被保護者が故意に収入申告を怠って保護費を受給する

と，それは詐欺罪を構成することになるのです。つまり，法第 78 条

を適用するということは詐欺罪の認定とイコールなのです。 

そのように考えると，やはりこのようなケースでの不正受給意思の

認定には慎重であるべきと思います。 

この点，前記問答①において，「法第 63 条によることが妥当な場合」

として，「⒜ 受給者に不当に受給しようとする意思がなかったこと

が立証される場合」を挙げていることから，法第 63 条の適用を受け

る，したがって法第 78 条の適用を回避するためには不正受給意思が

ないことの証明が必要であるようにも読めます。しかし，「ないこと

の証明」は「悪魔の証明」と言われ，不可能を強いるものですから，

前記問答がこのようなことを求めているとしたらそれ自体不適切で

す。他方，前記問答においては，①に先立つ部分で，「受給者に不正受

給の意図があったことの立証が困難な場合等」に法第 63 条が適用さ

れている，と指摘されていることから，結局のところ，この問答の趣

旨とするところは，「不正受給の意図があったことの立証が困難な場

合には法第 78 条は適用されない」，ということであると理解します。 

そうすると，ケース診断会議で「被保護者に積極的な不正の意思が

あったとは判断できない」とされた以上，それは「不正受給の意図が

あったことの立証が困難な場合」なのですから，この問答に従って，

法第 78 条ではなく，法第 63 条が適用されるべきであったと考えます

（合規性の観点からする指摘）。 

もちろん，法第 78 条の不正受給意図の認定に慎重であるべきとい

うことは，できるだけ法第 78 条の適用を回避すべきということでは

ありません。過去の同種事案反復含め，状況証拠から不正受給意図を

認定することができる場合には毅然とした態度でこれを認定し，法第

78 条を適用すべきです。その意味で，事例・事実㋓，㋔における不正

受給意図の認定は積極的に支持します。 

  

② 返還金，徴収金の管理回収 



142 
 

こうして法第 63 条，法第 78 条等の適用判断がなされた返還金，徴収

金の管理回収についても見ていきます。 

 

ア 調査・分析の方法 

福祉管理課からのヒアリング，債権管理システム作動状況説明聴取

等を実施しました。 

 

イ 適用される規範 

この点について国がどのような規範を打ち立てているか，通知集な

どを精査しましたが，意外にもこの分野について明確かつ具体的な規

範は数多くありませんでした。 

むしろ，個々のケースについて個々の実施機関の判断に委ねられて

いる分野かもしれません。以下に紹介する規範自体にもそのことが示

唆されています。 

いくつかの規範を紹介します。 

問 13－25 

「法第 78 条による費用徴収と資力との関係」 

（問）いわゆる不正受給について，法第 78 条に基づいて費用を徴収

すべき場合，相手方に資力がないときはどう取り扱うべきか。

（答）法第 78 条に基づく費用の徴収は，いわば損害追徴としての性

格のものであり，法第 63 条や法第 77 条に基づく費用の返還や

徴収の場合と異なり，その徴収額の決定に当たり相手方の資力

（徴収に応ずる能力）が考慮されるというものではない。 

―中略― 

そのように決定された費用徴収について，徴収の猶予を行うか

あるいは最終的に徴収の免除を行うかどうかということは，地方

公共団体の徴収債権についての地方自治法その他による一般的取

扱いにより処理されるべきで，生活保護法には何ら規定がないも

のである（このことは，いったん決定された後の法第 63 条による

費用返還債権や，保護の変更，停廃止に伴う戻入債権についても同

様である。） 

なお，地方公共団体が，いわゆる不正受給について法第 78 条の

発動を怠っている場合は，保護費の国庫負担に当たって当該地方

公共団体に対し負担金返還措置が取られる場合がある。 

 

「生活保護費国庫負担金の精算に係る適正な返還金等の債権管理に
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ついて」（平成 22 年社援保発 1006 第１号厚生労働省社会・援護局保

護課長通知，第１次改正平成 26 年６月 30 日，第２次改正平成 27 年

12 月８日） 

 ―前略―生活保護はその全額が公費で賄われているものであり，

その返還金等の債権に係る不納欠損額は国庫負担の算定対象となっ

ていることから，返還金等の債権を適正に管理し，その回収に努め

生活保護費等国庫負担金の適切な精算をおこなうことは，制度の公

平性を確保し，生活保護行政を適正に運営するうえで極めて重要で

ある。 

 特に，返還金等の債権について，督促や納付指導等の適切な債権

管理を行うことなく，時効の完成を以て不納欠損とすることは認め

られず，国庫負担金の精算対象外となることに加え，事業実績報告

書に事実と異なる記載をしていた場合は返還を求めることとなるた

め，各実施機関においては十分に留意のうえ，条例・規則等に即した

債権管理体制を整備すること。 

 ついては，下記事項に留意のうえ，生活保護行政の適正な運営に

資するよう，貴管内実施機関に周知徹底願いたい。―後略― 

記 

１ 国庫負担金の精算について 

   略 

２ 返還金等の債権管理について 

   略 

（１），（２）略 

（３）債権管理台帳等の整備について 

 返還金等を確実に回収するためには，債権についての記録及

び管理が重要である。債権管理台帳等，各債権の時効や実施し

た措置等を一覧性のある台帳等で記録・保存し，原則，経理担

当において債権管理の進行状況を常に管理できるよう必要な

体制を整備すること。 

―後略― 

（４）略 

（５）督促等について 

  ① 略 

  ② 債権の履行期限までに履行しない債務者に対しては，地方

自治法施行令に則り期限を指定して督促すること。督促して

も納付されない場合は，訪問や福祉事務所への呼び出しを行



144 
 

い債務を履行するよう催告を行うとともに，定期的な納付指

導等を併せて行い，その経過を債権管理台帳等に記録するこ

と。 

  ③ 資力があるにもかかわらず，督促をした後，相当の期間を

経過してもなお履行されない場合は，訴訟手続による履行請

求を検討すること。 

  ④ 生活保護法に基づく返還金等の債権に係る時効は５年とさ

れているので，督促状の送付，一括納付の実施等による債務の

承認など時効中断に必要な措置を適切に行うこと。 

―後略― 

  ⑤ 時効中断手続については，被保護者だけでなく，被保護者

であった債務者や債務者が死亡した場合の相続人及び法定受

遺者に対しても実施すること。 

 債務者が死亡した際には，すみやかに法定相続人及び法定

受遺者の存否や居住地等について調査を行うとともに，死亡

した債務者の債務内容及び金額等をあらかじめ伝えたうえで

速やかに相続の意思を確認すること。なお，遺留金品が存在し

ていた場合は，併せてその金額等を伝えること。 

 債務者の居住地が不明となった場合は，すみやかに住民基

本台帳の情報等をもとに調査を行い，督促や納付指導等を行

うこと。なお，管外への転出が判明した場合は必要に応じて転

出先の自治体へ照会し，居住地等を確認したうえで督促や納

付指導等を行うこと。 

 

 上記調査及び時効中断の措置等を講じた場合は，債権管理台

帳等に必ず記載し，適切に管理すること。必要な措置を行わな

いまま時効となり，結果として不納欠損とすることは適切な

処理とは認められないことから，このような事例における不

納欠損の場合には，国庫負担金精算の対象外となるので留意

されたい。 

 

「生活保護行政を適正に運営するための手引について」（平成 18 年

３月 30 日社援保発第 0330001 号，第５次改正平成 28 年３月 31 日社

援保発 0331 第２号） 

 Ⅰ～Ⅲ略 

 Ⅳ 費用返還（徴収）及び告訴等の対応 
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  １～４略 

  ５ 告訴等の手順 

  （１）不正受給事案につき告訴等を行うか否かの判断に当たっ

    て考慮すべき事項 

    ア 法第 85 条において処罰の対象とされている「不実の申

請その他不正な手段により保護を受け，又は他人をして受

けさせ」る行為は，法第 78 条により費用徴収の対象とな

る行為と重なり得るものであるが，法第 85 条や刑法各条

に基づく罰則の適用は司法処分であり，法第 78 条に基づ

く行政処分とはおのずから目的を異にするものであるの

で，法第 78 条により費用の徴収を決定した場合には必ず

法第 85 条等に定める罰則に関し告訴，告発又は被害届の

提出（以下「告訴等」という。）等の措置を取らなければ

ならないというものではない。 

    イ 不正受給事案を把握した場合に，告訴等の措置をとる

かどうかは，個々の事例の状況に応じて保護の実施機関が

判断することになるが，特に悪質な手段による不正受給の

場合は，その社会的影響も考慮することが必要である。 

    ウ 告訴等の検討を行う際の判断に当たっては，「生活保護

に関する不正事案への対応について」（平成 26 年４月１日

社援保発 0401 第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通

知）を参考にするとともに，個別事案に応じて，その構成

要件該当性や悪質性等を踏まえて判断することが必要で

あることに留意すること。 

 

「生活保護に関する不正事案への対応について」（平成 26 年４月１

日社援保発 0401 第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知） 

―前略― 

               記 

―前略― 

  今般，不正事案に対して告訴等を検討する際の判断基準（目安）

について，既に地方自治体が独自に定めている具体的判断基準を

参考に，当方で以下のとおりまとめた。 

  各地方自治体におかれては，公務員が職務を行うことにより犯

罪があると思料するときは，告発の義務が生じる（刑事訴訟法第 2

39 条第２項）ことにも留意しつつ，悪質な不正事案に対しては，
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これらも参考にして，積極的に告訴等を含めた厳正な対応をとら

れたい。 

  なお，当該基準はあくまで目安として示すものであり，実際に

告訴等を行うか否かは，当該基準によって一律機械的ではなく，

個別事案に応じて，その構成要件該当性や悪質性などを踏まえて

判断されるべきであることに留意されたい。 

 ―後略― 

 ○次のいずれかに該当するものであること 

  ①不正受給額が高額である 

  （高額であることを理由に告訴等を行う基準としては，100 万

円以上を目安としている自治体が多い。） 

②収入等に関する提出書類に意図的に虚偽を記載する，改ざん 

をするなど悪質な手段を講じている 

  ③不正受給期間が長期にわたる 

  （長期にわたることを理由に告訴等を行う基準としては，１年

以上を目安としている自治体が多い。） 

  ④生活保護制度の趣旨に反した使途のために不正受給を行った

ものである 

 （ギャンブル，浪費等） 

  ⑤過去にも不正受給をした事実がある 

  ⑥告訴等の手段をとらない場合，返還の見込みが無い 

  （費用徴収に応じない等） 

  ⑦その他特に悪質であると認められる事実がある 

  （複数の福祉事務所で重複して不正受給している等） 

 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

 

（ア）事例・事実㋐（債権管理システムについて） 

返還金，徴収金は，「返戻金・徴収金管理台帳」にアクセスに（コ

ンピューター上のシステム）よって管理しています。債権発生時に

登録を行い，督促状，催告書，時効，入金，分割納付等の管理を行っ

ています。 

この管理台帳にケースの番号を入力すると，担当ケースワーカー

が，残債務を確認できるようになっていました。立ち上げ画面はこ

のようになっています。 
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立ち上げ画面 

 
 

 

合規性・３Ｅ判断 

社援保発 1006 第１号に示された，「時効中断措置及び納入の指導 

等の措置（以下「時効中断措置等」という。）を執るとともにその経 

過を債権管理台帳等に記録すること」という管理方法が実践されて 

おり，適切と考えます。 

 

（イ）事例・事実㋑（債務の登録について） 

生活保護の変更通知書・決定通知書に，返還金が記載されている

ことから，通知書に記載された金額を手作業で入力して登録作業を

行うとのことでした。 

変更通知書・決定通知書は，毎日発生することから，毎日この登

録作業が発生するとのことでした。 

 合規性・３Ｅ判断 

生活保護の変更通知書・決定通知書に記載された返還金を手作業

入力で登録する作業はそれ自体高コストであるとともに，誤入力の

危険があります。変更通知書・決定通知書作成時に入力した返還金

額が自動的に登録されるようなシステムの導入が望まれます（３Ｅ

の観点からする意見）。 

 

※高知市福祉事務所の提供にかかる資料を引用 
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（ウ）事例・事実㋒（返戻金等の入金について） 

入金が発生する度に，入金処理を行うとのことでした。 

分割納付中に過払いが生じた際には，債務者に，了解を取った上

で，他の債務への納入という形をとっているとのことでした。 

なお，納付書は，四国内の金融機関で納付ができるようになって

いましたが，ゆうちょ銀行には対応しておらず，四国以外に居住し

ている債務者に対しては，手数料を債務者負担の上，指定の公金口

座に振込んでもらえるようお願いしているとのことでした。 

支払金融機関がないとの理由で，入金が滞るということが，担当

者としては一番悔しいとの意見もありました。 

入金に関する管理は一括して，債権管理担当者が行っていました。 

 合規性・３Ｅ判断 

保護廃止後の債務者については県外居住のケースも多々あると思

いますので，ゆうちょ銀行での納付ができるようにシステムを改善

して納付率を上げることが望まれます（３Ｅの観点からする意見）。 

 

（エ）事例・事実㋓（債権管理について） 

保護受給中の債務者については，担当ケースワーカーが債権管理

をし，保護廃止後の債務者については，債権管理担当者が債権管理

をすることとなっていました。 

返還金は，例えば引越しをして家賃が下がった場合等に従前の家

賃相当額と現在の家賃相当額との差額が返還金として生ずるという

仕組みです。そのため，担当ケースワーカーにおいて，いつ，どの

ような返還金がいくら生ずるのかということについて一番把握して

いることから，担当ケースワーカーが管理することとなっていると

のことでした。 

他方，保護廃止後においては，担当ケースワーカーとの関係性は

薄れてしまうことから，債権管理担当者において債権管理を行って

います。毎年８月と 10 月に対象者に一斉に催告書を送付しており，

今年からは，催告書と共に期限を付した納付書も同封しているとの

ことでした。 

また，現在は，債権について，利息等の請求までは行っていない

とのことでした。 

 合規性・３Ｅ判断 

毎年定期かつ一斉の催告書発送は，社援保発 1006 第１号に示され

た，「期限までに債務を履行しない債務者（保護廃止となった者及び
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債務者が死亡した場合の相続人等を含む。）に対して，時効中断措置

及び納入の指導等の措置（以下「時効中断措置等」という。）を執る」

とされていることに対応する措置であり，適切と考えます。 

 

（オ）事例・事実㋔（法的回収方法） 

債権の法的回収手段としては民事上の支払督促，訴訟，行政上の

滞納処分，強制徴収（ただし平成 26 年７月１日の生活保護法改正法

施行日以降に支払われた保護費又は就労自立給付金が対象），があり

ます。 

このほか，「生活保護行政を適正に運営するための手引について」

にもあるように，刑事告訴も法的回収方法に位置付けることができ

ます。すなわち，刑事告訴それ自体は不正受給者の刑事処罰を求め

る手続ですが，刑事告訴を受けて被疑者，被告人の立場に立たされ

た不正受給者が刑事処罰を免れるため，あるいは刑の軽減のため，

不正受給額の返還に応じる効果が期待できるからです。先に引用し

た平成 26 年４月１日社援保発 0401 第１号において，告訴等を検討

する際の判断基準（目安）として，「⑥告訴等の手段をとらない場合，

返還の見込みが無い（費用徴収に応じない等）」，というケースが挙

げられているのも，刑事告訴が法的回収方法に位置付けられている

ことを示しています。 

このような各種法的回収方法について，平成 28 年度まで，高知市

福祉課には債権管理に係る専任者が配置されていなかったこともあ

り，どの方法を選択するかの基準は整備されていませんでした。平

成 29 年度には専任者が配置されたことから，まだ十分ではないもの

の，まずは高額債権への対応から着手しつつ，基準整備に向けた取

組を始めたとのことでした。 

徴収については，強制徴収債権であれば国税徴収法の調査を行え，

保護廃止後の債務者に対しても調査可能であるため，必然的に強制

徴収債権を含む高額債務者が優先的に法的徴収の対象となっていま

す。 

法的徴収の対象となった債務者に，被徴収債権があれば，併せて

支払督促等の民事手続を行うことになるとのことでした。 

告訴については，各担当ケースワーカーが行うこととなっている

ところ，不慣れな業務ということもあり，円滑な告訴手続が行われ

ているとは言えない状況とのことでした。現在，福祉三課職員で構

成している委員会等の中で告訴手続が円滑に行えるようなマニュア
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ル作成を行っているとのことでした。 

なお，福祉管理課から提供された平成 29 年８月 31 日時点におけ

る返還金，徴収金ケース 5,927 件のデータから，金額が 100 万円以

上の法第 78 条徴収金ケースを 50 万円刻みで分類，集計すると次の

通りとなります。いずれも同年８月 31 日時点で時効の到来していな

いものです。 

100 万円以上 150 万円未満 112 件（うち 1,000,000 円は１件）

150 万円以上 200 万円未満 48 件 

200 万円以上 250 万円未満  31 件 

250 万円以上 300 万円未満  23 件 

300 万円以上 350 万円未満  13 件 

350 万円以上 400 万円未満  14 件 

400 万円以上 450 万円未満   ３件 

450 万円以上 500 万円未満   ４件 

500 万円以上 550 万円未満   １件（5,202,016 円） 

550 万円以上 600 万円未満   ４件 

600 万円以上 650 万円未満   １件（6,000,000 円） 

650 万円以上 700 万円未満   １件（6,624,050 円） 

700 万円以上 750 万円未満   １件（7,186,194 円） 

750 万円以上 800 万円未満  １件（7,649,457 円） 

   合  計 257 件 

 

 さて，平成 29 年７月末より遡ること１年間の実際の法的回収手続

事例等は次の通りです。 

 

ⅰ）支払督促 

相続財産の存在を申告せず，長期にわたり不正受給を続けた

事案。法第 63 条返還金 534,361 円，法第 78 条徴収金 2,894,00

7 円，合計 3,428,368 円について平成 29 年７月 28 日，高知簡易

裁判所に支払督促手続申立て。 

 

      ⅱ）滞納処分 

合計 7,449,475 円の債権について，平成 28 年 10 月 13 日，国

税徴収法第 142 条捜索をかけるも，差押財産なし。 

 

      ⅲ）刑事告訴（ⅰと同一事案） 
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生活保護を受給しながら亡母から 3,000,000 円を生前贈与さ

れ，これを原資として投資信託を申し込み，長年多額の分配金を

受領したほか，亡父の相続不動産を賃貸活用し，長年多額の不動

産収入を得た事案。不正受給合計額は 11,770,840 円。うち 3,2

23,970 円について平成 29 年６月２日，刑事告訴。 

 

 合規性・３Ｅ判断 

どのようなケースにどのような法的回収措置をとるかについて

は，国が一律の指針を示していないところですので，高知市福祉課

の選択した各手段についてその適否を論ずることは差し控えます

が，少なくとも刑事告訴については平成 26 年４月１日社援保発 0

401 第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知が，「100 万円以

上」の案件を手続選択の目安としています。 

そうすると，不正受給額が 11,770,840 円のケースについてうち

3,223,970 円を被害事実として刑事告訴手続が採られたⅲ（＝ⅰ）

の事例は適切ですが，前頁の表で明らかなとおり，不正受給額 10

0 万円以上の法第 78 条徴収金案件が 257 件もあります。これらに

ついては刑事告訴手続が検討されてよいと思います。 

いずれにせよ，福祉課において，告訴すべきケースをまずは高額

長期ものから優先的かつ速やかに選別し，対処することを望みま

す（合規性の観点からする意見）。 

     

（カ）事例・事実㋕（債権放棄について） 

高知市福祉課では現在のところ債権放棄の基準は設けられていな

いとのことでした。 

返還金等の回収が不能となった場合，国庫負担に係る４分の３部

分について国に補てんを求めることはできませんが，市の負担に係

る４分の１部分について，時効到来し不納欠損処分をした中で，最

低年１回は催告等を行っていた債権について国に負担を求めること

ができます。したがって，高知市福祉課が無資力と判断した債務者

であっても，債権放棄を行うことは困難な状況である，とのことで

した。 

そのうえで，相続人不存在，破産免責（ただし，強制徴収債権を除

く。）等の債務者については，時効到来を待つ必要がないと思われる

ため，これらの状況にある債権を整理し，債権放棄基準を作成する

ことは高知市福祉課の今後の課題とされていました。 
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 合規性・３Ｅ判断 

問 13－25 において国も「徴収免除」を許容していますので，回収

不能が明らかな事案を長期間管理することのコストを削減するため

にも，債権放棄基準を策定することが望まれます（３Ｅの観点から

する意見）。 

 

   （キ）事例・事実㋖（時効到来による不納金欠損額） 

（カ）で説明した，時効到来による不納金欠損額を平成 24 年度分か

ら平成 28 年度分まで整理したものを次頁に掲載します。 

最も少ない平成 24 年度分が 18,836,526 円，最も多い平成 28 年度

分が 48,625,591 円，５年間の平均が 32,541,375 円でした。 

なお，これらの不納金欠損分のうち，高知市がいわゆる不正受給

について法第 78 条の発動を怠っている，として，保護費の国庫負担

に当たって国から負担金返還措置を取られた案件はない，とのこと

でした。 

 合規性・３Ｅ判断 

毎年 3,000 万円強もの不正受給に係る返還金，徴収金が時効到来

により不納欠損処理されることは納税者の観点からは看過しがたい

事態ではありますが，債務者がそもそも生活保護世帯であり，無資

力が想定されることを考えると，法的回収手続がさらなる公金浪費

という側面もあり，やむを得ないとも言えます。 

高知市においては負担金返還措置例がないことをもってひとまず

諒としなければならないのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



153 
 

不納金欠損額 

 

 

※
高
知
市
福
祉
事
務
所
の
提
供
に
か
か
る
資
料
を
引
用
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（５）保護の停止・廃止（ケースワーカー） 

 

  ① 調査・分析の方法 

    保護の停止は廃止に至る経過観察，暫定的措置であり，状況によって

は保護が再開されるのに対し，廃止は確定的な保護打ち切りであり，

被保護者に対する不利益の程度が大きいので，廃止に絞って調査・分

析しました。 

    具体的な調査分析方法は，福祉管理課からのヒアリングにより平 28

年度分の廃止案件の廃止理由内訳を知るとともに，中でも「働きによ

る収入の増加・取得」108 件，「辞退」122 件，「指導指示違反」８件，

合計238件の廃止記録を閲覧しました。「働きによる収入の増加・取得」

案件を閲覧したのは，要否判定が適切になされているかを見るため，

「辞退」案件を閲覧したのは，ケースワーカーから「辞退」への働きか

け，強要がなされていないかを見るため（次の問（第 10 の 12－３）参

照），「指導指示違反」案件を閲覧したのは，指導指示違反を理由とする

廃止に際して手続が踏まれているかどうかを見るため，以上の各目的

からです。 

 

② 適用される規範 

    〔保護の停止又は廃止の取り扱い基準〕 

問（第 10 の 12）法第 26 条の規定により保護の停止又は廃止を行う

場合の取り扱いの基準を示されたい。 

答 被保護者が保護を要しなくなったときには，法第 26 条の規定

により保護の停止又は廃止を行うこととなるが，保護を停止すべ

き場合又は廃止すべき場合は，原則として，次によられたい。 

 １ 保護を停止すべき場合 

   略 

 ２ 保護を廃止すべき場合 

 （１）当該世帯における定期収入の恒常的な増加，最低生活費の

恒常的な減少等により，以後特別な事由が生じない限り，保

護を再開する必要がないと認められるとき。 

 （２）当該世帯における収入の臨時的な増加，最低生活費の臨時

的な減少等により，以後おおむね６か月を超えて保護を要し

ない状態が継続すると認められるとき。 

  ―以下略― 
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   〔保護受給中の者から提出された「辞退届」の取扱い〕 

問（第 10 の 12－３）保護受給中の者から「保護を辞退する」旨の

意思を示した書面（以下「辞退届」という。）が提出された場合に

は，これに基づき保護を廃止しても差し支えないか。 

答 被保護者から提出された「辞退届」が有効なものであり，かつ，

保護を廃止することで直ちに急迫した状況に陥ると認められな

い場合には，当該保護を廃止して差し支えない。 

  ただし，「辞退届」が有効となるためには，それが本人の任意か

つ真摯な意思に基づくものであることが必要であり，保護の実施

機関が「辞退届」の提出を強要してはならないことは言うまでも

なく，本人が「保護を辞退する義務がある」と誤信して提出した

「辞退届」や，本人の真意によらない「辞退届」は効力を有せず，

これに基づき保護の廃止をすることはできないものである。 

 また，「辞退届」が本人の任意かつ真摯な意思に基づいて提出さ

れた場合であっても，保護の廃止決定を行うに当たっては，例え

ば本人からの自立の目途を聴取するなど，保護の廃止によって直

ちに急迫した状況に陥ることのないよう留意すること。 

 さらに，保護の廃止に際しては，国民健康保険への加入など，

保護の廃止に伴い必要となる諸手続についても助言指導するこ

と。 

 

「生活保護行政を適正に運営するための手引について」（平成 18 年

３月 30 日社援保発第 0330001 号 厚生労働省社会・援護局保護課

長通知 改正 平成 28 年３月 31 日 社援保発 0331 第２号） 

Ⅰ 略 

Ⅱ 指導指示から保護の停廃止に至るまでの対応 

 １ 略 

 ２ 保護の変更，停止又は廃止 

 文書による指示を行っても正当な理由なく文書指示に従わ

ない場合には，さらにケース診断会議に諮る等組織的に十分検

討のうえ，弁明の機会を与える等法第 62 条第４項による所定

の手続を経たうえで保護の変更，停止又は廃止を行う。 

（１）予め当該処分をしようとする理由，弁明をすべき日時及

び場所を通知し，弁明の機会を与える必要がある。 

（２）指導指示に従わないことに対して正当な理由がない場

合，又は，正当な理由がなく指定場所に来所しない場合は，
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保護の変更，停止又は廃止の処分決定を行う。 

  （３）処分は，理由をわかり易く明記したうえで書面により通

知する（この場合でも，不服申立等を行うことができる旨

を記載する）。 

   ―以下略― 

 

③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ判断 

まず，平成 28 年度分の保護廃止案件は合計 908 件であり，その廃止

理由内訳は次頁の通りでした。 

この廃止理由内訳のうち，上記の通り，「働きによる収入の増加・取

得」の事例・事実，「辞退」の事例・事実，「指導指示違反」の事例・事

実，について個別に見ていきます。 

 

廃止理由内訳 

 

 

 

※高知市福祉事務所の提供にかかる資料を引用 
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ア 事例・事実㋐（臨時的収入） 

11 月分収入申告書の提出あり。今年７月末に中古物件売買契約を１

件仲介し，その手数料として平成 28 年 11 月 10 日に○円を受領した

とのこと。（諸経費を差し引いた）就労収入と併せた 11 月分収入合計

額△円が本世帯の最低生活費の６か月分を超過。よって，課第 10－12

答２－（２）に基づき本世帯の生活保護を平成 28 年 11 月１日付で廃

止する（法第 26 条による）。これにより生じる平成 28 年 11 月分返還

金×円は戻入とする。 

合規性・３Ｅ判断 

問第 10－12 答２（２）に従った適切な判断がなされています。 

 

イ 事例・事実㋑（継続的収入） 

本世帯は 5 月１日より保護停止中であり，停止期間が６か月を超え

た。訓練手当の受給は終了したが，繰越金により 11 月以降も「保護否」

の状態は続く見込みであり，さらに 10 月～アルバイト就労を開始して

いるとのことで 10 万円程度の就労収入も見込まれ，障害厚生年金○円

／月も受給していることから，問第 10－12 答２（２）を適用し，11 月

１日付で主世帯の保護を廃止する（法第 26 条適用）。 

合規性・３Ｅ判断 

継続的収入の例ですので，問第 10－12 答２（２）ではなく答２（１）

を適用すべきとも思われますが，６か月以上の生活安定が実質的な廃

止理由と考えられることからすれば，答２（２）でも差し支えないと考

えます。 

 

ウ 事例・事実㋒（保護停止中の辞退届） 

「収入の増加により，生活できるめどが立ったため，平成 29 年２月

末日をもって生活保護を辞退します。」旨，平成 29 年３月 13 日付辞退

届あり。 

ケース診断会議「（世帯）主の就労収入の増加により，本世帯は１月

１日付で保護停止となった。今回，主より就労収入の増加により生活

できるめどが立ったため，生活保護を２月末日をもって辞退したいと

の申し出があった。要否判定の結果，本世帯は１月１日付，２月１日

付で保護否。主によれば２月分から３月分収入額も１月１日付収入と

同程度が見込まれるとのこと。それ以降の収入額については不確定と

の申し出であったため，保護停止の扱いとしていた。主によれば３月

１日付就労収入は２月分就労収入を超えることは確定しており，また，
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収入の増加により生計維持が出来ているため，自立し保護を辞退した

いとの強い意向であった。本世帯は定期収入の増加により，一応保護

を要しなくなったと認められるが，その状態が今後継続することにつ

いて，主の申告通りの収入が得られる確実性に欠く。よって，本世帯

の生活状況の経過を観察する必要があるため，本来ならば本世帯の保

護停止を継続することが望ましいと判断される。しかし，今回出来る

だけ早く自立するため保護を辞退したいとの主の強い意志により辞退

届が提出されており，この届は主本人の任意かつ真摯な意思に基づき

提出されたものであると判断できる。また，本世帯における収入の増

加が一応認められることから，保護の廃止により直ちに急迫した状況

に陥ることのない場合であると認められるため，当該辞退届を受理し，

問（第 10 の 12－３）に基づき３月１日付で本世帯の生活保護を辞退

による廃止とする。」。 

合規性・３Ｅ判断 

保護停止の継続を視野に入れながらも，辞退届提出に至る経緯など

を慎重に吟味した結果，任意かつ真摯な辞退届であるとの判断のもと，

保護廃止としており，問（第 10 の 12－３）に従った適切な対応。規範

の引用も丁寧。 

 

エ 事例・事実㋓（増収見込みない中での辞退届） 

「自立の目処がついたため，平成 28 年６月末で生活保護を辞退しま

す」旨の平成 28 年７月４日付辞退届。 

ケース診断会議「（世帯）主の一月の収入は，児童手当 10,000 円と

児童扶養手当 42,000 円のみであり，現在就労による収入はない。 

主の現在の手持ち金は 36,000 円程度とのこと。今後の収入につい

ても見込みの話を繰り返すだけで，ある程度の収入が得られるように

なるまで，生活保護の辞退を思いとどまるよう何度か説得を試みたが，

７月分の生活保護費を全額福祉事務所に預けるなど，保護辞退の意思

は固い。よって，主の意思を尊重し，平成 28 年７月１日付で生活保護

を廃止することとする。」。 

合規性・３Ｅ判断 

ケースワーカーが何度も翻意を促したにもかかわらず，保護費を預 

けるなどされれば辞退届意思が任意かつ真摯であることは疑いよう 

がありませんので，これを受けて廃止とすることは，「自立の目途」が 

聴取されていることと併せて，問（第 10 の 12－３）に従った適切な 

対応と思います。 
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オ 事例・事実㋔（健康保険加入目的の辞退） 

「今後は〇〇工業での就労にて生計維持可能」として，辞退届の提

出あり。 

ケース診断会議「（世帯主）によれば，元請け会社の意向により，健

康保険証の提示がなければ仕事に入れないため，保護を辞退して国保

に加入し，就労収入により生計維持していきたいとの申立て。 

保護廃止後は月給 20 から 23 万円程度の就労収入が見込めることか

ら，保護廃止となっても生計維持は可能と判断。本来であれば，給与

受領後に要否判定により保護の要否を判定すべきであるが，健康保険

証を提示しないと就労不可である現状を考慮すると，当該辞退届に基

づき本世帯の保護廃止とすることが自立助長につながると判断。」。 

合規性・３Ｅ判断 

問（第 10 の 12－３）では，辞退届の提出を受けて保護廃止とする場

合には国民健康保険への加入について助言指導するよう求められてい

ますが，本件は逆に被保護者が就労のため国民健康保険への加入が必

要となり，そのことを理由として保護の辞退届を提出した事例です。

辞退届が提出されたケースにはこのほかにも国保加入のためという事

例が散見されました。もちろん，廃止理由が具体的かつ明確ですので，

辞退届が任意かつ真摯であることは疑う余地がありません。 

なお，辞退届を受けて廃止に至ったケースにおいては，いずれも国

保加入等についての助言指導がなされていることを監査人において確

認済みであることを付言します。 

 

カ 事例・事実㋕（稼働能力不活用事案における弁明） 

ケース診断会議「本世帯は（世帯）主（42 歳）のみの１人世帯。保護

開始時より本人の病状及び年齢から稼働能力を有していると判断され

るが，不就労又は就労収入が少なかったため就労及び増収指導を再々行

っていた。しかし，主はこれに対して誠実に履行することなく，稼働能

力の活用について平成 27 年２月４日付及び平成 27 年７月 24 日付で法

第 27 条に基づく指導を，平成 28 年６月 10 日付で法第 27 条に基づく文

書指導を行っていたが，いずれも履行は一切なされなかった。平成 28 年

６月 10 日付文書指導後，主は毎月ハローワークへ赴いて求人検索して

いたが，一度たりとも応募がされたことはなく，稼働能力を活用する意

思は全く見られない。同人は稼働年齢層であり，自動車免許を所持して

おり資格には特段の問題はなく，また，本県の有効求人倍率は平成 27 年
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９月より１倍を突破しており，稼働能力を活用する場は十分にある状況。

以上から，主は稼働能力不活用であると判断される。法第 62 条第４項に

基づき１月 12 日に弁明の機会を与え事情を聴取したが，特段配慮すべ

き事由は一切なかった。よって，法第 62 条第３項に基づき，本世帯の保

護を廃止する。」。 

合規性・３Ｅ判断 

国手引Ⅱ，２に従い，法第 62 条第４項による弁明手続を経たうえで，

なお「特段配慮すべき事由は一切なかった」として稼働能力不活用を理

由とする保護廃止に至っており，規範に忠実な手続がとられ適切です。

稼働能力不活用の判断それ自体も適切と考えます。 

 

キ 事例・事実㋖（弁明不出頭） 

平成 29 年３月 29 日ケース診断会議「本世帯は，平成 28 年度課税台

帳調査にて長男の就労収入未申告が判明し，平成 28 年 12 月 21 日付

記録のとおり，法第 78 条を適用済み。本世帯より，９月１日付認定の

収入申告以降，収入申告書の提出がなされておらず，平成 29 年１月５

日付記録のとおり，平成 29 年１月 12 日までに未申告の収入について

申告するよう法第 27 条に基づく口頭指導を実施。（世帯）主より申告

なかったため，平成 29 年１月 12 日付記録のとおり平成 29 年１月 25

日までに収入申告を行うよう法第 27 条に基づく文書指導を実施する

も，同人より申告なし。平成 29 年１月 27 日記録のとおり，平成 29 年

２月 10 日に弁明の機会を設け，主に通知を送付するも来所なし。これ

を受け，平成 29 年２月 15 日にケース診断会議を開催し，本世帯の保

護の変更・停止・廃止を検討したところ，以前に主より長男が就労開

始した際に家計にお金を入れてくれるか心配との申立てがあっている

ことや，長女がメンタル面で不安定といった事情があることから，い

ったん保護停止とし，再度未申告の収入について平成 29 年３月 10 日

までに申告を行うよう法第 27 条に基づく文書指導を実施。当該指導に

も主は従わず，平成 29 年３月 10 日記録のとおり，法第 62 条４項に基

づく弁明の機会を平成 29 年３月 27 日に付与。当該弁明の機会にも本

世帯の来所が無かった。―中略―これらを総合的に判断すると，課問

第 11-１-３-（２）『法第 78 条により費用徴収の対象となるべき事実

について以後改めるよう指導したにもかかわらず，これに従わなかっ

たとき』及び，課問第 11－１－３－（３）『保護の停止を行うことによ

っては当該指導指示に従わせることが著しく困難であると認められる

とき』に該当するものと判断。就労収入未申告の対象者である主と長
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男のみの保護廃止（世帯分離）も検討したが，その際には，結果とし

て現状よりも保護費が増額する見込みであり，指導・指示違反に対す

る処分としてはそぐわないものと判断。また，本世帯は平成 29 年１月

分保護費より窓口支給に変更しているが，平成 29 年１～２月分保護費

について受領しておらず，生計維持が一定できているものと判断。以

上のことから，法第 62 条第３項の規定に基づき廃止することはやむを

得ないものと判断する。」。 

弁明のための出頭要請通知は配達証明付き郵便にて発送されており，

ケースファイルに都度配達記録が収められていました。 

合規性・３Ｅ判断 

弁明の機会をたびたび付与したにもかかわらず来所がなかったので

すから，保護廃止とすることは国手引Ⅱ－２－（１）－（２）の規範

に忠実であり適切と言えます。 

さらに本件では保護廃止後の当該世帯の生計維持にも配慮しており，

この点からも適切と言えます。 

 

ク 事例・事実㋘（ケースワーカーからの再三の保護辞退の提案） 

被保護者には就労を継続しており，平成 26 年２月から，保護の停

止・停止の解除を繰り返していた。 

平成 26 年７月，担当ケースワーカーが，被保護者に対し，「今後の

収入の状況によっては，また保護停止になる可能性が大きい。仕事も

このまま順調に続くようであれば，保護からの自立を考えてみてはど

うか」と保護辞退の提案を行った。被保護者は，「保護辞退は検討して

いたが，夏場は仕事量が減るので，もう少し様子をみて欲しい」と回

答した。 

平成 26 年 11 月，担当ケースワーカーが，「そろそろ，以前話してい

たように保護からの自立を検討してはどうか」と再び，保護辞退の提

案を行ったが，被保護者は，「仕事がいつまであるか，まだ不安定な状

態なので，もう少し様子を見させて欲しい」と回答した。 

同様のやり取りが，平成 27 年４月，８月にも行われ，平成 28 年３

月に，被保護者から「長男が高校を卒業して就職が決まったことによ

り，被保護者と長男の就労収入により，保護を要しなくなると思われ

る」と連絡があったことから，保護廃止について，被保護者の長男が

勤務を開始する４月以降に改めて話をすることとなった。 

その後，同年５月に被保護者から，長男が継続して就労しているこ

とから，家族で話し合った結果，保護から自立するという結論に至っ
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たとして，辞退届が提出された。 

合規性・３Ｅ判断 

最終的に，辞退届を提出するに至った理由は，被保護者の長男の就

労により，生活保護を要しなくなったことにあることから，任意かつ

真摯な意思に基づく辞退届の提出であったとして，辞退届が有効と判

断したことは，適切であると考えます。 

しかしながら，被保護者に長男の就労以前に，再三にわたり，生活

保護からの自立を勧める担当ケースワーカーの行為は，辞退届の提出

の強要行為を行ったとの疑義が残るところです。 

今後，被保護者の経済状況が，保護の停止・停止の解除を繰り返す

ような，生活保護受給のボーダーライン上にあったとしても，保護辞

退を強要していると疑われるような指導を行うことは厳に慎むべきで

あると考えます（合規性の観点からする指摘）。 

 

ケ 事例・事実㋘（失踪廃止） 

６か月以上，家庭訪問時に被保護者の不在が続いており，音信不通

の状態は，５か月以上続いている（被保護者との最後の接触は電話で

あった）。また，収入申告書の提出も６か月以上滞っており，さらに，

窓口支給となっている生活保護費の受取りにも来所しない状態であっ

た。そこで，被保護者に対して，福祉課に事前連絡した上で来所し，

現在の生活状況について報告するよう，また，収入申告書を速やかに

提出するよう，局第 11－２－（４）を適用し，法第 27 条の規定によ

る文書指示を行うこととしたが，指示文書を持参するも不在であり，

ポストもないため，やむを得ず，玄関扉の目のつく場所に挟み込んだ。 

上記文書指示に対して，回答期限を過ぎても回答がなかったことか

ら，指導・指示違反を認定し，保護廃止処分を行うこととした。そこ

で，弁明の機会の付与を与える旨の通知を，再び，被保護者宅の玄関

扉に挟み込んだが，連絡がなかったことから，廃止処分とした。 

なお，法第 27 条の規定よる文書指示の文書も，弁明の機会の付与を

与える旨の通知文書も，一切取られた形跡はなく，法第 27 条文書指示

以降，電気メーターも動いていなかった。 

合規性・３Ｅ判断 

本件被保護者宅は，電気メーターも動いていない状態であったこと，

指示文書等が一切取られた形跡がなかったこと等からすれば，指示文

書や弁明の機会を与える旨の通知も，被保護者に到達していなかった

ものと考えられます。 
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そうすると，本件保護廃止処分の手続が適法であったかどうかは疑

問が残ります。 

また，行政処分の効力発生要件は，当該行政処分が処分の相手方に

到達することを要するところ，本件では，特段公示等の手続をとって

おらず，所在不明の者に対して，廃止処分が成立したかという点にお

いても疑問が残ります。 

生活保護行政事務に関する各種文書，特に被保護者に対する不利益

処分に関する文書の，被保護者への送達に疑義あるケースの取扱いに

ついては，厚生労働省の見解を仰ぐことが望まれます（合規性の観点

からする意見）。 

 

（６）その他ケース対応 

以上見てきたケースワーカー業務のどの類型にも直接当てはまらない

ものの，監査人が 97 件のケースファイルを閲覧していく中で目に留まっ

たケース対応について２つ指摘させていただきます。 

 

① 家主から被保護者に対する家賃増額請求への対応 

 

ア 調査・分析の対象となった事実関係 

ケース記録より抜粋―「平成 25 年７月５日，家主から被保護者に連

絡があり，現住居の家賃を８月から 25,000 円値上げし，月額 67,000

円とする旨を伝えられているとのこと。担当が家主のＡさんに確認し

たところ，被保護者の申立は事実であり，８月からこの家賃での契約

更新ができない場合は７月 20 日までに退去してもらうよう被保護者

に告げているとの話。被保護者によると高額のため，８月以降の支払

は困難なので契約更新はできないとのこと。なお，家主から被保護者

への連絡は住宅賃貸借契約書の取り決め期間どおりの事前連絡を行っ

ているため，家主から被保護者への転居費等の保障はない。よって高

額家賃であること，及び局第７－４－第７の問 30 答 13 に基づき，被

保護世帯の転居を承認することとする。」。 

 

イ 適用される規範 

上記ケース記録が引用する局第７－４－第７の問 30 答 13 とは，「生

活保護法による保護の実施要領について（昭和 36 年４月１日厚生省発

社第 123 号～第 110 次改正平成 29 年３月 31 日厚生労働省発社援 033

1 第２号）」の「第７ 最低生活費の認定」の項に収められた問答です。 
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具体的には次の通りです。 

問 30 

 局長通知第７の４の（１）のカにいう「転居に際し，敷金等を必

要とする場合」㊟とはどのような場合をいうか。 

答 「転居に際し，敷金等を必要とする場合」とは，次のいずれか

に該当する場合で，敷金等を必要とするときに限られるもので

ある。 

 １～12 略 

 13 家主が相当の理由をもって立退きを要求し，又は借家契約の

更新の拒絶若しくは解約の申し入れを行ったことにより，やむ

を得ず転居する場合。 

 14 以下略 

     ㊟局長通知第７－４「住宅費」，「（1）家賃，間代，地代等」，「カ 被保護者が

転居に際し，敷金等を必要とする場合で，オに定める特別基準額以内の家賃又

は間代を必要とする住居に転居するときは，オに定める特別基準額に３を乗じ

て得た額の範囲内において特別基準額の設定があったものとして必要な額を認

定して差しつかえないこと。―以下略―」 

 

他方，この点に関すると思われる規範として，生活保護手帳に次の

ような問答が設定されています。やや長くなりますが，重要と思われ

ますので全文掲載します。 

問７－98 明渡請求に応じない場合の住宅扶助 

（問）借家借間に住んでいる被保護者が賃貸借契約の期間満了等を

理由に明渡請求を受けたが賃貸借契約は終了していないなどとし

て応じないため訴訟を提起された場合，住宅扶助の取り扱いはどう

したらよいか。 

（答）法による保護は，要保護世帯についての現実の生活困窮状態

に対処して行われるものであり，設問の場合，住宅扶助の必要は認

められるが，その賃貸借契約関係の存否について争いがある事例で

ある。家賃，間代等の額を家主に支払っていないが，法令に定める

正規の手続により供託している場合であれば，現に需要が存するも

のとして当該供託額について住宅扶助を決定して差し支えない。 

 裁判確定により被保護者が敗訴した場合には，当該被保護者は，

賃貸契約の終了時以後，当該借家借間に不法に又は法律上の原因な

くして居住していたことになり，不法行為又は不当利得による家

賃，間代相当額について生活保護費により支給したことになるが，
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借家借間のような継続的契約関係については違法性が高いものと

は考えられない場合であり，かつ，当該借家借間の賃借権を主張し

たことについて相当な理由があると認められる場合には，住宅扶助

を行ったとして取り扱って差し支えない。 

 なお，家賃，間代の増額請求に係る紛争が訴訟となり，のちに被

保護者が敗訴又は和解したため遡及して増額分を支払わねばなら

なくなった場合は，増額後の家賃が住居の構造等から妥当であり，

かつ，住宅扶助基準の範囲内であれば，家賃等が増額された時点か

ら新家賃等による住宅扶助を行って差し支えない。 

 

なお，借家借間の契約更新拒絶及び賃料増額請求については，借地

借家法にその要件などが定められています。次の通りです。 

借地借家法 

第 26 条第１項 

 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において，当事者が

期間満了の１年前から６か月前までの間に相手方に対して更新をし

ない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をし

なかったときは，従前の契約と同一の条件で契約を更新したものと

みなす。ただし，その期間は，定めがないものとする。 

第 28 条 

 建物の賃貸人による第 26 条第 1項の通知・・・は，建物の賃貸人

及び賃借人・・・が建物の使用を必要とする事情のほか，建物の賃

貸借に関する従前の経過，建物の利用状況及び建物の現況並びに建

物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明け渡しと引換

えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合

におけるその申出を考慮して，正当の事由があると認められる場合

でなければ，することができない。 

第 32 条第１項 

 ―前略―当事者は，将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求

することができる。 

  同条第 2項 

 建物の借賃の増額について当事者間に協議が整わないときは，そ

の請求を受けた者は，増額を正当とする裁判が確定するまでは，相

当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし，

その裁判が確定した場合において，既に支払った額に不足があると

きは，その不足額に年１割の割合による支払期後の利息を付してこ
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れを支払わなければならない。 

 

ウ 合規性・３Ｅ判断 

本事例の担当ケースワーカーは，家主の家賃増額請求及びこれに応

じない場合の更新拒絶が，局第７－４－第７の問 30 答 13 にいうとこ

ろの，「家主が相当の理由をもって立退きを要求し，又は借家契約の更

新の拒絶若しくは解約の申し入れを行ったことにより，やむを得ず転

居する場合。」に該当する，と判断したものです。また，転居を承認し

たということは，これに伴って発生する敷金等について住宅扶助費が

支給された，ということになります。 

しかし，このような判断は適切だったのでしょうか。 

ここでは２つの問題点があります。 

１つ目は，家主の更新拒絶が借地借家法第 26 条第１項にいうところ

の，「期間の満了の１年前から６か月前までの間」になされているかど

うか，です。ケース記録の記載からすると，７月末をもって期間が満

了し，８月１日付で契約が更新されるところ，７月に入って突然更新

拒絶の通告があったようにも読めます。もし事実関係がそうだとする

と，この更新拒絶は法的に無効です。したがって「相当の理由」をも

ってする「更新拒絶」には当たりません。この場合，契約は自動的に

更新されますので，被保護者は継続して現住居に居住できることにな

ります。 

２つ目は，月額賃料を 25,000 円増額することに応じないときは更

新をしない旨の更新拒絶に，借地借家法第 28 条にいうところの「正当

の事由」が認められるか，です。本事例では転居等の補償がない，つ

まり立退料の支払がないというのですから，「財産上の給付」はなされ

ないわけです。本監査人の弁護士としての実務経験からすると，この

事案で立退料なしの更新拒絶が法的に許容されるかどうかはかなり微

妙に思います。更新拒絶が法的に許容されなければ契約は自動更新で

すので，同じく被保護者は継続して現住居に居住できることになりま

す。 

いずれの理由にせよ，仮に更新拒絶が法的に無効であれば，そもそ

も被保護者は転居の必要がなかったことになります。そうすると，敷

金等の住宅扶助は無駄な公金支出であったということになります。ま

た，更新拒絶を法的に無効として被保護者が住居明渡を拒否し，訴訟

に至った場合でも，更新拒否を正当化するための立退料支払いを内容

とする和解が成立すればこれをもって転居に伴う敷金等が賄えること
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があります。そうなれば転居に伴う住宅扶助費の加算も不要，もしく

は相当程度抑制できたはずです。 

他方，裁判で更新拒絶が法的に許容されず，契約が更新されたとし

ても，家賃の増額請求それ自体が法的に許容されるかどうかはまた別

問題です。 

これについても，当事者間の協議が整わなければ最終的には裁判で

決着をつけることになります。その間借家人である被保護者は従前の

賃料を家主に支払う，家主がその受領を拒否するなら供託する，とい

う対応をとることになります。 

いずれにせよ，裁判で被保護者に対して，住居からの立ち退きを命

ずる判決が出されるか，若しくは賃料増額を許容する判決が出される

かした場合，そのことによって被保護者が支出を余儀なくされること

となった住居費については，問答集「問７－98 明渡請求に応じない

場合の住宅扶助」に示された見解に従って処理すればよいことになり

ます。 

本事例では，このような判断によらず，家主から言い渡された，賃

料増額に応じない場合の更新拒絶を法的に有効と判断し，転居が承認

されています。 

しかし，そもそもこの法的判断の前提となる事実関係が十分に把握

されていたのかどうか，借地借家法の解釈と本事例への当てはめが正

確になされていたのかどうか，結果的に不必要な住宅扶助費支給とな

ったのではないか，疑問が残ります。 

もちろん，法的判断の前提となる事実関係の把握や，借地借家法の

解釈と事例への当てはめなどは，法律の専門家でないケースワーカー

にとって多くの場合困難を伴うことでしょう。そうであれば，このよ

うに法律問題が絡むケースについては，前にお話しした「法テラス」

の無料相談や法律扶助を使った法的対応へと被保護者を誘導すること

が望まれます。そのためにも，ケースワーカーに対し，「法テラス」の

各種制度を周知することが望まれます（３Ｅの観点からする意見）。 

 

② 被保護者からケースワーカーに対する苦情への対応 

   

 ア 調査・分析の対象となった事実 

ケース記録に現れた事実関係に若干の修正を加えたものを以下に記

します。 

             記 
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平成 28 年４月 20 日，被保護者から福祉事務所係長宛てに手紙が届

く。内容は，「本日担当のケースワーカーに電話をしたところ，初めか

ら喧嘩口調での対応を受け，大変気分が悪くなりました。わずか数分

の会話で最初は怒りでしたが，だんだんおびえ，脅迫された気分です。」，

というもの。 

平成 28 年４月 24 日，本件担当ケースワーカーから被保護者宛て通

知文。内容は，「４月 20 日の電話による対応を受け，大変気分が悪く

なったということですが，あなたには生活保護を受ける権利があると

同時に守らなければならない義務があります。あなたに毎月遅滞なく

支給されている保護費は公費で賄われています。生活保護費の適正な

運営に当たって，ご存知のとおり，あなたには返還すべき生活保護費

が別紙のとおりあります。早急にお支払いすることをお願いします。」，

というもの。 

平成 28 年６月 10 日，被保護者が福祉課に来所。係長が対応。被保

護者は「電話で話した際，いろいろときつく言われてしまい，それが

怖くて担当と話すことができない。」と相談。係長からは，「担当の言

い方がきつかった点については注意しておく。」と伝えた。 

以上について，係長から被保護者に対して詳しい事情聴取がなされ

た形跡も，担当ケースワーカーの弁明を聴取した形跡も，本件につい

てケース診断会議が開催された形跡も，いずれもケース記録からは窺

われない。 

 

イ 適用される規範 

本件のように被保護者から担当ケースワーカーに対する苦情が申し

立てられたケースの対応について，事前防止策含め関係法令，通知に

直接触れられたものは見当たりませんでした。 

その上で，監査人がこの点について参考となる記載を以下に引用し，

これを適用される規範と位置付けることとしました。 

「生活保護の態度」（生活保護手帳巻頭） 

 生活保護業務に従事される各位におかれては，保護の実施要領等を骨

とし，これに肉をつけ，血を通わせ，あたたかい配慮のもとに生きた生

活保護行政を行うよう，特に次の諸点に留意のうえ，実施されることを

期待するものである。 

１～３ 略 

４ 被保護者の立場を理解し，そのよき相談相手となるようにつとめ

ること。 
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 生活保護は，被保護者の自立助長を図ることをあわせ目的とする

ものである。被保護者の個々についてその性格や環境を把握理解

し，それに応じた積極的な援助をたゆまず行うようつとめること。

 ５ 以下略 

 

○「生活保護法施行事務監査の実施について」（平成 12 年 10 月 25 日社

援第 2393 号 厚生省社会・援護局長通知 第 14 次改正 平成 29 年

３月 29 日社援発 0329 第 46 号） 

 （別紙）生活保護施行事務監査事項 

主 眼 事 項

  

    着    眼    点 

１～４ 略       略 

５ 組織的な運営

管理の推進 

（１）計画的な運営

管理の促進 

 

 

 

 

 

 

（２）査察指導機能

の充実 

１～３ 略 

４ ケース診断会議の活用状況 

（１）援助困難ケースに対する援助方針の

策定，法第 63 条の一部返還免除，法第

78 条の適用，新規開始及び廃止決定，

暴力団員への保護の適用，自動車の保有

可否の決定，法第 27 条による指導指示

をする場合等においては，ケース診断会

議に諮るなど速やかな組織的判断が行

われているか。―以下略― 

１～３ 略 

４ 援助困難ケースへの対応 

（１）援助困難ケースに対する指導援助は，

担当者任せとなっていないか。 

（２）援助困難ケースについては，査察指導

員が同行訪問を行う等により，その実態

を把握し，適切な援助を行うよう指導さ

れているか。 

（３）必要に応じ，関係者にケース診断会議

等への参加又はケースへの同行訪問を

要請しているか。 
 

 

ウ 合規性判断 

本事例にはいくつかの問題点が含まれています。 
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最終的に問われるべきは，被保護者の苦情申し立てにあるような

「喧嘩口調」，「脅迫」といった事実関係が果たして存在したのかどう

か，という点です。このような事実が存在していたのであれば，生活

保護手帳巻頭にあるような「あたたかい配慮」や「保護者の立場を理

解し，そのよき相談相手となるようにつとめる」という姿勢が担当ケ

ースワーカーには欠けていたことになります。 

しかし，ここにたどり着くまでには事実関係の確定手続が必要です。

本事例では，それがなされていません。被保護者からの苦情申し立て

を受けたのちに，上司，具体的には係長が被保護者自身から詳しい事

情聴取をすることも，担当ケースワーカーから弁明を聴取することも

なされていません。さらに言えば，苦情申立ての宛先は福祉事務所係

長であるにもかかわらず，担当ケースワーカーが直接被保護者に通知

を出し，しかもその通知内容が被保護者の苦情申立てと必ずしもかみ

合っていません。そうしてその後に係長が被保護者に対し直接「善処」

的な発言をする，という経過をたどりました。 

この経過を一つ一つ詳しく見てゆきます。まず，被保護者からの苦

情申立ては，「喧嘩口調」，「脅迫」，というものですが，そこには担当

ケースワーカーの「具体的な発言」が全く指摘されていません。この

ような場合，「具体的にはどのような発言があったのですか？」と聞

いていくと，相手方が口ごもってしまい，「そういわれると・・・。私

の感じ方の問題だったかもしれません」で終わるケースがままあるこ

とは，監査人が弁護士として法廷での証人尋問などで経験しています。 

つまり，被保護者から詳しく事情を聴くことで，「喧嘩口調」，「脅迫」

に該当するような事実関係がなかったことが確認できたかもしれな

いのです。そうなっていれば本件苦情申立てはそこで終了です。 

次に，被保護者に対する詳しい事情聴取の結果「喧嘩口調」，「脅迫」

に該当するような事実関係が浮き上がってくれば，今度はその事実関

係を担当ケースワーカーに質し，その存否について本人の弁明を聴取

しなければなりません。その結果，本人がこれを否定し，その弁明に

具体性，合理性が認められれば，「組織として」そのような事実関係

はなかった，という判断をしてその旨を被保護者に伝えなければなり

ません。本件では，担当ケースワーカーの弁明を聞くこともなく，被

保護者に対し係長が「担当の言い方がきつかった点については注意し

ておく」と伝えています。担当ケースワーカーとして「喧嘩口調」，

「脅迫」と言われるような言動に心当たりがなかったとすれば，この

係長の言動は組織の後ろ盾をなくしてしまうものであり，本人を孤立
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させてしまいます。 

さらに，担当ケースワーカーが被保護者に宛てて出した通知は，「喧

嘩口調」，「脅迫」との指摘に対してこれを認めることも否定すること

もせず，いきなり被保護者の義務の話を持ち出す，というものであり，

苦情に対応していません。担当ケースワーカーとして「喧嘩口調」，

「脅迫」に心当たりがあればまずは謝罪すべきであるし，それが事実

無根であればこれを否定して毅然たる態度を示すべきです。そうして

そののちに被保護者の義務に話を展開させるべきです。 

いずれにせよ本件対応の最も大きな問題点は，係長という上司に苦

情申立てがなされたのにこれを組織として取り上げず，事実関係を精

査せず，担当ケースワーカーと係長とが別々に異なる対応をしている，

ということです。まさに生活保護施行事務監査事項において指摘され

ているように，「援助困難ケース」と位置付けてこれを「担当者任せ」

とせず，「ケース診断会議」を開催して担当ケースワーカーを「参加」

させて「組織的判断」をすべき事案であったと思います。今後被保護

者から担当のケースワーカーに対する苦情申し立てがなされた場合

には，まずはケースワーカーと係長とで情報共有，意見交換し，必要

に応じてケース診断会議等を開催するなどして，組織的判断がなされ

るべきです（合規性の観点からする指摘）。 

では，「組織的判断」とは具体的にどのようになされるべきか。 

この点は，ここまで述べたところを整理すると，「外部から苦情申立

てがなされたときはその苦情申立てに係る事実関係の存否を確認し，

これが存在すると判断したときは謝罪含め早急に善処する。存在しな

いと判断したときは苦情申立てに対し要求拒絶等毅然とした態度を

示す。」，ということになるかと思います。これは，監査人がこれまで

弁護士として顧問先企業から顧客クレーム対応について相談を受け

てきた中で繰り返しアドバイスし無事解決してきた経験に基づくも

のです。言われてみれば極めてシンプルですが，「シンプルイズベス

ト」です。   

これは監査の守備範囲を超えるものですが，国の通知集などに追加

されてはどうでしょうか。 

 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

福祉三課では，ケースワーカーの業務を側面から支援するための仕組み

を次の（１）から（10）のとおり設けています。 

これらは，国民の生存権を保障するケースワーカーの業務を効率性，経
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済性及び有効性（３Ｅ）を持ったものとする目的で設けられているもので

すので，現実にその目的に沿った運用となっているのか，問題が生じてい

ないか，問題が生じているとすればその原因と改善策につき，調査をしま

した。 

具体的な調査方法は，（１）については，このあと「４ ケースワーカー

の業務改善と労務改善」の項目で触れる，ケースワーカー80 人に対する面

接調査での聞き取り，（２）から（10）については，各担当非常勤職員の中

からそれぞれ１人ずつ市が選抜した職員に事前調査票を交付した上，後日，

外部監査人室において，監査人及び監査補助者２人（合計３人）による同

職員に対する面接調査を実施しました。面接時間はそれぞれ概ね 30 分な

いし１時間程度でした。質問及び聴取内容は，後記（２）ないし（10）に

記載したとおりです。 

 

（１）生活保護システム関係（福祉企画担当） 

① 調査内容 

生活保護システムについては，ケースワーカーに対する面接調査でそ

の使い勝手を聞いてみました。 

② 調査結果 

聞かれた声は次のとおりです。 

    ア システムの立ち上がりが遅い，入力反応に時間がかかる。電算処理

速度が上がれば業務時間は減る。 

イ 生活保護システム導入以前に開始決定のあった継続案件の定期的

要否判定は今でも手計算したものをワード入力するしかない。シス

テム導入後に開始決定のあった継続案件及び新規案件については計

算ソフトが使えるが，印刷ができない。この点改善されたい。 

③ 監査人の意見 

     システムの反応速度をどのように感じるかについては個人差があり

ますが，「遅い」という声は複数ありました。 

 また，要否判定が未だに手計算という状況は時代に即したものでな

く，業務処理の遅滞をもたらすばかりか，計算ミスも懸念されます。 

 以上のことから，生活保護システムの入替えの際には，以上の２点

の改善を検討いただきたい（３Ｅの観点からする意見）。 

 

（２）生活保護相談員（面接相談員） 

① 調査内容 

ア 具体的な業務内容はどのようなものか（初回相談や新規申請受付
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（以下合わせて初回相談という。）においてどのようなことをしてい

るか）。 

イ 初回相談の際の平均相談時間は何時間程度か。 

ウ 初回相談の際に心がけていることはどのようなことか。 

エ 業務を通じて身の危険を感じたことがあるか。あるとすれば，どの

ような場面で身の危険を感じたか。そのような場面に出くわさないた

めに必要と思う支援についてどのように考えているか。 

オ 相談者と接する中で対応に困った経験はあるか。あるとすれば，特

にどのような事案で対応に困ることが多いか。 

カ 業務を通じて精神的負担を感じることはあるか。あるとすれば，ど

のような場面で精神的負担を感じるか。 

キ 現在の職場環境の中で改善を望む点はあるか。あるとすれば，それ

はどのような点か。 

② 調査結果 

ア ①アの調査事項（初回相談時の対応）について 

福祉課に対する相談を希望する者が来所した場合，受付カウンター

で臨時職員がその者に受付票を渡し，必要事項を入力して生活保護相

談員に渡し，相談者をブースに案内します。 

生活保護相談員は，相談者の相談したい事柄を聴取し，生活保護の

申請意思があれば申請書を交付します。このとき，他の制度で生活保

護制度の利用よりも優先すべきもの（雇用保険，生活困窮者自立支援

事業等）があれば，その制度を案内します。 

生活保護制度の説明が必要な場合はリーフレットに即した説明をし

ます。しかし実際には，制度一般の説明を求めるよりも，自分自身が

直面している具体的な問題の解決策や疑問（車を持ってはいけないの

か，稼働収入を得たら保護停廃止又は保護費減額となるのか，自宅を

処分しなければならないのか等）を強く訴える相談者が多く来所して

います。 

相談者が生活保護の受給申請をすることを決意してから相談に来て

いた場合は，初回の来所相談時に申請に至ることが多いものの，具体

的な目的を有さず漠然とした不安を抱えて来所し相談した上，いった

ん帰宅して家族等と相談したい，と述べて申請まで至らない場合も少

なくありません。 

イ ①イの調査事項（初回相談の平均相談時間）について 

30 分ないし３時間程度の幅があります。申請まで至った場合は，最

低でも２時間程度はかかります。 
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ウ ①ウの調査事項（初回相談時の心がけ）について 

生活保護相談員は，相談者が内容や程度の差はあれ，不安な気持ち

を抱えて来所していること，国民一般に生活保護に対するネガティヴ

な印象を持つ人も少なくないことを踏まえ，相談者がその不安を少し

でも解消できるよう，穏やかで丁寧な説明に努めています。 

エ ①エの調査事項（身の危険）について 

（ア）粗暴な言動のある相談者なのかにつき，事前に情報が得られない

場合がほとんどであるので，誰が相談者であっても一定の不安を感

じています。特に女性職員が男性相談者に対応するときは，一般的

に相談者の方が体格や腕力の面で職員を上回るため，職員は少なか

らぬ恐怖感を感じています。 

実際に相談者の中には，職員を怒鳴りつける人は珍しくありませ 

ん。女性職員は相談者から体を触られる等のセクシュアルハラスメ 

ントの被害にも頻繁に遭っています。職員は，軽微とは言えない被 

害に遭った場合は上司に報告したり，その他現段階でとり得る対応 

をしているとのことです。 

ブースに入る人に制限はしておらず，基本的には同行した人は誰 

でも同席を許しています。同席を許す前には，職員が「立ち入った 

ことを聞きますが，よいですか。」とのみ，相談者本人に確認して 

います。 

（イ）危険回避の工夫としては，机の下等に緊急時のボタンを設置して

ほしいとの意見がありました。 

また，生活保護相談員は相談ブースそのものが自分の机であり，

基本的にはそのブースから動かないため，周りの職員には，外見上，

生活保護相談員が相談者に対応中であるのかそうでないのかが分

かりにくく，注意や配慮がしにくいとの問題点の指摘がありました。

生活保護相談員の席が各ブース内に１人分ずつ配置された席に指

定されていることが，生活保護相談員が他の職員に支援を要請する

ことを阻害し，心理的な孤立感を感じる一因となっているとの指摘

もありました。 

オ ①オの調査事項（対応に困った経験）について 

相談者が，生活保護を受給した場合は自動車の保有が認められない

と思われるのに，当該相談者がどうしても自動車を保有しながら生活

保護を受給したいと述べる場合，生命保険契約の解約を指導した（最

低生活費の３か月分以上の返戻金があれば解約する必要がある。）にも

関わらず，いったん解約すると入り直すのは大変である等と述べて抵
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抗する場合，世帯認定に対する認識の食い違い（一緒に住んでいるが

財布が違うので私だけ受給したい等と述べる場合）を解消することが

できない場合等があります。そのような場合，職員は分かりやすい説

明を尽くしたうえで，理解が得られない場合は上司（係長級以上の職

員）に同席を求め，同職員に改めて説明させています。 

カ ①カの調査事項（精神的負担）について 

生活保護相談員に対する指導を担う係長級以上の職員に病休や人事

異動が頻発したことがあったため，相談者の相談等に即答できないこ

とが頻発したことを精神的な負担と感じた旨の話がありました。 

生活保護相談員は，初対面の多くの相談者に対応しなければならず，

対応には多くの知識を要求されるところ，日々生活保護手帳等で勉強

し技術の向上に努めています。 

キ ①キの調査事項（職場環境の改善希望）について 

上記カで述べたような，生活保護相談員の指導を担う係長級以上の

職員の多くが不在となるような状況が発生しないようにしてほしい，

自席が独立性のあるブース内に配置されているが，他の職員の机との

間に仕切りのない，一体性のある座席配置（他の職員の席とともにい

わゆる「島」を形成する座席配置）とし，相談時のみブースに入れば

よいようにしてほしい，との要望がありました。このうち，座席配置

については，新庁舎建設に伴い，検討課題に挙げられているとのこと

でした。 

ク その他 

（ア）生活保護相談員には現在４人の職員が配置されています。社会福

祉士の有資格者又は３年以上の相談業務の経験を持つ者が採用さ

れています。 

職員の中には，週５日勤務で就業時間が午後３時 45 分までの者と，

週４日勤務で就業時間が午後５時 15 分までの者がいます。 

（イ）職員は多いときは１人１日当たり 10 人以上の初回相談をこなし

ています。特に年末は至急，生活保護を受給したい旨の相談が多く

寄せられています。 

③ 監査人の指摘及び意見 

生活保護相談員は，他の職員の目が届きにくい半個室のようなブース

内で，面識のない相談者に対し至近距離で相談業務に当たっており，し

ばしば体を触られる等の性暴力や怒鳴られる等の精神的暴力にさらさ

れている実情が分かりました。このような業務環境を放置することは，

生活保護相談員の意欲を低下させたり，事務処理の効率性を低下させる
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結果にもつながりうることは明らかと言えます。 

したがって，この業務環境は至急改善する必要があります。 

具体的には，可能な限り，複数の職員で相談業務に当たることが望ま

れるとともに（合規性の観点からする意見），上記②エⅱ及びキに記載し

たように，緊急時通報ボタンの設置や座席配置の改善，相談ブースと執

務室との間には，他の職員側から相談ブース内の状況を視認できる（た

だし相談者側からは他の職員の執務状況は視認できないようにできる

もの）材質の窓を設置すること等の方法により生活保護相談員の安全確

保を図るべきです（合規性の観点からする指摘）。 

 

（３）生活保護事務支援員  

① 調査内容 

ア 具体的な業務内容はどのようなものか。 

イ その支援はどのようにケースワーカー業務の負担軽減につながっ

ているか。 

ウ ケースワーカーの職務との差異はあるか。あるとすれば，どの部分

か。 

エ どのようなケースが割り当てられているか。 

オ ケースワーカーからケースを引き継ぐ場合，その引き継ぎは，どの

ような方法で行っているか。 

カ 生活保護事務支援員となるに当たり，どのような研修を受けたか。 

② 調査結果 

ア ①アの調査事項（業務内容）について 

生活保護事務支援員である職員は，単身の高齢者世帯で，ケース格

付が「Ｄ」となっている世帯のケースワーク業務を行っています。年

金の請求等が終わった段階で，当該世帯を割り当てられることが多い

ものの，担当世帯数は面接調査対象となった職員の場合 110 世帯と，

ケースワーカーと同程度の世帯数を担当しています。 

ケースワーク業務の内容はケースワーカーと概ね同様ですが，高齢

者世帯を担当するため，就労支援や就学支援をすることはありません。

担当していた世帯に子どもが編入してきた場合は，その世帯のケース

ワークはケースワーカーに引き継ぎます。 

イ ①イの調査事項（ケースワーカー業務の負担軽減との関連性）につ

いて 

上記アに記載したとおり，単身高齢者でケース格付が「Ｄ」である

世帯のケースワーク業務を担当し，職員１人当たりの担当世帯数も業
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務内容もケースワーカーと同程度の業務を担っていることから，生活

保護事務支援員の業務はケースワーカー業務の負担軽減に直結するも

のと評価できます。 

ウ ①ウの調査事項（ケースワーカーの職務との差異）について 

上記アに記載したとおり，単身の高齢者世帯でケース格付が「Ｄ」

の世帯のみ担当するため，就労や就学促進を担当することはありませ

ん。また，原則として時間外勤務はしないようにしています。例外的

に緊急事態への対応が必要となり時間外勤務をするときは，後日，何

日かに分けて振替休暇を取得しています。週５日勤務しており，就業

時間は午前９時 00 分～午後３時 45 分です。 

エ ①エの調査事項（割り当てられるケースの類型）について 

上記アで述べたとおり，単身の高齢者世帯で，ケース格付が「Ｄ」

となっている世帯が割り当てられます。特に世帯に留意すべき問題は

ないという説明を受けて引継ぎを受けますが，受給者は高齢者である

ので，実際には認知症を患っていたり体調が急激に悪化したりするこ

とも少なくはありません。必要があればケース格付の変更がされるこ

とはありますが，年度途中での変更はあまり例がありません。金銭面

でトラブルが多い等の場合は職員に引継ぐこともあります。 

オ ①オの調査事項（ケースワーカーからの引継ぎ）について 

引き継ぐ元の職員は同じ係にいるため，割当後もケースワーク業務

を進めながら適宜引継ぎがされています。 

カ ①カの調査事項（研修）について 

職員は，新規採用職員らとともに研修を受講しています。 

キ その他 

（ア）生活保護事務支援員は平成 20 年に最初に配置され，同年４人が採

用されました。以降も採用があり，現在は 13 人の職員が 13 ある係

に１人ずつ配置されています。職員は２年に１度配置換えがありま

す。 

任期は１年であり，職員が希望すれば更新が可能です。社会保険

には加入しており，昇給，退職金，ボーナスはありません。当初，有

給休暇が年間 10 日しか認められませんでしたが，労働組合が交渉し

た結果，現在は有給休暇・夏季休暇ともに年間 20 日まで（契約年数

による。）認められています。しかし，現在も，正職員に認められて

いる介護休暇，育児休暇及び病気休暇は認められていません。 

（イ）夕方の時間帯に担当受給者の容体急変の連絡を受けた場合は係長

か同じ係の正規職員が担当することになります。また，生活保護費
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を返還するよう伝えると感情を悪化させる受給者もいるものの，そ

のような場合は係長とともに家庭訪問する等の工夫をしています。 

（ウ）職員によると，人間関係が良好で環境的には働きやすい職場とい

う印象を持っていますが，物理的には執務スペースを狭く感じると

のことでした。 

また，ケースワーカーのように地区担当制ではなく，「高齢者Ｄ」

世帯担当制であるため，対象世帯が複数地区に分散する結果，家庭

訪問時の移動（自転車を利用している。）には負担を感じるとのこ

とでした。 

③ 監査人の意見 

生活保護事務支援員は，就労促進や就学促進をしないこと以外はケー

スワーカーとほぼ同様の業務を担っていること，担当世帯数はケースワ

ーカーと同等であること等から，生活保護行政の中で，その業務はケー

スワーカーの業務そのものに匹敵する重要な位置を占めています。 

しかしながら，家庭訪問先への移動にはケースワーカー以上に時間を

要しているとみられる一方，ケースワーカーとは待遇に差があること等

が職員の意欲に影響を与える可能性もあります。 

したがって，監査人としては，家庭訪問の効率性に配慮した世帯の割

り当てのあり方を検討することや待遇面におけるケースワーカーとの

間の不合理な格差の有無を検証しその解消を図ることが望ましいと考

えます（３Ｅの観点からする意見）。 

 

（４）暴力行為等対策員 

① 調査内容 

ア ケースワーカーらによる対応に加えて暴力行為等対策員が被保護

者と対応するのはどのような場面においてか。 

イ 実際にトラブルが生じた場合の対応方法はどのようなものか。 

ウ 警察に通報するのはどのようなケースか。実際に警察に通報した事

例はどのような事案であったか。 

② 調査結果 

ア ①アの調査事項（被保護者に対応する場面）について 

暴力行為等対策員の職員によると，対応を求められる場面における

対象者（相談者等の来所者又は受給者）の中には，精神症状によって

不穏状態に陥っている（疑いを含む。）人，元暴力団員等が含まれると

のことです。 

職員は，２か月に１回程度の頻度で，上記のような人が居住又は出
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入りする世帯へのケースワーカーの家庭訪問に同行します。また，受

給者が精神科の医療機関に措置入院又は任意入院となった際，警察及

び保健所職員らとともに入院に立ち会います。 

刑事裁判を傍聴することも業務として行っています。その準備とし

て，毎日午前９時に高知地方裁判所に行き，開廷表で被告人の氏名を

メモした後，登庁して生活保護システムで氏名を検索照合し，保護受

給者に該当すれば担当ケースワーカーに報告して，そのケースワーカ

ーの都合が付けば一緒に，都合が付かなければ１人で傍聴をするなど

しています。 

他の職員は刑事司法についての知識が不足しているため，刑事手続

について教示することもあります。受給者が逮捕・勾留されると警察

から福祉事務所宛てに捜査関係事項照会書が届くことが多いところ，

その場合は職員が警察に問合せて勾留するか在宅で捜査するかを確認

します。逮捕されたことは新聞で知ることもあります。また，受給者

の居住するアパートの家主から「最近受給者を見かけない。」「前に警

察が来ていた。」等と情報提供があることもあります。 

県外から来た相談者を居住地へ送り返すことも担当業務であり，バ

ス停や高知駅まで同行して送り，切符を買って渡し，改札口を通らせ

ます。バスを利用する場合は乗車した様子まで確認し，列車を利用す

る場合は改札口を通過するところまで見届けています。 

イ ①イの調査事項（トラブル発生時の対応方法）について 

トラブル発生時の職員の対応方法は，まず，ブース等から来所者の

大声が聞こえたらすぐに駆けつけます。来所者や家庭訪問の相手が物

を壊したり，激昂し立ち上がったときはまずなだめて落ち着かせよう

とします。対応する相手の中には，タバコを吸いながら近づいてきて

煙を顔に吹きかける人，訪問先自宅前などで最初から仁王立ちの人，

ゴルフクラブを振りかざして威嚇する人等もいますが，それぞれの場

面に応じ臨機応変に対応を考え，できるだけ相手が粗暴な行為に及ば

ないよう抑止し，対応する福祉事務所職員の身の安全を図るようにし

ています。  

応援が必要であれば総務課行政暴力担当を呼ぶこともあり，実際に

粗暴な行為に及んだ場合は相手を羽交い絞めにしたり逮捕術を用いて

机に伏せさせた上，警察に通報することもあります。 

ウ ①ウの調査事項（警察に通報した例）について 

概ね，２か月に１回程度は警察に通報する事案が発生しています。

庁舎内で消火器を撒いた事案，終業時刻である午後５時 15 分を過ぎて
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も退庁しなかった事案，泥酔している事案等があります。 

エ その他 

暴力行為等対策員は１人配置され，これまでいずれも，高知県警の

元警察官の中から刑事課の経験者で暴力団員に接した経験が豊富な人

が採用されてきました。 

週５日勤務で，午前９時 00 分から午後３時 45 分までが就業時間で

す。 

職員によると，職員はケースワーカーらに対し，「家庭訪問への同行

ならいつでも行く。」と声をかけているものの，ケースワーカーは遠慮

してかあまり暴力行為等対策員に協力を求めないとのことです。 

職員としては，家庭訪問は原則として複数人で行うべきと考えてお

り，受給者らの犯罪行為を現認した場合でも，ケースワーカーには通

報しにくい心情もあるようだが，まず毅然とした対応をし，その上で

信頼関係を築くべきではないかと考える，とのことでした。 

③ 監査人の指摘及び意見 

福祉事務所の職員がしばしば暴力又は暴力的言動にさらされている

ことは既に指摘したとおりですが，暴力行為等対策員への調査結果から，

相談者や受給者の粗暴な言動の抑止と福祉事務所職員の安全の確保が

生活保護行政上重要かつ深刻な課題であることがより明らかとなりま

した。 

相談者及び受給者の粗暴な言動は，単に職員の生命身体を危険にさら

すことになるのみならず，場合によっては職員に対して違法・不当な要

求を受け入れさせる危険性もあります。 

そのためには，暴力行為等対策員が問題発生時に即応できる体制が必

要ですが，担当員は１人であるため，この担当員が休暇，入院同行，家

庭訪問同行等で福祉事務所を不在にすると即応できません。そのような

空白の時間帯をなくすためにも暴力行為等対策員の増員措置をとるべ

きです（合規性の観点からする指摘）。 

また，このことと併せて，福祉事務所は，職員らの安全確保と不当要

求の抑止を個々の職員の創意工夫や使命感のみに任せるのではなく，家

庭訪問や相談対応は可能な限り複数の職員により行うことを職員に指

示する等組織的な対策を検討することが望まれます（合規性の観点から

する意見）。 

 

（５）就労促進員 

① 調査内容 
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ア 具体的な業務内容はどのようなものか。 

イ 現在担当している要保護者数（就労促進員全員の担当合計数）は何

人か。 

ウ 就労支援を行う中で難しさを感じるのはどのような場面か。 

エ 就労支援プログラムとはどのようなものか。 

オ 就労支援プログラムを組む上で工夫している点は何か。 

カ 現在の就労支援プログラムの改善点はどのような内容か。 

② 調査結果 

ア ①アの調査事項（業務内容）について 

対象者を仕事につなげるための支援を業務内容としており，支援の

方法は対象者ごとに異なります。目指す収入額やその他の目標はそれ

ぞれ異なり，職員はそれぞれの対象者の適職に就けるように最善を尽

くしています。 

平成 26 年からは公共職業安定所との連携も本格的に行われるよう

になり，対象者に同行して窓口に行くこともありますが，対象者が連

絡もなく待ち合わせ場所に来ないといった事態も珍しくありません。 

通常は高知市本町５丁目１番 12 号高知ＳＴビル３階にある「高知市

福祉事務所就労支援窓口（ハローワーク高知）」に同行しますが，大津

周辺に在住する人の他，服役経験のある人及び障害のある人は，大津

にある公共職業安定所に同行し求職活動を支援します。大津の公共職

業安定所の求人はそのような一般に求職活動に困難な問題を抱えた人

にも開かれているからです。 

本人の希望に応じて介護，電気等の職業訓練につなぐこともありま

す。求職者支援訓練を受けた場合，月額 10 万円が支給されます（ただ

し収入認定される。）。教材代は申請によって生活保護制度で給付され

ます。訓練費の支給のない，かつ費用のかかる他の訓練制度の利用を

勧めることはありません。 

イ ①イの調査事項（担当受給者数）について 

職員１人当たりの担当世帯は 17～18 件であり，就労促進員全体では

140～150 人を担当しています。就労支援プログラムを利用中ではある

が，実際には思うような活動ができていない人もいます。 

以前は支援対象者はもっと多く，最盛期には職員１人当たり 25 人程

度は担当していましたが，年々減少傾向となっています。職員による

と，職員１人当たり 15 世帯程度を担当するなら動きやすい，とのこと

でした。 

ウ ①ウの調査事項（就労支援の難しさ）について 
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就労促進員制度発足（平成 23 年頃）当初は対象者の人数も多く，仕

事に就くのが困難な事情も特にない人が多かったが，今はそのような

阻害要因を持つ対象者が多く，その要因を取り除く，家庭全体をケア

しないといけないケースが多く存在します。また，対象者の中に，徐々

に高齢者・傷病者が増えてきています。 

就労阻害要因とは，例えば自閉症の子を持つ母親等にとっての子ど

もの養育環境も含まれます。子どもを預ける先が確保できず，したが

って母親は働けず，働けない以上は就労支援を終了すべきとも思われ

ますが，母親の社会参加の意欲を継続する趣旨で仕事の話をすること，

聞かせることも有益と思われる場合は，就労支援を継続することもあ

ります。 

支援が難しいケースの場合，精神保健福祉センターや子ども家庭支

援センター等と連携して就労準備（入浴習慣がなく体臭が強いとか歯

磨きの習慣がない等の場合は生活習慣の訓練，歯がない等の場合は治

療を受けさせる，履歴書作りの指導，母子世帯に対する子どもの預け

先探し等）を行うこともあります。 

就労が容易な人はすぐ就労支援を卒業し戻って来ることはない一方，

就労が難しかった人はいったん就職しても比較的すぐに離職し就労支

援プログラムに戻ってくる傾向があります。 

障害や家族等の明確な阻害要因がない場合であっても，意欲喚起が

難しい場合もあります。就労しなくても生活できるため，腰が重く，

社会に出る勇気が持てないという人もいます。職員によると，就労支

援の対象者のうち本当に意欲を持っている人は５分の１程度ではない

かとの印象を持っています。 

例えば，祖父母の代から３代続けて生活保護を受給しているという

場合，孫の世代にとっては，就労せずに生活していくことが日常とな

っているため，そのような孫に就労意欲を持たせることは相当の困難

性があります。 

エ ①エの調査事項（就労支援プログラムの内容）について 

就労支援プログラムの対象者は 15 歳以上です。上記ウで記載したと

おり，働かないことが日常であるとの意識が一旦強固なものとなって

しまうと就労意欲をもつことは困難となるため，就労促進員は，就学

促進員に対して，高校に進学しない子どもをすぐに就労促進員に紹介

するよう促しているとのことでした。 

就労支援プログラムは平成 23 年頃以降作成されるようになり，各プ

ログラムは６か月で一通り終了するようになっています。 
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就労支援プログラムが終了するのは，対象者が就職したとき，病気

になって就労不可能となったとき，高齢となり就労不能となったとき

です。 

就労支援プログラム辞退の申し出があったからといってプログラム

を終了させることはありません。対象者が就労可能であり就労支援プ

ログラムの利用を指導されたにも関わらず，利用を拒否し続ける場合，

最終的には生活保護の受給ができなくなる場合もあるためです。  

一方，受給者が真実は就労の意欲を持っていないのに，就労支援プ

ログラムの利用する旨の意思表示をした場合であっても，プログラム

への参加は認められます。 

オ ①オの調査事項（就労支援プログラムの工夫）について 

対象者の意向をよく聞くことを基本としています。就労に意欲を持

てずこれを回避するために訓練受講を希望する人もいるため，希望者

には無条件に訓練受講を認めるわけではありません。 

必要に応じて，関係機関との連携も積極的に行っています。医療関

係者等は協力的であるものの，ケースワーカーは人数が多く課をまた

いでの連携になってしまう上非常に多忙であるため，十分に円滑に連

携できているとは言えないこともある，との指摘がありました。 

カ ①カの調査事項（就労支援プログラムの改善点）について 

様式等プログラム自体の改善は進んでいます。 

しかし，就労促進員からは，ケースワーカーが対象者を就労促進員

に紹介する前段階での就労活動の動機付けのあり方には改善の余地が

あるのではないか，との指摘がありました。この指摘は，就労に意欲

が見られない対象者に対し，就労促進員が，「このまま就労への活動を

しないと生活保護が打ち切られてしまうかもしれない。」旨伝えたとこ

ろ，「なんでお前に言われないといけないのか。」等と反発された経験

を踏まえたものでした。就労促進員には保護停廃止の権限がないこと

からくる指導の限界であり，この点においてケースワーカーのより積

極的な関与を期待しているとのことです。 

キ その他 

就労促進員が本格的に活動を始めたのは平成 23 年頃であり，現在は

10 人が配置されています。 

就労成功で生活保護廃止に至る人は，平成 29 年は５件であり，この

他に停止状態の人もいます。一方，廃止に至ってもまた離職して生活

保護に戻ってくる人もいます。 

就労促進員は，歯磨きや入浴等基本的な生活習慣の欠如が就労阻害
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要因となっている対象者に対して根気強く訓練をする等尽力していま

す。一方，やりがいについては，「就労した対象者が収入申告を持って

くる度に声をかけてくれると救われる。」旨述べています。 

就労促進員からは，ケースワーカーに対して，特に精神疾患が疑わ

れる受給者の場合，就労の可否を医師に判断してもらってから就労支

援につないでもらいたい，との要望がありました。その理由は，就労

促進員によると，就労促進員の立場では，病識がない対象者に受診を

勧めることができず，やむを得ず，就職活動をさせ，失敗する経験を

させてから受診を促したり，精神保健福祉センターのカウンセリング

で受診を勧めてもらったりした上，受診時に医師から「就労否」と言

ってもらってから福祉作業所につなぐ等，無駄な時間と労力を費やす

結果となるからである，とのことでした。 

就労促進員からは，職場の人間関係は概ね良好で，上司にも同僚ケ

ースワーカーにも恵まれている，との感想も述べられました。 

③ 監査人の意見 

就労促進員において，基本的な生活習慣が身についていない等，就労

阻害要因の解決に時間と労力を要する事案の増加に対応し，可能な限り

就労につなげようとしている現状が分かりました。 

一方，就労促進員からは，就労よりも治療を優先すべき事案が就労促

進対象者として回されて来る事案や，就労意欲の喚起についてケースワ

ーカーのより積極的な関与を求めたい事案がある等の指摘がありまし

た。 

監査人としては，ケースワーカーと就労促進員がより緊密に意思疎通

を図り，各対象者の現状について情報と問題意識を共有し効果的な連携

をする必要があるものと考えます。 

そこで，ケースワーカーが受給者を就労促進員の支援につなぐ際及び

つないだ後，ケースワーカーと就労促進員とが対象受給者についてより

緊密に意思疎通を図り情報と問題意識を共有できる方法を検討するよ

う求めます。具体的には，就労指導への反発が予想される対象受給者に

ついては，就労指導の場に担当ケースワーカーが同席する等して，保護

停廃止権限の側面から就労促進員をバックアップすることが望ましい

と考えます（３Ｅの観点からする意見）。 

 

（６）就学促進員 

① 調査内容 

ア 具体的な業務の内容はどのようなものか。 
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イ 現在，就学促進員全員の担当している対象者合計数は何人か。 

ウ 就学支援をする中で難しさを感じることはあるか。あるとすればど

のような場面か。 

エ 対象者の家族に対しての支援をすることはあるか。あるとすれば，

支援を行う場合の支援内容はどのようなものか。 

② 調査結果 

ア ①アの調査事項（業務内容）について 

中学生の子がいる生活保護受給世帯を支援対象とし，毎年４月に，

対象生徒及びその兄弟に対し高知チャレンジ塾㊟の案内文を送ります。

申込書と返信用封筒を同封してありますので，関心のある保護者から

は申込書が返送されてきます。チャレンジ塾は毎年５月から開催され

ます。 

同塾への参加促進を目的として，対象生徒が在籍する学校への訪問，

保護者に対する電話連絡，家庭訪問，保護者が来庁した際の面談等を

行うこともあります。学校等で子どもとの面談をすることもあります。 

この他，高知チャレンジ塾の会場を訪問することもあります。 

必要に応じて保護者・兄弟への支援も行います。 

子どもの就学意欲を喚起し，就学の機会を確保するため，関係機関

（母子保健課，健康増進課，高知県精神保健福祉センター，補導セン

ター等）と連携し，情報共有もしています。時にはこれら機関ととも

にケースカンファレンスを開催したり，これに参加したりもしていま

す。ケースカンファレンスの開催場所は，学校又は児童自立支援施設

等が多く選ばれます。カンファレンスの開催を呼びかけるのは学校，

子ども家庭支援センター等であることもあれば，就学促進員であるこ

ともあります。関係機関から参加を求められて参加することもあれば，

自ら開催の情報を得て参加することもあります。 

就学支援ケースの記録を作成し，必要事項を記載し，毎月最終週に

その月の分をまとめて担当ケースワーカーに手渡し，決裁に回します。 

就学支援ケース記録については，昨年度分は就学促進員の手元に保

管していますが，それ以前はアクセスに入力されています。 

問題を掘り起こす端緒はケースワーカーが見つける場合もあれば，

就学促進員が見つける場合もあります。 

㊟「高知チャレンジ塾」は，１人ひとりのペースに合わせて学習する学びの場

です。宿題をはじめ，学習でわからないところを明らかにし，学習支援員が丁寧

に個別指導することで，基礎学力の定着を図ります。学習支援員は，退職教員や

地域の方，大学生たちです。市内 10 会場で週２回開かれ，参加は無料です。 
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イ ①イの調査事項（担当対象者数）について 

生活保護世帯の中学生全員（303 人（平成 29 年 12 月現在））が支援

対象者です。職員１人当たりの担当生徒数は 101 人です。全員に対し，

高知チャレンジ塾への勧誘をしています。保護者，兄弟児への支援に

ついては，就学促進員が３人しか配置されておらず実施が困難である

ため，現段階では，まずは中学生を中心に支援し，対象生徒には高校

進学をさせて自立させ，納税者になってもらうことに重心を置いてい

ます。 

現在，303 人の対象生徒のうち，101 人がチャレンジ塾に参加してお

り，残り 202 人は参加していません（ただし，参加していない生徒全

員に何らかの問題があるとまでは認識していません。）。 

ウ ①ウの調査事項（就学支援の難しさ）について 

チャレンジ塾に参加しない生徒の中には，何らかの問題がうかがえ

る生徒もいます。チャレンジ塾への参加促進をしたときに保護者らが

述べた理由をまとめた不参加理由調査（年２回１，３学期終了時に調

査）結果によると，学力が高いから参加する必要がない，部活が忙し

いので参加できない，やる気がない等様々な理由が挙げられています。 

拒否する保護者に対しては，学校の先生から保護者に働きかけをし

てもらう等の対応を取ります。保護者仲間の勧め等で来るようになっ

た子もいます。 

子どもに発達障害や知的障害がうかがわれることもあります。学習

障害が疑われる子がチャレンジ塾に参加している場合，他の生徒らと

同部屋での学習が難しいため，別室で指導することもあります。 

残念ながら，生活保護受給世帯に育った生徒の高校進学率は，生活

力の低さや困窮から，一般家庭の進学率と比べると，高くはありませ

ん。 

平成 23 年度以降，チャレンジ塾に来た生徒のうち，高校に行かなか

った生徒は１～２人しかいません。ただし，進学先の高校も，夜間高

校か通信制高校が多い傾向があります。 

居場所を見つけられない生徒も少なくありません。 

エ ①エの調査事項（家族への支援）について 

保護者の中には，基本的な生活習慣が身に付いていない人もいるた

め，中には朝起きたら顔を洗って歯を磨くことから訓練指導をするこ

ともあります。 

オ その他 

就学促進員制度が導入された平成 23 年に職員２人を採用し，現在は
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３人が配置されています。職員には，教育現場又は子ども支援の現場

経験を有する者，教員免許又は心理に関する免許等の有資格者を採用

しています。 

子どもの健全育成支援を図るため，関係機関とも連携しています。

連携の対象となるケースは不登校や非行が見られるケースや，保護者

からのネグレクトがあるケース，性的虐待等があり母子分離を図る必

要があるケース等であり，児童相談所とも連携しています。 

就学促進員からは，増員があれば，今担っている業務の処理がより

丁寧に出来る，との指摘がありました。就学促進員によると，迅速処

理が求められる重大な問題が発生した場合は，当該ケースへの対応に

専念せざるを得ず，支援を必要としているその他の対象生徒のケアに

手が回らない結果，後者への対応が遅れたり不十分となる現状に問題

を感じている，とのことでした。また，現体制では支援対象とできな

い小学生，高校生も支援の対象とすることができる可能性がある，と

のことでした。 

高知チャレンジ塾は，学校教育課（高知市教育委員会）と福祉管理

課の連携事業として実施しています。 

保護者と子との関係が良好でない世帯については，高知チャレンジ

塾自体が子にとっての居場所となっています。高知チャレンジ塾への

参加申込みは，生活保護受給世帯や低所得者世帯には限られていませ

んが，会場の収容人数に限界があるため，入塾を認める際は低所得者

優先としています。現状では，生活保護世帯・就学援助世帯・一般世

帯それぞれの出身の生徒はチャレンジ塾の塾生のそれぞれ概ね３分の

１ずつを占めています。この世帯３類型によって申込書の提出先は異

なる一方，どの世帯類型でも，親子で塾長の面談を受ける，名札等も

つけない等の待遇に差はないため，生活保護受給世帯出身の生徒であ

ることは，本人が言わない限り周囲には察知されないようになってい

ます。従って，生活保護受給世帯出身の生徒と発覚する等と危惧して

参加を躊躇する生徒がいる可能性は低いと言えます。 

就学促進員は，週４日勤務で，終業時間は午前９時 00 分から午後５

時 15 分です。時間外勤務が発生する場合は，事前に承認を得て振替休

暇で対応しています。 

公休日は３人で別の曜日に指定するようにしており，かつ，週の初

めと終わりは，かかってくる電話も多い等の理由で，３人の職員が全

員揃うようにしています。 

就学促進員からは，関係各機関と緊密な連携をとりつつ支援活動を
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しているものの，その中で，関係各機関に対し，より積極的な対応を

求めたいと思うことがある旨の悩みが聞かれました。具体的には，関

係機関による児童の一時保護のタイミングが適切であったのか，また，

相談者に対し関係機関が同機関の支援対象ではないことは告げている

ものの，適切な相談先の教示が不十分ではないか，等の疑問を感じた

ことがあるとのことでした。 

③ 監査人の意見 

就学促進員の業務には，生活保護受給世帯の子どもの就学及び居場所

づくりを通じて社会参加を促進し，貧困の連鎖を防ぐ意義があります。 

また，就学促進員の支援対象者は直接的には生活保護受給世帯に属す

る中学生ですが，実際には保護者や兄弟姉妹ら世帯員全員にも配慮し対

応し，児童虐待等深刻な問題を抱える世帯については関係機関とも緊密

に連携しなければならず，重要かつ負担の重い業務を担っているものと

分かりました。 

ただ，特に児童虐待や家庭内暴力等深刻な問題を抱える世帯等につい

ては，子どもの社会参加を促し貧困の連鎖を防ぐためには，福祉事務所

職員のみの対応では十分な効果を上げることは困難と言え，関係各機関

それぞれの主体的かつ積極的な対応と緊密な連携が不可欠です。 

監査人としては，この連携のあり方については，改善の余地があると

考えます。具体的には，連携のあり方として，各ケースの現状の把握と

当面の対応についての連絡や協議の場面のみならず，そのように連携し

て対応した各ケースの予後を報告し合い，各機関の対応が適切であった

か否かの事後的な検証（いわゆる「振り返り」）の機会を持つことが望ま

れます（３Ｅの観点からする意見）。そして，その検証を各機関の対応能

力の向上と問題の再発防止につなげるためには，関係各機関の対応の問

題点につきお互いに率直な意見交換をすることが必要ですので，ケース

ワーカーや就学促進員のみの出席で十分な効果が上がらない場合は，検

証の場への管理職の職員の出席も望まれます（３Ｅの観点からする意

見）。 

 

（７）生活保護調査員 

① 調査内容 

ア 具体的な業務の内容はどのようなものか。 

イ 受給権の有無は何を端緒としてどのように確認しているか。 

ウ 裁定請求手続の代行とはどのような業務か。 

エ 被保護者の裁定請求手続の代行は，年に平均何回行うか（全調査員



189 
 

の合計数で）。 

オ ケースワーカーからどのような相談を受けることが多いか。 

② 調査結果 

ア ①アの調査事項（業務内容）について 

当初はリバースモーゲージ㊟を含む資産調査と年金業務を兼務して

いましたが，現在は専ら年金業務を担っています。年金業務の対象と

なる年金には，老齢，障害，遺族，企業の４種類があります。特に障

害年金の請求には時間がかかる（請求してから概ね６か月かかるのが

通常であり，長いときは２年程度かかることもある。）ところ，担当ケ

ースワーカーは２年で担当替えがあるため，引継ぎ等を機にその後の

対応が不十分となってしまう危険性があるので，長期間同じ担当者に

処理を担わせた方が適切であろうという理由で，生活保護調査員に年

金業務を担当させているものです。 

福祉事務所が必要とする年金業務は，社会保険労務士等の外部機関

等に委託することはなく，全て生活保護調査員が行っています。 

また，臨時職員は企業年金についての定型的業務の他，60 歳に到達

した時点での受給権の確認，年間 2,000 人の相談者のうちの新件調査

（いわゆる法第 29 条調査で年金事務所へ依頼したもの）の結果に非常

勤職員が必要な情報を付記したものをケースワーカーに返す等の業務

を担当します。 

㊟リバースモーゲージとは，所有する土地家屋などを担保として金融機関や

自治体から融資を受けて，これを生活資金に充て，その返済は死亡後に担保を処

分して一括してなされるという金融システムです。「リバース」とは「逆の」と

いう意味であり，「モーゲージ」とは「担保」という意味です。これは，通常の

担保（モーゲージ）が住宅などを購入する場合に設定されるのに対し，このシス

テムではすでに購入している住宅などに事後的に担保（モーゲージ）が設定され

るという点で順序が逆（リバース）であることを表現したものです。 

イ ①イの調査事項（受給権の有無を確認する端緒）について 

まず年金機構から借りている端末（ネット端末）で年金番号を入力

し，現状を照会します。老齢年金については，加入月数と，いわゆる

カラ期間㊟の有無を戸籍と照合しながら確認しています。障害年金に

ついては，初診年月日及び初診病院を確認します。その後，初診日以

前１年間の保険料の納付，20 歳から初診日までの納付等の受給条件の

有無を確認します。 

㊟「カラ期間」とは老齢基礎年金などの受給資格期間を見る場合に，期間の計

算には入れるが，年金額には反映されない期間のことで，正式な名称は「合算対



190 
 

象期間」です。 

合算対象期間には，（１）昭和 61（1986）年３月以前に，国民年金に任意加入

できる人が任意加入しなかった期間，（２）平成３（1991）年３月以前に，学生

であるため国民年金に任意加入しなかった期間，（3）昭和 36（1961）年４月以

降海外に住んでいた期間，（１）～（３）のうち，任意加入を行い，保険料が未

納となっている期間などがあります。（いずれも 20 歳以上 60 歳未満の期間） 

 －厚生労働省ホームページよりー 

ウ ①ウの調査事項（裁定請求手続の代行）について 

生活保護調査員の裁定請求手続は，ケースワーカーに依頼されて開

始されます。手続を生活保護調査員に依頼するか，本人にさせるか，

の判断は全てケースワーカーが行います。依頼は年度末に集中的にな

されます。 

依頼の後，請求権者本人から委任を受け，請求手続に着手します。 

裁定請求事務の具体的な内容は難易度の高いものではなく，裁定請

求書（老齢，障害，遺族，企業それぞれ種類がある）及び添付書類を

揃えて請求権者本人に渡し，本人に請求受付窓口へ持って行っていた

だきます。 

裁定を巡って紛争になるケースはあまり多くはなく，障害年金につ

いては，大抵の場合，職員が診断書のみ確認し見通しを立てることが

できます。 

しかし，医師が診断書を書くのには時間がかかり，早くて１か月，

遅くて２年程度かかります。依頼後，医師が診断書を作成するのを待

ち，診断書が届き次第，直ちに申請をしています。本人面談で日常生

活の情報を得，発病から現在までの経歴をまとめて申立書を作成しま

す。申立書の作成にはさほど時間はかかりません。 

エ ①エの調査事項（裁定手続の代行の件数）について 

障害年金については年間約 30 件，老齢年金は年間約 50 件，遺族年

金は年間約 50 件，企業年金は年間約 20 件の裁定手続をしています。 

平成 29 年８月には，年金受給資格を得られる加入月数の制限が「1

20 月」に緩和され，今まで受給権がなかった人 3,000 件のうち，1,00

0 人が 120 月の条件を満たしたことを確認し，そのうち 700 件をこれ

までに処理しました。ただし，残り 2,000 人の中にもいわゆるカラ期

間の調査が必要な人がおり，全てを確認するまでにあと２～３年かか

る見込みです。生活保護調査員としては，その間だけでも１人の増員

配置を希望しているところとのことです。 

オ ①オの調査事項（ケースワーカーから受ける相談）について 
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ケースワーカーからの相談事項は，年金はいつからもらえるのか，

65 歳になったらどうなるのか等の疑問の他，併給の可否，遺族年金受

給の可否等多岐にわたります。 

毎日 10 人以上のケースワーカーの相談に随時対応しており，その結

果，時間ないし労力を費やす割合は相談業務４：書類作成等６の割合

となっています。 

頻度の高い相談事項については，問答集を掲示板に掲載しようと計

画中ですが，時間がなく現段階では未着手であるとのことでした。 

カ その他 

現在は非常勤職員２人と臨時職員１人を配置しています。社会保険

労務士等の有資格者又は５年以上の年金窓口での経験等を持つ人を採

用しています。臨時職員は１年任期で毎年交代があります。 

非常勤職員には週５日勤務で就業時間が午前９時 00 分から午後３

時 45 分までの者と週４日勤務で就業時間が午前９時 00 分から午後５

時 15 分までの者がいます。 

臨時職員の就業時間は週５日勤務で午前８時 30 分から午後５時 15

分までです。 

③ 監査人の意見 

各年金の受給要件を確認し必要に応じて審査請求を支援する業務は，

生活保護費支出の圧縮に直結する重要な業務と言えます。 

生活保護調査員も指摘しているとおり，現在，平成 29 年４月の年金受

給資格の緩和により調査が必要な案件が急増し処理が急がれている状

況にあります。監査人としても，適正な生活保護行政の実施のためには，

できる限り早期に受給者の年金受給資格の有無を確認し年金受給につ

なげることが必要と考えます。 

そこで，本来必要ではない生活保護費の支出が続く事態を早期に終わ

らせるため，上記のように年金制度改正によって必要な確認作業が急増

した場合等には，増員や職員配置・事務分担のあり方の変更等柔軟な対

応をすることが望まれます（３Ｅの観点からする意見）。 

また，ケースワーカーからのよくある質問についてのＦＡＱを作成し

て福祉事務所内に掲示すれば，生活保護調査員がケースワーカーからの

相談に割いている時間を圧縮し調査・裁定という本来業務に注力できる

のですから，上記増員や職員配置などの工夫により，職員が早期にＦＡ

Ｑ作成に着手できる体制を確保することが望まれます（３Ｅの観点から

する意見）。 
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（８）生活保護医療等適正化推進員 

① 調査内容 

ア レセプト点検業務とはどのような業務か 

イ レセプト点検業務の中で一番時間を費やすのはどのような業務か 

ウ 現在利用しているシステムの改善点があれば 

エ 業務効率化のための提案があれば。 

② 調査結果 

ア ①アの調査事項（レセプト点検業務の内容）について 

生活保護医療等適正化推進員の業務はレセプト（保険医療機関が医

療費の保険負担分を請求するために公的機関に送付する診療報酬明細

書）の内容に請求誤りがないかを確認することであり，電子データの

形で送られてきたレセプトをコンピューター画面に映し出して目視で

確認しています。 

目視確認すべきレセプトは高知市の生活保護受給者について発生し

た診療報酬のレセプト全件です。レセプトは患者ごとに，１日当たり

100 人から 150 人分が送付されてきます。 

レセプトは，診療を担当した各医療機関で作成され，まず審査支払

機関（生活保護受給世帯の場合は診療報酬支払基金。以下「基金」と

言います。審査支払機関としては他に高知県国民健康保険団体連合会

もあります。）に送られ，既に１次確認が行われています。１次確認の

際の確認内容は，福祉事務所で行うものと同じです。 

福祉事務所で目視すべきレセプトは，患者１人当たり１枚のレセプ

トで済む場合（外来診療で院内処方の場合，入院のみの場合）もあれ

ば，２枚の場合（外来診療で院外処方の場合）もあります。レセプト

が２枚の場合は医療機関と調剤薬局のレセプトをそれぞれ目視確認し

ます。 

請求が適正か否かは，まず，診療報酬の手引き（以下「手引き」と

言います。）と薬価表（各薬剤の適応症や適正投与量，投与方法，禁忌

等が書かれているもの）に記載された内容と整合するか否かで判断し

ます。例えば湿布が処方されているが，その適応症であるはずの病名

が全く記載されていない場合や，月１回しかされないはずの処置が月

２回されている場合等があれば，適正でない旨の疑義が生じることに

なります。その場合は，次に，上記手引き等と照合した結果は適正と

は判断できないものの，審査支払機関の審議会で医師の裁量の範囲内

の医療行為として許されている場合にあたらないかを確認します。 

基金が適正と判断したものの，福祉事務所が不適正と判断する場合
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もあります。疑義があるものは診療報酬支払基金の審議会に戻し，最

終的には同基金の医師が適否を判断することになります。 

請求の適否を再審査することもあります。再審査は，実質的な内容

を再審査する場合と，資格を再審査する（患者が生活保護受給者であ

るか，氏名・生年月日等と照合するもの）場合があります。内容の再

審査は月当たり約 400 件あり，うち医療機関からの再審査が約 20 件

あります。資格の問題で再審査するものも月当たり数十件はあります。 

イ ①イの調査事項（レセプト点検業務のうち時間を費やすもの）につ

いて 

レセプト確認作業の中で最も時間を費やすのは，コンピュータの画

面を見ながらの作業です。また，レセプトに，あまり目にする機会が

ない病名や処置が記載されてあれば，その内容を手引き等で確認する

必要があるため，より時間を要します。 

その他，手引きの記載とは整合しないものの基金の審議会では医師

の裁量の範囲内として許されている場合にあたらないかどう否かを調

査する場合も，確認作業に時間を要します。医師の裁量の範囲内とし

て許される場合とは，例えば，手引きでは適応症としてＡ病のみ記載

がある薬剤であっても，実際にはＢ病の治療にも効果があるため，医

師の裁量を尊重して，その薬剤をＢ病の治療のため処方した旨の診療

報酬の請求を適正と判断する場合等があります。 

ウ ①ウの調査事項（システムの改善点）について 

レセプトを基金に提出する際，データ上で付箋（返戻付箋）を付け

られるはずであるのに，実際には付けようとしても付けられない，と

いう事態が頻発しています。 

また，ある患者の過去のレセプトの一部を見たいときに，範囲を指

定することができるはずであるのに，実際には範囲の指定が反映され

ず，検索すると全件呼び出されてしまうため，検索結果が表示される

までに時間がかる，という問題があります。 

現行のシステムの不具合については，メーカーに連絡しても十分な

対応はしてもらえないとのことでした。 

エ ①エの調査事項（業務効率化の提案）について 

レセプト確認のための電子システムとしては，高知市福祉事務所で

用いている現行のシステム（厚生労働省が配布したもの）の他に，基

金が利用しているシステムがあります。高知市の医療等適正化推進員

は，作業効率化のため，基金が利用しているシステムの利用を希望し

ています。その理由は，基金のシステムは，現行のシステムとは異な
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り，手引き，薬価表，算定した日等をクリック一つで呼び出すことが

できるため，例えばＡという薬剤の適応症が手引き上，α及びβと記

載されている場合，レセプト上，病名にβが表示されていれば，自動

的に，直ちに適正との判断ができます。もちろん，レセプト上，病名

にγ等と表示されている場合は，自動的に判断はできず，基金の審議

会で医師の裁量の範囲内と認められる場合に当たるか否かの確認が必

要となりますが，頻度の高いα及びβが表示されている場合の適否の

判断が自動化されれば相当の時間と労力が削減でき，自動的に結論が

出せない部分の確認及び検討作業に注力することが可能となるため，

作業全体の効率化が期待できるとのことでした。 

オ その他 

生活保護医療等適正化推進員は，従前は業務委託をしていましたが，

平成 26 年以降は，医療事務の経験者を非常勤職員として採用するよう

になりました。 

現在は５人が配置され，うち１人はケアマネージャーの有資格者で

す。 

ケアマネージャーは，生活保護受給者が介護サービスを利用してい

る場合，そのケアプランの内容を確認し，サービス内容が過剰となっ

ていないか，同程度のサービスを障害福祉サービスで代替できないか

等を確認しています。 

③ 監査人の意見 

生活保護医療等適正化推進員は，医療扶助の適正化に重要な貢献をす

る業務と言えます。しかし，職員がコンピュータの画面上で１日当たり

100 件～150 件の患者について，１～２枚のレセプトの内容を確認し，

手引き等と照合してその適否を判断する負担は軽いものではなく，不適

正な請求の見落とし等の防止ため，事務作業の負担の軽減が課題と言え

ます。 

上記②エで記載した生活保護医療等適正化推進員の指摘のとおり，手

引きや薬価表の内容とレセプトとを照合し適合するものとしないもの

を振り分けることは複雑な判断過程は不要ですので，この部分だけでも

自動化・省力化できれば，職員は他の複雑又は慎重な判断・確認作業を

要する業務に注力することが可能となり，業務全体が効率化し，かつ不

適正な請求の見落としの防止が期待できることとなります。 

そこで，上記業務改善が可能となるような現行システムの改良又はシ

ステムの入れ替えについて，それぞれの費用対効果を検討し，できる限

りの効率化を図ることを求めます。具体的には，基金のシステムの導入
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が望ましいと考えます（３Ｅの観点からする意見）。 

 

（９）生活保護医療相談員 

① 調査事項 

ア 具体的な業務の内容はどのようなものか。 

イ ケースワーカーからどのような相談を受けることが多いか。 

ウ 被保護者の入院や退院に際しての扶養家族との連絡や，医療機関と

の連絡調整を行う中で困難に感じた事例があるか。あるとすれば，そ

の内容はどのようなものであったか。 

② 調査結果 

ア ①アの調査事項（具体的な業務内容）について 

生活保護医療相談員の設置目的は，社会的入院からの退院促進等に

よる医療費の削減です。そのための具体的な業務として，ケースワー

カーからの被保護者の入院に関する相談への対応，入院中の被保護者

の事情に合った退院先を探すこと，被保護者のために活用できる社会

資源の開拓等を行っています。 

業務の中心は，180 日以上の長期入院者で主治医が「退院してもよ

い」と言う人の退院促進ですが，併せて，上記以外の被保護者であっ

ても，ケースワーカーの依頼に応じて，入院先を探すことがあります。 

退院促進の手順（ⅲ）以下は退院できた場合）は，ⅰ）退院促進の

対象者の選抜（260～270 人（180 日以上入院者。半分以上は精神病棟，

残りは医療・療養病棟への入院者）の患者の病名を把握し，各病院に

病状調査を実施したり，要否意見書（主治医と嘱託医の意見両方が付

いているもの）を見て判断する。これ以外に，病院から「退院させた

い」と言ってくる場合もある。180 日以内の患者で，ケースワーカーが

相談してくる場合もある。），ⅱ）病状調査（入院先医療機関に対して

電話でアポイントをとり，入院先に出向いて主治医に面談し，退院で

きる病状か否かを聴取する。担当医師の了承が前提なので，強引な要

求をすることはない。この場面では嘱託医とは関わらない。病棟での

看護師さんや医療ソーシャルワーカーらにも入院者の現状を確認），ⅲ）

主治医から「帰住先があれば退院可」との回答を受領，ⅳ）本人と家

族の承諾を取得（意思の疎通が取れない人は本人には言わない。家族

と連絡が取れれば家族に連絡。意思確認は口頭で行う。），ⅴ）施設入

所が必要な被保護者の場合は退院後の入所先施設を探し，入所申込み

をし，承諾が得られれば退院，というものです。 

なお，生活保護医療相談員の業務は，退院後の帰住先を探すまでで
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あり，その後の支援（介護サービスにつなぐ等）はケースワーカーの

業務内容です。 

イ ①イの調査事項（ケースワーカーからの相談）について 

ケースワーカーからの相談件数は，この半年で５件程度でした。た

だし，ケースワーカーからの相談は「至急，入院先を探してほしい。」

というものなので，負担感としては重い，とのことでした。 

至急の入院相談が発生するのは，介護者が入院した場合，被保護者

が精神症状を悪化させて不穏状態となりトラブルを起こし，賃貸アパ

ートからの退去を求められた場合等があります。 

ウ ①ウの調査事項（困難を感じた例）について 

退院促進の対象者を選抜してから，実際に退院にこぎつけるまでは

２～３年程度かかることも珍しくありません。その理由は，まず，入

院している本人及び家族の説得に時間を要するからであり，次に，退

院後に入所する施設等の承諾を得られるまでに時間を要するからです。 

生活保護医療相談員が業務の中で困難さを感じるのは，本人及び家

族を説得することと，退院後の居場所を確保することです。 

退院促進の対象となる長期入院者にとっては，入院先が自分の居場

所であると考えているため，医療者よりも本人，家族が退院に消極的

である例が多く見られます。特に，精神疾患で例えば 10 年間入院して

いる患者に退院を促すと，患者がそのこと自体に強いストレスと不安

を感じて病状を悪化させてしまい，医療者から「その話はやめてほし

い。」と要望されることもあります。 

入所する施設等を探すこと，施設の承諾を得ることにも時間を要し

ます。患者本人の同意を取り付けた後，次の入所先施設候補を探しま

す。生活保護受給者である長期入院者の中には，家族又は親族との関

係が希薄ないし悪化している人が多く，職員が家族に対し連絡を取り，

退院促進への協力を依頼しても，「（患者とは）関わり合いになりたく

ない。」と拒否される事態が多く発生します。そのようなケースの被保

護者は，入所に際して保証人を必要とする施設には入れませんので，

保証人を不要とする施設の中から，入所先を探さなければならなくな

ります（なお，保証人を付すことを入所の条件とする施設の中にも，

患者に成年後見人がいれば入所を認める対応をする施設も多く存在し

ます。ただし，生活保護費を後見申立て費用として支出することはで

きないため，被保護者について成年後見申立てをすることは事実上不

可能です。なお，高知市では，高齢者支援課が成年後見の市長申立て

を所管していますが，生活保護受給者については市長申立てをしない
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運用となっています。） 

入所先の施設候補が見つかった場合には入所申込みをしますが，申

込んだ後，承諾を得られるまでは，通常数か月間，場合によっては１

年超の時間がかかります。入所先の承諾を待つ間に，患者の容体が急

変し，退院に適さない状態となれば，それ以上は退院促進を進めるこ

とができません。 

エ その他 

生活保護医療相談員は１人が配置されており，医療機関等での医療

相談員の経験者が採用されています。職員が週５日勤務で，就業時間

は午前９時 00 分から午後３時 45 分です。 

退院促進には数値目標は特に設定されておらず，国・県からも指導は

ありませんが，前年中に退院させた人数，効果額を国に報告していま

す。 

平成 24 年以降，特に退院促進に取組，その結果を報告した際は，国

及び県の担当者らから，効果額の大きさを驚かれました。しかし，近

年は，長期入院者自体が減少した上，退院が困難な患者がその多くを

占めるようになってきています。 

平成 29 年６月，健康増進課が，精神障害者の地域移行促進の取組を

開始し，同年 10 月からは，福祉課とも連携するようになりました。 

③ 監査人の意見 

生活保護医療相談員の業務は，医療扶助等の支出削減に貢献するのみ

ならず，長期入院患者の社会参加を促進し，障害者の人権保障，福祉の

向上にも関係する重要な業務であることが分かりました。 

このような重要な意義を持ちかつ負担の重い業務であるにも関わら

ず，現段階では１人の配置にとどまっているとのことですが，監査人と

しては，地域生活が可能な受給者については本人及び家族の不安を取り

除き退院・退所を促進・支援する体制の充実化が必要と考えます。 

そこで，職員の増員，関係各課や関係医療福祉機関との連携関係を構

築する等して退院支援・促進体制の充実化を検討することが望ましいと

考えます（３Ｅの観点からする意見）。 

また，身元保証人が確保できなくても，成年後見人が選任されている

患者であれば受け入れ可能との対応をしている施設があるとのことで

すので，成年後見人選任を通じて受け入れ可能施設を確保し，長期入院

患者の退院を促進することが望まれます（３Ｅの観点からする意見）。そ

のためには，退院可能な長期入院中の生活保護受給者については，市長

による成年後見申立に取り組むことが望まれます。現状これがなされて
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いない背景には，費用対効果という問題意識があるものと推測されます

が，そもそも，成年後見制度は，後見人が，判断能力が不十分な人を支

援することにより，その権利利益を擁護するものですので，生活保護受

給者についても活用の必要があるケースがあることは明らかです。そし

て，長期入院中の生活保護受給者について成年後見人選任を通じた退院

促進が図られるなら，医療扶助費の相当程度の削減も期待できます。そ

こで，監査人としては高知市に対し，この費用対効果を具体的にシミュ

レーションするなどして，退院可能な長期入院中の生活保護者について，

市長による成年後見開始申立てを前向きに検討することを望みます（３

Ｅの観点からする意見）。 

  

（10）生活保護収納管理員 

① 調査内容 

ア 具体的な業務の内容はどのようなものか。 

イ ワーカーズコープの事業の実施状況につきご意見があれば教えて

ください。 

② 調査結果 

ア ①アの調査事項（業務内容）について 

業務内容の一つは，特定非営利活動法人ワーカーズコープ（生活費

を自力で管理することが困難な被保護者について生活費の分割交付等

を行う「金銭管理支援業務」を市が委託している法人。以下「ワーカ

ーズコープ」と言います。）が毎月作成する報告書の内容を閲覧し，金

銭管理支援業務が適正に行われているか否かを確認することです。ワ

ーカーズコープは，約 300 件の金銭管理を行っており，毎月 10 日まで

に，全件について報告書を提出します。生活保護収納管理員は，それ

ら報告書を４，５日間で全て閲覧します。また，金銭管理に関連して，

報告書の確認以外に，各被保護者についてワーカーズコープの金銭管

理を利用開始する際や，金銭管理計画の変更の際にも，担当ケースワ

ーカーからの相談を受けたり，決裁文書に目を通します。 

現在，ワーカーズコープが金銭管理を引き受けている件数が上限に

近いため，新規で利用開始することはあまりありませんが，そのよう

なときでも，ケースワーカーから相談があれば事情を聞いておきます。

その後，ワーカーズコープが引き受けられる状況になれば，被保護者，

担当ケースワーカー，ワーカーズコープの三者で集まり，契約書に署

名することになります。ただし，生活保護収納管理員はその場には立

ち会わないとのことでした。 
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業務内容のもう一つは，被保護者に返還金が発生している場合のう

ち，返還されていない分の督促の補助（督促状の発送及び資料作成等）

をすることです。 

イ ①イの調査事項（ワーカーズコープの事業実施状況）について 

ワーカーズコープの金銭管理支援業務を利用する場合，保護費振込

先の預金口座はワーカーズコープが管理することになります。ワーカ

ーズコープは，支給された保護費の中から，当面必要と思われる金額

を，被保護者が管理する預金口座宛に送金するか，被保護者宛に窓口

で支払います。 

被保護者からは「自分のお金なので，もっと多くの保護費をまとめ

て手渡してほしい。」との要望はあるものの，制度趣旨に照らして全体

として問題はなく，概ね順調に運用されているとのことでした。 

ウ その他 

生活費管理を専門的に担当する職員として１人配置しています。簿

記２級以上の有資格者，金融機関等勤務の経験を有する者が採用され

ています。週５日勤務で，就業時間は午前９時 00 分から午後３時 45

分です。 

配置当初は，被保護者による家賃の不払いが多く発生していたため，

主に家賃支払いの代行を 50 件程度ワーカーズコープに委託していま

した。 

③ 監査人の意見 

金銭管理支援が必要な受給者が 300 件以上も存在し，その支援業務を

委託している以上，委託先である法人の業務内容の適否を確認すること

は必要であり，確認業務を各ケースワーカーで分担することは非効率で

あるため，生活保護収納管理員がまとめてこれを行う必要性は認められ

ます。 

一方，監査人がワーカーズコープの作成する月次報告書を閲覧したと

ころ，ワーカーズコープから福祉事務所に対する要望等が繰り返し記載

されていました。この点につき，監査人が福祉事務所から事情を聞いた

ところ，「要望事項はケースワーカーにも伝達し，可能な限り問題が発生

しないよう，また問題が拡大しないよう協議を重ね対応方法につき合意

している。事態の発生を阻止することはそもそも不可能なものもあり，

継続的に発生するものであるので，合意事項を確認し合うために，備忘

的に，毎月月次報告書に記載してもらうようにしている。同じ内容の要

望が繰り返し記載されているように見えるのは確認事項としての記載

であり，福祉事務所が対応しないため繰り返し要望しているものではな
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い。」とのことでした。 

月次報告書の中に記載されている福祉事務所への要望事項が確認事

項に過ぎず，その旨ワーカーズコープとの間で合意しているのであれば，

ワーカーズコープに対し，確認事項であることが明確になる記載方法を

取るよう指導することが望まれます（３Ｅの観点からする意見）。 

  

（11）高知市金銭管理支援業務受託者（ワーカーズコープ） 

前にお話しした通り，高知市は生活保護受給者で生活費を適正に管理

できずに生活に支障をきたしている者の金銭管理支援業務を実施するこ

とにより，被保護者の安定した生活の維持及び自立の促進を図ることを

目的として，「特定非営利活動法人ワーカーズコープ」へ金銭管理支援業

務を委託しています。 

具体的な委託業務の内容は，高知市とワーカーズコープとの間で取り

交わされた「高知市生活保護受給者金銭管理支援業務委託契約書」の別紙

仕様書に次の通り記載されています。 

     

 

   

この業務委託契約について，①契約締結手続の合規性，②契約履行状 

況の合規性，③契約履行状況の３Ｅ，の３つの観点から監査を実施しま 

したので，以下個別に説明します。 

⑴ 生活保護費，年金，各種手当等の管理 

高知市福祉事務所と連携し，口座振込及び現金支給された生活

保護費，年金及び手当などを管理し，生活費の生活費口座への振

込支給及び事務所，自宅等にて手渡しを行う。 

⑵ 家賃，公共料金等の日常的な債権の支払代行 

  家賃や光熱水費等の支払手続及び支払代行を行う。 

⑶ 預貯金通帳等の預かり等の財産保全 

  預貯金通帳，印鑑，年金証書等財産保全に必要な書類等を施錠

可能な金庫等により保管する。 

⑷ 日常生活費全般の管理（分割払や送金等） 

⑸ 入院・入所者の日常品購入費用の支払代行 

⑹ 金銭管理及び財産管理に伴う各種相談 

  利用者から金銭管理及び財産管理について相談があった場合

にケースワーカー等，福祉事務所と連携し，対象者の相談対応を

行う。 

⑺ 月ごとの業務月報及び対象者ごとの支援業務計画書，業務報告

書，業務出納簿の作成管理    
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① 契約締結手続の合規性 

 

ア 随意契約とすること自体の合規性 

高知市はこの契約の締結先を，競争入札の方法ではなく，随意契約

の一形態である公募型プロポーザル方式により選定することを，平成

28 年４月 20 日に決定しました。委託事業予算額は２年間で 37,611,0

00 円（消費税込み）以内と見込まれました。 

 

 《適用される規範》 

 地方自治法施行令第 167 条の２（随意契約） 

 1 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約に

よることができる場合は，次に掲げる場合とする。 

  二 不動産の買入れ又は借入れ，普通地方公共団体が必要と

する物品の製造，修理，加工又は納入に使用させるため必

要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競

争入札に適しないものをするとき。  

      

（ア）事例・事実〈随意契約（公募型プロポーザル方式）とする理由〉 

公募型プロポーザル方式による理由について平成 28 年４月 20 日

に高知市から示された説明は以下の通りでした。 

本事業における業務内容については価格比較だけでなく，金銭管

理事業に精通した民間事業者からの発想や企画の提案を受け，価格

比較だけではなく，被保護者の安定した生活の維持や，自立促進に

向けたより有効かつ費用対効果の高い内容を認める業者を選定する

ことによって，事業効果を高めるため。 

 

（イ）合規性・３Ｅ判断 

高知市の説明理由自体，その業務の特殊性からして合理的と言え，

これを随意契約の一つである公募型プロポーザル方式によることに

ついては，地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の要件を満

たすものと考えます。 

    

イ 委託先業者選定手続の合規性 

（ア）事例・事実〈選定の経過〉 

高知市は委託先業者選定を公平かつ適正に行うため，「高知市生活
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保護受給者金銭管理支援業務委託プロポーザル審査委員会」を設置

しました。委員会は委員長となる健康福祉部長をはじめとする，福

祉部門管理職６人をもって構成され（「高知市生活保護受給者金銭管

理支援業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱」），この委員会が，

応募者の企画提案書の書面審査及び面接（プレゼンテーション）を

実施し，委員会が予め作成した「プロポーザル審査基準表・採点表」

に従って審査の上選考する，という方式が採られました（「高知市生

活保護受給者金銭管理支援業務に係る募集要領」）。「プロポーザル審

査基準表・採点表」は次頁に掲げる通りです。 

本件では応募者がワーカーズコープ１人だけでした。 

審査委員会はワーカーズコープについて審査，採点し，満点であ

る 1,980 点（330 点×６人）に対し 1,384 点を獲得したとしてこれ

を選定しました。 

      

（イ）合規性・３Ｅ判断〈監査人の意見・指摘〉 

予め審査項目，配点，評価の基準，審査の視点，を設定した審査基

準表・採点表を作成し，これに沿って採点していくという方法は客

観性，公平性が高く，委託先業者選定を公平かつ適正に行うために，

「高知市生活保護受給者金銭管理支援業務委託プロポーザル審査委

員会」を設置した趣旨にも適うといえます。 

ただし，1,980 点満点中，1,384 点を獲得したことが選定理由とさ

れているところ，そもそも何点獲得すれば選定されるのか，最低合

格基準が設けられていません。募集要領を見てもこの点についての

記載がありません。 

また，本件は結果的に応募者１人でしたが，応募者が複数人の場

合，単純に総合得点素点の多寡で選定するのか，この点についても

募集要領には記載が見られませんでした。 

今後のことを考え，一定の基準を決めてこれを公表することが望

ましいと考えます（合規性の観点からする意見）。 
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生活保護受給者金銭管理支援業務 プロポーザル審査基準表・採点表 
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② 契約履行状況の合規性 

     

ア 調査分析の方法 

ワーカーズコープと福祉管理課との定期協議会の傍聴，ワーカーズ

コープの事務所訪問，月次報告書閲覧，を実施しました。 

 

イ 適用される規範 

冒頭引用した仕様書に記載された業務内容が，高知市とワーカーズ

コープとの間の業務委託契約においてワーカーズコープが履行を義務

付けられた事柄ですので，これが，ワーカーズコープの契約履行に適

用される規範となります。 

 

ウ 事例・事実 

（ア）ワーカーズコープと福祉管理課との定期協議会傍聴 

「高知市生活保護受給者金銭管理支援業務」定期協議会を傍聴しま

した。 

ワーカーズコープからはＡ４版１枚のレジュメが提出され，この

レジュメに沿って報告がなされました。 

要点は次の通りです。 

・2017 年９月末現在の利用者数が 310 人（受託累計 549 人，うち終

了者 239 人）。 

・支援計画書に基づき生活費を自宅等に届けるものの保護者不在で

二度足になる事例が見られる。 

・通信費，特にスマートフォンの支出が月に 15,000 円から 30,000

円と多額になるケースがある。この点を指導するガイドラインはな

いか。（㊟ この点について福祉課からは，「そのようなガイドラインはあり

ませんが，国が保護費つまり最低生活費を積算する際の資料を分析するなど

すれば通信費の目安が分かり，それが指導の根拠として使えるかもしれませ

ん」との指摘がなされました）。 

・支援計画書の有効性，適切性を定期的に検証する目的で９月より

モニタリングを開始しました。予め当所とケースワーカーで「チェ

ックシート（別紙）」を作成し，評価等が異なる事項を重点的に協議

しております。      
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（イ）ワーカーズコープ事業所訪問 

ⅰ）設備 

       金銭交付等のための窓口と相談スペースに分かれていました。 

       相談スペースは，受給者・ケースワーカー・ワーカーズ職員の三

者で相談や協議で使われることが多いとのことでした。 

ⅱ）通帳等の管理 

ワーカーズコープにおいては，金庫において，利用者の通帳・ 

キャッシュカードを管理していました。 

       しかしながら，この通帳・キャッシュカードをワーカーズコープ

の職員が利用することはなく，利用者の受給する生活保護費のう

ち，必要部分についてはワーカーズコープの銀行口座に振り替え

られるようになっており，それを用いて，利用者への金銭交付等を

行っているとのことでした。 

     ⅲ）業務について 

       毎月，支給日になると 60 人超の受給者が生活保護費の受取りに

来ることから，その日は大変忙しくなるとのことでした。なお，最

大で６人の職員で対応しているとのことでした。 

       また，利用者によっては，毎日金銭を受け取りにくる者，10 日

に１回来る者等，利用計画に応じて様々であることから，毎日，利

用者が出入りし，金銭の交付等を行っているとのことでした。 

      上記のような定期支出のほかに，特別な理由があるときなどは，臨

時で金銭交付を行うことがあり，その際には，ケースワーカーから

連絡をもらった後，利用者が直接窓口を訪れ，一時的に通帳・キャ

ッシュカードを利用者に返して，直接銀行で利用者自身が金銭を

引出し，再び通帳等を返還してもらうとの手続を行うとのことで

した。 

ⅳ）報告書等 

毎月，業務報告書を作成し，提出しているとのことでした。その

実物を見させてもらったところ，何千ページもありそうな分厚い報

告書であって，各利用者の金銭状況や残高等が資料と共に載せられ

ていました。詳細は次にお話しします。 

ワーカーズコープにおいては，上記報告書を毎月，福祉管理課に

提出し，その内容を福祉管理課職員が確認した後，請求書を提出し，

毎月の委託費を受け取るとのことでした。 

なお，オフィスの家賃等は，その委託費からワーカーズコープが

支払っているとのことでした。 
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（ウ）月次報告書閲覧 

上記の毎月作成・提出される事業報告書（通称「月次報告書」。以

下「月次報告書」と言います。）を平成 29 年４月分から同年６月分

について閲覧しました。 

「月次報告書」には，ⅰ）業務月報，ⅱ）予定・実績管理表，ⅲ）

月別預り金実績表，ⅳ）現金出納帳，ⅴ）受託内容（通期）一覧，ⅵ）

平成 29 年○月度受託内容一覧の順で各書類が添付されていました。 

報告書は，１月分がそれぞれＡ４ファイル２冊綴りで構成されて

おり，その厚さは２冊合計で 15 センチほどもありました。 

以下では，報告書に添付された書類の添付順序に従い，その記載

内容について紹介します。 

ⅰ）業務月報 

「高知市生活保護受給者 金銭管理支援業務月報」という表題

のＡ４版１枚の書面に，各報告月の新規受託者（ワーカーズコープ

が受託している金銭管理支援業務の対象となる生活保護受給者の

こと。 

本来の意味からすれば「事業対象受給者」又は「受給者」と呼称

すべきものですが，事業報告書では「受託者」と呼称している。）

数・受託終了者数・当月末現在の受託件数等と共に，報告月の概況

及び福祉事務所への要望等が記載されていました。 

ⅱ）予定・実績管理表 

受託者の名前，出入金の記録が一覧表形式で記載されていまし

た。 

約 320 件の受託者がいることから，その一覧表だけでも 30 頁を

超える分量がありました。 

ⅲ）月別預り金実績表 

受託者毎に，「○○年○月度 月別預り金実績表」が作成されて

いました。 

内容は，月の入出金及び預り金残高が記載された金銭出納帳，住 

所・電話番号・担当ケースワーカー・預り物が記載された基本事項，

被保護者に対する保護費の支払方法や金銭管理方法が記載された

支援内容の３つの内容が報告されていました。 

この実績表には，ワーカーズコープが預かっている通帳のコピ

ー，ワーカーズコープが直接被保護者に現金を渡したり，被保護者

に代行して施設等に現金を支払った際に作成された受領証や，ワ
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ーカーズコープが同団体名義の預金口座で預かっているお金（生

活保護費）から家賃や病院，施設代等を被保護者に代行して支払送

金した際の送金記録（インターネットバンキングの記録）等の写し

が添付されていました。代行支払いの中には，戻入や法第 63 条返

還金，法第 78 条徴収金の外，日本司法支援センター（法テラス）

への法律援助立替金償還などもありました。また，被保護者から提

出のあった現金受領証の中には，その余白に某消費者金融の名称

と併せて「15,000 円」と記載されたものも見受けられました。 

これらの部分が事業報告書の分量の大半を締めていました。 

ⅳ）現金出納帳 

2017 年○月度四国銀行口座（預り金）出納帳（実績），現金出納

帳，金種別現金残高証明書，預金残高証明書，ワーカーズコープが

高知市から受託者の生活保護費を受け取っている同団体名義の預

金口座の通帳の写しがその内容です。 

ⅴ）受託内容（通期）一覧 

受託が終了した受給者を含め，受託者毎に預り金の金額や，受託

者の通帳等を預かっていること等について，一覧表形式で報告さ

れていました。 

ⅵ）平成 29 年○月度 受託内容一覧 

ⅴ）のうち当該単月分の抜粋です。 

 

エ 合規性判断 

準則である「業務内容」にしたがった契約履行状況を確認しました。 

なお，定期協議会で説明のあった「チェックシート」の様式は次々

頁に掲げる通りです。 

ところで，月別預り金実績表に添付された資料の中で見受けられた

日本司法支援センター（法テラス）への法律援助立替金償還の件につ

いては，生活保護受給者の場合，申請によって償還猶予，免除の道が

開けていますので，このような記載が判明した場合には，被保護者本

人に対し償還猶予，免除申請のアドバイスがなされることが望まれま

す。併せて，某消費者金融への返済がうかがわれる受領証記載に至っ

ては，これが目に留まった段階で本人に詳細を尋ね，返済禁止の指導

と共に法テラスなどを利用しての債務整理を促すことが望まれます。 

高知市とワーカーズコープとの間で締結された，金銭管理支援業務

委託契約に適用される規範として先に引用した，「別紙仕様書」には，

「（６）金銭管理及び財産管理に伴う各種相談」として，「利用者から
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金銭管理及び財産管理について相談があった場合にケースワーカー等，

福祉事務所と連携し，対象者の相談対応を行う」旨が記載されていま

す。 

これは「利用者から相談があった場合」を想定していますが,その趣

旨はあくまで利用者の金銭管理及び財産管理についてワーカーズコー

プとケースワーカー，福祉事務所とが連携することにあるものと思わ

れます。そうであれば，両者の連携が求められるのは利用者から相談

があった場合のみならず，ワーカーズコープにおいて利用者の金銭管

理等の問題点を発見，把握した場合にも妥当するはずです。 

このように考えるなら，ワーカーズコープがそのような問題点を発

見，把握した場合に，その対処方法についてワーカーズコープ単体で

の判断が難しければ適宜担当ケースワーカーに連絡して対処されるよ

う，高知市福祉事務所よりワーカーズコープに対し助言されることが

望まれます（合規性の観点からする意見）。 
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※高知市福祉事務所の提供にかかる資料を引用 
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③ 契約履行状況の３Ｅ 

 

ア 調査・分析の方法 

 高知市福祉管理課からのヒアリング 

 

イ 適用される規範 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 事例・事実 

費用対効果における「効果」に関しては，従前はケースワーカーが

担当していた，被保護者の各種支払に関する指導・支援や，保護費を

費消してしまった者に係る緊急の対応及び再発防止の指導等，特に時

間と手数を要する方々を当該事業につなぐことにより，ケースワーカ

ーの業務負担の大幅な軽減が図られているところであり，また，支援

計画に基づく金銭管理により，被保護者の安定的な生活が確保されて

いるところでもあり，さらに，ケースワーカー自らが被保護者の金銭

管理を行わざるを得ないことに伴う業務上の不正リスクの防止にも繋

がっていることから，こうした非定量的な効果を数値として適切に反

映させるに当たっては，若干困難な部分があると考えます。 

 高知市「生活保護受給者金銭管理支援業務」の受託者選定に係る

公募型プロポーザル方式 

【基本方針】 

 1 本市の生活保護受給者の金銭管理における現況と課題 

   本市における生活保護の状況は，27 年 12 月末現在で保護率

が 37.7‰と，伸び率は横ばい傾向となっているが依然全国平

均の２倍以上であり，中核市の中でも函館・尼崎・東大阪・旭

川・那覇に次いで６番目となっている。 

   被保護者のうち，生活費を適正に管理できない方について，

入院先やグループホーム等の入所先で現金や通帳の管理を断

られるケースが増加していたことから，やむを得ずケースワー

カーが行っている状況があったため，他都市の取組を参考に，

平成 24 年度から被保護者の金銭管理業務の委託を実施してき

た。 

   保護率は横ばい傾向であるが，金銭管理を行う身内もいない

高齢世帯の生活保護受給者の増加に伴い，金銭管理支援対象者

は増しており，引き続き金銭管理業務を事業者に委託し，被保

護者の日常生活支援及び現業員の不祥事防止・負担軽減を図っ

ていく必要がある。 
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エ ３Ｅ判断 

福祉管理課からのヒアリングのほか，合規性の箇所で触れた定期協

議会傍聴，事業所訪問，月次報告書閲覧の結果を踏まえると，効果が

上がっていること自体は間違いないものと思われます。 

また，前にお話しした通り，ワーカーズコープにおいてモニタリン

グを開始したことから今後はさらに踏み込んだ３Ｅの検証が望まれま

す（３Ｅの観点からする意見）。 

 

４ ケースワーカーの業務改善と労務改善～監査人が見たもの聞いたこと～ 

冒頭お話ししました通り，今回の監査の原点には，「ケースワーカーの人

権」，すなわち，ケースワーカーが日々直面する困難状況が彼ら，彼女らを

疲弊させ，結果的に保護されるべき人が適切に保護を受けられないという状

況をもたらしていないか，このことに迫ってみたい，という問題意識があり

ました。 

この観点からケースワーカーの業務実態を調査分析するため，その職場を

訪問して日常業務の様子を拝見するとともに，実働ケースワーカー全員と個

別面談をしました。 

以下その結果とこれを踏まえた監査人の意見とを記します。 

 

（１）高知市福祉事務所 

 

①  相談スペース 

 新規の申請者用と受給者用とに分かれて，それぞれ４部屋存在してい

ました。 

 隣の相談スペースとは壁１枚を隔てるのみであり，外からも容易に相

談内容を聞き取ることが可能でした。 

 

②  ファイルの管理について 

 ケースワーカー１人につき，常時５つほどのケースファイルを持って

いました。ケースワーカーによっては，段ボールに詰めてデスク脇に置

いていたり，電話の横に山積みにしたりしていました。 

 また，ケースファイルが収納されている棚は，扉が開けっ放しであり，

目隠し等は付いていませんでした。そのため，棚によってはその角度に

よって，外部からの来訪者からケースファイルの表紙を覗き見できるよ

うな状態でした。 
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③ その他 

福祉課内は，ひっきりなしに電話が鳴っている状態でした。毎日電話

当番を決めているようであり，架電があった際には当番の方々が電話を

受け，スピーカーで，呼び出しを行っていました。 

このやり取りがさらに，課内を騒がしくさせているように感じました。 

その他，来訪者の長時間にわたる怒鳴り声を現認しました。 

 

（２）ケースワーカー面談 

今回の監査に当たって，ケースワーカーの業務状況及び労務環境を把握

するため，第一福祉課と第二福祉課に所属するケースワーカー計 80 人（産

休・病休等で面談不可であった４人を除くケースワーカー全員）を対象に，

面談を行いました。 

面談に先立って，以下の内容の事前調査票を配布し，全員に回答頂きま

した。 

面談は，各ケースワーカーにより記入済みの事前調査票を参考に，ケー

スワーカー１人につき，約 20 分の時間をかけて行いました。 

  

  ＜事前調査票＞ 

１ 現在，担当している要保護世帯数をお教えください。 

（     ）世帯 

２ 上記 1で記載した担当世帯数は，適当だと感じますか。 

該当する方に○をつけてください（はい ・ いいえ）。 

（上記 2 で「いいえ」とお答えになった方） 

３―① 適当であると感じる担当世帯数はいくつですか。 

 （     ）世帯  

 ―② 担当世帯数が適当でないことで，どのような点に不都合，不安

を感じますか。 

 ―③ 多くの案件を処理するために，工夫していることはありますか。

４ 日常業務の中で，一番時間を費やすのはどのような業務ですか。ま

た，その業務時間を減らすための提案があればお教えください。 

５ 日常業務を行う上で，必要な支援体制は整っていると感じますか。

また，今後，このようなサポートが欲しいという要望があればお教

えください。 

６ 業務を通じて，身の危険を感じたことがありますか。身の危険を感

じたのは，どのような場面でしたか。また，そのような場面に出くわさ

ないために必要だと思う支援があればお教えください。 
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７ 被保護者の情報の取扱いにおいて，気を付けていることはあります

か。被保護者の個人情報の取扱いで悩んだ事例があればお教えくださ

い。 

８ 被保護者の指導・監督が十分にできていると感じていますか。仮に，

不十分であると感じている場合，その内容と原因についてお教えくだ

さい。 

９ 被保護世帯の自立のために実践している又は見聞きしたことがある

工夫等があれば，お教えください。また，被保護世帯の自立のために必

要又はは有益と思われる施策，制度，社会資源等について，思うところ

があれば，それも併せてお教えてください。 

10 業務の中で，過度な精神的負担を感じたことはありますか。負担を

感じたことがあるという場合は，どのような場面で感じたかお教えく

ださい。 

11 「生活保護の手引き」等のマニュアル類は活用されていますか。マ

ニュアル類の使い勝手についての率直な感想をお教えください。 

12 業務の中で，どのような点にやりがいを感じるかお教えください。

13 現在の職場環境の中で改善を望む点があれば，お教えください。 

 

以下，上記の事前調査票への回答及び監査人が実施したケースワーカー

との面談を通じて，浮かび上がってきたケースワーカーの業務と労務の問

題点等を指摘し，その改善策について，提案することとします。 

    

① 担当世帯数について 

 

ア 調査目的 

高知市では，9,000 を超える被保護世帯の支援を，80 人のケースワ

ーカー（休職中の職員を除く）と 13 人の生活保護事務支援員（高齢者

の単身世帯のみを担当）（以下，「ケースワーカー等」と呼びます。）で

実施しており，単純に世帯数をケースワーカー等の頭数で割ると，１

人当たりの担当は約 100 世帯となります。 

他方，国の基準における適正な担当世帯数（以下，「適正世帯数」と

呼びます。）は 80 世帯とされています（社会福祉法第 16 条は，市が設

置する福祉事務所においては，要保護世帯 80 世帯に対し１人のケース

ワーカーを配置するよう定めている。）。 

このような現状から，高知市においては，適正世帯数を大幅に超え

る世帯数を各ケースワーカーが担当する状態となっていることが危惧
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されました。 

そこで，監査人は，各ケースワーカーが現在抱える世帯数について

把握し，適正世帯数を超過している現状においてどのような問題が生

じているのか調査することとしました。 

 

イ 調査結果 

 

 
      

80 人いるケースワーカーの内，77 人は，80 を超える被保護世帯を

担当しており，ほとんどのケースワーカーが，適正世帯数を上回る世

帯数を担当している現状が浮き彫りとなりました。 

4%

19%

46%

20%

1%

10%

ケースワーカー１名当りの

担当世帯数
７９世帯以下

８０～８９世帯

９０～９９世帯

１００～１０９世帯

１１０～１１９世帯

１２０世帯以上

21%

79%

現在の担当世帯数は適当か

適当

適当でない（多すぎ

る）



215 
 

さらに，25人のケースワーカーは100以上の世帯数を担当しており，

約３割のケースワーカーは，国の基準を大幅に超える世帯数を担当し

ていることも分かりました。 

大多数のケースワーカーは，現状の担当世帯数が多すぎると感じて

おり，そのことが原因で，多くの不安を抱えているようでした。 

ここでは，各ケースワーカーから寄せられた不安について，紹介い

たします。 

 

    ・緊急のトラブルが生じた際に，他のケースの事務処理が遅れる。 

    ・目立つ問題がない世帯に対しての目配りが不足してしまう。 

    ・家庭訪問の時間が不足する。 

    ・就労による自立支援など本来のケースワーク業務が行えない。 

    ・担当世帯すべてを把握しきれない。 

    ・きめ細やかな支援が難しく，不正受給防止まで手が回らない。 

    ・全世帯の状況を把握することが困難なため，機械的な処理が増える。 

    ・すべき処理を行えず，返還金を発生させてしまう。 

    ・処理や調査の抜かりが発生する。 

    ・被保護者と面談する時間を多くとりたいが，それができない。 

    ・各種調査ができない。 

     

上記は，今回の面談調査で得られた結果を一部抜粋したものですが，

監査人は，ケースワーカーから，「抱える世帯数が多すぎて事務処理だ

けで業務時間が終わってしまう」との声を数多く聞きました。 

ケースワーカーからの意見を集約すると大要，以下のようになりま

す。 

「本来であれば，各世帯の実情を把握した上で，それに応じた活動

をしたい。しかしながら，業務時間のほとんどがケースファイルの作

成等の事務作業に消えてしまう。結果として，画一的な対応となって

しまい，問題が生じた際に対応が後手に回ってしまう。」 

このような状態に陥ってしまっていることに不安を感じているケー

スワーカーが多いことを，面談を通じて，監査人は感じました。 

また，本来であれば家庭訪問を繰り返し，被保護者との信頼関係を

構築した上で，自立に向けた指導や不正受給等の監督を行っていかな

ければならないのに，そのような時間を取ることが出来ず，指導監督

を十分に行えないことに歯がゆい想いをしているケースワーカーも多

いということも感じました。 
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今回の調査でも，８割以上のケースワーカーが，被保護者への指導・

監督が十分にできていないと感じていると回答しています。 

 
面談の中でも，「指導した内容を都度記録し，決裁を取っていると他

の事務処理が回らなくなることから，どうしても指導よりも金銭を支

給するための事務が優先になってしまう」という声も聞かれました。 

 

② 日常業務の中で時間を費やす業務について 

 

ア 調査目的 

調査を通じて，ケースワーカーは，事務処理に多くの時間を割かれ，

家庭訪問などの他の業務に支障を来す状態であることが分かりました。 

そこで，具体的にどのような業務に時間を費やしているのか調査す

ることとしました。 

 

イ 調査結果 

事前調査票及び面談を通じて，「（家庭訪問の記録作成を含む）ケー

スファイルの作成」と「電話来客対応」に多くの時間が割かれるとい

う声を，監査人はケースワーカーから，多く聞きました。 

ですので，以下では，この２つのことについて取り上げます。 

（ア）ケースファイルの作成 

ケースファイルは，ケースワーカーの業務の記録（ケース記録）

等が綴られたファイルで，全ての記録は紙媒体で保存されています。 

ケース記録は，一枚の紙に複数の出来事が時系列で印字されてお

り，記録内で決裁が必要な部分については，ＳＶや係長，課長等の

11%

84%

5%

被保護世帯への指導監督は出来て

いるか

十分に出来ている

十分には出来ていない

その他
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決裁印を直接記録内に押印しています。 

 

〈ケース記録の文例〉 

28．９．○△ 

 

 

 

 

 

 

 

28．10．○△ 

 

 

 

 

28．11．○△ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

主に対する法第 27 条文書指示について 

前述の記録のとおり，主に対し，・・・・・・であるため，平

成28年○月×△日までに当該不動産について売却手続きを行

うよう，法第 27 条文章指示を行う。 

  

   所    課    補    係    担  

   長    長    佐    長    当 

 

○冬季加算の認定について（別途一括決裁） 

本世帯について，下記の通り冬季加算を認定する。 

記 

・１１／１付  冬季加算 ○○○○円 認定 

 

    ○家庭訪問 訪問不在 

主宅を訪問するも不在。次月再度訪問する。 

 

         ・ 

         ・ 

         ・ 

         ・ 

         ・ 

         ・ 

         ・ 

         ・ 

         ・ 

       

このように，ケース記録は，複数の出来事を同一用紙に継ぎ足し，

記録して完成します。つまり，業務に関する記録が既に印字された

紙を用いて，新しい出来事を印字するという作業が発生することに

なります。 

そのため，印字済の記録の上に重ねて新しい記録を印字してしま

う，印字する部分がズレる等の失敗が頻繁に生ずるとのことでした。 

失敗が生じた場合，その都度，記録を作り変える，印刷をし直す

印 印 印 印 印
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等の作業が発生してしまいます。また，決裁印が押印された部分に

ついては，やり直すことが出来ないため，厚紙の上に，普通紙に印

刷した業務記録を切り貼りして，記録を作成する等の工夫をしてい

ました。 

このような，記録の保存方法については，非常に非効率であり，

見直す必要があると考えます。 

また，記録が紙媒体であることから，過去の記録から必要部分を

探し出すことが大変で，それに時間を費やすとの意見もありました。 

 

（イ）電話来客対応 

監査人が福祉管理課を初めて訪れた際，一番驚いたのは，電話が

ひっきりなしに鳴っているということでした。この対策として，福

祉管理課では，毎日，１係から 13 係まで係毎に電話当番を決め，当

番担当者が積極的に電話の取次ぎを行うという体制を取っています。 

しかしながら，かかってくる電話の本数が多すぎるため，電話当

番に当たってしまうと，電話応対に時間を取られ，業務に集中でき

ないとのことでした。 

また，後程，「オ 個人情報保護について」の部分でも触れますが，

電話で「家族や知人を名乗る者からＡ氏の担当ケースワーカーお願

いします。」と言われて取次いでしまうと，Ａ氏が被保護者であるこ

とが判明してしまうという問題があるため，電話対応は非常に神経

を使うとのことでした。 

他方，来客対応については，来客窓口が明確に設けられていない

ため，通路に近いところに配属された係の職員ばかりが，来客対応

に追われるという事態が生じているようでした。 

   

③ ケースワーカーの支援体制 

 

ア 調査目的 

     「３ ケースワーカー業務の支援体制」の部分で触れたとおり，福祉

課では，各種の非常勤職員を雇い，ケースワーカーの業務を支援する態

勢を整えています。 

     そこで，現状の支援体制について，現職のケースワーカーはどのよう

に感じているのか，不足しているサポートはあるのか等を調査するこ

ととしました。 
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イ 調査結果 

      
 

事前調査票及び面談の結果，約半数のケースワーカーは，現状の支

援体制が十分でないと答えています。 

また，現状の非常勤職員の方々のサポートには非常に助けられてい

るものの，他分野でのサポートも欲しいという意見が多いことを，面

談を通じて監査人は感じました。 

特に，就労促進員や生活保護調査員に関しては，専門的知見が必要

な分野についてサポートを与えてくれるものであるのに加え，例えば，

就労支援プログラムを開始すれば就労についてはいったんケースワー

カーの手を離れ，就労促進支援員に任せられる等，業務の負担が減る

ことに，支援の恩恵を感じているケースワーカーが多いように感じま

した。 

現状，ケースワーカーは被保護世帯に係る事務を１から 100 までこ

なしているような状態ですが，その事務の中で専門性が求められるも

のや単純作業等を切り離して，担当の者に任せられる体制が整えば，

より効率的な生活保護行政が実現できるのではないかと考えます。 

例えば，ケースワーカーからは，面談中にこのような意見が出まし

た。 

・戸籍調査担当職員が欲しい。 

・郵送物の封入作業等の単純作業を頼める臨時職員が欲しい。 

・電話対応の職員が欲しい。 

新件を受理する際に，扶養義務者の調査等のために，各市町村に住

民票や戸籍を請求し，誰が扶養義務者であるのか確定する作業を行い

35%

52%

13%

ケースワーカー業務の

支援体制は整っているか

整っている

整っていない

その他
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ます。しかしながら，戸籍を追いかけるのは，慣れた者でなければ非

常に難しい作業で，間違いも生じやすく，時間もかかります。そのよ

うな事情から，戸籍調査担当職員を置くことは，業務を効率化に役立

つものであると監査人も感じます。 

また，電話担当の職員についても，被保護者の個人情報を聞き出し

てこようとする匿名の電話に対処できるというメリットもあることか

 ら，検討に値すると考えます。 

 

③ ケースワーカーが感じる身の危険 

ア 調査目的 

ケースワーカーは，日常業務の中で，相談者や被保護者と接する機

会が多くあり，その中で，被保護者から危害を加えられそうになるケ

ースも少なくないと聞きました。 

そこで，ケースワーカーが危険な目に遭った経験はあるのか，具体

的にどのような場面で身の危険を感じることが多いのか，また，福祉

課においてそのための対策が十分にとられているのかを調査すること

としました。 

 

イ 調査結果 

      
事前調査票及び面談を行った結果，６割のケースワーカーが業務を

通じて身の危険を感じたことがあると回答しました。そして，そのほ

とんどが，家庭訪問中にそのような場面に遭遇したということでした。 

ここでは，ケースワーカーが家庭訪問時にどのような危険な場面に

遭遇したか，いくつかの例を紹介します。  

61%

30%

9%

身の危険を感じたことはあるか

ある

なし

その他
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・被保護者が包丁を構えて待っていた。 

・被保護者が包丁を持ち出したことが２度ほどあった。 

・被保護者と話している際に，頭を掴まれた。 

・ケースワーカーとの会話中に，壁や扉を殴る，物を投げる等の威

圧行為を受けた。 

・自転車を投げつけられた。 

・扉を閉められ，監禁される危険を感じた。 

・傘を突き付けられ「殺すぞ」と言われた。 

・包丁を示して「死ぬ」と言われた。 

・包丁を示して「お前も殺してやろうか」と言われた。 

・玄関の鍵をかけられた。 

・車を発進させようとした瞬間に，指導内容が納得できないと車の

前に立ちはだかれた。 

・帰り際に腕をつかまれた。 

・異性の被保護者に服を脱がれた。 

   

以上のように，ケースワーカーは，家庭訪問において様々な危険に

遭遇していることが分かります。その原因は，家庭訪問時の体制に問

題があるように感じられます。 

現状，高知市では，ケースワーカーが１人で，被保護者の家庭訪問

を行う体制となっています。しかしながら，家庭訪問先は，被保護者

の生活領域ですから，どのような危険が潜んでいるか分かりません。 

危険を回避するためには，複数で家庭訪問に行く体制を整備しなけ

ればなりませんが，人員不足により，複数対応の体制を整えられてい

ないのが現状です。面談の中でも，「１人で行くには怖い世帯があるが，

他のケースワーカーもとても忙しそうなので同行することを頼みにく

い」と言った声が聞かれました。 

また，ケースワーカーは，防犯ブザー等の防犯グッズすら支給され

ておりません。 

このような状態では，いつ，ケースワーカーが事件に巻き込まれる

事態が生じても不思議ではありません。ケースワーカーの安全確保に

ついて，緊急の対策が必要です。 
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⑤ 個人情報保護 

 

ア 調査目的 

ケースワーカーは，被保護者等につき，他人が容易に知り得ないよ

うな個人情報を詳細に知り得る立場にあり，個人情報の適正な取扱い

が特に求められます。 

そこで，ケースワーカーの個人情報の取扱いに関する意識について

調査することとしました。 

 

イ 調査結果 

事前調査票及び面談の結果，以下のような点について，ケースワー

カーが個人情報の取扱いにおいて気を付けていることが分かりました。 

 

    ・被保護者の情報を第三者に伝える際には必ず，被保護者に確認を取っ

ている。 

    ・病院から被保護者の家族に連絡を取りたいと言われた際にも，直接連

絡先を教えず，被保護者の家族の承諾を取ってから，連絡先を伝える

ようにしている。 

    ・病院や関係機関から被保護者の生活歴等を尋ねられても，直接，被保

護者に聞くように答え，こちらからはなるべく情報を伝えない。 

    ・家庭訪問の際に，必要な情報以外は持ち出さない。 

    ・家庭訪問時に普段着を着用する。 

    ・被保護世帯であることが分からないように，家庭訪問先に入室するま

では名札を隠す。呼びかける時も「福祉」とは言わない。 

    ・家主や親族を名乗る電話でも不用意に担当ケースワーカーにつなが

ないようにしている。 

・家庭訪問時に同じアパート等に要保護者がいる場合，訪問の時間をず

らす。 

 

ケースワーカーは，業務の中で知り得た個人情報を他に漏らさない

ということだけでなく，被保護者が生活保護を受給しているという事

実が発覚しないように細心の注意をはかっていることが分かりました。 

福祉事務所には，毎日，未申告の就労や車両保有についての情報提

供や被保護者の家族や知人を名乗る者から連絡が多く入るとのことで

あるが，提供に係る情報の内容を確認したり，担当のケースワーカー
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に取次いだりすれば，被保護者が保護受給中であるという事実が発覚

してしまう。しかし一方で，福祉事務所から家族宛に電話した際の折

り返しや扶養照会を送付された家族からの電話であったりする場合も

あるため，取次ぐべきか判断するのが困難な場合も多いとの意見もあ

りました。 

 

（３）監査人の指摘・意見 

 調査の結果，高知市の生活保護行政は，深刻な人員不足に陥っていると

いうことが分かりました。 

    人員不足の影響で，ケースワーカーは，過剰な被保護世帯数を抱えるこ

ととなり，日常業務のほとんどを事務処理に追われ，家庭訪問等，被保護

世帯と向き合う時間が少なくなっています。 

    現状の深刻な人員不足が慢性化すれば，被保護世帯の抱える困りごと

を解消し，自立に向けた支援を行うというケースワーカーの本来業務が

形骸化し，金銭を給付する事務を行うだけの業務へと変容してしまう危

惧を感じました。 

    この深刻な人員不足を解消するために，早急な人員の拡充が必要です。 

    また，早急な増員が不可能であるとしても，限られた人員配置の中で充

実した業務を行えるよう業務の効率化が必要不可欠です。 

    以上を踏まえ，次の諸施策の実現を望みます。 

① 人員の拡充 

高知市のケースワーカーが抱える被保護世帯数は，適正世帯数を大幅

に超過しており，ケースワーカーの人員不足は深刻な状況にあります。 

そこで，市においては早急に適正な人員配置を行い，ケースワーカー

の増員を図ることが望まれます（合規性の観点からする意見）。 

② 業務の効率化の方策 

業務の効率化のため，ア ケースファイルの電子化，イ 非常勤職員

の増員が望まれます（３Ｅの観点からする意見）。 

ア ケースファイルの電子化 

ケースワーカーは，ケースファイルの作成に多くの時間が割かれて

いることが今回の調査で判明しました。 

この原因は，ケースファイルが紙媒体で作成・保存されていること

に原因があると監査人は考えます。 

ケースファイルを電子化し，紙で行われてきた決裁を電子的手段で

行えるようになるようシステムを構築することを提案します。 

これにより，ケースファイル等の書類の保管スペース確保といった
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問題も解消されます。 

もっとも，ケースファイルの完全電子化には，相応の時間を要する

ことから，段階的な電子化でもやむをえません。 

イ 非常勤職員の増員 

ケースワーカーの増員に加えて，ケースワーカーの業務の効率化の

ため，更なる非常勤職員枠の増員も望まれます。 

ケースワーカーの業務の中には，かならずしもケースワーカーが行

うことが必要不可欠でないものや，専門的知見を持つものが行った方

が効率の良いものもあります。 

具体的には，戸籍調査担当職，電話対応担当職，郵便事務担当職の

新設を提案いたします。 

③ ケースワーカーの安全確保 

ケースワーカーが特に家庭訪問において，多くの危険に晒されている

ことが，今回の調査で明らかとなりました。 

そこで，必要な場合に複数で家庭訪問に対応可能な体制を整備するこ

とが望まれます（合規性の観点からする意見）。 

また，各ケースワーカーには最低限の防犯用品を支給することが望ま

れます（合規性の観点からする意見）。 
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第５ 終わりに 

   今回の監査は，「被保護者の生存権」と「ケースワーカーの人権」とい

う，「人権の視点」と，「税金の使われ方」という「納税者の観点」とから，

ケースファイルを中心とする資料の調査分析，ケースワーカーをはじめ

とする職員の方々からのヒアリング，職場の視察，等々を通じて生活保護

事務の実態に迫ることに注力しました。 

   「人権の視点」のうち，「被保護者の生存権」の側面についていえば，

まずは「申請権の侵害」と疑われる実態がないか，このことを調査しまし

た。個々のケースについてはそのような実態はうかがわれず，むしろ，病

弱等で外出困難な要保護者からの保護申請に対しては出張面談したり，

いったん保護申請した要保護者から取下げの意思表示がなされたときに

は要保護者本人の近親者などその周辺にも真意を確認したりするなど，

懇切丁寧な事務手続が行われていました。その一方で，相談受付票や手引

きといったいわばシステム上に，「不受理」という，「水際作戦」を連想さ

せるような記述があり，この点については改善を求める旨の指摘をさせ

ていただきました。 

次に保護開始後については，「申請権の侵害」の裏返しとも言える，「辞

退の強要」と疑われる実態がないか，このことを調査しました。多くのケ

ースにおいて，「辞退の強要」とは逆に，被保護者からの辞退届に対して

はケースワーカーから再考が促されるなど，先行き不安定な被保護者を

案ずるケースワーカーの姿が浮き彫りになりました。その一方で，「辞退

の強要」を疑われるレアケースも見受けられましたので，この点について

は自重を求める旨の指摘をさせていただきました。 

同じく「人権の視点」のうち，「ケースワーカーの人権」の側面につい

ていえば，少なからぬケースワーカーが大なり小なり被保護者などから

の暴力や暴言にさらされている実態が明らかになりました。これについ

ては複数訪問といった組織的対応の必要性を指摘させていただきました。 

「納税者の観点」からは，不必要な扶助費の支出を防止するために，要

否判定や収入認定は適切に行われているか，扶助費の５割以上を占める

医療扶助の運営は適切に行われているかどうか，稼働能力を活用してい

ない被保護者に対する就労促進は適切に行われているかどうか，こうい

ったことを調査しました。要否判定はいずれのケースにおいても適切に

なされていることが確認できましたが，いわゆる境界層事例においては，

「要保護」と認定しながら「却下」とする，処分理由の不適切な「書き方」

について改善を求める指摘をさせていただきました。収入認定について

は，判明している就労先に対する就労収入額調査がなされていないケー



226 
 

スについて調査を尽くすべきである旨の指摘をさせていただきした。医

療扶助については，頻回受診を是正するための指導台帳整備が図られる

べきである旨を指摘させていただきました。併せて，レセプト点検業務を

効率化するため，システム改善を図られるよう，意見を述べさせていただ

きました。就労促進については，長期間稼働能力を活用しない被保護者に

対する文書指導とこれを経た後の保護廃止が適切に行われるべきとの指

摘をさせていただきました。 

同じく「納税者の観点」から，不適切な扶助費支出を事後的に是正する

ための法第 63 条返還，法第 78 条徴収，刑事告訴等々が適切に行われてい

るか，このことを調査しました。法第 63 条返還と法第 78 条徴収との振り

分けはほぼ適切に行われていましたが，一部，法第 78 条徴収の事実認定

に疑義を生じたものがあり，この点については法第 63 条返還案件とすべ

きとの指摘をさせていただきました。法第63条返還も，法第78条徴収も，

その振り分け，管理は適切に行われているものの，債務者の資力ゆえか，

回収の実が上がらず，毎年 3,000 万円前後の不納欠損金を生じている実態

が浮き彫りになりました。回収の実を上げるための手段として相応の効果

が期待できる刑事告訴も，福祉課の陣容からこれまでほとんど手つかずで

あったことが判明しました。この点については，告訴すべきケースを，高

額長期のものから優先的かつ速やかに選別し，対処されるよう意見を述べ

させていただきました。 

さて，今回の監査は，平成 29 年 11 月 11 日，12 日の両日，高知市にお

いて「第４回 生活困窮者自立支援全国研究交流大会」が開かれ，高知市

福祉課のマンパワーがその事前準備はじめ大会運営にこぞって動員され

る中，ケースファイルをはじめとする膨大な記録の整備，80 人のケースワ

ーカー及び 10 数人の非常勤職員の面談日程調整に尽力していただいた福

祉管理課の皆様，そして，ただでさえ忙しい中を，業務と直結しない面談

に時間を割いていただいたケースワーカー，非常勤職員，これらの方々の

誠実なご協力があって初めて実現したものです。その誠実なご尽力，ご協

力に感謝申し上げます。 

あるケースワーカーの家庭訪問記録の中には，腕のいい職人でありなが

ら，持病のため本来の職はもちろん，その他の職に就くことも困難な被保

護者について，「実直な性格のようで，○○（持病のこと）さえなければ，

人生も変わっていたのではないかと思われる」と書き記されてありました。

もとより，以後の援助方針に直接結びつく記載とは思えません。ケースワ

ーカーが「思わず漏らした一言」でしょう。しかしこれこそ，生活保護手

帳巻頭にある，「保護の実施要領等を骨とし，これに肉をつけ，血を通わ
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せ，あたたかい配慮のもとに」行われている「生きた生活保護行政」であ

ると思います。80 人のケースワーカー，そして 10 数人の非常勤職員，こ

の方々のヒアリングにおいて，その言葉の端々に同じような「配慮」を感

じました。 

高知市の生活保護事務が，「生きた生活保護行政」として，これからも被

保護者の生存権へ十分「配慮」され，なおかつ納税者からもより一層の支

持，信頼を得られますよう，本書での指摘・意見を踏まえた改善に取り組

んでいただければ幸甚です。 

                            

                                                             

以上 

 
 
 


